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こ
と
が
で
き
る
。

：・ロ
J_

＇

廣

島

，

．

＇

市

報

ー

ー

'

1

|

＇

、

|

|

．

ー

附

則

第

千

條

断

員

が

職

務

の

た

め

に

死

亡

し

た

場

合

は

そ

の

遺

族

、
、
第
八
條
，
市
長
は
下
水
逍
用
域
を
そ
の
用
を
妨
げ
な
い
限
が
こ
れ
を
定
め
、
る
。

：

こ

の

條

例

は

公

布

の

日

か

ら

こ

れ

を

施

行

す

る

に

祭

祀

料

三

千

個

及

び

迫

族

扶

助

料

五

萬

圃

以

内

を

支

給

す

．

度

g
お
い
て
、
こ
れ
が
使
用
を
許
可
す
る
／
こ
と
が
で
き
る

0

.
“
 

•
第
一
二
章
私
設
下
水
逍
及
び
工
事
，
廣
島

J
i
i
條
ー
第
六
十
ー
勁
ー
．

i

ー
ー
る
前
項
の
給
典
は
次
の
順
位
に
よ
り
そ
の
家
に
あ
る
者
に
こ

を
れ
支
給
す
る
。

誓

市

長

浪

井

信

―

―

―

―

配

偶

者

（

内

縁

闘

係

と

含

む

）

t
'

（
築
造
）

I:：
＿

翌

fl王
ユ
月
二
十
日

:
[
、
第
九
條
私
菩
下
水
述
は
5

下
水
逍
工
事
完
了
匿
域
の
告
示

を
し
た
日
力
ら
~
＿
ニ
ヶ
月
以
内
に
築
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
廣
島
市
議
・
曾
の
議
決
を
昆
て
廣
島
市
消
防
圏
の
定
員
、
任
免
、
二
直
系
卑
恥
―

し
ぃ
・
な
い
。
但
し
、
市
長
が
特
別
な
軍
由
．
、
あ
る
と
認
め
る
義
務
給
典
、
服
務
に
闘
す
る
鍛
例
を
次
の
よ
う
こ
定
め
る
。
一
＿
＿
＿
直
系
尊
屈

一
特
別
の
事
情
あ
る
場
合
は
前
項
の
順
位
を
i
変
更
す
る
こ
と
が

，
●
,
ャ
．
者
に
甜
し
て
は
、
そ
の
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
廣
島
市
消
防
圏
の
定
員
、
任
免
~
給
典
、
服
務
に
闘
す
る
四
兄
弟
姉
妹

で
き
る
°

條
例

（
市
長
の
指
示
）

第

一

章

総

則

第

二

項

の

遺

族

の

な

い

場

合

は

祭

祀

料

の

み

を

そ

の

徘

俵

を

行

第
一
條
消
防
糾
織
法
第
十
五
條
の
二
第
一
＿
一
項
の
規
定
に
基
き
i

う
者
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・

〔

‘

ヽ

、

第

豆

茫

瓢

誌

翌

緑

這

論

遠

琵

噌

に

臨

し

i

下
水
迫
法
施
行
規
則
第
二
條
第
二
項
の
規
定
に
、
本
・
▲
巾
消
防
圏
の
園
員
（
以
下
関
員
と
い
う
）
定
員
の
、
出
第
十
一
條
常
備
消
防
職
員
た
る
厭
員
の
給
典
は
廣
島
市
職
員

ご
・
/
（
費
用
）

本
市
が
私
設
下
恋
迫
を
築
造
叉
は
管
理
す
る
と
き
免
、
給
典
、
服
務
に
闘
し
て
は
こ
の
條
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
＿
給
料
條
例
及
び
廣
島
市
旅
牧
條
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
年
手

パ
[

.

9

璽

十

渾

一
営
及
び
出
務
手
常
は
重
複
支
給
し
な
い
。

よ
り

第
十
二
條
消
防
委
員
に
は
月
三
百
闘
の
手
賞
を
支
給
す
る
。

は
、
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
ば
一
部
を
義
務
者
か
に
よ
る
。

八
條
の
規
定
に
よ
る
し
た
と
き
は
、
第
二
條
直
翫
贔
数
は
置
千
ー
ー
百
五
十
人
と
す
る
。
第
十
三
條
第
七
條
乃
至
第
十
條
の
支
給
額
そ
の
他
立
要
な
事

[
：
廣
ら
微
牧
す
る
。

暑

`

.

5
誤
呻
疇
全
部
を
義
務
者
か
ら
攣
紐
ぴ
。
第
三
條
前
條
の
外
、
消
防
圏
の
本
蔀
及
び
支
部
に
は
、
願
問
項
に
つ
い
て
は
委
且
會
の
意
見
を
岱
し
て
、
鷹
誓
れ
を

1

、

（

市

長

承

認

事

項

）

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。

°

定

め

る

。

第

五

窄

服

務

懇
二
條
私
設
下
水
追
又
は
泄
化
装
戦
を
築
造
、
改
築

'□
高

若

し

く

は

培

築

し

ょ

う

と

す

る

と

き

は

豫

め

こ

れ

を

市

長

第

一

＿

蓋

・

任

免

第

十

四

條

應

且

は

、

招

集

に

よ

つ

て

出

勤

し

、

服

務

す

る

も

．．
 

て
＇
ー
に
届
ゆ
出
て
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
第
四
條
開
員
は
、
．
そ
の
諮
毅
慨
域
内
の
住
民
の
中
か
ら
、

rLC

の
と
す
る
°
招
集
の
命
を
受
け
な
い
場
合
で
も
、
水
火
災
の

孟

籍

工

事

）

に

掲

げ

る

條

件

を

備

え

、

且

つ

消

防

委

員

・

曾

（

以

下

委

員

・

伝

Fl

懇
生
そ
の
他
非
沖
"rlJ

災
害
等
の
嶺
生
嘉
っ
た
と
き
は
、
豫
め

烹
―
-
＿
條
私
懇
下
水
道
の
施
設
が
破
損
又
は
腐
朽
し
た
と
と
い
う
）
の
推
腐
し
た
者
に
つ
い
て
市
長
が
こ
れ
を
任
命
し
の
指
示
に
従
い
直
ち
に
出
勤
し
服
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
十
五
條
出
勤
し
た
圃
員
か
、
解
散
す
る
場
合
は
、
人
員
及

き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
修
絣
工
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
、
一
定
の
事
由
に
よ
り
罷
免
す
る
。

＂
い
こ
の
場
合
起
工
前
に
市
長
に
届
け
出
て
•
そ
の
指
示
を
一
年
齢
満
十
八
歳
以
上
の
者
び
携
帯
機
具
に
つ
き
幽
椋
を
受
け
な
け

L
ー
一
な
ら
な
い
。

翌

砥

ば

な

ら

な

い

。

胴

呼

瓢

讐

璽

唸

園

員

の

選

詈

合

喜

に

よ

咆

尋

疇

JK
隷

鳳

聾

詞

晶

罰

声

笠

藝

•

第
十
四
條
釘
務
者
叉
は
使
用
者
が
市
内
に
居
住
し
な
い
と
り
、
市
長
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。
に
際
し
て
は
身
を
挺
し
て
難

u
赴
く
の
心
構
を
持
つ
こ
と
。

報

き

は

こ

の

條

例

に

幽

す

る

贔

諸

鱈

蒻

豆

翫

閤

麟

繹

琴

鱈

麟

墜

疇

鰐

鉱

鰭

謬

裏

い

り

rwl
ニ
事
疇
鰐
噂
翌
0
、
上
長
の
即
抑
命
令
の
下
に
、
上
下
一
休

．

悶

鵡

碑

謡

遭

OA
虹

疇

虚

を

麿

し

た

と

き

も

ま

た

同

こ

れ

を

任

命

す

る

。

三

上

下

同

fftは
、
互
に
相
敬
愛
し
：
毅
節
を
煎
じ
ャ
循
義
を

誓
、
分
贋
の
推
菰
に
よ
り
、
圃
長
が
こ
れ
を
任
命
す
厚
く
し
常
に
言
市
を
慎
し
む
こ
と
。

P

a
'

様
で
あ
る
。

．

四

職

務

に

幽

し

私

こ

金

品

の

寄

瞬

謀

心

し

く

は

翌

廊

接

持

を

る。

受
け
叉
は
こ
れ
を
諸
斗
し
な
い
こ
と
o.

．
役
員
は
圃
員
を
免
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。

tl

•
第
四
章
冊
則
そ
の
他

五
職
務
上
知
り
得
た
機
密
を
も
ら
さ
な
い
こ
と
。

[

3

r

昭

冨
5

則
）

第
六
條
園
員
に
は
別
表
の
範
固
内
で
年
手
賞
及
び
出
務
手
常
六
消
防
圃
叉
は
消
防
固
員
の
名
義
を
も
つ
て
政
治
述
動
又
は

”』
•
和
牙
十
五
條
左
の
各
就
の
一
に
該
掌
す
る
と
き
は
二
千
回
以
第
四
章
給
典

‘

を

支

給

し

、

被

服

を

貸

典

す

る

。

他

人

の

訴

訟

若

し

く

は

、

に

干

典

し

な

い

こ

と

[．9

卓
一
一
下
の
過
料
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
條
園
員
が
職
務
に
よ
り
負
傷
し
て
治
療
を
要
す
る
場
合
七
平
素
何
時
で
も
招
集
に
應
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
ぅ
に
、

ぃ
9
!
，
一
、
所
定
の
屈
出
を
怠
り
叉
は
虚
偽
の
届
出
を
な
し
た
と

き

"
9
,

：年’

[

．

ー

ニ

、

第

十

條

の

規

定

に

よ

る

指

示

に

従

わ

な

い

と

き

、

＇

は

、

痰

治

科

質

痰

を

支

給

す

る

。

準

備

し

て

お

る

こ

と

9

ベ
月
―
―
-
、
第
五
條
又
は
第
六
條
の
規
定
に
よ
る
停
止
叉
は
制
限
第
八
條
應
見
が
懇
栃
に
よ
り
負
傷
し
て
治
痰
を
要
す
る
場
合
八
貸
典
品
及
び
給
典
品
は
大
切
に
俣
管
し
、
職
務
以
外
に
こ

十

に

従

わ

な

い

と

き

は

一

時

金

五

十

園

以

内

の

協

害

扶

助

料

を

支

給

す

る

。

れ

を

使

用

し

又

は

他

人

に

貸

典

し

な

い

こ

と

て
終
冴
年
額
二
九
機
械
猫
具
そ
の
他
の
消
防
側
の
設
備
咬
材
は
、
職
務
以
外

但
し
不
具
毅
疾
と
な
っ
た
者
の
瓶
況
に
よ
つ

千
皿
以
内
の
似
害
扶
助
将
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
に
こ
れ
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

"
．
．
七
四
、
前
各
琥
の
外
こ
の
條
例
及
び
こ
の
條
例
に
基
く
規
定

第
九
條
前
二
條
に
よ
り
治
療
の
た
め
家
業
こ
紀
事
で
き
な
い
＋
服
務
中
は
功
を
争
い
叉
は
、
み
だ
り
に
持
場
を
離
れ
な
い
＇

9

日

に

違

反

し

た

と

き

』悶
’Iii徊

ー

し

、

必

．

ー

な

事

項

r両
期
間
中
一
日
に
つ
き
百
円
以
内
の
隠
晶
約
を
支
給
す
る
こ
と
。
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E
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閤
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，
 

名
・
心
尻
？
ぃ

二
9,.

誓

窟

農

冒

誓

打

規

則

t
H
Iを
け
た
と
き
は
第
五
條
竺
項
に
準
じ
併
せ
て
左
の
事
項

i:
「

七

雙

詈

疇

は

、

”

長

の

定

め

る

文

喜

厨

を

備

え

第

緬

贔

躊

謬

場

喜

讐

誓

澁

問

畜

麟

雪

謬

瓢

襲

這

闘

讐

讐

丁

ば

な

ら
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叉
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冒
冒
賢
言
皐
言
闊
宣
酎
二
攣
攣
〗
噌
塩
[
[

喜

讐

鱈

璽

誌

麟

闘

麟

襲

戸

贔

鴨

翫

闘

讐

冒
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、
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又
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付
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得
に
努
カ

泊叛^

．
進
捗
を
爛
り
i

ー
復
興
の
L

戦
を
畢
げ
ら
れ
た
い
。

L
・q

芹

ぢ

け

で

あ

る

が

、

拡

卜

別

i

監
査
の
結
果

9

ヤ
{
f

一

十

二

年

度

災

害

復

恋

：

“

[
餡
皿
査
報
告
に
給
水
工
事
快
水
逍
事
業
の
特

袖

助

に

求

め

た

が

、

●

況

で

＿
察
し
て
直
ぷ
晶

l

と
す
る
こ
と
を
要
望
し
た
が
、
一

こ

に

到

ら

す

本

年

度

に

完

成

[
以
降
十
一
月

l

＿
一
箇
月
間
の
該
工
事
賀
施
の
朕

[
 

涵
復
恕
促
進
伺
盟
命
i

[

り
住

通
り
で
あ
る
c

I

る
か
ら
早
怠
伽
行
せ

一
よ
る
給
水
工
士

釜

百

四

拾

萬

九

轟

二

十

釜

途

行

し

市

費

よ

り

三

千

一

げ

工

役

―

-

＿

掴

一

件

平

均

工

慇

、

四

四

一

回

一

．

る

が

、

右

同

盟

合

が

は

二

員

に

よ

る

給

―

の

は

裳

を

欠

く

も

の

年

度

＿

111
．
エ
費
一
―
―
―
―
―
箇
．
一
件
平
均
エ
醤
、
翌
薗

．
ー
で
あ
り
、
E

建
染
の
給
水
工
事
を
除
い
た
も

五
OJIJn
尊

笙

議

じ

て

る

。

胤

袖

功

の

受

人

に

努

こ

れ

が

、

こ

れ

を

＾

箇

年

を

計

上

す

れ

ば

相

賞

高

額

袴

を

期

す

べ

き

で

あ

る

費

一

あ

る

。

こ

れ

ゎ

工

事

と

す

る

に

は

、

努

務

衰

材

賞

課

＿

d

想
を
作
う
こ
L

論
で
あ
る
が
、
市
民
負
担
の
軽

ず
る
•
財
源
狼
得

O
J
4

萬
難
を
排
し
て
給
水
工
硝
の
直

考
咎
て
ら
れ
4

一

月

二

十

七

日

エ

伐

金

増

L

i

-

＿
雰
虚
悠
湘
納
額
は
金
七

•
T餘
寓
趾
で
あ

式

會

社

と

請

致

契

約

に

竣

点

制

限

と

延

恥

す

逝

切

れ

が

徴

り

に

い

期

す

べ

き

で

あ

る

。

＿

~
懇
喜
の
醐I

l
l

沢
千
日
で
味
に

i

年

じ

・

J

i

燦
誓
で
あ
る
。
~
の
書
秤
凸
衛
生
上
抵
め
て
煎
要
で
あ
る
が

札

を

反

復

し

て

落

札

工

堺

・

戦

災

成

環

↑

ぃ

業

毀

は

干

二

百

八

十

四

函

餘

園

門
の
ユ

il．
裕
十
七
必
趾
で
十
一
月
末
現
在
に

”
の
厳
術
を
要
し
た
も

・
o
%

点

殴

と

認

め

ら

れ

る

一

ー

事

O
J
t
f
凡
見
六
席
の
七
十
萬
皿
で
あ
る
。
叉

杓
製
望
事
人
札
は
、
一
一
乳
胃
笠
~
も
、
エ
｛
翡
二
百
嘉
息
鉗

邑

府

留

意

す

べ

き

泌

除

]

邸

七

千

回

O
J
'

過
ぎ
す
土
地
改
良
工
引
は
全
く

丘

百

い

な

い
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た

一

應

”

試

甜

槃

巾
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開

渠

徘

水

路

の

般

・

げ

-

が

五

百

五

十

ー

に

蒟

し

六

0
劣
を
府
施
し
た
程

玉
批
翫
幽
格
叫
地
炭
が
財
~
ポ
切
に
エ
應
状
況
は
版
め
て
不
良
で
あ
る
。

る

現

朕

で

あ

る
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状

況

一

叩

が

國

爪

仙

llh

布
伯
に
よ
っ
．
て
計
粛
せ
ら
れ
て

・
行
に
お
け
る
切
未
決
定
が
ェ
大
原
因
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あ
る
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・

内

に

お

け

る

叫

紺

工
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払

.
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ヽ
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に
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と
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巣
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＂

花

康
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占
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勤
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エ
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~
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＿
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叫
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．
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＊
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。
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ー
吋
咀
監
当
吼
孤
捌
霞
四
嘉
九
千
1
1
1
て
七
＿

：’
-しー
｀
辞
｀
—
．
令
、

千
坪
で
あ
る
Q

近
＜
第
四
回
の
換
地
猿
表
が
約
．
．
．
ぃ

痰
表
す
る
よ

i、"]

□千
八
萬
五

,
9
.
'

十
八
萬
坪
あ
り
、
残
余
は
本
年
度
内
に
換
這
こ
れ
に
封
し
三
デ
ー

0
・
四
甕
誓
員
棗
—
|
-
酷
一
ー
見
”

、“P
-

、・

・

う

努

力

し

て

居

り

成

紹

は

艮

好

で

あ

る

が

廣

島

市

職

員

分

限

規

則

第

四

項

島

一

項

第

四

琥

に

よ

＿

”

．

/

”
 

一”

：＇
：・

使
用
開
始
の
通
知
饗
を
送
逹
し
た
も
の
は
僅
か
に
一
＿
＿
百
十
一
ー
り
休
職
を
命
す
る
。

”

助

役

森

澤

雄

三

”

.

”

．．が
．
，鼠
六
件
一
萬
七
千
坪
で
あ
る

C

確
定
測
＂
懇
安
迎
延
に
よ
り
使

s

．．．

，

用

開

始

及

び

熊

璽

嘉

迎

れ

る

現

形

で

あ

る

。

換

地

民

生

局

學

務

課

長

事

務

取

扱

を

命

す

る

”

I

I

-＝-・Io・

事

務

吏

員

久

保

下

人

、

王

期

に

補

す

る

（

各

通

）

:r
,
;
9
呑
羨
と
確
定
測
韮
、
建
物
移
韓
袖
俄
、
使
用
開
始
、
背
路

”

”

．

反

田

炭

―

-
i
-
1
-
＿

一

．

技

術

吏

員

．．
＇
工
事
の
完
成
は
い
づ
れ
も
密
接
不
離
の
腸
係
を
有
す
る
事

＇ 

9
.
"

こ

務

で

あ

る

か

ら

、

各

聘

各

係

の

事

務

の

連

絡

を

密

に

し

、

、

技

術

吏

員

酒

井

｀

謙

”

韓
換
を
円
翌
し
て
能
率
の
噌
進
を
計
り
、
”

＇
翻
認
麟
を
期
す
る
要
的
あ
る
も
の
と
認
め
る
。
三
噂
。
・
り
本
職
を
免

5
塁

疇

）

寺

田

末

次

郎

I

I

I

,

[

＇

衛

生

監

督

に

補

す

る

願

に

よ

り

本

殿

を

免

ヤ

る

”

I

I

●
●
な
お
換
地
は
個
人
的
に
利
律
闘
係
が
伴
う
も
の
で
あ
る
か
I
I―

―

-

・

―

一

・

。

技

術

吏

員

栃

木

吾

ー

”

”

:＇、

ら
、
充
分
注
意
し
公
平
に
臨
理
す
る
こ
と
を
切
望
す
る
。
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倖
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に
つ
き
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通
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廣
島
＾
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會
告

l委
第
五
琥
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ニ
・
一
七
•
四
務
吏
員
姦
壽
・
治
藍
師
に
補
す
る
（
通
各
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．
刑

事

訴

訟

注

俎

百

八

十

九

條

の

規

定

に

よ

る

司

法

警

察

職

，

俊

職

を

命

ヤ

る

・

―
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-

・

_

＿

二

．

屈

託

，
ぃ
員

を

左

の

通

り

定

め

る

。

民

生

局

嬰

務

課

長

を

命

す

る

．

廣

島

市

事

務

即

員

に

任

命

す

る

＇

r

助

役

森

澤

雄

一

ー

ー
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王

事

に

柿

す

る

・

〗
昭
和
二
十
＿
＿
＿
年
十
二
月
二
十
二
日
・

廣

島

前

公

安

委

員

會

民

生

局

學

務

課

長

那

務
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免

す
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務
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十
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日
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十
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琥
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四
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事

務
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百
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事
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吏

員

塚

野

玄

夫
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よ
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免

ヤ
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司
法
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察
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に
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巡
査
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の
評
察
吏
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司
法
塁
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蔦
竺
ニ
・
ニ
八
．

‘
専

務

吏

員

會

我

第

次

郎
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す
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る
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る
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司
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す
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司
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．
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る
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廣
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市

條
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第

六

十

七

琥
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第

三

回

挨

地

豫

定

地

指

定

（

喜

四

）

芭

醤

定

地

菱

脱

島

市

藝

贔

望

皐

誓

翡

入

喜

條

例

を

火

の

・
T

ー

ヽ

-し
.，

□．
＼

、

、

【

目

次

】

．

ー

・

}

外

頁
．
更
（
第
一
二
回
）
並
び
に
未
指
定
地
補
充
換
地
豫
定
地
指
定
よ
う
に
定
め
る
。
・
｀
「

廣
’’i

．

◇

條

例

・

第

一

二

回

）

．

及

び

第

四

回

特

別

換

地

豫

定

地

指

定

の

彼

表

・

・

一

．

↓

,

昭

和

二

十

四

年

二

月
111

I
.
I
r
'

、

ー
第
三
回
換
地
豫
定
地
指
定
名
六
の
充
）
第
充
回
特
別
換

・

炭
島
市
長
殺
，
＊
井
信
一

1

一

’

ヽ

.‘

~ 

地
豫
定
地
指
定
及
び
第
一
回
特
別
換
地
豫
定
地
一
部
の
・
、

9
島
市
船
入
病
院
條
例

〗
'
,

｀
ヽ
ぃ
痰
島
市
船
入
病
浣
條
例
制
定
…
；
…
…

．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

.5
,．
厳
島
市
保
養
院
條
例
節
の
一
部
を
改
肥
す
ろ
條
例
測
定
―
―

ぶ
囮
：
·
：
·
…
…
…
…
…
•
…
…
…
.
.
.
.
、
．
ー
ー
（
目
的
並
び
に
設
置
）

．

，
＇

斐
更
換
地
指
定
の
殺
表

'
，
□

廣
島
市
水
道
使
用
條
例
一
部
改
眠
：
·
…
•
•
•
•
•
•
•
…
·
…
…
レ

昭
和
二
●

1
i
 

I年
度
厳
島
市
歳
入
出
煎
節
追
加
…
•
•
;
．．．．． 

尋
第
一
條
偲
染
病
橡
防
法
に
よ
り
、
偲
染
病
患
者
を
陥
離
牧

＿

霰
島
市
立
術
翌
試
瞼
所
手
数
料
條
例
施
行
細
則
一
部
改
容
し
：
そ
の
治
旅
を
行
う
た
め
に
炭
島
市
慇
＾
病
條
を
設

“

,5

．
口
誓
雨
腐
魯
分
限
條
例
制
定
…
｀
…
…
…
…
…
…
•
•
•
テ

●＇
一
‘
墜
島
市
嬰
會
の
議
決
又
は
＇
一
般
投
堺
に
付
す
べ
き
誓

雨

l
J
E

…
•
•
•
…
…
…
…
…
•
•
…
•
…
•
…
・
・
・
・
・

・

・
・
・
ベ
…
…
•
•
•
…
•
•
[
―
’
―
置
す
る
。
．

＇
‘
.
，．

ー
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＇

応
晶
造
物
又
は
訊
食
の
隙
決
に
付
す
べ
き
契
約
に
腺
す
る
．
臨
時
炭
島
市
喜
襲
常
速
に
つ
い
一

J
:
·…
…
•
…
…
•
•
§
土
そ
‘
.• 

．
 

•
第
二
條
脱
島
市
船
入
病
院
は
、
脱
島
市
船
入
幸
町
六
五

0
.

‘

！

◇

公

安

委

員

會

告

示

•

d
'〗
條
例
制
定
•
…
.......... ;
…
…
 ．．．．． r..'
……·…………••-_. 

．

痰
島
市
有
財
究
取
得
管
狸
慮
冴
條
例
制
紐
…
…
·
·
:
·
…
•
土

帯
地
に
泄
く
。

・
厳
島
市
風
俗
器
業
者
臨
町
説
程
：
…
…
…
…
…
・
：
...... -．―― 

◇

監

査

公

表

（

職

艮

）

扉

．

lbl島
市
役
所
羞
分
魯
例
一
部
改
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…
…
…
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疇昭
ヽ
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・
・
ゴ
，
9
◇
規
則
．
職
艮
給
典
醤
態
の
監
査
．
結
果
に
つ
い
て
·
…
•
•
…
•
•
…
·
；
：
一

h＿
箆
一
條
本
院
に
戻
の
職
員
を
骰
く
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．
．
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•
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'
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僻
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市
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保
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施
行
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制
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円，年
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市
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睾

息

務

所

敗

訟
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…

・
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◇

雑

報

r

斑

．

丑

........ ,
…
…
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八
臨
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市
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譲
決
耶
件
に
つ
い
て
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・

y
:
·
…
…
…
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•
•
•
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-
P窃
料
岳
．
ヽ

〗
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島
市
文
ホ
＂
取
扱
規
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一
部
改

i
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•
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,
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i
l
b
l島
市
C
I
E
岡
＃
館
規
則
ホ
の
面
を
改
正
す
る
規
則
制
定
炭
島
市
に
お
け
る
社
會
施
設
一
党
表
・
・
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・
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・
・
・
・
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事
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島
市
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平
務
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改
泊
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川
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所
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地
域
別
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状
況
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載
＇
只
芳
干
名
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巖
島
市
懇
腐
欧
使
川
料
例
條
施
行
細
則
一
部
改
正
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•
•
九
停
染
病
患
者
哀
生
（
死
亡
）
．
こ
裟
・
・
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I

此
必
‘
腎
此
及
び
莱
州
艮
は
技
術
史
且
な
以
て
こ
れ
に

充
て
、
事
務
長
は
事
務
市

nを
以
て
こ
れ
に
士
て
、
ろ
。

．
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廣

見

w
謂
復
切
笥
一
＿
＿
十
沢
“

箪＇條る。

笛
ー
一
條
屈
島
市
．
5
9
収
磁
且
の
任
玲
服
窃
等
に
闘
す
る

條
例
の
一
部
＊
U
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

t

の
意
に
反
し
て
こ
れ
を
休
職
す
る
こ
ミ
が
で
き
る
。

一
~
心
身
の
故
障
の
た
め
畜
長
期
の
休
安
を
要
す
る
と
き

ニ
●
定
員
の
改
正
に
よ
り
、
鍋
員
を
生
じ
た
き
と
。

弓
．
刑
事
事
件
に
開
し
、
起
訴
さ
れ
た
き
と
。

．
休
職
の
期
間
は
、
前
項
第
一
琥
及
び
第
二
琥
の
場
合
は
、

ク
一
．
年
と
し
第
一
＿
＿
琥
の
場
合
は
、
そ
の
事
件
奴
裁
判
所
に
孫

堀
す
る
間
と
す
る
0

但
し
休
職
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き

・
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
項
但
襟
の
場
合
応
す
み
や
か
に
復
職
さ
せ
た
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
六
條
・
前
條
第
一
琥
及
び
第
二
琥
の
休
職
者
で
＂
休
戦
期

間
が
施
了
し
た
.
と
汽
又
は
同
條
第

1
-

＿
猿
の
休
職
者
で
、

有
那
の
判
決
示
確
定
し
た
と
含
は
、
常
然
、
逮
職
者
と
す

ら
。
．

休
職
者
が
休
職
中
、
他
か
ら
給
料
叉
は
報
酬
を
受
け
る
に

至
っ
た
と
き
は
、
営
然
返
職
宥
と
す
る
。

第
七
條
休
職
者
は
、
識
艮
と
し
て
の
身
分
を
保
有
す
ろ
が

職

務

に

従

事

し

た

い

。

'

休
職
者
の
給
典
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
士

ろ。

第
八
條
職
且
の
分
限
を
命
査
す
る
た
め
、
訳
島
市
呼
察
職

且
分
限
廂
査
委
且
令
（
以
下
委
且
會
と
い
う
）
を
低
へ
。

委
且
令
に
つ
い
て
は
、
公
安
委
只
合
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
九
條
こ
の
條
例
施
行
に
闊
し
、
必
要
な
平
項
ほ
。
規
則

で
こ
れ
を
定
め
る
。

附

則
こ
の
化
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
、

こ
れ
を
施
行
す
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廣
島
市
條
例
第
六
十
八
琥

‘f 

廣
島
市
條
例
第
七
十
一
琥
し

廣
島
市
厳
會
の
識
決
又
は
住
民
の
一
般
投
票
に
付
す
べ
き
財

廂
替
逝
物
又
は
戦
會
の
誤
決
に
付
す
べ
き
契
約
に
閥
す
る
條

例

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

．

昭
和
二
十
四
年
・
ニ
月
二
十
一
日

痰

島

市

長

演

井

信

1

-

―

＿
炭
島
市
識
會
の
議
決
又
は
住
民
の
一
般

投
票
に
付
す
べ
き
財
産
螢
造
物
叉
は
議

，
．
會
の
眼
決
に
付
す
べ
き
契
的
に
隅
す
ろ

條
例

第
一
條
深
會
の
策
決
を
叢
べ
き
財
症
の
取
得
叉
は
臨
分
、

螢
造
物
の
設
置
又
は
虞
分
及
び
契
約
の
締
結
並
び
に
住
民

の
一
般
投
票
仁
付
す
べ
ぎ
負
廂
及
び
齋
造
物
の
虞
分
又
は

使
用
の
許
可
に
隅
し
て
は
こ
の
條
例
の
定
め
る
y
こ
J

る
に

よ
る
。

第
二
條
地
方
自
治
法
（
以
下
法
さ
い
う
）
第
九
十
六
條
第
一

一
項
第
七
琥
の
規
定
に
よ
り
、
．
左
の
財
暇
及
び
螢
造
物
を

取
得
、
叉
は
股
骰
、
若
し
く
は
虞
分
す
る
楊
合
は
あ
ら
か

じ
め
市
猥
會
の
痰
決
を
経
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

取
得
又
は
設
既
す
ろ
揚
合
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逍

施

設

四

下
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逍
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五
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ス

事

棠

旅

攻

六

旧

勁

爪

事

菜

紺

孜

第
四
條
中
「
任
免
」
を
「
任
用
」
に
改
め
、

削
る
。
〗

第
四
條
に
次
の
但
害
を
加
え
る
。

但
し
警
察
長
を
除
く
職
員
の
分
限
に
つ
い
て
は
、
別
に
こ

れ
を
定
め
る
。
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じ
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虚
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茄
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ニ
八
中
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翡
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土
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虐
分
す
る
揚
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同
條
第
一
箪

3
次
に
左
の
一
項
を
加
え
る
。

虚
一
項
篇
囁
に
規
定
す
る
工
事
を
行
っ
た
者
に
鉗
し

て
も
、
第
•
項
の
罰
金
又
は
科
料
に
虞
す
る9

附

則

こ
の
條
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

蔽
島
市
報
．
復
活
第
三
十
耳
漿

-•-—-.

1 

企

贔
を
掌
刑
し
所
狐
熙
島
市
説
念
日
の
甕
を
懇
飯
島
市
保
蓑
院
條
例
等
の
一
部

第

四

條

院

装

は

上

司

の

命

を

受

け

、

一

0
 

．
．
 を
改
正
す
る
條
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

員
を
指
禅
監
将
す
る

'
・
院
長
は
事
故
が
あ
る
ミ
き
は
揺
長
薬
悧
長
又
は
事
務
長
昭
和
二
十
四
年
二
月
三
日

．

炭

島

市

長

演

井

信

一

二

が
そ
の
整
品
事
務
に
つ
い
て
代
押
す
る
。
―

麿
市
保
養
院
條
個
等
の
一
部
を
．

胃
穂
加
長
の
命
を
受
け
置
誓
爵
し
應
賃
を
指
揮
一

，

酢

蒋

す

る

。

一

改

正

す

る

條

例

一

廣

島

市

條

倒

第

七

十

琥

慇
島
市
議
曾
”
幽
霊
窒
蔑
て
巖
島
市
呼
寮
職
凪
分
限
條
例
を

.
,
r
,
．
莱
剌
長
は
此
長
の
命
を
受
け
、

i

唆
務
を
掌
刑
し
所
堀
員
第
1

條
脱
烏
市
似
養
院
條
例
中
、
第
六
條
の
節
叙
時
間
を

欠
の
よ
う
に
定
め
る
。
．

．
．
，
八
を
指
禅
監
将
す
ろ
0

―

欠

の

通

り

改

め

る

。

‘

昭
和
二
十
四
年
・
一
一
月
三
日

-
＊
羹
務
時
聞
の
例
に
よ
る
。

誓

市

長

濱

井

信

一

―

―

第

二

條

誓

塁

11

療
所
條
例
中
、
第
六
條
の
診
痰
時
間
を

．．
． 

＇i,
ハ
'
-
事
務
長
は
院
長
の
命
を
受
け
、
庶
務
を
掌
即
し
所
賃

材
伊
・
鼻
．
を
指
揮
監
晋
す
る
。
．
．

t

脱
島
市
呼
察
職
員
分
限
條
例

織
且
は
上
田
の
命
を
受
け
、
事
務
及
び
抜
術
に
従
事
す
一
次
の
通
り
改
め
る
。
”

如
成
・

第
一
條
本
市
呼
察
職
鼠
ほ
奮
別
こ
規
定
が
あ
る
も
の
の
外

9

本

郎

執

務

時

間

の

例

に

よ

る

。

る。

こ
の
條
例
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
崎
任
さ
れ
、
休
職
さ
れ
、

（

執

務

時

間

及

び

休

日

）

第

三

條

廣

島

市

毅

野

岡

害

館

條

例

中

、

第

五

條

の

岡

或

ぃ

阻

t

又
は
免
職
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

ヽ
’
•
第
五
條
本
院
の
執
務
時
間
及
び
休
日
は
本
廊
の
例
に
よ
る
一
党
時
間
を
次
の
通
り
改
め
る
。
．

1
•

第
一
一
條
こ
の
條
例
で
呼
察
職
員
（
以
下
戦
員
と
い
う
）
と

．
、
但
し
施
椒
上
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
一
本
節
執
務
時
側
の
例
に
よ
る
。

島

は

言

呼

盟

貧

及

び

喜

応

喜

す

る

そ

の

他

の

職

屡

哀
0

.

.

-. 

I
第
六
條
の
属
誓
」
を
一
園
民
腕
日
」
に

‘
-
1
-
•月

i

――

r八
日
」
を
一
．
十
二
月
二
十
九
日
」
に
改
め
る
。

ー
、
，
．
＇
（
費
用
）

グノ

、
う
。

,＂疇

I. 

：
市

笠
一
條
職
艮
が
國
家
公
務
員
法
第

i
i
1

十
八
條
第
一
眺
、
第

第

六

條

入

院

患

者

に

必

要

な

虹

用

及

び

病

院

に

を

あ

て

特

一

附

則

こ
の
條
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
加
行
し
、
昭
和．

’
-
―
-
琥
及
び
笹
蘊
に
該
常
す
る
と
き
は
＂
こ
れ
を
免
載
す

に
命
じ
た
附
添
人
の
費
用
は
す
べ
て
市
役
を
以
て
こ
れ
を
．

＿
二
十
四
年
一
月
十
四
日
か
ら
こ
れ
を
避
用
す
る
。

．
．
．
 
支
研
す
る
0

但
し
患
者
又
は
附
添
人
等
の
睛
求
に
よ
る
も

L
'
ー

1
ー

，

1

．,
1
9
i
J
,
J
|
1

ー

ー

1

1ー
：

，

1
9
1
1
ー

る

c

、
．
の
は
請
求
者
の
貧
捻
さ
す
る
。

〗
報

．

廣

島

市

條

例

第

六

十

九

親

、

第

四

條

職

艮

が

左

の

各

糠

の

一

に

該

露

す

る

揚

合

は

、

そ

脳
島
市
甑
愈
の
識
決
を
続
て
隠
盟
水
道
使
川
條
例
り
一
部
の
滋
に
反
し
て
こ
れ
を
僻
任
し
、
又
は
紀
職
す
る
―
:
と
が

昭
（
市
長
へ
の
委
任
）

和

第
七
條
こ
の
條
例
施
行
に
閥
し
必
要
な
事
項
は
市
長
が
こ
i

を
次
の
よ
・7

に

改

距

す

る

。

．

で

き

る

。

．

二

―
昭
和
二
十
四
年
・
一
一
月
一
―
―

-

u

-

、
聾
切
の
宜
紺
が
よ
く
な
い
と
き
。

十
．
れ
を
定
め
る
。

•
四
＼

JJ

一

厳

島

市

長

渋

井

信

三

一

一

、

心

喜

故

障

の

た

め

、

職

務

の

途

行

に

盗

悶

あ

り

、

年

附

且

ヽ

二

．
こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
・
一
第
四
十
一
條
第
一
頂
中
i

-

―
-
・
・
日
以
内
に
お
い
て
給
水
を
応
が
又
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
と
き
。

月

大

茫

四

年

十

晶

―

止

す

ぎ

歪

一

二

十

日

以

内

に

お

い

て

給

水

を

停

止

す

る

―

―

―

-

、

職

具

の

体

面

を

活

す

よ

う

な

不

都

合

た

行

岱

が

あ

っ

二
‘'+ 

一

こ

れ

炎

止

す

る

。

ー

外

、

一

万

闘

以

下

の

罰

金

又

ぱ

科

料

に

隧

し

、

担

害

の

あ

た

ミ

き

。

日』

四
、
臨
時
勤
務
の
者
で
用
料
と
な
っ
た
と
き
。

衰

一

る

さ

＿

き

は

、

こ

れ

を

賠

償

さ

せ

る

こ

と

が

あ

る

C

」
に
改

一

｀

第

宜

條

職

員

が

左

の

各

闘

一

に

該

常

す

る

楊

合

は

、

そ

行

一

ー
尺
'
~

，ヽ
・リ＼；＇

•9.r 

•• 

，鼻

r/ ., 

•

•• 
’ヽ

，ー'
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こ
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、
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．
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ふ
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~

し

し
ヽ

ヽ
廣
Bltr
戟
復
沿
第
一
二
＇
五
阻

ヽ

.
r
,
9
.
 

1
•
9
ー
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,
9
．
ー
ー
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'
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＇

,

1

'

1

,

＇

，

：

'
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ヽ

9
 .
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.
 
＇ 

,
．
t

.

＇ 

-f 

↓
 

ー

'
.
4
,＇’

＇ 

．．
 

'‘.
、

ら

廣
島
市
報
復
活
第
三
十
五
麟
．
，

』＂

ク
・

、．
•f. 

二
、
豫
定
貨
貸
料
年
額
一
―
ー
百
万
闘
乃
至
六
百
万
園
の
財
産

．
を
貸
典
す
る
さ
き

―
―
-
、
豫
定
恨
格
五
百
万
回
乃
至
一
千
万
闘
の
工
事
、
そ
の

他
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
と
き

四
、
豫
定
債
格
ー
ニ
百
万
闘
乃
至
六
百
万
闘
の
物
件
、
．
努
ガ

-‘
 

そ
の
他
の
供
給
契
約
を
締
結
す
る
と
き

法
第

1

ー
百
四
＋

1

1
I

條
第
一
項
但
害
の
場
合
（
一
般
競
争
入

札
以
外
に
よ
ろ
場
合
）
．

一
、
予
定
慨
格
五
十
万
園
乃
至
百
万
側
の
不
勁
廂
又
は
予

定
恨
格
二
十
万
園
乃
至
五
十
万
園
の
勤
族
を
5
只
却
す
る

工

業

指

導

所

刷

害

館

二

、

予

定

貨

貸

料

年

額

百

万

闘

乃

一

至

ー

ー

百

万

園

の

財

南

を

貸
典
す
る
と
き
．

浣

病

ー

住

宅

施

設

三

、

予

定

慨

格

―

―

ー

百

万

園

乃

墨

ハ

百

万

園

の

エ

字

そ

の

他

袈

屋

の

請

負

契

絢

を

締

結

す

る

と

き

託

兒

所

四

‘

予

定

慣

格

百

万

闘

乃

芭

ー

百

万

闘

の

物

件

、

努

力

、

そ
の
他
の
供
給
契
約
を
締
結
す
る
と
き

¥

I

 

屠

，

揚

火

葬

場

．

9

ー

9

1

1

1

讐

五

十

万

lm
を
超
え
る
財
茫
の
信
借

ー

四

雖

．

地

契

的

の

締

結

又

は

予

定

慨

格

宜

十

万

圃

を

超

え

る

不

勁

一

五

家

寄

市

揚

究

又

は

豫

定

憤

格

二

十

万

闘

を

超

え

る

勅

南

を

購

入

、

、

一

六

製

埴

所

芳

し

く

は

譲

渡

、

又

は

報

償

契

絢

、

そ

の

他

の

契

約

で

一

七

一

件

千

坪

以

上

の

士

地

市

識

會

の

議

決

を

経

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

心

誓
條
法
第
九
十
六
條
第
十
一
•
項
第
九
琥
の
規
定
に
よ
り
了
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
例
に
よ
忍

左
の
契
拘
を
締
結
す
る
場
合
は
あ
ら
か
じ
め
市
識
會
の
譲
第
四
條
法
第
二
百
四
十
三
條
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
左
の

．
契
拘
を
締
結
す
ろ
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
説
會
に
お
い

決
を
差
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

法
第
二
百
四
十
＿
―
-
條
第
二
菜
分
の
揚
合
（
一
般
辛
醤
天
~
一
て
扁
席
議
員
の
一
―
-
＾

I
Jの
二
以
上
の
者
の
同
意
を
得
な
け

一
れ
ば
な
ら
な
い
。

―
法
第
二
百
四
十
一
＿
＿
條
第
一
項
本
文
の
揚
合
．
（
一
般
競
争
入

札
の
場
合
）

札
に

i
る
場
合
）

一

、

豫

定

債

格

百

万

闘

乃

至

二

百

万

園

9

の

不

勁

廂

又

は

豫

ヽ

ー

．

一

、

豫

定

債

統

一

百

万

闘

を

超

え

る

不

勤

席

叉

は

豫

定

慣

定
恨
格
一
二
十
万
ol
乃
至
六
十
万
回
の
勁
廂
を
貿
却
す
る

福
六
十
万
闘
を
超
え
ろ
勁
廂
歪
買
裁
落
し
く
は
譲
渡
す

と
き
。

る
と
き
。

二
、
豫
定
餌
貸
料
年
・
額
六
百
万
闘
を
超
え
る
財
究
を
貨
典

す

る

と

き

．

三
、
豫
定
伯
格
一
千
万
闘
を
超
え
る
工
事
｀
そ
の
他
の
睛

負
契
約
を
締
結
す
る
と
き
。
＇

四
、
豫
定
債
格
六
百
万
闘
を
超
え
る
物
件
、
努
力
電
、
そ
の

他
の
供
給
契
約
を
締
結
す
る
と
き
。

法
第
二
百
四
十
三
條
第
一
項
但
北
2

の
場
合
（
一
般
競
争
入

札

以

外

に

よ

ろ

場

合

）

．

-
‘
豫
定
慣
格
百
万
園
を
超
え
る
不
勤
究
又
は
豫
定
債
格

＇ 

ー ー テ ー 九 八 七 六
- - 、 ヘ一↑--‘-I 

會

．
 

さ
き

五

<f. 

、’

五
十
・
万
闘
を
超
え
る
勁
廂
翌
毀
却
、
若
し
ぐ
は
隈
渡
す

．
る
と
き
。ー

I

I

 

9

,

．
 

ヽ

l.l
_
-

、
豫
定
貨
貸
料
ー
ー
百
万
圃
を
越
え
る
財
廂
を
梵
呉
す
ろ
一

t.9
．
ご
き

-
1―
-
、
豫
定
憤
格
六
百
万
園
を
超
え
る
工
事
、
そ
の
他
の
請

負

契

約

を

締

結

す

る

ミ

き

．

四
、
豫
定
憤
格
二
百
万
闊
を
超
え
る
物
件
、
努
力
、
そ
の

他
の
供
給
契
的
を
締
結
す
る
と
き
o
・
.
、

J

第
五
條
前
二
條
に
掲
げ
る
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
ろ
さ
、

き
さ
は
、
市
長
は
市
議
會
の
同
意
を
得
た
と
き
に
、
常
該
契

約
が
成
立
す
ろ
旨
を
、
落
札
人
叉
は
相
手
方
に
告
げ
且
つ

そ
の
旨
を
記
載
し
た
仮
契
約
害
を
、
こ
れ
ら
の
者
に
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。
市
長
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
契
拘
に
．

闘
す
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
次
の
謙
會
孟
ぷ
期
の
始
め
に
書
・

こ
れ
を
謡
會
に
提
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

議
長
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
案
を
受
珂
し
た
る
と
き
は

速
や
か
に
●
こ
れ
を
議
會
に
付
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

前
項
の
規
定
に
よ
る
議
會
の
談
決
が
あ
っ
た
書
と
き
は
＂
謙

長
は
直
ち
に
、
そ
の
結
果
を
市
長
に
油
，
『
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
9
.

第
六
條
第
三
條
に
掲
げ
る
契
的
で
、
急
地
を
要
す
る
も
っ

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
市
長
は
第
三
條
及
び
前
條
D
規

定
に
か
~
わ
ら
ャ
、
馘
會
の
議
決
を
、
癌
い
て
こ
れ
を
締

結
す
る
こ
さ
が
で
き
る
。

．

．

 

前
項
の
規
定
に
よ
る
虞
置
に
つ
い
て
見
市
長
は
、
大
の

會
議
に
お
い
て
、
こ
れ
を
議
會
に
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
．

求

め

た

け

れ

ば

た

ら

た

い

。

‘

.

第
七
條
財
南
又
は
忠
晶
造
物
の
獨
貼
的
な
利
盆
を
典
え
る
よ

う
虞
分
、
又
は
十
年
を
菰
え
る
期
間
に
わ
た
る
使
用
の
許

可
で
、
法
第
二
百
＋

1

二
條
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

P

速
挙

人
の
投
票
に
お
い
て
”
そ
の
過
半
数
の
同
意
を
得
た
け
れ

I

—
:All 

.
9
.

＇：

i↑|
1
,
．
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＿
ご
＿
一
9
,
e
_
＿

-
•
1
―
＿
一
＿
―
-
1
-ー
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i
_
i

_

_
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 l:・`．；
1
＇
v

■

9

1

:

l

l
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l

:

―

‘
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．．
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-lllイ
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9
.
,
9
A
.
.

、

.99A
笑
ぷ
『

i:
'•9:ij:;f4 

9
.
＇[＇．．．ばな

b
た
い
も
の
ほ
、
左
の
通
り
さ
す
る
0

.

.

·
.
恕
島
市
有
財
廂
取
得
管
理
成
分
條
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．
，
1
-＿
•
不
勁
商
を
賭
入
す
る
ど
き
9
.＇
し
・

亨

一

、

水

逍

事

業

施

設

．

．

．

昭

和

一

1

十
四
年
二
月
二
十
一
日
四
、
見
栽
憤
格
が
十
万
同
未
滴
の
財
廂
を
購
入
す
る
と
き
・
，
．
，
．
．
＾
,

｀

そ

下

水

道

半

業

施

設

．

．

隈

島

市

長

演

井

信

ー

ー

ー

五

、

一

般

競

争

入

札

に

付

す

る

も

、

入

札

者

の

な

い

と

い

＇

｀

、
ー
1
,
』
．
．
前
項
の
虞
分
、
又
は
使
用
、
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
法
第
九
’
廣
島
市
有
財
産
取
得
管
狸
邁
分
條
例
ノ
き
、
叉
は
再
入
札
に
付
す
る
も
像
定
恨
格
を
超
え
る
と
・

'

、

十

六

條

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

、

あ

ら

か

じ

め

隅

會

の

同

．

第

一

章

綿

則

き

。

六
、
財
産
の
性
突
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
市
長
に
お
い

・
・
意
を
得
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
o

（
目
的
）

第
八
條
法
第
二
百
十

1

二
條
の
規
定
に
よ
り
左
の
財
病
、
及
第
一
條
市
有
財
究
の
取
得
管
耶
及
び
邁
分
は
＂
法
令
そ
の
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
を
不
剤
又
は
不
姻
常

r
．
び
螢
造
物
の
獨
占
的
た
剌
盆
た
典
え
ろ
よ
う
た
成
分
、
叉
他
別
段
の
定
め
あ
ろ
場
合
の
外
、
こ
の
條
例
の
定
め
ろ
と
．
と
認
め
た
と
き
0

.

（

入

札

の

規

定

）

．

は
十
年
を
商
え
ろ
時
間
に
わ
た
ろ
獨
占
的
な
使
用
の
許
可
こ
ろ
に
よ
る
。

・

、

り

を

た

す

場

合

に

茶

い

て

は

、

あ

ら

か

じ

め

市

識

會

に

お

い

（

市

有

財

産

の

定

義

）

第

六

條

財

廂

の

性

袈

そ

の

他

の

事

情

に

よ

り

＂

市

長

が

必

て
、
出
席
議
員
の
三
分
の
一
ぷ
以
上
の
者
の
J

・
同
意
を
得
た
第

1

一
條
こ
の
條
例
に
茶
い
て
市
有
財
南
と
は
、
本
市
の
癌
要
と
認
め
た
と
き
は
特
に
入
札
者
の
査
格
を
定
め
る
こ
と

/

ャ

ヽ

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

齊

に

堀

す

る

罰

呵

不

勤

究

及

び

そ

の

他

の

財

南

椀

を

い

が

で

き

る

。

―

・
廣

-

＼

公

園

．

う

。

市

長

に

お

い

て

必

咬

と

認

め

た

と

き

は

、

入

札

人

又

は

契

（
取
得
管
珊
鬼
分
の
方
法
）

I

的
人
か
ら
保
證
金
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヽ

ニ

贔

洞

施

設

，

'

[

1

-

＿

‘

庶

如

5

第
1

-

＿
條
市
有
財
産
の
販
得
管
理
及
び
厖
分
は
、
購
m
‘
碑
（
取
得
前
の
措
遣
）
＇

•
島

i

．

．

却

、

寄

託

、

作

．

付

附

爽

交

換

そ

の

他

の

方

法

に

よ

る

も

第

七

條

＇

9

.

購

入

、

交

換

、

寄

附

そ

の

他

に

よ

り

財

産

を

取

得

•
四
‘
工
業
指
浮
所

、

の

と

す

る

。

．

す

る

揚

合

は

、

豫

め

常

該

財

廂

に

つ

い

て

、

必

要

な

調

査

ー

五
、
岡

Jlt"

館

六

ふ

病

院

第

四

條

行

政

財

南

は

そ

空

用

途

又

は

目

的

を

妨

げ

．

な

い

限

を

た

し

、

椛

利

の

設

定

そ

の

他

特

殊

な

義

務

が

あ

る

と

吾

市

・
度
に
念
ど
．
て
使
用
又
は
牧
｛
合
を
さ
せ
る
場
合
を
除
く
外
、
は
、
所
有
者
若
し
↑
は
常
該
樅
利
者
を
し
て
、
こ
れ
を
消

＼
 

七
、
住
宅
，
施
設

こ
れ
を
貸
し
付
け
、
交
換
し
、
西
り
彿
い
、
露
典
し
若
し
滅
せ
し
め
｀
叉
こ
れ
に
閥
し
必
要
な
措
陸
品
睛
じ
な
け
れ

八

、

託

兒

所

く
は
出
資
の
目
的
と
し
、
叉
こ
れ
は
双
椛
を
股
定
す
る
こ
ば
た
ら
た
い
。

九

、

屠

場

（
登
記
及
び
登
録
）

さ
が
で
き
た
翌

-
0、
火

葬

掛

・

．

第

二

卒

取

得

第

八

條

不

靡

又

は

船

舶

に

開

す

ろ

椛

利

を

取

得

し

た

と

血

（
晦
入
に
よ
る
取
符
）

ー
一
、
媒

i

き
は
、
直
ち
に
登
録
を
し
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
登
録
を

第
究
條
市
有
財
廂
の
靡
入
は
、
一
般
痰
竿
入
札
、
た
よ
ろ

ー
ニ
、
家
寄
市
場

一

弓

一

千

坪

以

上

ィ

土

地

．

要

す

る

椛

利

を

取

得

し

た

ミ

吾

、

そ

の

登

録

に

＇

つ

い

て

も

•
も
の
と
す
ろ

0

但
し
左
の
揚
合
は
｀
指
名
競
手
入
札
又
は

第
九
條
こ
の
化
例
施
行
に
闘
し
必
要
た
平
項
は
、
．
市
長
が
廃
窓
契
約
に
よ
ろ
こ
ミ
が
で
き
る
．
0

同
様
と
す
る
。

（
登
翌
品
踪
前
の
支
彿
漿
止
）
・
‘

こ

れ

を

定

め

る

。

一

、

関

、

都

班

府

縣

、

、

市

町

村

そ

の

他

の

公

共

同

体

よ

り

・
附
則
購
入
す
る
と
き

0
•

第
九
條
喜
又
は
登
録
を
要
す
る
財
廂
を
取
得
し
た
と
さ

こ
の
條
例
は
公
布
の

H
か
ヽ
り
施
行
す
る
。
弓
法
令
に
よ
り
配
給
統
制
を
受
け
又
ぱ
法
＾
＂
の
定
め
ろ
は
、
そ
の
登
氾
又
は
羞
を
完
了
し
た
後
●
た
け
れ
ば

P

そ
の
代
金
を
支
掃
う
こ
と
は
で
さ
な
い
0

.

.

但
し
市
長
に
お
い
て
特
に
必
要
と
認
め
た
と
を
は
｀
•
こ
の

と
こ
ろ
に
よ
り
、
憫
格
統
制
を
交
け
る
財
廂
を
膝
入
す

ろ
ミ
ざ
0
.

腐
息
市
條
例
第
七
十
二
琥

四
‘

』 J 、9

'. 
.,1 

¢ ＇ -----, ______ :_ • --—- -·-一•--、― -— 、 タ



＂ TJ 
,L

、

~
~
~
•
I
 

9
.
 

．
 

憂
し

••••• 

棗
島
市
限

ー

復
沼

”[i工
＇
五
訳

．
 

召虎＇，・＇

』

・
1
rい

r

9
1
9
・ヘ・

l
-
`
•
‘
・
・
＇
し

薯
鸞
聾

f̂
[~

．
t
‘
,
．
．
,

、

9'’'『

喜，
f

ぺ
い

0
9
め
究
却
す
る
と
き
O・

l"＇ •
9
.
,
．
9
.
9
•
一
一
、
見
蹟
償
格
十
万
闘
夫
滴
の
財
序
冬
篇
す
る
と
き
。

i
,

．
ぃ
第
充
條
第
一
琥
第
五
及
び
第
六
雑
農
に
第
六
條
の
規
定

』
．
は
、
前
項
の
揚
合
に
こ
れ
を
準
用
す
ろ

（
代
金
等
の
納
付
）

,
＇
‘
•
第
一
一
十
一
條
市
布
財
廂
芹
齊
却
し
、
又
ほ
究
換
し
た
と
き

，．．

t

は
市
長
に
お
い
て
特
に
必
要
と
認
め
た
揚
合
の
外
そ
の
引

：
・
・
渡
叉
は
は
畠
羹
し
く
は
登
魯
前
に
そ
の
代
含
へ
は

-
．． 

翌
羹
金
を
完
納
さ
せ
な
け
れ
ぽ
た
ら
な
い
。
但
し
、

，
闊
、
都
讃
府
縣
、
市
町
村
そ
の
他
の
介
共
問
体
に
差
し
て

一
-

A

炭
．
け
、
延
納
叉
ほ
分
割
納
付
茅
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

•
第
一
―
-
、
穿
補
則
”

一:i‘ •• 

（
財
究
甑
）

`

‘

•
第
一i
+
-＿
條
財
志
翫
の
財
南
2
"
f
i
n
.
J
f
v

四
堪
分
に
つ
い
て

け
、
こ
の
條
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

•
•
島

一

（
市
長
規
定
事
項
）

一

'

[

第

一

＿

十

一

｛

條

こ

五

悶

悶

闘

羞

怠

項

は

市

長

‘

]
・
市
．
が
こ
れ
を
定
め
る
。

t

川）t' 

“
 

~
 

i

[

，
}
」
の
條
例
ほ
言
公
布
の

R
か、
h

こ
れ
加
行
ナ
’
る
。

こ
の
作
例
加
行
の

m件
[
付
中
の

i
ふ
丘
ぃ
ヽ
｝
J

の
條
例
に
よ

.i報
，

．

り

槃

約

し

た

も

の

と

み

た

す

。

‘

*iE塁
・
一
同
規
則
第
一
稗
市
布
士
坤
建
物
仔
渡
規
程

i

昭和
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。
．

ヤ

廣

見

市

條

例

第

七

十

l_
＿
琥

’
門
．

I
a
i
肝
市
謙
合
の
憐
‘
決
た
飩
て
昭
和
一
ぶ
＇

1
.年
七
日
~
岡
烏
市

ニ
作
例
坑
六
賊
岡
侶
市
投
所
双
咋
條
例
の
一
部
を
次
の
さ
ッ

午
一

↓

に

改

正

す

ろ

、

＋
昭
和
ー
ー
十
四
年
・
一
．
月
一
玉

'-n

ヽ

『

炭

島

市

此

滋

井

信

一

―

―

一n
 

蹟
邪
一
條
虫
凸
訊
及
び
翌
部
究
怨
究
所
を
一
屈
曹

6
、
課

．
長
び
東
部
柑
典
沢
粋
所
，
じ
改
め
、

i
C
叶
謀
L

の
前
に
「
市

．．． / 

規

則

.’
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．，．̀
t 

`
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屠
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竺
岱
°
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1
I
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9
9
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1
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、1

ふ
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9
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(
,
'
ずt
~

t
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-1‘,., 

事
・
：
炭
島
市
報
後
活
第
一
ー
ー
十
五
競

.9 

が

で

ぎ

る

他

の

公

共

圏

体

に

譲

呉

す

る

と

き

0

.

'

＼
限
り
で
な
い
。

二
，
．
＇
公
用
、
公
共
用
財
宗
の
用
途
に
代
る
べ
き
他
の
施
設

’
•
第

1
-―
ギ
年
管
狸
（
貸
付
方
法
）
、
•
9
.第

十
四
條
市
有
財
南
の
貸
付
は
一
紋
競
争
入
札
に
よ
る
も
を
な
し
た
た
め
、
そ
の
用
途
を
褒
止
し
た
場
合
に
茶
い

．
＇
・
（
現
金
及
び
有
恨
證
券
の
管
狸
）

の
と
す
る
0

但
し
左
の
場
合
は
指
名
競
争
入
札
又
は
酪
意
一
し
、
そ
の
施
設
を
な
し
た
者
、
又
は
そ
の
相
披
人
そ
の
・

他
の
包
括
承
巽
者
に
譲
典
す
る
と
き
．
0

但
し
財
南
の
見

•

•
•
第
十
條
現
金
は
郵
便
官
袈
又
は
、
確
宜
た
銀
行
等
に
預
金

契
約
に
よ
る
こ
―
こ
が
で
き
る
。

•
一
、
一
年
以
内
の
貸
付
を
す
る
と
き
込
債
格
が
そ
の
施
設
に
要
し
た
費
用
の
題
を
超
え
る
と

・
ー
し
●
必
要
が
あ
る
と
き
は
厳
冗
た
方
法
に
よ
り
保
管
し
、

そ
借
地
内
に
あ
ろ
、
工
作
物
の
全
部
又
は
一
部
の
所
有
き
は
、
そ
の
超
遜
額
に
相
掌
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、

.，

f

叉
は
確
黄
た
有
憤
證
券
に
換
え
る
こ
嘉
で
き
る
。

．

有

慨

瞭

券

は

厳

煎

身

法

に

よ

り

こ

れ

を

保

管

し

又

は

確

梱

を

有

す

る

者

に

紺

し

て

貸

付

を

す

る

と

き

，

こ

の

限

り

で

な

い

。

:
•
一
．
塵
銀
行
に
保
欝
預
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0
.

1

二
、
公
用
‘
公
共
用
又
は
公
盆
上
の
必
要
に
よ
り
貸
付
を
三
、
公
用
又
は
公
共
用
財
産
の
用
途
を
痰
止
し
た
揚
合
に

4

.

、

前

項

の

有

憤

瞭

券

は

｀

市

長

に

お

い

て

必

要

と

認

め

た

と

．

す

る

と

き

芦

い

て

、

こ

れ

を

そ

の

寄

附

夏

は

そ

の

相

叙

人

そ

の

き
は
、
時
僚
で
現
金
に
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
＾
第
究
條
第
一
琥
第
再
慶
び
第
六
琥
農
に
第
六
條
の
規
他
の
包
括
承
織
者
に
譲
呉
す
る
と
き
。

廣

（

貸

付

）

＇

・

定

は

、

前

項

の

場

合

に

．

こ

れ

を

準

用

す

る

。

・

（

交

換

）

｀

第

'i,．
九
條
公
用
又
は
冷
共
用
以
外
の
土
地
又
は
士
地
の
定
．

•
•
第
十
一
條
市
有
財
産
は
｀
左
の
隠
分
に
よ
り
こ
れ
を
貸
付
（
貸
付
旅
保
）

け

る

こ

と

が

で

き

ろ

。

第

十

宜

條

市

有

財

赤

の

貸

付

に

闊

し

、

市

長

に

芯

い

て

必

着

物

は

閾

、

都

道

府

縣

、

市

町

村

そ

の

他

の

公

共

園

体

又

一
、
士
態
建
物
宜
年
以
内
要
と
認
め
た
と
き
は
相
営
の
招
保
を
提
供
さ
せ
、
又
は
保
は
私
人
に
お
い
て
、
公
用
~
公
共
用
又
は
公
益
事
業
に
供

'□
島

二

、

そ

の

他

一

一

年

以

内

證

人

を

一

塁

さ

せ

き

J

ミ
が
で
き
ろ
0

.

す
る
た
め
必
要
が
あ
ろ
4
＿
者
は
、
こ
れ
を
他
の
土
地
叉
は

貸
付
期
間
は
、
•
こ
れ
を
更
新
す
ろ
こ
と
が
で
き
ろ
。
こ
の
（
財
南
台
帳
）
．
，
．
士
地
の
定
著
物
と
交
換
す
ろ
こ
と
が
で
き
る
。

場
合
に
茶
い
て
は
ヽ
更
新
の
時
か
ら
｀
前
項
の
期
間
を
超
第
十
六
條
市
長
は
財
産
台
帳
を
調
製
し
、
市
有
財
産
の
稲
市
に
お
い
て
施
行
す
る

i
業
の
た
め
必
要
が
あ
ろ
さ
き
は
．

・＊
“

‘

¢

え

き

こ

と

が

で

き

た

い

。

目

、

所

周

憤

額

等

必

要

屯

項

を

記

戚

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

、

公

用

又

は

公

共

用

以

外

の

土

地

叉

は

士

地

の

定

着

物

は

．

ふ

．

（

貸

付

料

）

い

。

、

こ

れ

を

そ

の

心

サ

業

の

必

要

と

す

る

他

の

士

地

又

は

士

地

の

箭
璽
＇
二
條
前
條
の
貸
付
に
つ
い
て
は
、
市
長
の
定
め
ろ
、
市
有
財
帝
の
取
得
管
迎
虞
分
に
よ
ろ
繁
勁
が
あ
っ
た
場
合
定
着
物
と
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｀
貸
付
料
を
微
牧
す
ろ
、
但
し
左
の
場
合
は
こ
れ
を
減
免
す
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
財
宗
台
帳
に
記
載
し
な
け
れ
ヤ
な
ら

•
I

．
る
こ
と
が
で
き
る
10

．

．

な

い

。

ー

前

二

項

の

交

換

を

す

る

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

憤

格

が

等

．．
 昭・和

,r 

__ 

＿

ヽ

＾

舟

翁

嬰

苔

全

の

必

要

に

よ

り

貸

付

を

第

四

寒

慮

分

｀

し

く

な

い

と

き

は

金

錢

を

以

て

補

足

す

る

。

十．

（
出
資
の
目
的
）
•
前
項
の
評
定
債
格
の
差
が
そ
の
高
恨
な
る
も
の
の
四
分
の

1

―
―
す
る
と
き
。

ロ
＋
＿
＿
、
そ
の
他
市
長
に
お
い
て
特
別
の
屯
情
が
あ
ろ
と
認
め
第
十
七
條
市
有
財
廂
は
、
必
要
が
あ
る
さ
き
は
、
こ
れ
を
一
を
超
え
る
と
き
は
交
挨
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

嵐

出
資
の
目
的
と
す
ろ
こ
と
が
で
き
る

0

(¥a(
却）

1

た
と
き
。

9

月・

第
二
十
市
有
財
廂
の
交
却
は
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
も

.
、
]
-
（
貸
付
料
の
納
期
）

．． 

ム

．

（

給

典

）

、9

↓
L
.

日

第

＋
1

-

＿
條
財
奔
の
貸
付
料
は
、
こ
れ
を
前
納
せ
し
め
た
け
第
十
八
條
市
有
財
廂
は
左
の
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
堕
典
の
と
す
る
。
但
し
、
左
の
場
合
は
、
指
名
競
争
入
札
叉
は

i

甕
．

た

t

仔

れ

ば

た

ら

た

い

0

但

し

貸

付

期

間

の

長

期

に

わ

た

る

も

の

す

る

こ

と

が

で

き

ろ

，

酪

意

契

的

に

よ

る

こ

と

が

で

き

る

。

に
つ
い
て
は
こ
硼
年
定
期
に
こ
れ
を
納
付
せ
し
め
る
こ
と
一
、
公
用
叉
は
公
共
用
に
供
す
る
た
め
國
、
都
湖
府
縣
そ
の
．
一
、
公
用
、
公
共
用
又
は
公
盆
東
業
に
従
半
に
供
す
る
た
・

._|r~~ 

:
J
,
'
・
,
9
,
＇ 

i?' 

、
ヽ
尺
這
ゑ
壻
心
磨
?
”
t牝
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i-ゞ．｝
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．
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．
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、
,
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．
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‘
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‘
r
l
'
4
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.
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9
r
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．．
 

[
、
*
,
9
9
t
"
,
[

？予,./
.. 
"
恥
い
日
肛
r...•. 
＇[I‘̀
Àー・、

l
J
1
1
.
.
.
.
4
.
,
'

，
．
＂
)
9
、
ユ
，

．．． 

＂
い
、
.
.
.
.
.
.
.
.
,
＇
.
‘
‘
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
；
＂
r
-
-
r
●
-
．

J
"

伶

及
室
ー
を
社
會
敬
育
課
し
の
次
巴
育
成
課
石
を
加
え
る
。
廣
島
市
規
則
第
王
十
二
琥
の
三
．

ー
を
加
え
る
廣
島
市
隣
保
誼
條
例
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

第
二
條
中
コ
局
に
局
長
」
の
次
の
「
室
に
宗
長
ー

第
1

二
條
中
「
所
長
」
の
次
に
「
室
長
l

を

加

え

る

。

昭

和

二

十

一

1

一
年
十
．
二
月
「
一
十
六
日

．

隈
島
市
長
禎
．
．
井
侶
―
―
―

第
四
條
中
第
二
項
中
「
課
長
1

を
「
宗
長
、
課
長
1

に
「
課
A

を

祠

叉

ほ

課

仁

に

改

め

る

。

炭

島

市

隣

保

館

條

例

施

行

細

則

•
第
究
條
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
巖
島
市
隣
保
館
保
育
所
に
湘
託
す
る
定
数
は
欠
の
通
り
と
す
，

盃
項
を
「
こ
‘
き
に
、
「
局
、
課
及
び
東
部
復
興
或
務
所
」
る
。
但
し
時
宜
に
よ
り
冷
減
す
る
こ
と
が
あ
る
。

を

一

局

、

室

、

課

及

び

実

部

柑

興

丙

玲

所

い

に

改

め

，

合

計

名

ー

・

稲

受

託

・

敷

――

ro 

課
の
＾
は
登
戒
務
の
前
に
、
次
の
よ
う
に
加
え
る
°
束
隣
保
館
保
育
所

五
0

．
西
隣
保
館
保
育
所

市

長

・

室

IJ 

一

、

線

合

企

粛

に

隅

す

る

こ

と

。

．

防

‘

‘

μ

こ
の
細
則
は
條
例
施
行
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
．

-

i

、
渾
．
絡
憚
報

r願
す
・
ろ
こ
と
。
‘
‘

昭
和

1

二
年
六
月
告
示
甲
第
四
十
五
猿
厳
島
市
隣
保
館
託
兒
・

―
―
-
、
そ
の
他
市
長
の
特
命
に
開
す
る
こ
と
。

規
則
は
こ
れ
を
痰
止
す
る
0

•• 

眺
乖
i

課
の
分
棠
戒
務
中
第
四
璃
を
削
ろ
0

、

見
廣
島
市
規
則
第
六
十
王
琥

既
含
教
育
課
の
令
棠
喰
務
中
第

1

-

＿
賊
及
び
第
四
碕
を
何

隙
島
市
民
生
季
員
事
務
所
股
置
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

．．
 

/疇

筑
F
．
琥
問
下
の
久
琥
を
順
次
繰
り
上
げ
る
。

既
合
敬
育
課
の
令
棠
戒
務
の
次
に
次
の
よ
弓
に
加
え
る
、
昭
和
一
一
十
四
年
・
一
月
二
十
日

＼

腐

島

市

長

没

井

信

三

｀

育

成

課

，

一
、
蒋
少
年
の
育
成
指
緻
斤
闘
す
•
こ
と
o
_

廣
島
市
民
生
季
員
事
務
所
設
骰
規
程

．．
 

第
一
條
民
生
季
貝
法
に
よ
り
、
．
民
生
委
員
協
眺
會
の
事
務
を

-
_
、
市
民
休
育
た
閥
す
る
こ
と
。

商
T

課
の
令
棠
沢
務
中
ヽ
筑
六
硫
刃
び
第
八
賊
を
次
の
虞
珊
す
る
と
さ
も
に
保
裳
を
要
す
る
行
の
便
宜
を
岡
h
‘
.

民
生
事
業
を
推
巡
す
ろ
た
め
本
市
に
岡
島
市
民
牛
委
屈
事
．

よ
う
に
改
め
る
。

六
、
食
粋
、
燃
料
万
Tt
宝
庶

m雄
背
．
C

配
給
品
問
了
ろ
こ
玲
所
（
以
下
限
に
事
務
所
と
い
う
）
こ
棗
す
る
0

••• 

-

第
二
條
事
蹄
所
の
名
硬
庶
＇
．
及
び
所
伍

9

翫
域
を
別
表
の
．
よ

と。

う
に
定
め
る
。

八
、
源
洞

r
問
す
ろ
こ
と
。

＾
品
課
の
会
芯
坪
中
、
翌
竺
を
何
る
。
第
一
一
五
品
一
條
の
同
的
ヤ
途
成
十
る
た
め
＊
事
旅
所
に
お
い

°
て
取
扱
う
事
務
は
窃
ね
次
の
通
り
と
す
る
0

.

；

羹

課

の

委

翌

苔

一

戟

中

函

洞

、

棧

橋
1

を
削
ろ

付

則

一

、

民

塁

員

が

職

翌

碧

＂

す

き

に

必

繋

悶

盆

”
 

珊
を
す
ろ
こ
と
。

こ
C
肱
例
け
、
、
＾
布
の
日
か
4
、

-
‘
牛
活

m
茂
ヤ
要
ナ
ス
方
の
，
隅
在
並
び
Ir
加
茂
に
闘
す

ろ
こ
と
。
4
,
．
i .. 

六

•• 

,
 

',<



名

稲

廣
島
市

第
一
民
生
委
員
事
務
所

廣
島
市
尾
長
町
四

0-1一
番
地

・

東

隣

保

節

内

｀

尾
長
民
生
園

向
洋
民
生
匿

荒
評
民
生
窟

牛
田
民
生
匝

隈
島
市

．，

第
二
民
生
委
員
事
務
所
．

．．

痰
島
市
宇
品
町
七
丁
目
＿
＿
＿
＿
＿
＿
一
番
地

宇

口

叩

弗

園

内

紐
蟷
饂
謡

仁

保

民

生

罷

廣
島
市

璽
民
生
委
員
孟
務
所
・

廣
島
市
國
泰
寺
町
三
九
番
地

市

役

所

耽

會

課

内

蜘

雌

嶼

鰭

＼`
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併；島°の 十島 す施珂島 Iこ 附 務

且 そ幽職載職 ° 島．和堺市 規 五市昭る設--市れ貝IJ課

中委(/.)す且且且委 市市 デ、 規
則・錢長和°・使十

務
をこ長

｀ か且他ろののの且 に 事 十圏則
は附に沼二 用＿規適の-

ら令市こ任珈 j.i角令
昭 改尭＋ 料亙則用規に

市は・長と免利牢 は 事務 四苦第 兜 め雙四 條九第す程翌しりり {‘I, 

長委に゜‘
務改年委七 ..， 一年 例月六ろは と代代・ '-

が 且お 厄向次 改善廣二艮十 平且lj令元二 施廣十°..gを決決 ＇、

こ牙．？い
給生上の 蒋委品月會琥 ＝・ 
典 iこ に事 委 貝 市 七 規 ― ―月 行島九 昭 力n事事 ｝．‘：l..`  
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と
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昭
和
二
十
四
年
二
月
二
日

隈

島

市

長

濱

井

信

―

―

―

第
二
條
、
第
六
條
、
第
七
條
及
び
第
八
條
の
各
琥
中
「
事
項
」

を
「
こ
と
」
に
改
め
る

附

則

第

六

條

第

一

琥

中

「

市

會

」

を

「

市

議

會

」

．

に

改

め

る

。

こ
の
規
程
児
昭
和
二
十
三
年
八
月
二
十
日
か
ら
、
こ
れ
第
八
條
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

を

涸

用

す

る

。

「

課

長

並

び

に

東

部

復

興

事

務

所

長

共

通

代

決

事

項

」

第

一

廣

島

市

規

則

第

六

十

七

琥

甜

中

「

傭

へ

」

を

「

屈

員

」

に

改

め

る

。

誓
閃
I

E
涸
嘗
館
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
ろ
規
則
を
「
秘
甚
渉
外
課
長
」
の
代
決
事
項
を
削
る
。

、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

i

「
職
員
課
長
」
の
代
決
事
項
の
第
一
翡
中
「
及
び
傭
人
」
を
削

る。

、
昭

和

ニ

ャ

四

年

二

月

二

日

、

・

炭

島

市

長

演

井

信

三

「

税

務

課

長

」

の

代

決

事

項

の

次

に

左

の

通

り

加

え

る

。

廣
島
市
5
1
E
囮

害

館

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

渉

外

課

長

第
一
條
版
島
市
c
l
E
岡
害
館
規
則
中
、
第
三
條
の
圏
害
一
、
領
外
事
餌
調
査
に
隅
す
る
こ
と
。

閲

覧

時

間

を

次

の

通

り

改

め

ろ

。

「

戸

窃

課

長

」

の

代

決

事

項

の

第

二

琥

中

云

2

害
人
．
」
を
「
行

本

廊

執

務

時

間

の

例

に

よ

る

政

害

士

」

に

改

め

る

。
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規はれははすに揮員長 そ
．廣.,,:

稲附本所ば必所る事監所 事の．
島 ．

表は 副長な要長°故替長 ・ 秤 他
公 識及らにの がすは若ー所民； ：‘・

、温 ．， ‘．•
布 員びた那命 ある上千人に生復
の則の所いじを る゜す］名・次・ヽ、 ：活 J

日 例 員 ° 管 受 と の の兒•第 ．
誓にの内けき命 識童三

・よ服民所 は を ・員揺
こ る務 生務 ，J: 受 ・ を扉lt i'， 9.＇・・：

れ ° 並 委 に 席 け 置事

羞 E `見塁乱誓 ＜。門
打事指す員を 必
す 務導るが掌 要
るの乱II 0 そ 狸 な
°虐練のし こ

珂に 殿所 ~ と
に ＇， 帝 務、松& . o
開ら

ぞ`
を員

胃麿 ］ 醤誓

｀市 ．・ 『

．員員
西殷事 知炭事

島務 島務
隣市所 恩市所
揺・ 11li 

保島・
町 、 會靡 ：

館四 一
ぷ 嗜
番内
地 ・・親天十中舟
の日'＿ 麟 市 島 八

'民民民民民
生生生生生
匝国匝罷匝

更

麟

翌

饂

己

斐

民

生

窟

廣
島
市
規
則
第
六
十
六
琥

i

午
津
民
生
匿

廣
島
市
文
害
取
扱
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
ろ
。

昭
和
二
十
四
年
一
月
二
十
五
日

炭

島

市

長

濱

井

信

―

―

―

第
七
條
第
一
一
猿
及
び
第
九
條
中
「
秘
密
渉
外
課
長
」
を
、
「
秘

害
課
長
」
に
改
め
る
。

竹

屋

民

生

匿

閾
泰
寺
民
生
罷

・1
.2
、
第
四
條
の
定
期
休
循
日
を
次
の
通
り
改
め
る
。

．
日
曜
月
國
民
胴
日
，

1

月
二
日
、
一
9
月
1

二
日
、
十
二

．
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月

1

二
十
一
日
ま
で

・

第
二
條
炭
島
市
公
益
呵
屋
條
例
施
行
細
則
中
、
第
一
條
の

取
扱
時
間
を
次
の
通
り
改
め
ろ
0

.

本
節
執
務
時
間
の
例
に
よ
る
。

．

第
l

i

t

條
廣
島
市
職
員
服
務
規
則
中
、
第

1

-

＿
條
を
次
の
通
り

改
め
る
。

．

「
市
役
所
の
執
務
時
間
及
び
」
と
「
休
日
」
を
削
ろ
9

．

附

則

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
＂
昭
和
二
十
四
年
「

月
十
四
日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

‘

廣

島

市

規

則

第

六

十

八

競

上

廣
劫
市
役
所
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

ろ。

第
三
孤
．
五
年
保
存

•
第
四
孤

1二
年
保
存

•

第
五
稲
一
，
年
保
存

第
二
十
二
條
第
一
稲
に
屈
す
る
も
の
は
、

る。
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J

第
一
＿
．
十
四
條
第

1

一
一
種
に
禍
す
る
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
ろ
．

'

,

~ 、

一
、
往
復
女
害
、
商
居
害
等
で
究
箇
年
保
存
の
必
要
が
あ

•
J
.，
・

る
も
の
。

・

ー
•

•第
二
十
充
條
第
四
種
に
試
呼
す
ろ
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る

口
一
、
．
一
時
の
慮
理
に
か

:2願
、
居
雲
、
涌
牒
等
で
三
箇

・

年
保
存
の
必
要
が
あ
る
も
の
。

、
第
二
十
六
條
第
五
種
に
磁
す
る
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る

•• 

5

一
●
罷
易
な
唄
年
、
呵
交
、
願
、
伺
會
写
害
等
の
文
害

•• 
‘
•
第
二
十
七
條
文
零
ズrF●
存
．
，限
は
書
辛
P
‘
・
完
結
っ
翌
年
四

[
り〗
廣
‘
月
一
日
か
ら
r
究
4
、
一1
3

[
•-
．
第
二
十
八
條
七
碑
課
淀
茶
い
て
編
集
を
終
つ
ー
た
薄
冊
は
、

•
第
衷
砒
匹
翠
ろ
、
も
r

素
塁
盟
っ
必
要
が
あ
ろ
も

〗
裔
の
を
除
音
簿
冊
引
怒
ヨ
録
笛
十
崚
盤
名
を
付
し
て
侮
年

．．‘ 
．
．
 

十
月

1

二
十
一
日
ま
で
に
筑
碑
課
に
引
き
沿
が
な
け
れ
ば
な

•

9

ら
な
い
。

I

市
第
二
十
九
條
絡
務
課
に
お
い
て
｀
緑
冊
の
引
緞
を
受
け
た

•,

．
と
き
は
、
取
山
じ
安
章
の
な
い
よ
う
保
存
し
な
け
れ
ば
な

t

ら
な
い
0

簿
冊
今
帳
第
十
一
稗
式
式
）
に
登
栽
し

4

見
出

報

．

票
を
付
し
て

. .
r
•
第
1
_
-
＋
條
保
存
の
紐
冊
を
問
党
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、

．

昭
保
存
悔
冊
、
貨
出
簿
溶
・
ヤ
ー
ー
穀
様
式
）
に
よ
り
綿
務
課
長

・
'
-
ー

ハ
．
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
o

.

和

[
＋
第
三
十
一
條
継
認
課
長
は
鉦
年
一
回
保
存
期
限
の
痙
過
し
．

た
文
害
を
精
査
し
て
闘
係
課
に
合
峨
D
上
礎
薬
の
手
綾
を
一

四年

、
＿
＿

．

な
す
も
の
と
す
る
0

但
じ
璽
歴
翠
る
も
の
は
主
務
一

・
ニ
-
課
長
に
お
い
て
痰
莱
の
手
絞
を
行
う
。

9

月
r

「

第
1

二
十
二
條
畷
瑯
す
ろ
文
害
で
他
見
を
避
け
る
文
害
は
焼

+
．”
 日

却
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

窒

．’i

."
[

．． 
，
＂
係
＂
．
目

行
1

•
•

•
こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
、

脊

荘
ー
簿
舟
香
戟
は
各
稲
類
別
毎
に
一
述
香
禁
↓

i‘
線
務
課

に
お
｀
｀
て
記
入
す
ろ

2
同
年
度
に
要
す
ろ
同
種
類
の
簿
冊
が
二
以
上
．
あ
ろ
さ
き

ぱ
・
（
何
冊
の
こ
の
例
に
従
い
記
入
す
ろ

3
盆
何
年
度
第
何
利
窓
咽
）
た
徳
舟
名
・
r
)

す
る
‘

第

十

辣

様

式

．

蔀
冊
引
抵
目
鎌
（
課
名
）

ー

ー

4ー
ー

ー

簿

舟

香

賊

簿

名

9

刑

一,
9

,
~
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事
ヽ
●

数

備

考
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一
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様
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L
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ー

一

―

一
一

註
］
保
存
稲
別
毎
に
作
成
す
ろ
・

2
,
I
保
存
満
期
年
月
」
の
桐
は
、
第
一
稀
の
簿
刑
に
お
い
て
は

設
け
な
い
・
'

．．
 

3iI
謀
変
虞
分
な
し
た
さ
き
は
、
そ
の
年
月
日
事
由
を
備
考
桐
に

｀
朱
線
た
施
す

、
そ
の
年
限
事
由
を
備
考
欄

犯
戚
『
し

ギ人
し

さ
き

丸
保
存
年
頃
な
伸
長

t
た

に
記
戟
す
ろ
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口

：

月

日

ベ．
．Ji
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r
,
 

r`

・
一
厳
島
市
基
町

ー”"
2

部
、
鐵
砲
町
の
一
部
、
八
丁
堀
の
一
部
、
皆
賀
町
一
丁
目
―

‘
 

一

、
；
南
島
市
長
濱
井
．
倍
一
●
一

告

示

二
、
丁
目
の
一
部
、
京
梱
町
の
品
、
平
塚
町
の
一
部
畜
＿

喜
回
換
地
豫
定
地
指
定
（
北
ハ
の
究
）
第
五
回
特
別
換
地
致

田
中
町
の
一
部
、
昭
和
町
の
一
部
、
宮
士
見
町
の
一
部
、
―

葛
見
町
の
一
部

．

一定
地
指
定
及
び
第
一
回
特
別
換
坤
豫
定
地
一
部
の
経
吏
換
地
―

大
手
町
七
丁
目
外
寮
指
定
池
補
充
換
蛾
、
八
丁
堀
外
換
地
一
指
定
の
登
表
に
つ
悶

-

'

版

島

市

特

別

都

市

計

澱

事

業

復

鈍

市

部

羞

眉

胃

へ

豫
喜
更
東
千
田
町
外
結
別
換
地
（
班
斑
局
竹
屋
小
康
校
一

の
一
部
）

一
施
行
に
伴
う
左
祀
町
名
の
士
地
は
麿
貫
胃
寛
諮
一

）
 

悶

恩

籍

翌

場

所

i

間
を
経
て
換
地
豫
定
地
が
決
定
し
た
か
ら
闘
係
者
は
Thi
部

u

一
叙
典
事
務
所
に
て
．
詳
細
承
知
さ
れ
た
い
。

．

誓

悶

町

粉

鳥

市

東

部

筏

興

事

務

所

屯

債瞑え喜

二
、
土
地
所
有
窟
翠
き
換
訛
豫
定
地
指
定
翡
喜
士
一

{
地
所
布
届
を
提
出
涼
の
人
の
み
欝
す
る
な
お
士
地
所
有
_

•
(
{

一

腐
を
未
だ
提
出
な
き
人
は
弔
急
届
出
さ
れ
た
い
。

1

二
、
今
回
璽
地
箆
の
士
地
を
紅
菱
ぱ
諜
渡
す
る
時
ぱ
事
一

農
必
ず
常
笠
・
務
所
ぇ
協
照
悶
塁
篇
ひ
た
い
。
包

一
祠
絡
細
ぎ
場
合
ぱ
決
淀
し
か
換
地
を
取
消
す
こ
と
に
竺

至
る
事
も
あ
る
か
ら
是
非
連
絡
方
廂
行
さ
れ
た
い
。

四
、
前
花
換
地
畏
為
腐
用
開
始
の
時
期
及
篇
篇
そ
一

の

他

盆

罰

に

付

て

は

追

つ

て

指

定

す

る

。
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目
'1.

一

廣

島

市

告

示

甲

第

十

一

競

；

｀

匝

域

六
丁

H
、
七
丁

H
一
本
月
―

-
H
市
盛
合
の
議
決
を
斑
た
昭
和
ー
エ
＇
三
年
度
版
約
市
一

集

一
；
尾
追
町
の
一
部
、
大
千
町
互
丁

H‘

一
歳
入
出
屡
追
加
の
要
領
は
左
の
通
り
。
但
し
こ
の
政
牧
は

、
八
丁
目
の
一
部
小
町
の
一
部
、
塁
Io
ば
ャ
一
部
、
雅

二
丁

H
の
一
部
即
日
こ
れ
を
施
行
す
ろ
。

魚
翌
町
竺
部
、
符
町
一
丁

H
、

;‘
 

＿
昭
和
二
十
四
年
二
月
五
日

ー
＿
比
治
山
本
町
外
特
別
換
地
（
附
庇
専
宍
屈
、
大
蔵
省
）

―

示
ぷ
叫
倍
森
）

-

．

廣

島

市

必

粗

井

e
ftl

三
年
度
廣
島
市
歳
入
川
像
符
追
加
．

三
、
小
町
外
竺
同
特
別
換
地
唇
地
一
部
竺
更
一
巾
図
配
一
昭
和
—
-
+

＿

成

入

冗

株

式

令

社

）

一

＿
四
、
閾
庫
小
斎
＂
金

闘
係
・
害
は
界
窟

廣

島

市

役

所

局

課

名

簿

冊

香

笠

何

年

（
ぇ
伐
翡
五
）
第

第
九
就
様
式

．．．．．
 

第
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辣
様
式
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目
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件
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稲
筈
脊
盆
何
舟
の
内
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考
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金
冗
拾
疵
問
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島
市
東
部
復
興
平
務
所
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廣
島
市
告
示
甲
第
七
十
琥

昭
和
二
十
四
年
一
月
二
十
九
日

廣

島

市

長

濱

＇

告

示

第
1
-

＿
回
換
地
豫
定
地
指
定
．
（
共
の
四
）
換
地
豫
定
地
袋
更
―

第
三
回
）
並
び
に
未
指
定
地
、
補
・
さ
換
地
像
定
地
指
定
（
第
三

回
）
及
び
第
四
回
特
別
換
地
豫
定
地
指
定
Q

登
表
に
つ
い
て

一
、
廣
島
市
特
別
都
市
計
養
事
莱
復
興
束
部
土
地
盛
測
整
理

施
行
に
伴
う
左
記
町
名
の
土
地
は
換
池
花
定
地
が
匡
剖
挫

一

理
委
員
會
の
諮
問
を
綬
て
決
定
致
し
ま
し
た
か
ら
閥
慄
者

は
東
部
復
興
事
務
所
に
て
詳
細
御
承
知
下
さ
い
。

二
、
土
地
所
有
者
に
封
す
ろ
換
池
豫
定
地
指
定
通
知
害
は
＋
―

地
所
有
届
を
提
出
し
て
居
ら
れ
る
人
の
み
送
途
し
ま
す
。

た
姦
士
地
を
未
だ
提
出
し
て
居
な
い
人
は
一
手
急
届
出
で
願

い
所
有
届
ま
す
。
．

弓
今
回
登
表
地
匿
の
土
地
を
斑
買
又
は
謡
渡
せ
ら
れ
る
時

は
事
前
に
必
ず
裳
事
務
所
之
協
議
の
上
御
取
蓮
び
願
い
ま

す
。
萬
一
連
絡
徳
き
場
合
は
決
定
し
た
換
地
を
取
消
す
こ

と
に
立
至
る
事
も
あ
り
ま
す
か
ら
是
非
連
絡
方
宜
行
し
て

下
さ
い
。

四
、
前
記
換
地
殺
定
地
の
使
用
開
始
の
時
期
及
ぴ
借
地
樅
そ

の
他
の
梱
利
に
付
て
は
追
つ
て
指
定
し
ま
す
。
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＇い

令
・

忍
敷
ぁ
る
と
音
又
は
競
岡
會
場
の
秩
序
を
荼
す
依
が
あ
る
と
．
眩
面
を
希
望
し
た
い
と
き
又
は
病
氣
そ
の
他
の
理
由
に
よ
ア

ヽ
、．を
は
＾
ム
安
委
員
會
は
秩
序
維
持
の
た
め
必
要
た
措
器
を
と
り
出
席
で
き
な
い
と
吾
は
そ
の
9

翡
問
の
期
日
ま
で
に
居
風
俗
齋
業
取
締
法
第
四
條
に
よ
b
本
令
交
付
の
日
か
ら
そ

出
ら
れ
た
い
。
な
お
競
間
を
希
喀
し
な
い
と
き
又
は
正
常
の
盛
業
の
許
可
を
取
消
す
．

，ヤし

る
が
で
き
る
。

第
九
條
迎
皿
を
受
け
る
1

必
宵
秤
察
吏
員
焚
業
者
は
自
己
に
有
の
耶
由
な
く
出
頭
し
な
い
と
き
は
級
席
の
ま
ま
祁
而
に
よ
（
又
は
向
う
日
間
そ
の
禁
業
を
傍
止
す
）

昭

和

・

年

月

日

利
た
證
人
又
は
研
護
人
を
瞑
問
の
期
日
及
び
場
所
に
自
ら
り
審
即
す
ろ

苔

＂

廣

島

市

公

安

黍

員

會

同
伴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

B

翔
護
人
叉
は
證
人
を
同
伴
し
た
と
き
は
聴
間
開
始
想

t

-
、
舷
問
の
期

n
．

昭

和

年

月

日

時

ち
そ
の
住
所
職
粟
氏
名
年
令
を
公
安
委
員
會
に
届
用
な
け
そ
底
阿
の
場
所
廣
島
市
密
察
局

弓
法
＾
＂
涼
反
行
為
風
俗
螢
業
取
締
法
第
條

れ
ば
な
ら
な
い
。

ア

第
十
條
八
9
安

委

員

會

は

花

含

呼

察

吏

員

禁

業

者

又

ほ

證

人

の

第

項

中

必

要

と

認

め

る

者

に

付

き

眩

問

す

る

。

昭

和

年

月

日

廣
島
市
公
安
委
員
含
國

第
十
一
條
一
汝
蒜
察
吏
員
螢
業
者
癖
護
人
並
び
に
瞭
人
は
公

安
委
仇
會
の
許
し
を
受
け
璽
E

す

ろ

こ

と

が

で

き

る

。

住

所

第

十

二

條

｛

各

呼

祭

吏

員

螢

業

者

は

常

該

虞

分

に

闘

す

る

申

氏

名

宛

．

変
ほ
研
明
を
す
る
に
常
つ
て
必
要
な
瞭
腺
を
提
應
布
し
第
一
戚
様
式

公

示

く
は
呈
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
條
八
ム
安
委
艮
合
は
眩
間
を
受
け
る
螢
業
者
が
映
間
に
被
貶
聞
行
の
住
所

，

ヽ
氏

名

答
え
ヤ
又
は
正
常
店
．
由
な
く
自
ら
退
出
し
た
と
き
は
祁

年

令

而
に
よ
り
恋
則
を
行
う
。

"

.

9

右
者
に
野
す
る
風
俗
盛
棠
取
締
法
＿
施
行
條
例
）
第

邸
十
•
四
條
八
ム
安
苓
且
合
は
廂
刑
の
結
果
慮
分
を
決
定
し
指
令

，

速
反
粛
件
に
つ
き
左
記
に
よ
り
映
聞
を
行
う

海
（
別
紙
第
一
一
涵
様
式
）
を
交
付
し
又
は
送
付
す
る
。

附

則

，

し

音

n

一

。

日

時

昭

和

年

月

H

こ
の
併
示
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る

そ

楊

所

第
一
就
様
式悶

即

辿

告

杏

昭

和

年

月

n

.

牲

殿

に

係

る

法

令

巡

反

北

件

に

つ

き

左

記

に

よ

り

悶

阿

を

炭

島

市

公

安

委

且

fr

•
第
三
琥
様
式
斧
行
政
虞
分
指
令
様
式
）
，

行
う
か
ら
出
頭
せ
ら
れ
た
い
。

痰
＾
ム
第
戟
，

右
泄
告
す
る

梵
棠
所
の
位
訟

、
氾
て
出
頭
の
節
は
本
ポ
＂
を
持
辛
-
せ
ら
れ
た
い
代
人
を
出
頭

盛
棠
の
糀
別
凩
就

せ
し
め
る
と
・
辻
は
委
任
を
瓶
携
布
さ
せ
る
こ
と
。
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監
査
報
告
第
五
琥

地
方
自
治
法
第
百
九
十
九
條
に
よ
ろ
監
査
報
告

一
月
十
二
日
よ
り
監
査
し
た
職
昂
給
典
の
朕
態
を
別
紙
り

通

り

報

告

す

る

（

．

，

昭
和
一
一
十
四
年
一
月
二
十
五
日

．
貢

炭

島

市

監

査

委

貝

鈴

木

＇

同

中

邑

元

／
本
市
各
施
設
所
渦
の
職
員
に
鉗
す
る
給
典
朕
態
は
一
月
一

日
現
在
の
一
人
営
り
給
典
平
均
月
額
が
別
紙
表
記
の
通
り

で
あ
る
、
轍
員
の
給
典
共
の
待
遇
の
向
上
は
現
下
の
社
會

の
情
哭
に
鑑
み
極
め
て
煎
要
な
問
題
で
あ
り
且
同
二
町
管

に
念
い
て
給
典
が
公
正
妥
裳
な
る
均
循
を
啄
っ
た
こ
と
は

勤
芳
窟
欲
を
た
か
め
服
務
に
封
す
る
滋
義
衰
任
の
観
念
を

強
く
し
能
率
玲
拙
に
及
ぼ
す
彩
奔
が
多
大
で
あ
る
0

而
し

て
登
典
の
公
正
妥
常
は
輩
に
袷
典
金
額
の
み
に
依
り
て
判
．

定
し
維
く
本
人
の
任
務
畜
押
能
畜
抜
術
性
格
、
根
朕
、
令

年
祈
萩
年
敬
等
の
諸
條
件
を
考
察
し
て
決
定
せ
ら
れ
る

ペ
さ
は
勿
論
で
あ
る
。

監

査

公・

表

’̀ 

同

ー ヽ
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9
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廣
島
市
報
復
活
第
三
十
五
誤

・い
・`

一
[

'

t
し

第
一
條
第
一i＿
絨
中
「
金
五
園
」
を
「
金
土
回
」
に
「
金

1—
-
+

,

バ
'

・

一
、
補
助
冷
・
金
五
拾
萬
園

圏
」
を
「
金
五
十
圃
」
に
、
「
金
＋
回
」
を
「
金
二
十
回
」

J

ー
〕9.i

、

写
縣
●
出
金
金
百
五
萬
六
千
九
百
園

：

．．

．、l
-
‘
,
補
助
金
・
金
百
五
萬
六
千
九
百
圏
・

≫

同
條
に
改
め
ろ
0

第
四
絨
年
「
金
五
圏
」
を
「
金
十
回
’
―

同
條
に
改
め
ろ
0

第
八
琥
中
「
金
五
回
」
を
「
金
十
回
」

、

八
‘
繰
越
金
，
金
百
九
拾
翫
函
五
千
茎
百
五
拾
参
固

．
、
一
＂
前
年
度
繰
越
金
金
百
九
拾
式
寓
五
千
琴
百
五
拾
琴
面
に
改
め
る
。

、'、・_・・
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0
、

市

依

金

百

万

拾

萬

loo

附

則

こ
の
細
則
は
公
布
の
日
か
ら
・
こ
れ
を
施
行
し
，
昭
和
二
千

`

.

]

、

市

債

．
金
百
五
拾
萬
園

四
年
二
月
一
日
が
ら
こ
れ
を
適
用
す
る
9

歳
入
合
計
金
四
百
ガ
拾
八
寓
故
千
訳
百
宜
拾
琴
園

歳

lli

廣
島
市
告
一
示
甲
第
七
十
一
＿
＿
競

•• 
，' 

二

、

役

所

費

金

充

拾

窓

昂

究

千

四

百

訳

拾

圃

昭

和

二

十

四

年

二

月

十

五

日

、
廣

・
・

一．s

．

役

所

投

金

菩

拾

登

寓

五

千

四

百

式

拾

間

廣

島

市

長

濱

井

信

一

―

―

.
‘
.
.
n
-
｀
塁
誓
防
費
金
四
拾
四
奏
千
九
百
参
拾
七
抑
左
記
の
者
は
昭
和
一
一
十
四
年
二
月
二
日
臨
時
廣
島
市
議
會
に

，
・
,
一
、
翌
察
費
金
四
拾
四
萬
六
千
九
百
参
拾
七
闊
お
い
て
市
議
會
議
長
に
常
速
し
た

島

．

六

入

社

會

労

働

施

設

我

金

荏

整

ハ

千

九

百

側

記

『』
9

-
b
•
生
活
保
曖
投
金
五
寓
六
千
九
百
園
任
都
粟
．
司公

安

委

員

會

告

示

＼

七

、

保

健

衛

生

咬

金

茎

百

奈

洩

闘

一
六
、
健
民
役
金
登
器
回

t

市

一
九
保
健
所
建
設
費
金
琴
百
疵

ml

廣
＾
ム
告
示
第
六
琥

風
俗
螢
業
取
締
法
に
基
く
行
政
逸
分
の
た
め
行
う
風
俗
螢
業

一
弓
諸
支
出
金
．
金
九
拾
参
寓
戒
千
九
百
九
．
拾
六
圃

者
眩
両
規
程
を
欠
の
よ
う
に
定
め
る
。

ー
ニ
、
過
年
度
支
出
金
奎
翌
蓋
惑
千
九
百
九
拾
六
園

1
 

to、
痰

烏

建

殴

委

員

會

喪

金

ボ

徐

寓

面

四

昭

和

二

十

四

年

一

月

十

九

日廣
ー
島
市
＾
ム
安
委
員
會

金
四
百
九
拾
八
疵
式
千
武
百
五
拾
琴
闘
．
＂

歳

出

合

計

・
・
演
島
市
風
俗
螢
業
者
競
聞
規
程

棗
入
出
差
引
歿
金
た
し

第
一
條
廣
烏
市
公
安
委
員
會
（
以
下
公
安
委
員
會
と
い
う
）

廣
島
市
告
示
甲
第
七
十
二
琥

隈
島
市

t
術
生
試
瞼
所
手
敬
料
條
例
施
行
細
則
改
正
に
つ
ぃ
は
風
俗
営
業
取
締
法
（
以
下
法
と
い
う
）
第
四
條
仝
附
則

・

ー
第
四
項
の
行
政
虞
分
の
理
塁
な
る
事
寅
の
報
告
を
受
け

て斎
十
五
年
十
一
月
告
示
甲
第
、
＿

o-雅
煕
島
市
立
衛
生
包
麿
き
は
法
第
五
條
に
よ
り
違
反
行
為
並
ぴ
醤
聞
の
期

瞼
所
手
数
料
條
例
施
行
細
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
1

日
及
び
場
所
を
記
載
し
た
通
告
害
（
別
紙
第
一
璃
様
式
）

を
以
て
頚
問
の
期
日
よ
り
一
週
間
前
ま
で
に
常
該
営
業
者

一
．
叉
は
そ
の
代
邪
入
（
以
下
螢
業
者
と
い
う
）
に
通
告
す
る

昭
和
二
十
四
年
二
月
十
一
日

炭
島
市
長

, 9 ， ， ．． .ヽ.

べムヽヽ
~..., 
と` 、。
―'へ．；；

濱

一

．
と
共
に
臨
郎
の
期
日
及
び
場
所
を
記
域
し
た
文
害
（
別
紙

第
二
琥
様
式
）
で
炭
島
市
苦
察
局
及
び
邸
岡
を
受
け
ろ
螢
＇

業
所
所
轄
苦
察
署
の
掲
示
場
に
公
示
す
る
。

第
二
條
前
條
一
週
間
の
期
日
は
通
告
害
到
達
の
日
か
ら
起
燎

す
る
。

第
1

-

＿
條
辿
告
を
受
け
た
螢
業
者
は
舷
面
の
期
日
及
び
場
所
に

自
ら
出
頭
す
る
か
又
は
代
狸
人
を
出
頭
せ
し
め
な
け
れ
ば

た
ら
な

g
o

但
し
代
狸
人
を
出
頭
せ
し
め
る
と
き
は
委
任
朕
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
條
睦
測
會
は
二
名
以
土
の
公
安
委
員
営
該
臨
分
に
闘
係

あ
る
苦
察
吏
員
（
以
下
立
會
警
祭
吏
員
と
い
う
）
及
ぴ
営

業
者
又
は
そ
の
代
狸
人
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
＇

で
き
な
い
。
•

第
五
條
通
告
を
受
け
た
螢
業
者
が
正
営
の
事
由
な
く
砒
問
の

期
日
及
び
場
所
に
出
頭
し
た
い
さ
き
は
前
條
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
睦
岡
の
機
曾
を
放
棄
し
た
も
の
と
み
な
し
て
欠

席
の
ま
ま
害
面
庶
則
を
行
う
。
．

病
氣
そ
の
他
己
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
撤
め
出
頭
で
き

．
た
い
旨
居
出
た
と
ぎ
は
速
や
か
に
再
度
の
眠
岡
の
期
日
及
，

び
場
所
を
定
め
て
通
告
す
ろ
。

第
六
條
睦
団
を
受
け
る
螢
業
者
は
自
己
の
自
由
た
意
志
に
よ

り
睦
回
の
機
會
を
利
用
す
る
猥
利
を
放
棄
す
る
こ
―
P
が
で
‘

き
る
。
但

L
こ
の
場
合
は
姥
両
の
期
日
ま
で
に
苫
面
を
以

て
公
安
委
員
合
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
安
委
艮
會
臨
皿
の
機
會
放
棄
の
居
出
を
受
け
た
と
き
は
．

゜

害
而
廂
議
を
行
う

第
七
條
眩
面
合
の
場
所
（
臨
潤
會
場
と
い
う
．）
は
炭
島
資
察

ー
局
と
す
る
。

第
八
條
臨
聞
は
公
安
委
員
會
の
主
宰
に
よ
り
公
開
の
場
所
で
'

行
い
傍
舷
者
は
登
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
傍
舷
者
が
多
、

、 -.・ 

＇．
 
、
.

999”
’<if'
 

,‘
 

•
. 

9..9'
 

， - 9 •'--' 

川

．`
 ,．

 ｀
 

｀
 

，し
・げ

i
i

．，
 
．．
．
．
 ＂、．‘ぃ
．．．
 
；＂＂
るF
;
＂・1
-

.• 
．ヽ
●

r,

.,．．ヽ，．＇
，r浪”
-

:J
 

＇ 9

璽
~
ー
｛

ら
，t

．．
 
り
、
守
ふ
’生
i
.

99
.，．＂ぃ

、
..
 
,
 
..
 

,．
 

‘
 

•• 

9
.
 

,．，
ヽ

ニ

し
{.

9
.
t！

 

ヽ

.
I
 

f
.

、
¥

e
'¥
‘
 

： 
-="-・ - ＇ ―し―- -• --―-・’ 

9. t :. :' 



r

g
.

.

.,．
，
r

•
い

，
．

‘

•. 
9
,1•-.' 

職

員

一

人

常

9
平

均

給

典

月

額

調

分「外
Al
一

本

俸

一

年

5
-
立

務

5
＿
瑾
計
紐
一
家
族
数
一
年
令
一
年

5
一

備

考

一

厖

一

人

一

年

月

一

年

月

ー

ー

：
~
市
役
―

t
、
三
セ
―
-
―
―
-
、
七
四
二
＿
四
ー
―
-
1
^
-
八
-
＝
景
、
0
1

＝
i
-
、
九
―
―
ー
六
、
二
五
、
ニ

．．

．
島
二
翌
府
一
六
四
0
＿
四
、
ニ
ー
―
_
＿
一
四
0
呈
を
一
七
＿
五
、
晏
―
―
-
_
-
、
六
―

tilO
、
ヽ
ニ
五
‘
-
0
-
‘

\
[
：
デ
員
〗
＿
＿
〗
―
[
戸
員
一

[
9＿
旦
一
"
〗
-
=
-
」

-
[
-
-
[
1
1
1

ー

i
ム
高
等
學
校
一
―
七
二
百
、
九
九
四
＿
五
四
―
_
＿
＿
-
、
-
0
七
＿
1
●
、
六
四
四
ー
ニ
、
三
＿
＿
＿
四
、
0
九
、
八

.
、

息
．
縣
費
＿
＿
九
四
四
、
0
さ
―
―
四
四
0
1
八
九
九
五
、
四

O
H
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、
三
ー
ニ
ニ
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·七
、
九
縣
費
支
券
の

庄

學
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四

一
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F
九
―
―
ー
ニ
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ニ
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一
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六
六
0
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九
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四
、
．
ニ
_
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l
O

薮
員
除
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-

＇

・

ト

學

3
戸に
i

屯
五
匹
戸
悶
芦
|
悶
,290戸
に

芦

国

一

ぶ

―

―

-h-
＿
＿
ぃ
手
一
八
、
七
縣
墨
支
呵
:

_'、口
f
.
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二
、
七
萩
員
除
＿

尺
•
島一

．

二

四

、

一

、

二

九

・

事

務

吏

艮

、

山

野

忠

浩

．
癌
長
局
財
務
課
勤
務
を
命
ヤ
る

．

．

｀

僻

令

い
ぃ
〗
市

・

I
J

．
仝

．

士
屋
芳
枝

褪
務
局
職
員
課
勤
務
を
命
ヤ
る

`
,
'
、
・
ニ
四
、
一
、
一
七
事
務
吏
員

・

矢

吹

憲

違
・
ニ
四
‘
-
、
三
一
助
役
•
大
島
ヽ
六
七
男

•

い
し
誂
咽
課
勤
務
を
命
ヤ
る
．

復
興
局
市
部
復
興
事
務
所
長
北
務
取
扱
を
免
ヤ
る

1

一
門
一
、
一
七

，事

務

吏

員

堀

．

池

良

雄

主
屯
に
補
す
る
．

i
]
〗報

． i

＿
＿
四
~
一
；
―
-
技
術
吏
員
佐
藤
雄
太
郎

・
復
興
局
東
部
復
興
事
務
所
長
事
務
取
扱
を
命
ヤ
る

い
、

、・

□民
告
局
翌
喜
塾
育
課
長
を
命
す
る

1
-
m
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、
一
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務
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艮
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＂
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宙

務

吏

艮

伸
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、昭
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士
地
評
債
委
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を
免
ャ
る
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，

9.
和
第
二
民
生
命
員
事
努
所
長
を
命
ヤ
る
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貞
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郎
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四
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事
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郎
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す
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、
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敏

太

郎
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日
第
一
民
生
黍
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務
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長
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・

＼

登

仝

疇

、

岩

原

和

一

痰

島

市

技

術

吏

員

に

任

命

す

る

．

‘

;
ぶ"{
、
行
．

贔
II

叶
"

f

.

I

抜
師
に
補
す
る

心
い

□，・[
第
五
民
生
委
員
屯
務
所
長
兼
務
を
命
ヤ
る

.
a
 

•
‘

·‘

,;
.,
5,.'

,.1

.J •• 

a

,

＇、ヤ朴
1
り

ー

・

・

幼ー
‘.＂
．．
 
ー．忍
‘●‘r"．，

i

99.̀,．
I
 

:
＇:
I
I
 

畜・‘?・,

．

.5
見

r
'
A
こ
[
9
•
,
＂
J5
.
[
＂‘`
“
う
い
い
し
い
じ

i

‘
、
~
,
．
，L

!
i
ぶ
t

t

r

贔

、.，
．i.
＂？翠左

‘9ぶ
t"”
t社
に

Z;̀
、羞
・弁ぃ
‘“'蒻
＇勺"f,tr"
り“
,＇

•••.• 

-̀
..
 ••• 
’ヽ・・・1
.‘、、.
i
:
t
r
'
ー
・

i
g礼

悶
9
•. 

"，＂i
：
字
・
竺
．
書
，
・
1
.し

4
J

●ふ，`，

．．
． 
い●麿ふ・ぃ．r‘,v
,＂：L1
↓

l
t
|＇、し
r
t
i
じし：＇
‘
g
ぷ
＇
」
む
・
ふ

．．
 
＂ぃ，；・
ぃ’,t

l
ー

f

、.：

神

汀

Ll.＂勺／，
翌
‘
;，；r
.t
;i
,
‘

;.
1.1 

:
 

..• 

1
.‘
 
•• 

，

＇

'
、.9]
i
・
・
賃
叫
．
，・[[:．」、．
9

.,

．．

＇，＇

，•• 
,
¢
・
J
.

，屯
，．

．
．
？
ふ
旦
．
翌
‘
玄
9
.

.

＇,•• 

り

j
li‘"1
.1,1、
ii
`
:
9.‘9
1
••••
• 
,
9

9
・
1
•
1

,
•
り
ヽ

．

．．
，

．．
 
ー，；
．．
 
，
9-

;．

"‘.¢'.g 

ー
ロ
・

9
,

ご
一
〗

喜
鍔
，

廣
島
市
に
あ
け
る
祉
合
施
股
一
壼
表
（
昭
和
二
四
、
二
、
―
戌
祖
）

i

．

一
、
第
百
竪
懇
霞
島
市
保
養
院
條
例
等
の
一
部
を
改

慶
，
；
．

正
す
る
條
例
制
淀
に
つ
い
て
原
案
可
決

F
お、
v̀f
 

、
一
、
第
百
一
塁
案
廣
島
市
水
道
條
例
中
改
正
に
つ

い

て

仝

一
、
第
百
工
琥
誂
案
炭
島
市
呼
察
職
員
分
限
條
例
制
定

に
つ
い
て

一
、
監
査
委
員
報
告
．

一
、
翌
議
環
瞑
川
下
流
に
宵
崎
草
津
幹
線
道
路
に
副

う
欝
梁
架
跛
方
要
痰
の
件
）
委
員
長
報
告
委
員
會
付

託

一，

一
、
第
五
を
一
讐
戚
案
詈
鳥
市
吏
員
退
阿
料
｀
塁
識
給

・
典
金
、
叫
叫
族
扶
助
料
及
び
死
亡
給
典
令
條
例
制
定

に
つ
い
て
委
員
長
報
告
季
員
會
付
括

一
、
第
六
十
四
琥
暇
案
廣
島
市
談
會
の
議
決
又
は
住
民

．
の
一
般
投
票
に
付
す
べ
き
財
牢
螢
造
物
又
は
議
會

．
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
に
闊
す
・
る
條
例
制
定

．
に
つ
い
て
季
員
長
報
告

9
-
、
第
六
十
五
臨
識
案
廣
島
市
有
財
廂
取
怨
管
輝
虞
分
條
．

例
制
定
に
つ
い
て
、
委
貝
長
報
告
．
仝

一
月
1
二
十
一
日
識
決

、

一

、

登

眺

（

課

税

問

阻

に

開

す

る

件

）

決

定

二
月
一
日
議
決

一

、

請

阻

誓

晨

斎

喜

裔

含

闘

す

る

件

）

委

暮

翡

．

一
、
翌
議
（
八
月
六
日
を
平
和
の
日
と
し
て
國
民
祭
日

に
加
え
ら
れ
ろ
様
要
照
の
件
）
決
定

1
一
月
一
一
げ
戚
決

-
‘
•
第
九
十
八
就
躇
案
昭
和
二
十
三
年
廊
岡
島
市
抜
入

川
豫
位
追
加
、
原
案
可
決

-
‘
炭
肋
市
令
恨
欲
長
洞
堺
の
件
池
永
5
而
虹
常
速

一
、
廣
島
市
令
議
長
咋
任
許
可
の
・
件
許
可
．

、
一
、
版
島
市
合
堕
店
器
・
の
件
任
都
翌
應
蘊

;
＿
、
第
百
一
＿
＿
就
躇
案
盛
島
市
事
務
分
炊
條
例
中
改
疋

つ
い
て
原
案
可
決

田虹—+＝月二年四十二和陪 ＇ ヽ 紐・報 ヽ
●' ．．．
 

官 ｀
 

•‘ 

， 
． 

島 ',1.: 廣，

,-・ ,. 、.. 9 、ヽ．． 
． ・ ~

ヽ`

際
品
市
報
復
沿
第
一
＿
＿
十
五
駁

防 察 所

．．
 
ヽ

J
 

1̀~ 

6
,
 廣

島
市
報

復
活
第
三
十
五
聾

， 

一五
． 

設施脊保 股施茜保子母I ｀ 
=和n 、 施、 育` 保

肩． 

趾 涸 阜平 ，兒 ．． 

さ ．-．． ． ひ 若 小 字

! 
齊 さ 母 西

畠棗・i 
享：

旦・畠 畠墨．裔 塁悶
嘉i 

施t 裔芍菜． 百 品 生 ＜ 子
津

魯合 學
母

ら 音 設保 グ 保 干 クト ク ク .,~ 49 ク グ

” 
I~ I/ 

ガ 行 所 閲 閲 団 寮 寮 寮
名

所'-―― I 岡＇ 

醤
| 

卜

li 
.‘ 

IJ I/ ク 玖 窯 大 双

『
ク ク

“ ク II I) ク、 ク ク， ク I,/ 廣 経g法 8 

絵合主

済 本
＇ 

螢・

令 ! 島
立 立 主

公 嗜激 : ,, 市 体
. ．． - 帽

一 l 一 ． 

；事
ク ク ク ク 1, I' 保

＂ 
II I,/ クI ✓/ I/ ク I/ /I ク ク 保 業育 ク II 

］ 稲
育

別1, 9 I -

昭面昭一昭
I 

I 

ノI I/ 昭 昭 ．巾 ’’ 昭 中 ＇ 
II 昭 申

~, IJ ， ，, ,I ク '， ク

靡
認--三二 和 ． 可●一·• 一

四‘一‘ ヽ ヽヽ
三・ 切-？・ ヽ ヽ 四四 三窃 四 精 ...， ヽ〇 ヽ 諸

ヽ 詭ー、ヵ 七 ‘ ‘ ・七 七 今ヽ ヽ ヽ ヽ
＇ 兒ー‘‘保生̂ 兒—＾保生^  

ヽ ヽ
月五 中 中 中

I ． L -ー、 . 
―- ． I~ 

,. I/ "’I , II ~, I II I., I/ ふ II 9` I, IJ ,, IJ .,I I/ I/ ,,、 II 9/ /I 炭
． ヽ 島

所
牛 牛 召束 相 字n 曙牛 盈基 繭凸 長尾 江波 靡要上已 小島白

＇ 
元

りi 
＇ 

＇市
田 田刻 9I ＊ n口田

t 
向

町 町 守音 町町 東 町町南町 束 洋 在四 ― 町町 町 三 町 水 町 町 門四 町
斐己町・學校内

二 河 届

贅i 
町五 門ーニ ー源 0 0 ノ

盆
゜

ー．． ノ ニ地 0 三 七 堀
五二 公 ノ 盆 '四 0, 臀 越 地’， ’ ， •閲

ノ`

8 内

臀• 一・'
本倉谷＊根田野都西井田岡内ロ

康蓮輔力

＇憲郎

行一正淳
乗

一雄互雄雄雄三盆三一芳

勘多訟

黒

田

膊

ヽ

ヽ

.. 

，
 

9 /＇ 

＇江竹豊

ク

野

IJ

酒

技

術

吏

員

寺

IJ

ク

．

任

中・・1

ク

III

II

事

務

吏

員

村

ク

11

山

ク

ク

丸

廣
島
市
事
務
改
善
委
員
會
委
員
を
命
キ
る

ニ

四

こ

＿

七

．

事

務

吏

員

弟

グ

瀧

ク廣
島
市
事
務
改
善
委
員
．
曾
幹
事
を
命
ヤ
る

ク II ク

事
務
吏
員

”
 

ク

ニ
四
、
二
、
二

、

炭
島
市
技
術
吏
儀
に
任
命
す
る

技
手
に
補
す
る

ニ
四
、
二
‘
七

クク

報

し
憮
—

一
月
二
十
六
日
沼
集
し
た
臨
時
廣
島
市
識
會
は
一
一
月
二
日
閉

會
し
た
。
議
決
事
件
は
次
の
漉
り
で
あ
る
。

'

‘

a
 

壱
＂

一
月
二
十
六
日
議
決

一
、
顎
議
（
可
部
線
宇
品
線
直
通
連
絡
璽
●
闘
す
る

件
）
決
定

一`
、
窃
璽
喜
喜
事
業
救
沢
に
関
す
る
件
）

，
一
、
請
願
（
廣
島
市
吃
第
四
中
展
校
敷
地
決
定
校
合
新
，
一

築
促
進
の
件
）
採
探

．
．
 

一
、
睛
願
（
國
立
廣
島
糠
合
大
尿
に
夜
間
部
を
設
置
の
．

件
）
委
員
長
報
告
決
定

1

月
二
十
八
日
識
決
＿

一
、
日
の
丸
愛
國
＿
池
勤
に
つ
い
て
決
定

一
、
第
九
十
九
滋
案
炭
島
市
船
人
病
院
條
例
制
定
に
つ

い
て
原
迄
可
決

ー四



行貸日ー十二月二年門十二珈畷 ・`

、,

ta. 

↑
.
,
 .，報

．
 

ヽ

｀
 

．
 

9
9
 

、

”．． 「
9

．．
 

.

.

.

 
’
 

＇ 

疇

9

t
 

．
．
 ‘. 

．．
 

．
 

．．
 

．．
 

•’ 

‘
`
．
．
．
―
 

9

,

'

．‘
 

ヽ

・

占

・
．．． 
，

ヽ

．．
 ヽ

'

，

 
釦9

,

 

'．廣．
9

t
 ・̀ .

-

、

.

,

'

｛

 

.• 

’
 

▲

;

t

 
ィ

．、
.
-

'
,
＂
 

1

-

.•• 
・

ー

、

―

9

-

＇ 

し`島．[●
．．
 

.
＂
,
-

...~[. 

,

‘

1

S

 

《

一

-r •
し
P
.

9
-
r
 

'
、
・，．

 

噌 只ご・

廣
島

w糧
復
沿
”
―

-H'五
訊

●.■● 

・ヒ

計

出
中本三己製舟小某似字抒大仁比荒符尾牛

張
ヽkロ

央汗篠斐音入網町昂品賀河保山滸綺長田
所

名

・, 

•I 

[
 

.,． 
｀`慶‘

”

5

心

●
,
 

●
、

u
 
.
 

.. 

i

.

 ・
市
．

•, 

.,．
 ，
 
．
 

．
 
，
 

,
9
,
 

•' 

鳥

9
氏
『
•.＂-． 

`
 

•• 
h
 1

.
"
 

ヽ

’
 

．．
 "

r
.
,
＇ 口

報
．

•9 

,＇ 

・，．↓，•• 
・̀ 

ぃ
忍
昭
．

ぃ
•
•
和
、

.—— ーi,
・・十，．＂

[
＾
•
四
｀

，
 

．．
 .

5
.
，
 

予
9

‘

9

年
——~• ...5 

．
 

’
 

[

i

．
し
．
月
．
‘
．

――
p
 

-『
,'
•9. 

•‘• 
>

．．
 
十，
9

9

,

』
』
-
』
．

N" 

日

ヽ`‘〗
賽
‘

,"．

‘,g"し

＇

4
 

ヽ`
．心

卜
し
＇

-

.

ふ

,
 ．
 

．
 
っ
[
'
’-.,
 

••. 

,
‘
~
~
.
~
~
 

•

介
ー
，
．，
 

9
9
 

.
s
 
•. 

，．＇‘. 

□11 

云、

n
 

八
、
九

0
四

ー
ニ
｀
七
四
八

九
、
八
一
四

一
七
、
バ
八
五

」
五
、
九
四
二
、

五
、
四
ニ
ー
ー
ー

1
0、
四
七
ー
ー
ー

ご
i

、
吾
―
―
―
―

二
0
、
一
ル
ー
ー
ー
七

二
、
二
九
八

―
1
0、
五
八
五

一
六
、
四
九
五

1
0
、
さ
―
―
―
―
―

一
六
、
六
七
六

一
七
、
四
五
八

一
五
、
七

0
六・

1
0、
九
七
九

_
＿
八
、0
1
—

二
五
四
、
五

0
o
.

人

ニ
四
八

五
四
五

ニ
八
四

△

五

’

＿＿＿＿＿＿二

―――

-
0
 

・
ー
ニ
七

四
七

六

0
九
五

△

―

―
-
I
 

ニ
四
八

二
、
二

0
0

前
月
分
さ
比
較
△
印
は
減

△
ー
ニ
六

△
―
二
六

六
五

七
一一

八

出
中京主己霰舟 I卜基似字皆大仁比荒．符尾牛

張
計 ・ ． ． 治

央 沖 篠斐音入綱町島品賞河保山 辟 的 長 田
所

•名

世

帯

敷

二
、
三
六
二

二
、
九
ニ
ー
―
―

二
、
一
九

0

四
ー
六
九
六

三
、
入
四
四

一
、
―
―
―
ー
ニ

二
、
四
八
四

三
、
六
七
四

五
、
五
ニ
ー
―
―

五
0
四

五
．
四
六
一
．

四
、
三
四
九

二
、
六
六
四

四
、

0
六
一

四
、
四
一
九

_
＿
＿
‘
八
七
七

-l
、
七
四
一

七
、
二
七
七

大
四
、
―

-Hハー

前
月
分
さ
比
較
△
印
は
波

△
'
一
六七

.̀
‘ ヽ‘六

〇七ヒ

△
 

△

1
 

五
七

四
七

△
―
―
―
 

1
-

＿ニ

I
-
i

五八

△

九

七
＿＿＿＿ 

△
―
―
―
 

七
四

一
六

出
張
所
々
管
翫
域
別
人
口
冊
帯
朕
呪
表

G

昭
和
二
十
四
年
二
月
一
日
現
在
)

ヽ

山

閑

＊

エ

授

産

塙

鯉
城
自
動
車
舟
入
授
産
塚

腸

合

同
胞
援
渡
令
炭
島
支
庶
部

立

双

財

園

法

人

廣

賜

合

:r 

1
J
:
t
i
.
9
9
¥
.
t
i
、
,
＇
‘
,
1
い
！
．
』
h
．、9

ぐ
．
｀
パ
N
.

，’4:'，．響
'
,
1
,

．9,.11
喜
'i
：

ヽ

i
湘
翡
湛
訓
叩
十
|
ド
ト
ト
い
い
贔

•
H

り1
,
•
I
,

．

`
，
ヽ
ヽ
｀
ヽ

'
,
V●

.
,
1
,＇

,il・‘'？"冨
t

2

t

:

と

t9s,

＇f
:＇[i'力
が
各
喜
t
t
,

1

:
＇ 

口
良
J
`
'
[
1
1
1
|
l
上
↑
ぃ
‘
一
•
い
ぃ
し
い
し
|
／
ー
、

1
l

「
/
~
~
誓

ん

,
9
,
9
 

自
動
車
修
理

グ

1
0
,
-
l
o
 

，，， 

＊ 

I/ 

＇ ” 
宇
品
町
七
丁
目

舟
入
町ー

廣

槌

工l製

ク

八、

', 

上
柳
町

ん
；
；
h.ヽ,‘.̀ 

'
．
と

．．． 
、

`
、
•
(

｀
•
,
.
r

••.• 

-f 

、≫
-

ゞ1．ざ
'. 

＇ 

＜ 

,
 

『

9

ゑ

ク

生
活
必
需
物
資
頒
布
所

ヽ

，
 
．
 

a
,、

9

ク
ニ
ー
―
-
、
七
、
二
八
．

グ

立
町
三
六

忙4ふ田ー＇り1？立誓心叫いー
,Jt,．＂.,＇,‘曹．a・‘

`，9、,9●〗[["‘'[〗□`．． 廣島市報：ー復活第一＿i十五既一 [

設 施 場 産鼻授 施設護保 設施容：へ牧．． 股施育保

積施

ヽ 別設

I 
法根

法 業 事 會 祉 ． 法謡保生活 法祉禰童兒
令披’̀ 

ヽ 鼻--● 99, •••一.ヽ
基 鷹 廣屁 廣 中、廣 第 比 保 B 六 光 炭 廣 似 知 ま み

島 廣 島 島 一 施
・の・縣i 治 新 恩ヽーな

＊ 授 綜
町 橋・

工． 授 産 合 山 養 出 方の島•生島合こみ
設

II 浴ヽ 授 産 塙 授 ． 

授 産 場 祖 産
病

學 固 院逍修 學 學， 保育園 Yi保園・ 愛 名＇ ’ 
塙 塙産 院 寮

園 固園 兒園・場 ＾ ロ

塙 院

［ _--.. -------~, 
[ ク 同 町

仝廣市島 授廣島 i 
同 光 同 誓 皆

志 胞 協 双 廣 畠双 妥双 瑕
苔

双 経
掟 足

＇ i 
斎I 

和 民産蘭

！ 
島

！ 斎
i 

公 管
民

立 合 致
．．塩業喜 合， 

立 市 立 立 孟各立i 立 主

支 協
体・

．部
合

部

•ー・
： 

ベ- l ， 
孤

II・ 困 ク 食 ク ．木 ク 靴 鼻 ク *・ 者
引 異 一 虚 引 戦 グ ” 保． 事・

窮
扱 常 般 揚 ‘・ 

,. 
料 緒 民 弱 災 業

者 兒・ 菰 菰 鼠

溶
品

製
授 [ 育 兒

兒
兒

兒
頼工 育

塙 工 産 成 育 育 育 育
別

業 成 成 成 、成

-， ． ． | ~ 

． 

: 認
，，，， ク ~, I/ 

’’ 
IJ ク 昭 ク 昭 昭 II I,I ，，昭 ', 

” 
,, /9 昭 グ ク 昭

可~ 

． ． 
＇ 

~ 

三：一 三 一 一， 三
． 

一
． 

一

蕊‘I`  九 、一 ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ 一 ， ． 

八 ヽ ヽ ，七 一 ． 七 三 七 一 一 一

＇ 年‘- ヽ ヽ ヽ ヽ 、o ヽ ヽ r、 ヽ

9 = 五 ． 
＇ 

ヽ 三 . ヽ
一

五
七 ヽ• 六 貫

ヽ 月
ヽ

直
I 

・•

ヽ 日：
． ＇ I I 

/I ,, 
” ク ” ク グ ク ク ,II 炭

ク -'? 
炭

グ ． I/ .,， ', 
炭

ク ”. 廣

島 島 ．．，島 島 所

．市 市 市・ 市

基
の橋鷹． 波江束

草

悶町 皐羹
廊

i 岳
＇基 束

鸞町 町鸞
古 基 累基 岱

＇ 
i皆 § 塁・ 魯 爵 田

町' 百町 悶閂 町 町 町 町 町 町 在 ， 
． 町 町 町 悶

，， ...... ヽ 九 ＝ 三
o. 九 ヽ Q ノ J、 丁 ノ
三 0 四 二・ 目

ヽ

8 ノ ・O  ， 
ノ 一 一 地
一― - ヽ

゜1, 

9

9

 

f
 

一
六

●
 `

・‘'▼ 

‘,・ 

ー今

F.
e
・

，
 

ヽ

,．
 

9

、
•
ク
．
，
4
`
．
，

．．
 

ー
~
ヽ

.,‘ 

●

,

9

 

'

.

‘

:

{

 ••• 

9

.

2

.

，
 

・

;

 

•• 

9“
 

i
 

｀
 

‘
 

．． 

',＇言

ヽ

'

、

t

/
 

`
/
．
 

＇， 

●

’
a
,
.
,

＂b
 .. 

，
 `

 

•
バ

/
 

＇ 

99 

•
』
.

ー

書
4

,.. 
．＼ 

•9.
* 

9

ょ

ヽ

9
 .

.

.

 

｀
 

‘,．、―ヽ

・ヽヽ・
＇ 
ヽ

／ 
I' 
9 、r, 

→ -,  ̂ • *'⇒ し＊

I • • •.-' .. ，． . -·-—~ ------ -—• 9. ---

｀
 

ヽ

ー
'

｀
 
I
‘
i
 

9
・ヽ,' 

．
 

9

9

.

 ヽ

.
、•. ．

 

ー

,' 

I 
i, 

● a •• 、―:．..,.9 9‘ 



‘“‘・ • で-C I ---I —--←--.....--•――-’＿鼻―-一▲ ， ，·-一•一•,-·一•*--: -・・-・・̀― .丁―’ - ----• •• 

行襄e.・・・十二月二年四十二和昭 報 ・ 市 島＼’
‘. 

、＇
f
 

• ,．、.・'ヽ
ヽ

，
 
．
 

．
 

9
.f
 

•
、

,• 

．
 

廣
•
1
,

•. 
-

＇，ハ
‘
.
 

,
•,‘ 

．．
 

•. 
．
 

．．
 

．． • 
，
 

．．
 

9

-.
｀
 

‘, 
、
．

炭
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沿
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設

．
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額
、
査
産
の
瓶
況
‘

市

｀

廣

島

市

規

則

第

七

十

二

琥

菩

日

別

に

一

つ

物

件

の

稲

類

毎

に

薔

分

し

た

け

れ

ば

た

ら

3
，
そ
の
他
参
考
に
な
ろ
事
項

r

炭
島
市
税
條
例
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

．

．

 
な
埒
門
市
民
税
台
帳
は
市
民
税
詞
査
票
を
も
つ
て
こ
第
六
條
賦
課
額
の
増
額
又
は
減
憩
・
並
び
に
逼
●
納
金
は

れ
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
0

．

．
 

壻
滅
額
遠
付
昭
理
法
に
よ
り
整
理
し
た
け
れ
ば
な
ら
た
い

．

昭

和

ニ

ェ

四

年

一

月

十

四

日

報

・

・

第

四

條

條

例

に

規

定

す

ろ

届

杏

を

受

理

し

た

と

き

は

市

税

第

七

條

條

例

第

五

十

條

の

規

定

に

よ

り

過

誤

納

金

を

爾

後

廣

島

市

長

濱

井

信

三

．
台
帳
及
び
免
税
台
帳
を
整
理
し
届
書
は
受
理
し
た
年
度
か
の
納
期
に
微
牧
す
べ
き
我
金
に
充
常
し
た
場
合
は
左
の
各

ぃ．

．
 廣
島
市
條
税
例
施
行
細
則

覇

第

一

家

憩

則

□
・

ら

翌

年

度

か

ら

台

張

ほ

除

去

し

た

0

年
度
の
翌
年
度
か
ら
琥
に
よ
り
整
理
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

,
f

第
一
條
こ
の
細
則
は
廣
島
市
税
條
例
以
下
條
例
と
い
う
第
各
こ
立
ケ
年
間
保
存
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

1
、
詞
定
額
及
び
牧
入
額
を
減
じ
爾
後
の
納
期
分
の
税
目

に
替
振
え
を
す
る
こ
ど

2
｀
過
諜
納
額
速
付
整
理
法
及
び
徴
牧
浣
簿
を
照
理
し
納

・
＋
岳
＇
八
條
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
第
冗
條
市
民
税
の
調
査
は
市
民
税
に
開
す
る
申
告
咽
を
資

研

料
と
し
て
市
民
税
調
査
粟
に
よ

b
左
の
事
項
を
調
査
す
，
ろ
税
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ
と

す
る
。

年

笹
一
條
市
税
に
闊
係
あ
る
嗚
類
、
届
帯
、
そ
の
他
の
様
式

1‘'納
税
袈
粋
者
の
住
所
氏
名
、
法
人
に
あ
っ
て
は
本
店
第
八
．
鑑
札
の
交
付
は
盛
覧
交
付
颯
に
よ
る
も
の
と
す
る

.
l
-月

筋
に
交
付
し
た
鑑
札
の
返
納
を
受
け
若
し
く
は
異
勅
の
届

ぃ
↑
は
別
に
定
め
る
も
の
の
外
別
記
第
一
琥
様
式
乃
至
第
七
十
の
所
在
地
名
稲
又
は
稲
猿
、
及
び
事
務
所
の
所
在
地
代

・

・

出
が
あ
っ
た
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
鑑
札
法
を
幣
兜
し
な
け
れ

．

¥

―

六

琥

様

式

に

よ

ろ
0

・

表
者
の
氏
名
、

，

．．

•
日

・

ば
な
ら
た
い
．

｀ ．

第

二

寒

賦

課

2

、

納

税

義

務

者

の

所

得

、

資

産

の

吠

翌

翡

塁

廃

條

各

條

例

第

二

十

五

條

に

褐

げ

ろ

余

裕

住

宅

税

の

課

賣、

第
1
-

＿

條

市

税

台

帳

及

び

免

税

台

帳

は

こ

誓

嘉

包

各

．

数
、
、法
人
に
あ

・つ
て
は
公
稲
資
本
金
額
及
は
出
資
金
租
標
準
及
び
賦
課
額
は
次
の
各
項
に
よ
り
忽
定
す
る
。

：
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．包

噂

~
荼
裕
住
宅
耐
喜
魯
象
翫
的喜
瓢
号
こ
亨

崖
詞

俗
必
蒻
翠
気
ぷ
出
調

魯
胃
星

'
s屈誓
点
。

塁
“
深
塁`
；
’-．註「'
’ー

、
t•. 
e
.
＿．

diいえ、
”`？‘

璽需

、

r‘
.̀

[
第
二
十
六
條
罹
誓
分
又
ぱ
納
痙
置
に
従
虚
じ
だ
と
ま
．＼

．．
 “

 

,_.,
9
9

.
”"

，
．

も

の

）

の

堡

敷

の

合

計

敷

か

ら

居

住

人

員

が

六

人

以

し

だ

け

れ

ば

な

ら

な

悶

‘

賢、下
の
揚
合
に
あ
つ
て
は
一
二
十
色
を
控
除
し
た
も
の
第
十
七
條
喜
税
令
祁
を
交
付
し
た
後
そ
の
訂
正
を
要
す
：
ー
に
は
復
命
苦
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
忍
。

9

災
ぃ‘・グ

と
き
は
正
営
た
徴
税
令
害

を
作
製
し
て
前
屡
付
し
た
も
一
第
二
十
七
條
税
務
課
長
は
侮
月
十
日
ま
で
に
前
月
分
の
賣

2
、
そ
の
居
住
人
員
が
七
人
以
上
の
と
き
は
戯
撒
の
合
計

繋

ら

究

肛
に
居
住
人
且
耶
を

乗

じ

た

数

を

控

除

し

た

の

と

引

き

替

え

交

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

誓

分

言

理

表

を

作

製

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

第
十
八
條
條
例
第
四
十
三
條
の
規
定
に
よ
り
続
り
上
げ
微
嘉
二
十
八
條
條
例
窃
五
十
一
條
の
視
定
に
よ
る
特
別
徴
牧

も
の

3
、
同
一
塁
を
二

tlt帝
以
上
で
使
用
し
て
望
均
合
は
牧
を
し
た
場
合
に
お
ど
て
納
慇
釈
沼
者
が
納
期
限
ま
で
に

一

究
務
者
中
持
客
人
税
特
別
徴
牧
義
務
者
の
行
ぅ
事
務
は
次

．
各
々
の
農
農
つ
き
一
住
宅
と
見
倣
し
て
節
定
す
る
。
・
租
金
を
先
納
し
た
い
と
き
は
鷹
誓
肩
し
た
い
で
直
ー
の
通
り
・
ニ
ー
す
る

]

1

態
客
人
懇
悶
胃
鐵
に
よ
り
征
月
徴
牧
し
た
税
金
額

但
し
使
用
輻
分
の
判
明
し
た
い
と
き
は
そ
の
住
宅
に
つ
ち
に
滞
納
虚
分
を
執
行
す
る
も
の
と
す
る
．

、

い
て
算
定
さ
せ
ら
れ
た
税
各
を
各
机
菊
に
等
分
し
た

ir
第
十
九
條

督
促
朕
の
指
定
期
阪
ま
で
に
税
金
及
び
督
促
手
及
び
微
牧
年
月
日
を
記
入
慇
珂
し
な
け
れ
に
な
ら
な
い
。

一
邑
料
を
完
納
し
た
い
者
に
劉
し
て
は
税
務
課
長
は
滞
納
凸
芝
母
月
十
日
ま
で
に
据
客
人
税
徴
牧
に
閥
す
る
申
告
術
を

廣

”

と
す
る

．

第

三

莉

靡

＿

分
命
令
粟
を
作
製
し
滞
納
駈
分
命
令
師
に
よ
り
惹
鷹
―
提
出
し
な
け
れ
ば
念
名
。

‘

s

、
第
十
條
第
三
十
九
條
第
一
ぢ
規
定
に
よ
る
課
税
椋
那
に
交
付
し
滞
納
虐
分
に
背
手
せ
し
め
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
「
。
市
長
よ
り
税
金
彿
込
命
令
書
の
交
付
を
受
け
な
い
さ
き
は

島
の
森
定
は
靡
節
、
現
物
そ
の
他
参
考
と
な
名
翡
に
よ
り
第

l

-

＋
虚
誓
分
に
従
事
す
る
も
の
は
市
税
及
び
市
敗
入
指
定
の
期
日
ま
で
に
税
金
を
納
付

L
な
け
れ
は
な
ら
忍

附

金
滞
納
者
胆

if
斜
押
5
誓

を

抄

帝

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

一

即

各
忙
以
を
参
的

L
こ
れ
を
決
定
す
る

葱
i
1
一
條
患
菜
面
に
あ
た
弓
納
塁
者
か
ら
痣
蓋
こ
の
細
讐
昭
和
二
十
ー
ー
ー
年
度
分
か
ら
こ
れ
を
適
用
す
る

予

一

條

害

嬰

喜

者

を

荻

見

し

た

と

き

は

廊

珀

栂

を

翡
し
て
翡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

一
送
の
委
託
を
受
け
た
と
ぎ
は
佃
領
牧
誓
交
付
し
後
日
納
但
し
接
客
人
税
特
別
徽
牧
義
務
者
の
行
う
事
務
に
つ
い
て

―

税
者
か
ら
ォ
領
牧
門
請
恐
が
あ
委
さ
き
は
引
き
替
え
は
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
適
用
す
る

笠
＇
一
＿
條
條
例
第
一
＝
＋
九
條
第
一
元
の
規
定
に
よ

2
て
再

肴

し

た

け

れ

ば

な

ら

む

翌

、

昭

和

十

七

年

四

月

一

日

逹

甲

第

十

五

琥

廣

島

市

税

條

例

施

喜
の
訛
ぶ
あ
っ
た
と
逹
は
役
欺
を
嬰
し
て
そ
の
紺

嬰
納
税
糸
沼
者
に
通
知

L
け
れ
ば
応
、
K
た
翌
第
一
＿
十
一
＿
條
滞
納
梃
分
の
服
託
を
受
け
た
と
き
は
滞
納
艇
一
行
細
則
は
こ
れ
を
際

1
す
る

密
'
-
-
＿
條
検
査
に
従
事
し
た
と
き
じ
検
税
”
仏
命
掛
を
捉
出

一

分
受
肝
照
理
師
に
よ
り
JJ
理
し
む
け
れ
は
な
ら
た
い
し
こ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
S
o
．

の

場

合

滞

納

庶

分

狩

手

の

期

間

は

受

託

の

日

か

ら

起

節

す

懇
四
條
税
務
昧
き
は
賛
十
日
ま
で
に
前
月
分
の
直
税
る
も
の
と
す
る
。

に
つ
い
て
検
災
羞
を
作
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
第
二
士
＿
＿
條
部
納
紺
分
の
痴
託
を
し
よ
う
ミ
き
は
滞
納
総

骨

芯

牧

一

蓋

蒻

．

に

登

詈

表

醤

臀

虐

し

た

け

れ

ば

な

ら

―

念

。

一

笙
靡
農
＂
咄
は
徴
牧
元
蔀
に
よ
り
こ
れ
を
作
製
し
＿

特
別
の
半
糀
が
あ
る
掛
合
の
外
定
期
に
伽
踪
す
る
も
の
は
一
第
一
平
四
條
塵
漿
嘉
了
し
た
と
き
ほ
計
墓
い
を
作

憎

閉

翡

ま

で

に

酌

肪

に

伽

課

す

る

も

の

は

そ

の

一

製

L
滞
納
者
に
交
付
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

月
一
平
ま
で
に
吸
付
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

但
し
苺
時
笏
二
十
充
條
発
押
盟
＂
並
び
に
但
領
牧
瞭
を
徴
税
史

Ltに

に
か
か
る
も
の
で
念
を
要
す
る
も
の
は
こ
の
限
り
で
な
い
交
付
ナ
る
と
さ
は
交
佛
窃
に
よ
り
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ

一

＂ 
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廣
凸
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戦
復
沿
笹
―
工
ヽ
七
訊

廣
島
市
條
例
第
王
琥

炭
品
jli5叫
合
の
戚
決
を
純
て
｀

昭
和
二
十
二
年
九
月

lOl肋
市

附

則
こ
の
條
例
は
昭
和
二
十
四
年
度
か
ら
こ
れ
を
適
用
す
る
。

昭
和
一
工
十
＿
＿
＿
年
度
分
以
前
の
、
市
税
に
つ
い
て
は
、
た
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
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十
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に
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」
＿
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に
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つ
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一
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演

第
四
條
の
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を
次
の
通
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党
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す
る
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の

一
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う

に

改

正

す

る

。

昭

和

二

十

四

年

四

月

一

日

昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日

．

、
廣
島
市
長
演
井
信
―
―
―

．

廣

島

市

長

演

井

信

一

＝

第

一

條

中

「

印

影

照

査

」

を

「

印

鑑

の

登

録

及

び

證

明

」

に

．`
 

第
二
條
中
「
＋
闘
」
を
「
二
十
闘
」
に
改
め
る
。
「
十
圃
」
を
「
二
十
闘
」
に
、
「
五
回
」
を
「
＋
闘
」
に

改
め
る
。

ー
[

附

則

こ
の
條
例
、
昭
和
二
十
四
年
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
第
一
＿
＿
條
及
び
第
四
條
中
「
十
邸
」
を
「
二
十

rul
」
に
改
め
る

ろ

。

附

則

．

／

こ
の
條
例
は
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
~
こ
れ
を

施
行
す
る
。

廣
島
市
條
例
第
六
琥

巖
島
市
謡
合
の
談
決
を
経
て
、
廣
島
市
立
市
民
病
院
使
用
料
廣
島
市
印
鑑
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

及
び
手
数
料
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
第
二
條
中
「
保
職
人
述
裸
し
て
」
を
「
保
瞭
人
連
裸
し
、
所

昭

和

二

十

四

年

四

月

一

日

定

の

手

数

科

を

納

付

の

上

」

に

改

め

る

。

艇

島

市

長

殺

井

信

―

―

―

第
一
條
第
一
項
を
次
の
通
り
改
め
る
。
．
．

．

本
院
の
使
用
料
及
び
手
敷
料
の
額
は
左
の
範
固
内
と
す
る

て
使
用
料
昭
和
十
八
年
二
月
八
日
厚
生
省
告
示
第
六

十
六
琥
「
健
眼
保
除
法
及
び
船
艮
保
瞼
法
の
規
定
に

よ
る
旅
養
に
要
す
る
投
用
の
額
の
掠
定
方
法
」
の
規

定
す
る
範
囮
―
門
9

二
、
手
敷
料
虞
方
箋
料
一
通
に
つ
き
五
仰
乃
至
五
十
仰

普

通

診

断

布

料

同

五

同

乃

一

芭

五

十

闘

特

別

診

断

杏

料

同

一

＿

＿

十

闘

乃
i

む
ー
百
邸

鑑

定

料

及

検

案

料

五

十

闘

乃

室

五

百

邸

附

則

こ
の
條
例
は
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
、

，
施
行
す
る
。

豫
i
t
:
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
;
…
…
…

7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
-―-― 

昭
和
二
十
四
年
股
炭
島
市
特
別
會
計
戦
災
復
興
費
歳
入
出

豫
鉦
追
加
：
·
：
·
:
·
…
…
…
…
•
•
•
…
…
…
…
•
•
•
…
•
•
…
•
•
,

.. 1
-

＿二

昭
和
二
十
四
年
度
岡
島
市
歳
入
出
豫
盆
追
加
：
・
:
・
:
・
:
1
-
三

昭
和
f

-

＋
四
年
度
閥
島
市
特
別
會
計
戦
災
復
興
費
歳
入
出

豫
算
追
加
：
；
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
...... 11

三

昭
和
二
十
四
年
膨
脱
島
市
歳
入
出
豫
僚
追
加
…
…
….'
.. l

 I

三

腹
チ
プ
ス
及
ぴ
。
＾
ラ
チ
プ

・ス
豫
防
接
被
宜
施
に
つ
い
て
1
-

＿三

昭
和
二
十
四
年
度
釈
島
市
歳
入
出
豫
統
追
加
：
…
•
•
,
：

·
:
1二
三

三
三

殷
島
市
蛾
會
湖
賊
長
常
選
に
つ
い
て
…
．．．．．．．．．．．．． 
；
…
 

◇

監

査

公

表

密
察
局
監
査
結
果
に
つ
い
て
：
·
：
；
•
…
•
•
•
…
•
•

•
••
•
•
•
…•1-＿
三

定
例
炭
島
市
迎
感
曾
議
決
事
件
に
つ
い
て
：
·
…
…
•
…
…
•
•
三
五

昭
和
二
十
三
年
度
腐
島
市
に
芯
け
る
犯
郭
登
生
検
學
朕

•....

.•. 
;••……………… 

...•....

.... 

…・・・・・・・・・・・・三八

況
表

昭
和
二
十
三
年
度
火
災
統
計
表
そ
の
一
（
火
災
損
害
調
）
三
八

昭
和
二
十
三
年
度
火
災
統
計
表
そ
の
二
（
火
災
原
因
、

1

-

＿九

S

↓、
S
畜．

•.••.•••••••••••••..••••••••.

•••••••••••..•••••. 

茅
凡
別
調
）

出
張
所
々
笠
罷
域
別
人
口
及
ぴ
慨
帯
朕
況
表
・
・
・
：
・
・
・
・
・
・
・
四

0

昭
和
二
十
三
年
疫
病
類
別
死
亡
統
計
表
・
・
…
•
•
…
…
…

••
四
一

こ
れ
を

第
一
條
中

て
事
務
吏
員
[
-
―
ー
百
五
十
人
「
を
「

1
-

＿
百
九
十
六
人
」
℃
．

一
、
抜
術
吏
員
「
百
五
十
七
人
」
を
「
二
百
六
人
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
條
例
は
喩
公
布
の
日
か
ら
、

こ
れ
を
施
行
す
る
。
、

――― 

廣
島
市
條
例
第
九
琥

廣
島
市
訛
行
の
議
決
を
斑
て
畜
廣
島
市
工
棠
指
邪
所
使
用
料

及
び
乎
数
料
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日

廣
島
市
條
例
第
八
琥

厳
島
市
謡
會
の
議
決
を
罷
て
、
昭
和
二
十
二
年
九
月
厳
島
市

條
例
第
十
九
蒻
廣
島
市
像
札
手
敷
料
條
例
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日

、

脱

島

市

長

洸

井

信

―

―

―

第
二
條
中
「
＋
趾
」
を
「
二
十
闘
」
に
、
「
五
闘
」
を
「
＋

闘
」
に
改
め
る
。

附

則

-
こ
の
條
例
は
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を

施
行
す
る
。

廣

島

市

長

演

井

第
二
條
報
酬
は
左
の
額
を
支
給
す
ろ
q

市

會

識

長

月

額

七

千

闘

市

會

副

議

長

月

額

五

千

闘

市

會

議

員

月

額

．

四

千

回

公

安

委

員

月

額

四

千

闘

速

畢

管

理

委

員

長

月

額

三

千

回

速

拳

管

理

委

員

月

額

千

五

百

闘

監

査

委

艮

月

額

1

一
千
闘

投
票
筏
理
者
速
挙
一
回
に
つ
き
ー
ー
ー
百
闘

鹿
島
市
條
例
第
二
琥

廣
島
市
戚
會
の
議
決
を
続
て
、
廣
島
市
消
防
吏
員
定
敬
條
例
開
票
管
理
者
運
畢
一
回
に
つ
き
四
百
回

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

・

選

畢

長

選

拳

一

回

に

つ

き

五

百

回

昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日

•

投
票
立
會
人
日
額
百
五
十
趾

一

誓

市

長

演

井

信

111

開

票

立

會

人

日

額

百

五

十

闘

第
一
條
消
防
組
織
法
第
十
一
條
の
規
定
に
荼
き
、
消
防
吏
選
架
立
會
＇
八
・
日
額

1

一
百
闘

一
員
定
数
は
左
の
通
り
と
す
る

9

•

第
五
條
第
一
項
を
次
の
通
り
改
め
る
。

消

防

司

令

長

一

人

．

費

用

辮

徹

は

、

左

の

額

を

支

給

す

る

。

市

會

賊

長

月

額

八

千

闘

消

防

司

令

二

人

消
防
司
令
補

．

九

人

市

會

副

誤

長

月

額

五

千

回市

合

議

員

月

額

四

千

．闘

消

防

士

長

＿

―

-

五

人

浦

・

防

士

一

九

1

二

人

公

安

委

負

月

額

四

千

回

附

則

第
二
條
前
條
の
外
必
要
な
職
員
を
罹
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
條
消
防
吏
員
の
誓
は
局
長
が
こ
れ
を
定
め
る
9

．
こ
の
條
例
は
｀
公
布
の
日
か
ら
、
．
こ
れ
を
施
行
し
、
昭
和

二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
但
し
第
二
條
の
投

附

則

こ

の

條

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

冨

票

管

理

者

乃

一

全

選

學

立

會

人

の

報

酬

は

、

昭

和

二

十

四

年

四
月
一
日
か
ら
辿
用
す
る
。

こ
れ
を
施
行
す
る
。

廣
島
市
條
例
第
三
琥

隈
島
市
議
會
の
議
決
を
経
て
．
、
院
島
市
報
酬
並
ぴ
に
費
用
辮

償
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
弓
に
帝
布
ナ
ろ
。

昭
和
二
十
阻
年
四
月
一
日

｀
に
―

..
999
,．ー1
1
・

ー

1

i

、
●

,
 

ヽヽ

‘, 
しM
m
 

l

,
 

昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
、

腕

島

市

長

演

.
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井

・信

廣
島
市
條
例
第
四
琥

麿
市
議
會
の
ー
議
決
を
経
て
昭
和
二
十
二
年
九
月
廣
島
市
條

例
箔
十
八
蒻
慨
島
市
税
條
例
の
一
郁
を
次
の
よ
う
に
改
正
工
．．
 憑
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且・な心．
V

-

＼
第
七
條
秤
察
戦
員
に
し
て
、
稲
二
十
年
以
上
勤
緩
し

‘9
行

バ
'
i
'

.
§
`
"
 

i

9

．

□仮

に

蒟

し

予

れ

を

準

用

す

る

。

．

一

犯

罪

の

豫

防

及

び

鉗

膜

朕
方
定
職
務
に
勉
勘
し
、
他
の
模
範
と
な
る
も
の
に
尚
し
え
＂

・

二
犯
罪
の
調
査
ぴ
被
疑
者
の
逮
補

て
は
｀
公
安
委
員
會
が
永
年
勤
絞
瞭
杏
を
授
典
し
て
表
彩
・

9

□.
J
,

．
第
三
條
表
彩
は
市
長
が
表
影
瓶
叉
は
邁
謝
朕
を
贈
つ
て
こ

三
水
火
災
共
の
他
の
災
害
屯
斐
に
姦
け
る
呼
戒
防
猥
又

〗
れ
を
行
う
。
・

は

救

護

．

す

る

。

'
第
四
條
表
彩
は
、
副
賞
と
し
て
一
萬
闘
以
内
の
金
品
を
贈

．
第
久
條
表
彰
を
受
け
る
も
の
が
表
彩
前
に
宛
亡
し
た
と
き

四
人
命
の
救
助
又
は
保
疲

典

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

．

て
密
察
事
務
の
虐
狸
及
は
＂
左
の
順
侃
に
従
つ
て
こ
れ
を
授
典
す
る
。

／
第
五
條
表
彰
朕
を
附
典
せ
ら
れ
た
者
が
、
そ
の
面
を
汚
し
丘
職
務
に
勉
励
行
瓶
方
正
に
し

ぴ

執

行

務

の

適

茫

一

配

偶

者

（

内

緑

隅

係

を

含

む

）

．
．
．
た
と
き
は
、
表
舷
●
を
取
消
す
こ
と
が
あ
る
。
．

•
第
六
條
死
亡
者
で
第
一
條
に
該
棠
す
列
者
が
あ
る
と
き
は
六
共
の
他
浩
安
秤
備
上
特
に
功
努
の
あ
っ
た
も
の
、
二
直
系
卑
屈

，
こ
の
條
例
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ろ0
•

第
一
＿
＿
條
前
條
の
規
定
は
功
努
が
あ
る
と
認
め
ら
．
れ
る
密
察
三
直
系
念
禍

．

．
 

J
 

の

関

体

に

蒟

し

て

こ

れ

を

準

用

す

る

。

四

兄

弟

姉

妹

，

•
第
七
條
表
杉
（
感
謝
朕
に
よ
る
表
彩
を
除
く
。
以
下
同
じ

）
及
ぴ
表
彩
の
取
消
は
、
そ
の
氏
名
（
叉
は
圏
体
名
）
及
第
四
條
芳
察
職
員
以
外
の
者
で
、
左
の
各
琥
の
一
に
つ
い
第
九
條
第
四
條
乃
至
第
七
條
の
規
定
に
よ
る
表
彩
は
、
三

｀
 

ぴ
事
紺
と
と
も
に
奮
市
報
登
戚
そ
の
他
の
方
法
で
公
告
す
て
特
に
密
察
に
功
努
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
蒟
し
て
千
回
以
内
の
賞
典
金
を
添
え
て
こ
れ
を
行
う
。

廣

る

。

．

は

、

公

安

委

鼠

曾

又

は

密

察

局

長

に

茶

い

で

賞

誓

賠

つ

功

紺

顆

喜

喜

て

一

般

の

模

範

と

た

る

べ

き

者

に

荊

し

「

l

て
ば
、
前
項
の
宮
翠
金
に
代
え
て
五
千
闘
ま
で
の
特
別
賞

第
八
條
表
形
〉
の
適
呑
を
僻
査
す
る
た
め
、
廣
島
市
表
咳
峯
佃
て
こ
れ
を
行
う
9

翌

貫

合

を

股

く

。

、

一

犯

人

の

懇

笈

は

喜

若

し

く

は

誓

の

豫

防

を

授

典

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

但

し

畜

功

努

抜

群

で

特

別

島•
第
九
條
こ
の
條
例
施
行
熙
醐
し
言
必
要
た
事
項
は
、
市
長
＿
一
人
命
の
救
助
又
は
保
談
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
五
蹄
闘

．

が

こ

れ

を

定

め

る

。

―

―

ー

共

の

他

緊

急

の

際

密

察

職

且

に

蒟

し

て

し

た

協

力

ま

で

上

げ

る

こ

と

が

で

き

る

。

，
 ．．
 

了n.1

ヽ

附

則

第

五

條

第

二

條

の

表

彩

は

、

誓

功

努

来

、

密

察

功

縦

衆

第

十

條

翌

察

功

努

窪

、

密

察

功

懇

＂

ヤ

及

ぴ

犯

罪

検

懇

部

の

．し『
，

．

こ

の

條

例

は

會

公

布

の

日

か

ら

、

こ

れ

を

施

行

す

る

。

犯

那

検

畢

来

及

ぴ

買

朕

と

す

る

。

．

形

瓶

及

び

制

式

は

別

に

こ

れ

を

定

め

る

。

翠

一

條

表

彩

を

受

け

た

者

が

叶

雙

温

戒

患

分

に

一
呼
察
功
努
窄
は
、
功
努
抜
群
で
一
般
の
旭
鑑
と
な
る

よ
り
、
そ
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
だ
と
き
は
｀
こ
れ
を
返
納
せ

、

報

應

島

市

條

例

第

十

四

琥

者

に

鉗

し

て

、

市

長

が

こ

れ

を

投

翌

す

る

。

．

．
し
め
、
免
識
以
外
の
窯
戒
慮
分
を
受
け
る
に
至
っ
た
と
音
．

廣
島
市
謙
・
行
の
議
決
を
耗
て
、
炭
品
市
f
'奴
食
窯
條
例
を
次
—
一
密
察
功
態
＂
氏
、
功
努
特
に
願
箸
た
者
に
財
し
て
喩は

懲
戎
委
見
図
浪
を
経
て
、
そ
の
は
い
川
を
停
止
し
｀

の

よ

う

に

定

め

る

。

公

安

委

J
合
が
こ
れ
を
授
典
す
る
。

又
は
こ
れ
を
返
納
せ
し
の
ろ
こ
と
が
あ
る
。
＇

昭

和

二

十

四

年

四

月

一

日

ー

1

一
犯
罪
檎
弗
衣
庄
こ
れ
を
一
＿
＿
前
に
国
分
し
、
別
に
定

閏
体
が
、
そ
の
而
目
を
河
し
た
と

よ

り

呼

察

局

丑

が

ー賞
瓶
を
授
娯
せ
ら
’
,
＇

燦

肋

市

長

舷

井

信

三

め

ろ

犯

皿

檄

學

成

紺

採

助

某

準

に

こ
れ
を
授
瑛
す
る
。

.
J
 

さ‘

.
4
3
も
ま
た
同
様
・
:
卜
心
い
(
•

廣
品
應
’
以
名
腐
條
例

祠
PJ-m
第
一
藝
に
定
め
る
も
の
の
外
、

:9’

●

;lAび
呼
衣
功
績
球
投
典
の
速
否

竺
條
庖
慇
"
5・
丸
哀
彩
は
、
こ
の
條
例
の
定
め
る
と
こ

E

四
賞
瓶
は
第

第
十
二
條
呼
扱

;,5
"
予
寮
没
彩
恭
在
委
且
行
（
以
下

ろ
に
よ
る
9

功
政
た
ろ

rrr岱
又
．
哉
＇
寮
上
功
ダ
落
し
い
も
の
に
対

を
恭
査
す
る
た
均
．
＇

笹
．
條

5．
以
磁
且
で
右
の
各
琥
の
一
に
つ
い
て
特
に
功
努
し
て
t
●
寮
局
此
ぶ
こ
れ
を
投
典
す
る
。

委
且
行
と
い
う
）
、
•
V

嘉
こ
れ
七
定
め
る
。

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

方

に

対

し

同

乳

又

は

公

安

璽

ハ

條

翌

＿

條

腐

腐

閲

襄

g
醤

典

し

て

こ

れ

・

で

g"祁
l

(

g
．

烈

局

必

に

お

い

て

こ

れ

な

表

彩

す

る

を

行

う

。

買

窟

つ

い

マ

＂ 

｀ 
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輸＇99C, 

只
凸
W
罪
瓜
切
笹
孟
ふ
ぷ
5書

R'tk 

廣
島
市
條
例
第
十
琥

・" 

f』

成
縦
害
又
は
罷
明
の
腕
本

附

則

こ
の
條
例
は
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を

施
行
す
る
。

試
片
一
個
に
付
二
十
側
以
上

百
倒
以
下

試
片
一
個
に
付
五
十
側
以
上

二
百
五
十
闘
以
下
．

一
成
分
叉
は
一
片
に
付
充
＋

闘
以
上
一

1

ー
百
闘
以
下

一
件
に
付
四
十
闘
以
上
二
百

回
以
下

一
個
又
は
一
哀
に
付
四
十
側

以
上
百
仰
以
下

一
個
に
付
四
十
闘
以
上
百
削

以
下

ー
貼
又
は
一
件
に
付
三
十
園

以
上

1

ー
百
闘
以
下

8

設

計

及

び

ー

製

闘

窟

費

機
器
叉
は
エ
褻
品
試
作
宜
費

特
別
の
鰐
役
を
要
す
る
指
常
及
び
資
料
の
蒐
梨

質
費

＋
邸

11 10 

，
 

7
 
意
匠
圏
案
の
詞
製

h 

6. 

試

片

製

作

5
 
機
器
の
精
度
検
査

4
 
鉗

物

砂

試

験

3
 
金
屈
分
析
試
駒

手廣廣 第！ う 條 殷 廣
敷島島 施こ、免牧低保二 •.に例島島

昭料市市 行の すす基育條 ，昭改第市市
和條談 す條 るろ礁料を 和正，十譲
二例曾條 ．る例附こ°には次 二t す六會條
十のの例・。心 と但伴兒の ＋る琥の例
四ー談第 畜且りがしい童通 四°廣談第
年部決十 昭 で市國輻り 年 島決十‘
四をを二， 和 き 長 が 扉it改 四市を一
月次甕琥． ニ・るが定法め痰月 保鰐琥
ーのて 十'°必めのる島一育て
日よ‘ 四 要た規°市日料• .. 

う煕 年 と費定長 徴昭
に島 四 認用に 牧 和
改市 月 めの基渋・條二
正診 ー た限＜ 例千
す療 日 と度兒井 の三
る所“ か きに童・ 一年
°使 ら”はし瓢、信 部八'
用．．ヽ •こた祉 を月
料 ・こ れが施三 次廣

也／点 誓 贔羞塁 ？一篇
『第第'

二五四三二
う巌廣

ーの一 に腔島‘
條‘た*‘展‘‘條條 昭定巾
し前者一衆に廂本例 和め議

市

前各 廉人寄業市に市炭 二る會 1柴
條眺 のの典言公よ民島• +°の例
のの 憤膜 し文 盆り で市 四 議第
規夕t・格範た化事‘左表 年 決 十

’l1・定 ＋ と者 そ業 この 移 四 を＝
は．巾． 疵な のにれ各條版月
‘区 ［団る 他つを穂例島一

罷藝
て，

功に 以善 のい表の 市日 ‘ 
努 臨 上 行 分 て 彩 ー 長 廣
がし のを 野功すに 、 島
ぁツJ 金なに紺る該演 市
る笈品しお頴°常 表
とか＼をたい衆す井
認の本とてな る，＇ ，畠
めシ市認‘者も信 例
らたにめ本 の．
れ 者 寄 る 市 は三・（長
る 附齋の＇ ヽ

側し痰•こ 翌

2
 ー

材
料
組
織
検
査

21

僻

料

二
~
手
数
料
、
．

1

材
料
強
度
試
験

•習

炭
島
市
長
演
井
信
―
―
―

第
二
條
中
の
「
使
用
及
び
手
数
料
」
を
次
の
通
り
改
め
る
。

、
使
用
料

I

工
作
跛
備
使
用
料

＇，
 
、
.. 

I

_
＇ 

＇ 

．
 

、

↓

c
r
t

，`
 

,',>

,

9

.

K

 

•
‘
f

ヽ

．．
 

'
,
＇

,
1
,

＇
、

~

9
,

＇
3

、
•
,
＇
,
'
1
,
’

、
•

,. 

ゞ

.̀,＇ュ蒼べ

”
f
,

‘̀-
•` r
 、9

ヽ

五

＇ 

．
 

,
;
1

・
'
~
9
,

＇-
f
t

9
," 

J
'
4
5
'
9

、.,’*

、，

腐
島
市
譲
會
の
議
決
を
痙
て
、
廣
島
市
立
學
校
授
業
料
並
び

に
入
學
考
査
料
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
9

昭
和
二
十
四
年
四
月
一
｀
日

一

日

一

件

に

付

―

―

―

責

以

上

一

・

・

、

廣

島

市

長

・

演

井

信

一

1

1

三

百

闘

以

下

入

第

三

條

中

「

,
I

・
l
 

"
一
六
0
闘
」
を
「
一
一
『

o
o
o
s」
に
「

・
一
期
間
に
付
一
―
ー
百
闘
以
下
一
、
二
六

0
闘
」
を
「
一
、
九
二

0
闘
」
に
改
め
る
。

第
三
條
中
「
五

Orru」
を
「
一

0
0闘
」
に
改
め
る
9
.

附

則

こ
の
條
例
は
、
．
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
施

行
す
る
0•. 

廣
島
市
報
，
復
活
第
三
十
．
七
額

痰

島

市

長

没

井

信

、

三

第
二
條
第
一
琥
及
び
第
二
琥
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
通
り
改
め
る

一
、
使
用
料
昭
和
十
八
年
二
月
八
日
厚
生
省
告
示
第
六

十
六
製
「
純
康
保
険
法
及
び
船
員
保
瞼
法
の
規
定
に

よ
る
痰
賽
に
要
す
る
投
用
の
額
の
算
定
方
法
」
に
規

定
す
る
令
額
の
範
囮
内
。

二
、
手
敷
料

診
断
害
料
一
通
に
つ
き
五
闘
乃
室
五
十
闘

證

明

害

料

同

五

闘

乃

至

三

十

趾

検

案

粛

料

同

一

1

-

＋
闘
乃
至
百
闘

挺

方

箋

料

五

闘

乃

至

1

二
十
闘

附

則

．

こ
の
條
例
は
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
、

施
行
す
る
0

,

こ
れ
を

四

9
,

．

ヽ

.＇

9

,

'
 ，
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9
,
9
9
,
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市報

2
 

閾
S
l
u戟

．
 

一
第
十
―
―
五
條
こ
の
條
例
施
行
に
隅
し
て
必
要
な
事
項
は
、
市

長
が
こ
れ
を
定
め
ろ
。

附

則

こ
の
條
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
、

こ
れ
を
施
行
す
る
。

1

,

,
＇,＇
!
I
I
I
`
 

廣
島
市
條
例
第
十
五
琥

廣
島
市
謡
行
の
談
決
を
罷
て
跛
島
市
消
防
表
彩
條
例
を
次
の

ょ
う
に
定
め
る
。

昭

和

二

十

四

年

四

月

一

日

―

巖

島

市

長

浪

井

信

三

脱
島
市
梢
防
表
彰
條
例

第
一
條
巖
島
市
消
防
表
彰
は
、
こ
の
條
例
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

第
二
條
消
防
職
晨
（
以
下
警
誓
悶
）
及
び
臆
防
賃

翁
下
捌
艮
と
い
う
）
で
、
左
の
各
琥
如
一
に
つ
い
て
消

防
上
特
に
巧
努
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
蜀
し
て
は
、

市
長
叉
は
消
防
局
長
が
こ
れ
を
表
彩
す
る
9

一
、
水
火
炭
そ
の
他
の
炭
害
豫
防
蒋
戒
防
ぎ
よ

二
、
人
命
救
助

三
、
火
災
の
早
期
衰
見

四
、
滸
防
機
械
器
具
の
彼
明
改
良

五
、
職
務
に
勉
励
、
行
服
方
正
に
し
て
消
防
事
務
の
臨
別

及
び
執
行
務
空
迪
正

六
、
そ
の
他
特
に
消
防
に
寄
典
し
た
事
項

前
項
の
規
定
は
、
消
防
の
制
体
に
封
し
て
こ
れ
を
準
用
す

る。
廣
島
市
報

',』,., 

•, 

復
活
第
一
二
十
七
競

， .. 

第
一
期

第
一
＿
期

第
一
＿
＿
期

第
四
期

第
五
期

第
六
期

l

,

＇

'ヽ
f
'
9
9

，も．
V
9
f
.
9
.
.
 ‘、,＇
9

，量．1
,
i

戸、9
・!

七

類

別

一

頃

用

1

|

'

ー

i
ー
：
＇
ー
ー
ー
ー
血
戸
ー
ー

L
庄

料

全

T

超

9
,
|鴇
|
|
科
|

1

ー

や

ー

ー

計

｀

祉

栓

十

立

方

米

ま

で

六

十

五

皿

一

立

方

米

に

つ

き

八

回

．
 

一
五
人
な
迎
え
一
人
な
壻
す
毎
に

一
戸
五
人
ま
で

＿
二
、
ヤ
沿
栓
料

一
本
に
つ
き
九
闘

第
一
二
十
五
條
水
逍
使
用
料
は
征
年
度
左
の
六
期
に
分
け
、

征
期
末
日
ま
で
に
こ
れ
を
徴
牧
す
る
0

但
し
市
の
都
合
に

よ
り
斑
時
徴
牧
し
又
は
一
年
度
分
芳
し
く
は
数
月
分
を
前

納
さ
す
こ
と
が
あ
る
。

~
9
s'‘9 

f
 

i
,
＇・し

.

.
 、ベ

（
四
月
一
日
か
ら
五
月
ー
ー
エ
'
-
日
ま
で
）で）

（
六
月
一
日
か
ら
七
月

1
-

＿
十
一
日
ま

（
八
月
一
日
か
ら
九
月
ー
―
-
＋
日
ま
で
）

拿
月
一
日
か
ら
十
一
月

1
デ

-.+nま
で
）

（
十
二
月
一
日
か
ら
一
月
三
十
一
日
ま
で
）

（
二
月
一
日
か
ら
ー
―
-
月
-
―
―
十
一
ま
で
）

一

、

火

災

の

早

期

登

見

ま

で

上

ザ

る

こ

と

が

で

き

る

。

二
、
水
火
災
そ
の
他
の
災
害
の
禄
防
呼
戒
防
ぎ
よ
第
九
條
消
防
功
努
衆
及
び
消
防
功
績
章
の
形
朕
及
ぴ
制
式

三

、

そ

の

他

消

防

に

蒟

し

て

た

し

た

協

力

は

別

に

こ

れ

を

定

め

る

。

．

第
四
條
第
二
條
の
表
形
ば
は
消
防
功
努
章
、
消
防
功
縦
章
及
第
十
條
表
彰
を
受
け
た
も
の
が
、
刑
罰
又
は
懲
戒
虞
分
に

｀
よ
り
そ
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
た
ミ
き
は
こ
れ
を
返
納
せ
し
め

び
賞
朕
と
す
る
。

一
、
消
防
功
努
寒
ほ
、
功
努
抜
群
で
一
般
の
組
か
ん
と
な
、
免
職
以
外
の
懲
戒
虐
分
を
受
け
る
に
奎
っ
た
と
ぎ
は
懲

る
も
の
に
蒟
じ
て
、
市
長
が
こ
れ
を
授
典
す
る
戒
委
員
喜
醗
を
叢
て
そ
の
は
協
を
停
止
し
叉
は
返
納

□

二
、
消
防
功
努
家
は
、
功
努
が
特
に
塑
者
な
る
も
の
に
毅
せ
し
め
る
こ
と
が
あ
る
。

し
て
、
消
防
局
長
が
こ
れ
を
授
興
す
る
．
、
‘
賞
朕
を
授
典
せ
ら
れ
た
問
体
が
そ
の
而
目
を
汚
し
た
と
き

弓
喜
は
、
第
一
聾
第
二
琥
に
定
め
る
も
の
の
外
、
勇
も
ま
た
同
様
字
忍

第
十
一
條
消
防
功
努
意
及
び
消
防
功
懇
＂
疫
哀
の
適
否
を

防
な
る
行
為
又
は
消
防
上
の
功
努
の
王
者
し
い
も
の
に
蒟

廂
査
す
る
た
め
に
、
廣
島
市
消
防
表
彩
審
査
委
且
會
（
委

し
て
、
消
防
局
長
が
こ
れ
を
投
呉
す
る

第
充
條
第
二
條
第
二
項
の
胴
体
表
彰
は
賞
欣
を
授
底
し
て
員
會
と
い
う
）
を
迎
く
。

委
員
會
に
つ
い
て
は
市
長
が
こ
れ
を
受
め
る
。

こ
れ
を
行
う
。

第
六
條
職
員
叉
醤
貝
で
、

i

詣
二
十
年
以
上
勤
絞
し
、
ロ
nn
第
十
二
條
こ
の
條
例
施
行
に
爛
し
て
必
要
な
事
項
は
、
市

行
方
茫
、
職
榜
に
勉
糊
し
、
他
の
様
範
と
な
る
も
の
に
蜀
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

し

て

は

、

消

防

局

長

が

永

年

勤

務

諒

裳

を

授

典

し

て

こ

れ

附

則

を

表

彰

す

る

．

．

こ

の

條

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

、

こ

れ

を

施

行

す

る

。

第
七
條
表
彰
を
受
け
る
も
の
が
表
彩
前
に
死
亡
し
た
と
き
．

i

は

、

左

の

順

悦

に

よ

つ

て

こ

れ

を

授

奥

す

る

，

廣

島

市

條

例

第

十

六

琥

一
、
配
偶
者
（
内
緑
闊
係
を
含
む
）
、
廣
島
市
謡
會
の
談
決
を
経
て
、
廣
島
市
共
滸
組
合
條
例
を
内

二

、

直

系

卑

揺

？

A
吋

摂

喋

四

。

‘

"

9

昭
r

f

I

-

―

-

、

直

系

急

脳

．

．

昭

和

二

十

四

年

四

月

一

日

四
兄
弟
姉
妹

r令
杓

；

と

廣

島

市

長

苗

．

井

信

1

-

＿

・ニ

>

:
+
 

第
八
條
第
一
二
條
乃
至
第
六
條
の
規
定
に
よ
る
素
彩
は
、
—
—

i

廣
島
市
共
滸
組
合
條
例

四年匹

門

條

市

長

、

市

會

賊

長

速

畢

管

理

委

且

長

及

び

監

査

委
千
制
以
内
の
賞
底
金
を
添
え
て
こ
れ
を
行
う
。
．

員
の
命
免
す
る
本
市
職
且
並
び
に
共
惰
組
合
事
務
員
他
眼

．
 

保
除
絹
合
事
務
最
及
ぴ
砒
間
法
人
全
國
市
有
物
件
災
害
共

-
．
十
第
三
條
職
員
及
び
捌
翡
以
外
の
も
の
で
、
左
の
各
讐
一
功
盈
讐
で
一
般
の
模
範
と
な
る
べ
き
も
の
に
贄
し
て

八

—
,
．
＇
,
．
行
沢
會
事
務
戯
は
、
こ
の
條
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
相

—
日
に
つ
い
て
消
防
上
特
に
功
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
蒟
庄
前
項
の
裳
哭
上
に
代
え
て
充
千
仰
ま
で
の
特
別
賞
を

＇
、
•
国
峠
は
畜
9
防
局
長
に
お
い
て
賞
誓
賠
つ
て
こ
れ
を
償
．
授
薮
す
る
こ
と
が
で
き
る
°
但
し
羞
努
抜
罪
で
特
別
の
互
扶
助
を
目
的
と
す
る
共
惰
組
合
を
紐
織
す
る
。
，
但
し
任

'
j
.
'

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
―
ヽ
こ
き
は
：
て
の
金
額
冷
困
雇
用
若
し
く
は
屈
傭
の
性
何
又
は
服
務
の
闊
係
に
よ
り
不
適
｀

あ

―
●
J

・

2

 

、

l
1
↓

r:i,i!i味
象
賣
靡
・
囁
釈
己

；
 

讐
i
'
[
？

・ロ・危

'-."クゞ↓

'-”.{，．

丁

t

|
、
」
で
，
”
＇
‘
、
,
＇
：

・
5
l
-
t
¥
’•. 
｀
：
こ
；
9ヽ

.

＇

i

g"．, 

で
心
~
9
.
.
.

、
一
常
羞
誓

t
i
iの
は
、
市
長
に
お
い
て
こ
れ
を
組
合
員
さ
項
第
一
駿
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
屑
屑
一
．
日
か
ら
、
部
を
”
次
の
な
う
に
改
正
す
る
。
．
ー
・

L

第
＝
誓
〗
：
た
め
祖
合
唇
封
し
左

□い
い
ェ
＂
て
、
厳
島
市
水
這
使
用
條
例
の
〕
第
[
〗

O〗
罰
｀
ぃ
｀
ド
r
-

＿

r
 

―
―
-
、
養
老
年
金

閂

特

別

給

付

金

第
1

二
條
組
合
は
前
條
の
外
畜
必
要
な
施
設
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
9

第
四
條
市
は
組
合
の
事
務
並
び
に
廿
業
助
成
の
た
め
、
侮

年
度
豫
筏
の
範
園
内
に
お
い
て
左
の
匪
別
に
よ
る
金
額
を

限
度
と
し
て
助
成
金
を
交
付
す
る
。

I

,

一
、
事
務
役
に
充
て
る
た
め
五
十
邸
に
組
合
員
の
員
数
を

一

乗
じ
て
得
た
金
額

そ
事
業
役
に
充
て
る
た
め
糾
合
且
牒
金
の
二
倍
に
相
常

す
る
金
額

組
合
純
投
に
不
足
を
生
じ
た
た
め
に
事
業
の
執
行
が
不
可

能
と
な
っ
た
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
十
そ
の

金
額
を
埒
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
條
訊
合
ほ
訊
合
の
湛
粟
投
に
充
て
る
た
め
畜
組
合
員

よ
り
掠
月
給
料
月
額
の
千
分
の
二
乃
一
全
千
分
の
二
十
二
に

和
常
す
る
金
額
を
掛
金
4
＿
し
て
微
牧
す
る
。

第
六
條
訊
合
は
市
長
が
こ
れ
を
管
理
す
る
。

第
七
條
市
品
は
市
吏
且
さ
し
て
糾
合
の
事
務
に
従
事
さ
せ
．

ろ
こ
と
が
で
さ
る
。

第
八
條
こ
の
條
例
施
行
に
隅
し
必
要
な
細
則
は
、
市
是
が

こ
れ
を
定
め
る
。

附

則

こ
れ
を
施
行
し
、
昭
和

こ
の
條
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
~

二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
適
川
す
る
。
但
し
第
四
條
第
一

復
祈
笹
―
工
＇
七
戟

屈t

定

額

栓

門
十
回

八
闘

二
、
共

用

栓

栓額定 栓 蒻 計 貫

．述窮 七六ヽ 五四三ニー 用、、、、、、

、 I 雰揺時原船湯屋 工替官家

舶登場棠薗靡公 事

合用 ー用・菜用用用 用 途

．． 
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，．と

閾
几
W
根
復
沿
節
＿
＿
＿
十
七

a

九

f
,
 一

'

廣

島

市

報

復

活

第

一

二

十

七

麟

-i 
一名ご

i

,
k
 

附

則

≫

昭

和

二

十

四

年

四

月

一

日

廣

島

市

議

會

委

員

會

條

例

を

改

正

す

る

條

例

芦ヘ

，

．

’

、

<

贔

こ

の

條

例

は

、

昭

和

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

、

こ

れ

を

．

廣

島

市

長

濱

井

信

1

-

＿

第

一

章

通

則

・

ー

第

四

條

の

別

表

炭

告

税

の

賦

課

率

又

は

賦

課

定

額

の

欄

、

六

'

,

、

施

行

す

る

。

第

一

條

委

員

會

は

常

任

委

員

會

、

特

星

唇

、

及

び

連

懇
中
年
年
額
「
六
十
闘
」
を
「
百
二
十
闘
」
に
改
め
る
10

合
委
員
會
と
す
る

-
2
常
任
委
員
會
は
、
●
の
招
任
す
る
事
項
に
闘
す
る
調
査

附

則

、

こ
の
條
例
は
、
昭
和
二
十
四
年
度
分
か
ら
、
こ
れ
を
適
用

4

，
廣
島
市
條
例
第
十
八
琥

r. 
p
t

奪

ヽ

9

a

、

.• 

＇

炭

島

市

談

會

の

襲

轟

て

版

島

市

公

賃

晨

屑

の

一

ー

す

る

°

及

び

談

案

、

請

願

陳

情

等

を

笠

査

す

る

．

3
特
別
委
員
合
は
、
常
任
委
最
會
の
紹
往
醤
し
な
い
特

！
 

'
,
9
9
'
？
部
を
次
よ
う
に
改
定
す
る
。

一

口

＇

、

昭

和

二

十

四

年

四

月

一

日

，

．

廣

島

市

條

例

第

二

十

琥

‘

定

の

事

件

を

審

査

又

は

調

査

す

る

必

要

が

あ

る

と

き

扇

而
嘉
喜
の
旅
決
を
鰐
て
、
殿
島
市
出
納
そ
の
他
の
會
計

誓

市

長

沿

井

面

―

―

―

合

の

議

決

に

よ

り

、

こ

れ

を

誓

、

そ

の

委

員

會

に

附

託

心
‘

‘、

,7 [
．
“
、
•
第
一
條
の
次
に
左
の
通
り
加
え
る
。
盃
事
務
委
任
條
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
さ
れ
た
事
件
が
談
合
で
談
決
さ
肛
る
ま
で
存
絞
す
る
も
の

ロ

炭

（

靡

及

び

名

稲

）

・

一

昭

和

二

十

四

年

四

月

一

日

と

す

る

。

炭
島
市
長
渋
井
信
―
―
―

-
]
ょ
第
一
條
の
二
公
盆
質
峡
の
位
置
及
び
名
稲
は
別
表
の
通
り
一

4

連
合
委
員
會
灼
二
以
上
の
委
員
喜
認
係
あ
る
談
案

・
廣
監
市
出
納
そ
の
他
の
會
計
事
務
委
任
條
例

と
す
る
0

又
は
事
件
に
つ
き
奔
査
及
び
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
ぎ

1

、
一
第
一
條
地
方
自
治
第
百
七
十
一
條
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

J
 

層

）

躁

曾

の

議

決

に

よ

り

、

農

係

あ

る

委

員

裏

委

員

を

も

つ

島

一

市

長

は

牧

入

役

を

し

て

、

市

の

事

務

所

叉

は

事

業

所

に

お

[

し

・

第

一

□い
1

-

＿

麿

慶

喜

晨

次

の

敬

員

を

置

く

9

い
て
、
勤
務
す
る
比
納
員
に
爵
し
、
そ
の
職
務
上
附
帯
す
第
＝
汀
戸
い
上
の
委
員
・
曾
の
間
に
そ
の
猿
任
ず
丑
項
に
つ
＇

．

．

 

る
市
の
出
納
そ
の
他
の
會
計
事
務
を
委
任
せ
し
め
る
こ
と

職

員

芳

干

人

＼

き

争

が

あ

る

と

ぎ

見

襲

羹

農

諮

り

、

こ

れ

を

決

．

口

市

．

が

で

き

る

9

.

.

7
•

第
四
條
中
「
喜
摩

m
l」
を
「
千
側
」
に
、
「
千
八
百
闘
．
め
る
。

第

旦

＂

―

[

鱈

。

第

」

且

｀

い

且

旦

＂

―

第

ピ

女

員

會

の

委

員

定

数

は

奮

喜

が

議

會

に

諮

つ

て

・

↓

報

・

・

事

項

は

、

市

長

が

こ

れ

を

定

め

る

g

'

.

'

（

市

長

へ

の

委

任

）

附

則

・

・

第

四

條

委

員

庄

議

合

で

速

任

す

る

。

．

第
九
條
こ
の
條
例
の
施
行
に
隅
し
必
要
な
細
則
は
、
別
に
こ
の
條
例
は
、
昭
和
二
十
四
年
度
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
ず
2
委
員
に
選
任
さ
れ
た
者
は
、
正
掌
の
事
由
が
な
け
れ
ば
＇

昭

る
p
.

；
鞭
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
正
常
の
事
由
の
直
~
は

刃
市
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

ーー

9
 •

• 

[

+

、

附

則

・

議

長

が

認

定

す

る

。

．

＇四

疇

年

こ

の

條

例

は

、

昭

和

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

、

こ

れ

を

一

廣

島

市

條

例

第

二

十

一

琥

第

冗

條

委

員

會

に

、

委

員

長

及

び

副

委

員

長

一

名

を

説

く

。

h

.

：

;

．

．

一

廣

島

市

賊

會

に

お

い

て

、

昭

和

二

十

四

年

I
I

一月
1

二
十
一
日
腋
2
委
員
長
及
び
璽
賃
長
は
、
謡
・
會
で
選
任
す
る
。
但
し
[

ご
＇
ヽ
＇
匹
施
行
す
る
。
．

卜

決

し

た

版

島

市

謡

會

委

員

會

條

例

を

改

正

す

る

條

例

ぱ

次

の

馘

會

詈

凶

委

員

會

の

委

員

長

は

識

長

を

以

て

こ

れ

に

充

て

．

罪
り
で
あ
ろ
0

・

・

る。

L
'

＂
‘

•
•
八

[

：

；

廣

島

市

條

例

十

九

琥

衰
.
.
1
行
炭
島
市
篠
會
の
襲
轟
て
、
巖
島
市
税
條
例
の
一
部
を
次
一
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
第
六
條
常
任
委
員
會
の
委
員
長
（
連
合
委
員
貪
議
會
蓮
’
•
し

の
よ
う
に
改
正
ホ
る
。
一
．
脱
島
市
長
演
井
信
一
げ
~
鼻
螢
委
員
會
及
び
懲
罰
委
員
會
の
委
員
長
を
除
く
）
は
、
他

．．
 

.i 

”ヽ喜・
9
.
4
•
印
，．． 

＇ 
．．
 

；
｀
、
も

1
1
,
i
f
9•• 

：
可
い
、
．
9
]
，―
―
l-L
□
_い[-＼‘ヽ
／ー
1
|
iー

：

＇

f

ー
出
廿
尉

ぷ
忍
滋
ぷ
誓
'5
、一、

炉

喜

予
3

d
.

.

.

 

-

,
 
•••• 

:i!！
！

,

、

．

．

、

'

9

,

．

サ

汀

‘9バ
乳

i
忍
迅
翠
羞
函
喝
d

9

,

 
.• 

~. 

ヽ
●

9
,
i
r
.
,
そ.、、
9
,

．“.

怨

.、

疇
9
"

.,．‘、L9..iigご・竺”ャ

'、

↑

.
i

ぃ

`
9
ー
｛
．
竺
委
艮
會
の
委
鼠
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
い
。
第
＋

1

二
條
常
任
委
員
會
の
沿
任
す
る
事
項
は
左
の
通
り
と
果
を
含
む
）
を
護
會
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
¢
但
[
I
3
hi

宮
図
：
‘

し
こ
の
場
合
、
委
員
長
は
副
委
員
長
又
は
他
の
委
員
を
し

．．
 

ー
'
,
}
•
‘
,
2
1
，
常
任
委
員
會
．
の
委
員
長
は
他
の
委
員
會
に
出
席
し
て
、
す
る
。

｀

口

意

見

を

述

べ

ろ

こ

と

が

で

き

る

。

し

一

綽

務

委

員

合

は

、

継

黄

財

災

そ

の

他

畜

他

の

委

i

て
代
理
さ
せ
き
こ
と
が
で
き
る
。

•
第

1
i一章
公
聴
會

'
第
七
條
委
員
長
及
び
副
委
員
長
が
僻
職
し
よ
う
と
す
る
と
艮
會
に
励
し
な
い
事
項
を
招
任
す
る
。

き
は
、
謡
會
の
承
認
を
親
な
け
れ
ば
な
ら
た
唸
但
し
閉
二
文
数
委
員
會
は
書
数
育
、
學
藝
、
体
育
等
に
闊
す
る

第
十
九
條
公
臨
會
は
、
委
且
曾
に
附
託
さ
れ
た
事
件
の
審
．

.
'
會
中
に
お
と
て
は
、
議
長
が
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
事
項
を
猿
任
す
る
。

き
る
。

1

-

＿
産
業
委
員
合
は
畜
奈
翠
細
蔀
に
闊
す
る
事
項
を
紹
二
査
又
は
漁
備
審
査
の
た
め
に
、
委
員
・
曾
の
襲
に
よ
り
’

-

．

．

．

．

第

八

條

委

員

會

は

談

長

を

罷

て

、

廂

査

叉

は

調

査

の

た

め

任

す

る

。

，

開

く

こ

と

が

で

き

る

。

ぃ
ー
に
選
辮
人
そ
の
他
の
隙
係
人
の
出
頭
及
び
瞭
言
並
び
に
記
四
厚
生
委
員
會
は
、
保
健
衛
生

onrt會
輻
疵
に
隅
す
ろ
一
第
二
十
條
委
員
會
で
公
邸
曾
を
開
こ
う
と
す
る
と
き
は
、

．

｀

．

．

録

の

提

出

を

求

め

、

又

市

肉

の

測

体

等

に

蜀

し

、

報

告

記

事

項

を

揺

任

す

ろ

豫

め

談

長

の

承

認

を

受

け

た

後

に

、

そ

の

譲

決

を

し

た

け

‘

録

の

提

出

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

．

．

 

五
土
木
委
員
・
曾
は
、
土
木
一
般
に
闘
す
る
事
項
を
掠
任
れ
ば
な
ら
な
い
。

廣

.

.

.
、
第
九
條
委
員
會
は
、
市
長
、
速
銀
管
狸
委
員
會
の
委
員
長
す
る
•
第
二
十
一
條
煎
要
な
事
件
に
つ
い
て
公
臨
會
を
開
く
こ
と

9
,
＇
、
監
査
委
員
、
公
安
委
員
、
並
び
に
そ
の
委
任
又
は
底
託
を
六
治
安
委
員
會
は
、
治
安
一
般
に
闊
す
る
事
項
を
採
任
を
希
望
す
る
者
は
、
文
営
を
以
て
そ
の
理
由
を
具
し
、
委

[

す

る

。

＇

．

艮

長

に

申

し

出

る

こ

と

が

で

き

る

。

．

．

，

受
け
た
者
の
、
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

9
•
第
十
條
委
且
釘
が
、
議
長
の
承
認
を
受
け
た
事
件
に
つ
い
七
議
會
述
螢
委
且
會
は
、
謡
會
の
述
螢
~
諸
規
則
純
投
第
二
十
二
條
公
臨
會
の
問
題
及
び
公
臨
會
を
開
く
日
時
*
[
`

'□
島

,
 ．
． 

9

ヽ
て
ふ
各
中
も
調
査
し
た
と
克
委
且
長
は
そ
の
副
査
を
．
等
に
隅
す
る
事
項
を
狙
任
す
る
。
．
場
所
は
委
員
會
に
諮
り
委
員
長
が
定
め
る
。

八
徴
罰
委
艮
合
は
畜
議
員
の
懲
憫
、
そ
の
資
格
決
定
及
第
二
十
三
條
公
邸
會
を
開
く
に
決
定
し
た
と
き
ほ
、
委
且

：
＇
，
ヽ
．
次
の
賊
會
の
始
に
報
告
し
な
け
れ
ば
た
ら
た
翌

市

び

書

に

靱

す

る

事

項

を

努

任

す

る

一

長

は

そ

の

旨

を

襲

に

報

告

す

ろ

と

共

に

、

公

閤

の

間

．

’
•
第
十
四
條
議
是
を
除
く
他
の
議
且
は
、
二
個
以
上
の
循
任
-
題
゜
公
邸
行
開
催
の
日
時
、
場
所
畜
参
加
の
申
立
方
法
、
9
,

‘

〗

".

、

第

二

衆

委

且

會

一

•
第
十
一
條
委
員
合
は
、
委
且
畏
が
開
行
す
る
。
委
且
と
な
た
。
但
し
第
六
條
に
規
定
す
る
常
任
委
員
令
委
申
立
の
期
限
、
出
席
者
の
決
定
及
び
そ
の
通
知
等
を
公
示

．

l
j
i
ー！＇

．．

．

，

報

2

委

員

長

が

決

ま

る

ま

で

は

、

委

且

中

の

年

長

者

が

委

且

員

長

は

こ

の

限

り

で

．

な

い

。

し

て

周

知

を

計

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

．

o

，
長
の
職
務
を
行
う
。
•
第
十
充
條
常
任
委
且
・
行
の
委
且
の
任
期
は
畜
二
年
と
す
る
2
1
前
項
の
公
示
方
法
は
誠
炎
が
こ
れ
を
決
め
る
。

但

し

四

任

を

妨

げ

な

い

。

邸

二

十

四

條

委

且

長

ほ

、

公

邸

に

お

い

て

そ

の

窓

兄

を

瑯

，
第
十
二
條
常
任
委
且
合
は
左
の
泄
り
と
す
る
c

昭和
•
一
綽
跛
委
且

f
r

第
十
六
條
委
且
・
百
が
廂
査
又
は
調
査
の
た
め
、
委
且
を
派
一
こ
う
と
す
ろ
利
中

1
0
1
幽
係
者
及
び
準
誠
罷
瞼
者
等
の
中
か
ら

．．
 

ニ十
二

文

数

委

且

令

辿

し

よ

う

と

す

る

と

さ

は

、

旅

此

の

承

認

を

符

な

け

れ

ば

公

邸

令

に

参

加

を

求

め

る

者

（

こ

れ

を

公

述

人

と

い

う

）

・

一

な

ら

な

い

。

一

を

定

め

曹

そ

の

者

に

甜

し

、

豫

め

、

公

邸

會

の

間

凶

及

び

一

'

印

―

―

―

廂

棠

委

且

會

四

凹

厄

生

委

且

令

第

十

七

條

委

艮

合

で

否

決

さ

れ

た

寇

見

の

う

ち

、

川

席

委

公

邸

令

開

佃

の

日

腿

場

所

を

並

知

し

て

そ

の

塔

加

を

求

一

.

J

J

-

一

.

4

十

式

士

＊

委

且

行

且

の

一

＿

＿

分

の

一

以

上

の

賛

成

を

各

た

も

の

は

。

少

数

窪

見

．

め

な

け

れ

ば

な

ら

た

い

。

n

六

治

安

委

旦

令

と

し

て

誼

行

に

報

告

す

ろ

こ

と

が

で

む

る

。

一

第

二

十

冗

條

＾

ム

臨

令

に

出

席

し

て

、

窯

兄

を

述

べ

よ

う

と

i

八

第

十

八

條

委

il行
の
廂
査
が
終
っ
た
と
む
は
、
委
且
必
は
ナ
る
行
は
、
化
阿
氏
発
磁
棠
を
明
ら
か
に
し
て
窯
．
』

．
貪
碩
七
戚
包
辿
禁
杏
恐
＂

八

懲

罰

委

且

f

r

k

h

笞
＂
の
経
納
並
び
に
結
果
（
公
砧
行
の
総
総
並
び
に
枯
兄
と
述
ぺ
よ
う
と
す
る
珂
由
及
び
具
体
的
事
瑣
並
び
に
間
”

U
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＾ 
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第
五
條
集
金
員
の
招
常
鹿
域
は
、
士
地
の
欣
況
並
び
に
水
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

一
｝
 .ì

'..9.

｝
迫
使
用
者
の
敗
態
を
参
酌
し
所
屈
課
長
が
こ
れ
を
定
め
る
附
．
則

、
．
．
廣
第
六
條
集
金
員
は
、
納
額
告
知
瞥
兼
領
牧
證
懇
（
別
紙
第
こ
の
規
則
は
、
公
市
の
日
か
ら
こ
ゎ
喧

一
．
二
様
式
）
に
よ
り
納
入
者
に
告
知
し
砥
金
を
徴
牧
し
な
十
四
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四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
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押
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證
非
に
不
備
の
た
い

マぶP
ぃII.'•
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現
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に
受
領
し
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牧
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を
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め
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該
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．
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兼
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十
條
微
牧
し
た
現
金
を
亡
失
し
た
と
さ
は
、
そ
の
損
甚

を
賠
償
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

し
前
項
の
賠
俯
金
は
一
防
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

菩

約

氏
瞥

年

生⑲

私

儀

，

今
般
岡
島
市
＊
逍
集
金
且
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
の
で
左
の
事
項

な
殿
守
す
き
ミ
ふ
保
問
人
述
睾
の
上
哲
約
い
た
・
し
ま
す

一
、
繊
務
上
の
諾
規
定
な
股
守
し
忠
安
に
勤
務
す
る
—
—

'
,
J

二
、
故
窓
又
は
過
失
に
よ
り
て
市
に
投
害
を
及
ぽ
・
し
た
↓

J

さ

は
指
示
に
従
っ
て
賠
供
す
る
こ
こ

―
―
-
、
他
の
菜
務
に
従
事
・
し
又
は
関
係
・
し
な
い
こ

,,j

四
、
戟
務
に
速
背
・
し
叉
は
不
都
合
の
行
偽
の
わ
っ
た
さ
き
は

何
時
解
瓶
に
た
つ
て
し
異
訊
た
ltlし
立
て
な
い
こ
マ

J

五
、
送
粽
後
在
屈
中
の
行
伐
に
よ
っ
て
市
に
拍
搭
た
及
ぽ
す

水
件
の
夜
生
・
し
だ
ミ
ざ
は
必
す
そ
の
交
た
位
う
こ
7
J

昭

111

年

J

l

o

本
汗
地

現
住
所

，，ん

契
印

し
の

集
金

A
の
上
牛
9
紅
沢
貼
付
の
上
契
印
の

（
森
面
）

別
紙
第
一
様
式

．
 

炭
島
市
長

渋
井
信
―
―
―
印

昭

和

年

月

日

右
の
者
廣
島
市
＊
逍
集
金
且
た
ろ
こ
さ
な
諦
明

す
る 現

住
所

識
氏
名

年

月

日

生

集

第

金，戟

員

熙

ホ3

別
紙
第
四
様
式

身

元

保

疎

人

．

氏

．

名

⑲

年
月
．
日
、
•
生

本
籍
地

現
住
所

臭
元
保
腔
人

t
 

9

9

r

,

 

・‘現
住
所

ー
'
‘
9
9
r
 

廣
島
市
規
則
第
一
琥

昭
和
二
十
二
年
八
月
炭
島
市
規
則
第
十
眺
廣
島
市
製
盛
所
跛

罹
規
則
は
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
限
り
、
こ
れ
を
痰
止

す
る
。

昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日

廣
島
市
長

液

井

信

t'
．“
ャ

r,

；
ど
、
．
，
＇

9

,

 

・＇
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、
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しこ
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、
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ヽ
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卓
匹
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，．
 ，
． ふ`

規

則

第

一

＿

＿

條

出

捩

所

に

お

い

て

、

左

の

郊

務

を

虞

匪

す

る

。

｀

廣

島

市

長

濱

井

信

一
、
中
央
官
即
と
の
連
絡
交
渉
に
腸
す
る
こ
―
ヽ
j
o

廣
島
市
水
逍
変
金
員
の
任
免
服
務
等
に

1
-
‘
情
報
の
蒐
集
に
瀾
す
る
こ
と
0

瀾
す
る
規
則

弓

出

張

職

員

の

利

便

に

闘

す

る

こ

と

。

第

一

條

水

道

集

金

員

（

以

下

集

金

員

と

い

う

）

の

任

免

及

四
、
そ
の
他
市
長
の
特
命
に
認
す
る
た
と
。
び
服
務
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
外
、

第

四

條

出

張

所

に

左

の

職

且

を

置

く

。

こ

の

規

則

の

定

の

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

．

第
二
條
集
金
員
は
事
務
員
と
し
、
左
の
各
琥
に
該
常
す
る

所

．

長

本
市
屈
艮
中
か
ら
市
長
が
詮
衡
の
上
こ
れ
を
採
用
し
、
腕

所

員

若

干

名

島
市
戦
員
分
限
規
則
に
よ
ら
な
け
ば
そ
の
職
を
免
ぜ
ら
れ

第
五
條
所
品
は
書
上
司
の
命
を
受
け
、
所
屈
員
を
指
揮
監

怪

し

て

所

務

を

掌

即

し

且

つ

闇

張

所

を

代

表

す

る

。

・

た

い

。

．

一
、
年
齢
溜
二
十
五
歳
以
上
五
十
五
歳
以
下
の
者

第
六
條
所
長
及
び
所
員
の
服
務
並
び
に
事
務
の
臨
理
に
躁

し
て
は
、
炭
島
市
役
所
職
且
の
例
に
よ
る
。
・
ニ
、
本
市
啓
師
の
身
体
検
査
に
合
格
し
た
者

附

則

.• 

1
―
-
‘
禁
錮
以
上
の
刑
に
虚
せ
ら
れ
．
た
こ
と
の
な
い
者

こ
の
、
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
四
、
破
廂
者
若
し
く
は
漿
廂
者
又
は
準
禁
治
廂
者
で
な
い

者

廣

島

市

規

則

第

三

琥

・

第

三

條

集

金

艮

は

、

市

町

村

長

の

身

元

證

明

書

、

戸

師

記

廣
島
市
永
滸
集
金
員
の
任
免
服
務
等
に
闘
す
る
規
則
を
次
の
，
載
事
項
證
明
書
、
及
び
身
元
保
證
人
二
人
蓮
署
の
密
約
嗚

よ

う

に

定

め

る

。

．

．

（

別

紙

第

一

様

式

）

を

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

昭

和

二

十

四

年

四

月

十

五

日

．

前

項

の

身

元

保

證

人

は

、

廣

島

市

内

に

居

住

し

て

確

寅

た

叫
リ

f
J

（二）

ヽI 
一

-
1
 

ー
・
・
~

表

ヽ

別

や年氏

月

日名

生R

、●’

t
 

t' ．． 

忍
．．
 

，＇．＇↓ 
．．． 

，
言
け
、
凸
｀
ぷ
氾
ぷ
躙

•
9

、

正，．叶
1

プり＂．＇

戟

戟

一

戟

四

睾

五

盤

六

臨

七

執

八

競

九

華

一

十

聾

―

+

．

一

緯

、
／
’
悴
給
｀

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1

ー

ー

ー

1

ー

'

’

ー

「

ー

翌
務

5
絨
／

一
級
―
―
―
―
品
六
五
一
三
、
六
六
七
一
―
―
-
‘
七
七
―
―
-
―
―
-
‘
八
八
0
-
―
―
-
、
九
九
二
四
‘
1
0
五
一
四
―
―
―
四
祉
一
門
四
六
八
四
、
五
九
六
四
、
七
二
七

二
級
一
門
四
六
八
一
門
七
一
ご
土
門
八
六
ー
―
―
ー
五
、
0
0
二
＿
哭
一
四
五
＿
匹
一
九
二
＿
五
は

1
v
o
-
央
七
六
0
-
五
元
二
五

因
一
円
一
四
五
一
哭
二
九
二
＿
五
、
四
四
四
一
哭
六
0
0
＿
哭
七
六
0
一
五
、
九
二
国
「
〖
、
0
九
四
ご
ベ
ニ
六
九
ご
べ
四
四
八
＿

1べ
六
ー
―
―
―
―
―

~. 

し
」
国
、
九
二
五
＿
六
、
「
一
六
九
[
-
貪
―
―
―
―
―
―
＿
七
、
0
1
八
一
七
、
六
＿
支
八
五
七
＿
だ
―
―
―
―
―
―
―

級
一
七
、
0
一
八
＿
七
砿
二
六
一
丸
八
五
七
＿
八

r=i-
―
―
―
ー
八
、
六
＿
九
、
0
四
七
「
四
―
―
-
0
六

級
て
―
―
ー
ニ
―
―
ー
八
七
九
六
＿
九
、
0
四
七
＿
九
口
后
ば

L
B
1
-―
―
ー
丸
八
四
七
1
1
0
、

l

二
九

1
 o" 
11 

o
 
I'o、
一
ー
一
、

級
一
九
、
―
―
1
0
六
一
九
、
五
七
―
―
―
一
九
、

r

八

四

七

＿

ー

ニ

九

一

九

七

一

七

0

二

四

q
l
-―
,
0
、
―
1
0
、
一
―
―
_
—
—
、
一
―
-
‘

級

‘

-

，

丸

八

四

七

一

九

四

一

九

七

一

九

四

―

―

―

―

―

ー

九

六

六

四

七 六 五 四
廣
島
市
報

復
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一
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十
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に
改
正
す
る
9

及
ぴ
年
月
日
を
帳
禅
の
末
尾
に
記
載
し
｀
双
方
培
名
把
睛
・
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

殷
島
市
物
品
合
計
取
扱
規
を
次
の
よ
う

昭

和

二

十

四

年

四

月

十

八

日

し

、

物

品

會

計

主

任

に

報

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

十

四

條

備

品

に

は

課

か

い

名

等

そ

の

所

猫

を

明

示

す

る

炭

島

市

長

泊

井

信

一

1-

．
前
項
の
場
合
に
姦
い
て
、
前
任
の
物
品
保
管
主
任
が
死
亡
記
琥
を
附
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

炭
品
市
物
品
會
計
取
扱
規
則
•
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
自
ら
引
紺
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
第
十
五
條
物
品
保
管
主
任
は
交
付
を
受
け
た
物
品
中
不
用

第

一

穿

綽

則

い

と

き

は

、

物

品

取

扱

主

任

は

前

項

の

手

績

を

し

な

け

れ

と

な

り

又

は

破

損

し

修

兜

す

る

も

そ

の

用

に

堪

え

難

い

も

第

一

條

市

飩

料

に

励

す

る

物

品

の

出

納

保

管

に

腿

す

る

取

ば

な

ら

な

い

。

の

が

あ

る

と

き

は

、

物

品

返

納

調

古

（

第

二

戟

様

式

）

正

扱
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
こ
の
規
則
•
第
三
索
出
納
保
狩
副
二
通
を
調
捩
し
、
・
現
品
と
と
も
に
物
品
會
計
主
任
に
返

第
八
條
各
自
所
要
の
物
品
は
、
す
べ
て
所
謁
の
物
品
保
管
付
し
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
但
し
。
左
に
掲
げ
る
物
品
で

に
よ
る
9

第
二
條
こ
の
規
則
コ
お
い
て
、
物
品
と
は
、
消
耗
品
、
及
主
任
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
賭
入
債
格
五
百
闘
以
下
の
も
の
は
現
品
の
速
付
を
省
略
す

び

励

物

そ

の

他

の

用

品

を

い

う

。

第

九

條

物

品

保

狩

主

任

に

お

い

て

、

物

品

の

交

付

を

請

求

る

こ

と

が

で

き

る

。

第
一
＿
一
條
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
長
と
は
、
課
か
い
等
の
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
物
品
請
求
及
び
受
領
害
（
第
]
-
、
陶
磁
器

を
い
う
。
但
し
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
長
が
鋏
け
て
琥
様
式
）
を
茫
副
二
通
調
製
し
物
品
會
計
主
任
に
提
出
し
—
-
、
硝
子
製
品

い
る
と
き
は
、
上
席
の
事
務
代
狸
者
と
す
る
9

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

o

r

-

―

―

‘

匠

う

ろ

う

引

製

品

．

．

．

第
四
條
物
品
の
會
計
は
會
計
年
度
を
以
て
甑
分
し
畜
現
に
第
十
條
物
品
會
計
主
任
は
前
條
の
請
求
を
受
け
た
さ
き
奮
，
四
、
亜
鉛
引
鐵
板
又
は
ぶ
り
き
製
品
．

そ
の
出
納
を
し
脊
を
以
て
年
度
の
所
励
を
匿
分
す
る
。
そ
の
保
笠
物
品
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
交
付
し
保
狩
物
巧
針
金
製
品

•
第
二
背
●
出
納
揺
醐
品
が
な
い
．
と
き
は
、
隈
＾
升
藍
等
に
よ
つ
て
こ
れ
を
虞
理
．
六
、
ご
む
製
品
．

璽
條
拗
品
の
出
納
保
が
F
者

は

物

品

靡

翡

と

し

、

牧

し

た

け

れ

ば

な

ら

翠

0

.

七
、
木
、
竹
絹
布
、
紙
、
粽
哨
麻
、
賂
等
の
諸
製
品

入
役
を
以
さ
迄
に
充
て
る

C

第
十
一
條
寄
附
等
に
よ
り
物
品
會
計
主
任
を
経
な
い
で
市
第
十
六
條
物
品
合
計
差
任
は
羞
納
の
物
品
に
つ
い
て
は

第
六
條
ネ
課
か
．
い
等
の
所
恥
物
品
の
受
彿
及
び
保
管
に
邸
の
所
屈
に
な
っ
た
物
品
は
、
そ
の
都
度
物
品
保
管
主
任
よ
そ
の
朕
況
笠
恕
じ
轄
用
又
は
葉
却
の
虐
分
を
す
ろ
こ
と
が

す
る
事
務
を
取
り
扱
か
わ
せ
る
だ
め
、
そ
の
踪
か
い
等
物
り
、
そ
の
品
目
、
数
穂
甜
附
者
の
住
所
氏
名
、
見
絞
恨
で
き
る
。

品
仰
秤
主
任
を
血
叫
き
、
そ
の
兵
を
以
て
こ
れ
を
充
て
る
。
條
受
ス
の
事
由
及
ぴ
年
月
日
そ
の
他
必
要
事
項
を
、
物
第
十
七
條
物
品
を
亡
失
し
又
は
破
狽
し
た
と
き
は
、
物
品

必
要
が
あ
る
勘
合
に
お
い
て
は
物
品
保
秤
主
任
の
下
に
物

Erm合
計
主
任
に
泄
’
知
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
．
保
管
主
任
は
物
品
會
計
主
任
を
純
て
、
述
か
に
そ
の
旨
を

品
取
扱
主
任
を
骰
き
、
前
項
の
半
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
第
十
二
條
物
品
の
出
納
ほ
畜
そ
の
都
度
幽
係
帳
滋
に
記
城
市
長
に
共
申
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

が

で

き

る

。

し

た

け

れ

ば

な

ら

た

い

c
但
し
、
次
●
揺
け
る
物
品
で
受
前
項
の
具
中
に
は
そ
の
瓶
況
t
す
を
詳
記
し
、
こ
れ
を
認
證

物
＂
皿
取
扱
主
任
は
必
が
そ
の
所
恥
戟

Ll中
よ
り
こ
れ
を
速
領
杏
に
登
氾
省
陥
の
旨
を
表
示
し
た
も
の
は
こ
の
限
り
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
舎
類
布
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

任

す

る

。

な

唸

物
品
取
扱
主
任
を
速
任
し
た
と
き
又
は
m奴
勘
が
あ
っ
た
と
一
、
交
入
後
訳
ち
に
腹
泊
す
る
物
品
．
物
品
令
計
主
任
は
前
項
の
逸
揖
に
つ
き
謡
＂
ル
を
巾
小
＂
し
な

さ
は
、
｛
肌
ち
に
物
品
行
計
主
任
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
二
、

W
限

新

郎

、

雅

柊

職

U
保

の

類

，

｀

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

け

れ

ば

な

ら

た

い

。

―

―

―

曹

附

哄

又

は

給

英

を

目

的

と

す

る

物

品

第

十

八

條

物

品

の

保

行

祁

挽

を

吸

す

る

と

き

は

、

関

係

の

懇

條

肝

屑

翡

が

汎

懃

し

た

と

き

は

｀

述

か

に

根

四

、

そ

の

他

嬰

＂

破

に

翠

ら

喜

．

魯

勝

＂

主

謡

唇

以

て

物

nlln
翡

塁

恩

（

第

三

tJi及
び
現
品
名
径
捻
に
引
む
歌
が
、
そ
の
応
刑
の
珠
況
ホ
十
一
二
條
各

n班
川
0
物
＂
IIU
は
、
そ
の
班
Jfl
行
に
こ
れ
を
陳
様
式
）
定
副
ー
ー
羅
苓
調
製
し
物

"nofr計
主
任
に
提
川
し
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納 額 告 知 祁 兼 領 牧 誇 奢

第 戟 l昭和 年度
.．--→---．  

！告知受
町 称地 印・

3'2 1 j= 

ー ・大此笠集員告式
殿 七JJのの金の知

特別合計
に領上員印府

•, 自 4月保牧御lこが金
鱈翌四敗料1水道使川料第 1期・ 存諒支はな額

使用料
至 5月し蒻矯いた

五伍三I；珂締玉討述汀五―共用給紅醤叫

金 1

「三ら1ェニー百直I_；三互ば‘芦:1_1_ -,-i--i 也瞭た効1こ-~記の金額な昭和ご4年5 月 3 ！日ま』でに-；加して下•I I 披せでし
・し 祁てすの

さい 昭和年月日
にゎ出

廣島市長濱井信三
なり納

五記言二□ふし1: -I出納R領牧印 寺］コ呑
し）ま員

輝且
可―貝印から集

ら御金

別
紙
第
一
＿
＿
蔀
様
式

出

納

員

係

長

係

集

金

人

璽
直
憚
渾
エ
言
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9
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集

鯰

金

-．、
1
・

疇
螂
一

他
数
一l
-

日
｀
．
“
ヽ
．

~J-

の

鮫

月
そ
竺
，
＇
‘
：
]
.
，
・
・
一

．．． 
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敷
I

I

,

1

,

'

：

＇

；

ー

ー

一
用
巳
釦
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一
ー
1
_
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額
＿
Pl．

年

使逍
金

9
9
9
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：
]
＇
:
．
，
•
一
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ー

，

．

9

9

9

9
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1

分

前

和
一
水

昭

科

目

泥

期

ー

一

計

-It5,lit
屈

ー

廣

島

市

規

則

第

四

琥

．

．

廣
島
水
道
渠
金
奨
励
手
営
支
給
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

昭
和
二
十
四
年
四
月
十
．
五
廿

腐
島
市
長
没
井
信
―
―
-
．

巖
島
水
違
梨
金
奨
励
手
営
支
給
規
則

第
一
條
水
逝
使
用
料
、
手
敷
料
、
工
事
費
及
び
飛
水
器
投

の
集
金
に
従
事
す
る
も
の
に
は
、
こ
の
規
定
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
集
金
船
蒻
手
常
を
支
給
す
る
。

｀
．
廣
島
市
規
則
第
王
琥

,1,＇‘,、、出ハい|止ー

〗
鵬
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；
牙
心
F

ふ
ぶ
i
以‘}

~
 

9
.

.`. 

,
＇
,
1
,

9

,
1
9
9
、
1
、
1

、
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1

,
9
9
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9
.

，

ヽ
1
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:
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1
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1
,
i
1
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◎
注
意

第
二
條
前
條
の
手
常
金
は
、
そ
の
一
箇
目
の
集
金
惰
領
牧

證
の
枚
敷
に
基
き
奮
左
の
各
琥
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
支

、
9

給
す
る
。

一
、
千
五
百
枚
ま
で
一
枚
に
つ
き
金
六
十
錢
．

二
、
千
五
百
枚
を
越
え
る
も
の
一
枚
に
つ
き
金
七
十
錢

第
三
條
集
金
員
が
控
常
薔
域
外
の
集
金
の
應
按
を
な
し
た

揚
合
は
、
前
條
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ヤ
ー
枚
に
つ
き
金
五

＋
錢
を
支
給
す
る
。

第
四
條
正
常
の
珂
由
が
な
く
て
事
務
の

lH刑
が
迎
延
し
た

た
め
、
自
己
の
樅
常
に
劉
し
て
他
の
應
援
を
受
け
た
場
合

は
、
そ
の
應
援
を
受
け
た
集
金
且
の
集
金
憐
領
牧
證
の
枚

数
に
應
じ
T
受
け
る
べ
逹
手
常
金
額
か
ら
、
應
援
者
の
集

釜
滸
領
牧
證
一
枚
に
つ
き
金
五
十
銭
の
割
で
節
出
し
た
金

額
を
減
額
す
る
0

但
し
減
額
す
る
金
額
は
手
常
支
給
額
の

範
園
内
と
す
る
0

、

.

第
五
條
集
金
を
誤
っ
た
集
金
且
．
一
5

甜
し
て
は
、
集
金
惰
領

牧
害
一
枚
に
つ
き
一
＿
＿
回
の
割
合
で
手
常
支
給
額
の
中
か
ら

返

納

せ

し

め

る

。

．

第
六
條
集
金
上
特
別
の
事
由
が
あ
る
上
認
め
る
と
き
は
。

市
長
は
こ
ー
の
手
常
の
支
給
を
停
止
し
又
は
減
額
し
若
し
'
(
L

は
返
納
さ
せ
る
こ
さ
が
あ
る
。

第
七
條
と
J

の
規
則
に
よ
る
手
常
を
受
け
る
も
の
に
は
畜
他

の
堪
務
に
従
事
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
市
内
出
張
手
営

超
過
勤
務
手
常
は
支
給
し
な
い
。

第
八
條
こ
の
規
則
の
施
行
に
つ
い
て
必
叩
女
た
事
項
は
畜
市

長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

附

則

こ
富
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
畜
こ
れ
を

翅

用

す

る

。

・

復
活
第
三
十
七
戟
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JJ分
郡使切手（牧入印紙）
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受妍計舒店

ぼL 入 数 掃 出 敷 ！
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-l・・記の通り 1略和 年 ＇杓品保I
祁告する I fヽt El舟主任1

咋 I物品叫
I 扱主任

嘔 令 叫 ！nlIE 罰査 1調査昭和 年 ．．
:K任殿 係•叫ー係印1 年｝jo| J] B 

＇ 尉'i和 年

r

第
五
戟
様
式
）

一
、
符
謡
叉
は
番
麒
欄
に
は
「
ア
イ
ウ
エ
オ
」
呼
稲
の
順
序
に

記
戟
、
闘
椿
に
お
い
て
は
番
雖
な
肥
戟
す
ろ
ー
ー
↓

J
o

二
品
目
梱
に
は
右
順
序
に
よ
つ
て
印
、
椅
子
、
机
の
ょ
う
に

そ
の
名
稲
な
掘
記
し
、
臨
書
に
お
い
て
は
魯
笥
名
な
掘
記
す

ろーー↓
J
o

―
―
-
、
受
入
敗
址
3
梱
に
に
前
回
報
告
後
の
受
入
敷
批
た
掲
記
す

ろ
—
-
→
J
o

四
、
掃
出
敷
批
の
櫛
に
は
前
回
報
告
後
の
nl

沢
動
即
ち
速
納
、
葉

却
、
埜
難
に
よ
り
掠
出
し
た
敷
恐
応
掘
記
す
を
一
↓
）
。
一

五
．．
 九

月
末
現
在
憫
に
は
前
回
報
告
現
在
高
に
そ
の
後
の
受
入
―

梯
出
た
加
減
し
た
宜
際
の
九
月
末
現
在
敷
批
を
批
記
す
る
こ

‘、J
六
、
本
表
は
前
年
十
一
月
一

B
よ
り
本
年
九
月
末
ま
で
の
間
に

異
動
の
あ
っ
た
し
の
に
限
り
、
受
入
敷
批
、
捗
出
敷
址
の
各

一

掴
に
計
上
記
認
し
、
九
月
末
現
在
の
憫
に
は
そ
の
品
目
の
現

敗
を
記
四
’
を
一
rヽ
)

。

伽
考
木
表
は
十
月
十
五
日
迄
に
迦
滞
な
く
提
出
す
る
一
＿
｀
ヽ
J
o
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一
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第
四
戟
様
式
記
戚
要
領
）

昭和 年度

伽 品 出 納簿

厳島市役所
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な
f
ー
ー
し
＂
！
漏
＇
暑
眉
｀
ー

i
,1,五
川

g̀
,．9
[
-
[
-
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‘

.へ,”
M
5
,
．
，．し`、
’
r
.
.
.
.
,,̀

,9̀
n-、
（
第
六
戟
賤
．
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
條
物
品
保
管
主
任
は
畜
第
十
六
條
乃
至
第
十
八
條

の
場
合
に
あ
っ
て
は
物
品
會
計
主
任
の
指
示
に
よ
つ
て
爛

係
帳
蔀
を
幣
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
第
四
穿
蛮
任
及
び
監
抒

第
二
十
條
貯
蔽
の
物
品
は
物
ロ
nn合
計
屯
任
、
供
用
物
品
は

そ
の
物
品
保
管
主
任
若
し
く
は
物
品
取
扱
主
任
、
各
自
班

用
の
物
品
は
そ
の
露
用
者
が
保
管
の
安
に
任
じ
な
け
れ
ば

た
ら
な
い
。

'

ぃ
第
二
十
一
條
前
條
の
索
仔
者
が
故
意
叉
は
怠
恨
に
よ
り
保

応
E
物
品
を
亡
失
し
芳
し
人
は
破
損
し
た
と
き
は
こ
れ
を
弁

依
し
4

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
9

・

・

第

五

窪

検

査

．

第
二
十
二
條
物
品
會
計
主
任
は
畜
征
年
・
一
回
第
二
十
六
條

の
刷
係
戟
師
及
び
證
拙
忠
頚
等
に
よ
り
現
品
と
照
會
調
査

し
て
軟
節
の
末
尾
に
證
印

L
、
そ
の
成
鎖
を
市
長
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

第
二
十
三
條
物
品
保
管
主
任
は
侮
年
十
・
月
脳
係
帳
師
に
よ

り
備
ロ
nn
及
び
脳
杏
の
現
品
を
詞
査
し
畜
備
品
岡
害
報
告
害

（
第
四
披
様
式
）
を
物
品
會
計
主
任
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
c

第
二
十
四
條
物
品
保
管
主
任
は
郵
便
切
手
牧
入
印
紙
＂
韮
び

に
乗
車
船
券
の
受
彿
に
つ
い
て
は
、
郵
便
切
手
、
牧
入
印

紙
乗
車
（
船
）
券
受
彿
計
僚
密
（
第
五
韓
様
式
）
を
調
製

し
、
翌
月
十
日
迄
に
物
品
會
計
主
任
に
提
出

L
な
け
れ
ば

た
ら
な
い
。第

六

寒

帳

蔀

第
二
十
万
條
／
物
品
會
叶
主
任
は
左
に
批
げ
る
岨
跡
を
備
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
備
品
出
納
縛
扇
六
琥
様
式
）

二
、
備
品
磋
帳
（
第
七
盤
様
式
）
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f
．ヽェ

r
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9

、,̀‘

※合計課受付▽

第・番、競 1 ぃ こ1 し昭和 1年目月 日 1扱↓

品、 目 1敗址 執行可能※ ＿ ． 

二二＿三—1-仁
: - 1 - 1  

I合計課・長殿 1 |[事| l |J|［度係長Il 1用度叫 I受付l
叫巳砂年 1i茫噌Lり一〗し」讐嗜塁l―—]
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物 品 睛 求 及 び受領 屯

物品速納調書

物品ー保管主任l'物品）反扱主任1 ！昭和年月 日速納 扱
• I一・ ・・

物品會計主任殿 ・1ー・ー ：係長1 -1月1度 碕門―|※皮理年月日用しー保笠

蝉父1 '僻h_--1完了II係長 加1
(1吼嘩

品 目 l敗址賭入金額i
雇 付， ；※合計諜虞理

l , I年月田事由 ．h-日戸―渋

l一丁T-―万―|―年］月:"|―—--ll ll 
[□--9I-：ーロ□丁l―-

l ll -1 :. l ----l!|，＇ 

I 
--・ ー・

—--| 
I I [|ll| 1い」

__ | | l I--l l」.II l | 
（注意）物品保管主任は本書の回矛た得て保仔節を整理するこさ

※印は記載しないここ

盆
竺
細
様
式
）

弓
圏
苦
原
蔀
（
第
八
腕
様
式
）

・‘

第
二
十
六
條
物
咤
保
管
主
任
は
定
に
掲
げ
る
帳
孵
を
備
え

物
品
の
受
彿
を
明
確
に
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
備
品
保
管
蔀
（
第
九
装
様
式
）

そ
岡
沓
保
砥
品
班
（
第
十
琥
様
式
）

＇

/
 

三
、
消
症
品
受
彿
師
（
第
十
一
城
様
式
）
I

．

四
、
原
料
品
受
彿
縛
（
第
十
、
一
戟
様
式
）

五
、
動
物
受
彿
拇
（
第
十
ご
臨
様
式
）
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廣
島
市
報
・復
活
第
一
＿
＿
十
七
競

J
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脊
郵
便
切
手
、
牧
入
印
紙
受
彿
師
（
第
十
二
琉
様
式
）

七
、
棄
平
（
朗
）
券
受
彿
悔
（
第
十
三
琥
様
式
）

附

則

こ
の
規
則
ほ
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
し
、
昭
和
二
十

四
年
四
月
一
日
か
ら
速
用
す
る
。

従
前
の
規
定
に
よ
り
使
用
中
の
帳
薄
ぱ
更
新
の
さ
き
言
こ

れ
を
改
め
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
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何 々

年月n摘 英 I誓畠1交入数拭l交付数祉1残敷泣靡！品任取翡I塁翡 l
．．． ! ; ．．． : . I I. I I I I 

； 

l l I I I I I I 
i i ，i i ． I I. I I I I 
| l | I I I I I I 
| l .. I I I I I I 

一臼ふi、本恕―it各品目毎に口座な股け記入、索引な附けなければならたい゜
2、瓜料品交扮符及び動物受彿簿は本簿に準じて調製しなければなら

"‘o 尋’

＾ 

何 々

年｝）n|摘 冥 1交入枚敦1使用枚数1血 I誓繁翡I課長叫備考

州 . I 
I 

I I I 
|1 二 | I I_I | 

州4 i ; ! I 

I |‘ I 

I 
I I I I 

I I I 
l I l l I • I I I I I 

一侃芍本簿は郭便切手の植類毎に口座を股けて記入すろしのさすろ。

そして索引を附けなければならない゜
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＿昭和…一年度
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第
一
二
聾
様
式
）

園脊保管怨

課 名

消純品翌携簿

麿島市役所
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式

郵便切手（牧入印紙）受掃簿

| ／.1  

包々

年月日 1摘要
l受入 I掠軋l現 ・在 1

． 敷 批1仮格敷抵I債格 l供用l貯殺I計（債蒋I
備

l l | I I ll:!ll I II!：!］] | 1 1 1 ll:！!l,l | 
l l l 1 | l I l l | 1. 1 | l | 
量 l1 | | l 1 1, l l l | | l | 
l l l | | l l | l I I I I 璽 I

可 1:＿出科目の款毎1こ厖分し整理Lなければならない。
但し學校の備品にか）て（t學校毎に別冊こなし、供用、貯政の福分

はこれな省略するこさができる。
2、品目により口座を設け、その索引な附けなければならない。

考

（
第
七
琥
様
式
）

----
一

111 I i 
年月日I名稲lごi-墓i王[]:：備考I閂

1 | | | 1 | l | 4 |．l |. I a l| 
lll |1 |-J_J--ll l上llI 11 
備考 1、支出科目の款毎1こ厖分整理しなければならない。

2、本簿I計国肉出納簿ミ兼用する tのこすろ。

課名
I', 

乳・ら ＾ 
． の部 No． 第............................. -----．--9 - •••-... -―-----`•----、九

l厄五I摘・・ 要他疇誓翡I棗汀紀涌―は贔はI備 ー」こ畠
-!_l」|＿1三 l」I I I Iさ
i i I • 11 | l l | | I 

-［口｀Ii i l.. l l li i「―ll 紙~- -----•·—- ------ --•一•---・・.. --←-
備考 學校備品保竹咋怠l:t備品盗帳に準じ詞製、弦理しなければならない。

公
印
七
辣
様
式
）

．
 一

備品窒帳

炭島市役所

圏害原一旦

一廣皇□見墾ー所[_

備品保管第

（
第
八
競
様
式
）

（
第
九
披
様
式
）
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膵島市告示甲第八十六競

何． ，，ぐ

叫課長印・II一摘要• II！I 数：開I品廿lIはI---贔I-_ 用厖城1月j務『］--
i I| I 11 I I II 
l 1| 1 I| II I I II I I I II 
¥ I ll I I I II 
i, 1| 1 I I II I. I I II 
l ! II 11 I II I I ~ I II 
1 1 II II II I _ _ II I I I II 
備考 本節1切乗車券の稲類毎に口座・こ設けて記入すろしのミすろ。

そして索引な附けなければならない。

（
憚
に
極
様
杷

―
址

一

数残
~
 

―
―
者

昭和 年度一

乗車（紐）券受彿徳-、- --

一廣島市役所
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ー

（
第
一
＿
i
-

盟
様
式
)

I-

—-,1 

一

．

ノ

一
、
廣
島
市
特
別
都
市
計
粛
事
業
復
興
束
部
土
地
匝
測
整
理
，

一

施
行
に
伴
う
左
記
町
名
の
士
地
は
筐
割
整
理
委
且
會
の
諮

問
を
鍔
て
換
紬
豫
定
地
を
決
定
し
た
か
ら
闊
係
者
は
東
部
・

復
興
事
務
所
に
お
い
て
詳
細
承
知
さ
れ
た
い
。

．

．

．

 

廣
島
市
告
示
甲
第
八
十
一
＿
藝

青
二
十
―
―
一
日
市
読
會
の
議
決
を
鰐
た
昭
和
二
十
＿
―
-
年
度
廣
・
ニ
、
土
地
誓
者
に
爵
す
る
誓
璽
地
指
定
通
知
奢
は
、
・
ー
、

島

市

歳

入

度

豫

條

追

加

の

要

領

は

左

の

通

り

士

地

所

有

屑

を

提

翡

の

人

に

か

ぎ

り

送

逹

す

る

。

な

ぉ

一

士
地
所
有
胆
を
未
だ
提
出
さ
れ
な
い
人
は
至
急
提
出
さ
れ
‘

但
L
こ
の
豫
仰
は
即
日
こ
れ
を
施
行
す
る

た
い
。

昭
和
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

弓
今
回
裔
区
表
地
藍
の
士
地
を
夜
買
又
は
瞑
渡
す
る
時
は
、
．
．

i

．
腕
島
市
長
沼
井
信
、
―
―
―

事
前
に
必
す
東
部
復
興
事
務
所
え
協
設
の
上
取
那
び
願
ひ
：
―

昭
和
二
十
三
年
度
廣
島
市
歳
入
出
豫
算
追
加

•
た
い
。

9

歳

入

萬
一
蓮
絡
筵
登
場
合
は
、
決
定
し
た
換
地
を
取
消
す
こ
と
”
.

一

、

市

税

金

拾

五

万

五

闘

笠
匹
至
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
翌
喜
絡
方
質
行
さ
れ
た
い
[
.

三

、

地

方

配

付

税

金

拾

五

万

五

側

四
、
前
記
換
地
豫
定
地
の
使
用
開
始
の
時
期
に
借
地
梱
そ
の
・

+

、

市

佑

金

六

百

八

十

五

万

参

千

闘

他
の
樅
利
に
つ
い
て
は
、
追
つ
て
指
定
す
る
。
・

一

、

市

依

金

六

百

八

十

五

万

参

千

闘

記

歳

入

合

計

金

七

百

万

邸

参

千

五

回

‘、

歳

出

金
六
百
八
拾
五
万
園
参
千
五
園

九

、

財

廂

費

二
、
財
廂
管
耶
費
金
六
飼
八
拾
五
万
参
千
五
側

十

五

、

諸

支

出

金

、

金

拾

五

万

回

二
十
一
租
立
中
學
校
助
成
金
金
拾
五
万
邸

歳

出

合

計

金

七

百

万

参

千

五

闘

歳
入
出
差
引
残
金
な
し

廣
島
市
告
示
甲
第
八
十
四
琥

昭
和
和
二
十
四
年

1

-

＿
月
二
十
六
日
，

炭
品
市
長
班
井
伯
―
―
―

、
第
四
回
換
地
豫
定
地
指
定
地
、
未
指
定
補
充

し
換
地
豫
定
地
指
定
（
第
五
回
）
並
び
に
換
地

豫
定
地
終
更
（
第
五
回
）
換
地
指
定
の
登
表

に
つ
い
て

甑

域

バ

'

"

t

-

、
東
白
島
町
の
一
部
、
西
白
島
町
の
一
部
＂
白
島
束
中
町
．

の
一
部
、
白
島
中
町
の
一
部
、
白
島
西
中
町
の
一
部
、
大
'

凶

手
町
九
丁
目
の
一
部
、
千
田
町
一
丁
目
の
一
部
．
，

荊

二

ヘ

富

士

見

町

外

未

指

定

地

補

充

換

地

並

び

に

換

地

豫

延

地

綾
更

.

"

、

昭

闊

係

闘

害

縦

党

場

所

‘

，

●

]

―

-

厳

島

市

某

町

廣

島

市

東

部

復

興

事

務

所

[

和t

.

,

1

ー

ー

ー

ー

ー

|

、

ー

|

_

、

＇

一-
—
●

9
、

年
廣
島
市
告
示
甲
第
八
十
五
翌
．
贔
〗

•
四

3

-‘
 

昭
和
二
十
四
年

1

1

一
月
二
十
九
日

•
•
四

-
｝

,

5

看

月
．
1
-

加
叫
島
市
長
窃
井
信
，
—
―
―

ゥ‘

』

•
第
五
回
換
地
豫
定
地
指
定
、
第
六
回
特
別
、

．．
 

入

換
地
没
定
地
指
定
並
び
に
未
指
定
地
補
充
ー
・

、

I

n
口
喪

～

＞

行

け

↑

ー

換

地

豫

定

地

指

定

（

第

六

回

）

．

換

地

豫

定

,

.

l

‘

い
[

し

り

‘

’

’

•• 

4
、
O
'巧
5

〗g

俗
梢
磁
譴
澤

‘”ト↓●
r
.
.
.
 

,―̀．,．;， 

•••• 

,
 

•.•••• 

‘.,． 

ヽ

し

9

`
｀
’
{
•
ーI
」
'

I
I
 

―

―

―

―

―

―

ニ

ー

、

、

9

"

-

ー・

•• 
―'

.
C
L
 
•• 

,~ 

．．
 ；
~
9
.
.
~
~

冑

.
i
,
'
ー
・
l
i
ー
1
1
9
9
9

•• 
，
 

『t
[
'
，
亡

4

ぶ
譴
口
（
第
六
回
）
換
地
指
定
の
登
表
に
口
鱈
旦
い

□
＂
｀
月
〗
四
、
〗
→

□

且
汀
"
-
し

"
v
`
．
い
一
、
厳
島
市
特
別
都
市
計
粛
事
業
復
典
束
部
土
地
匝
割
照
理
い
て
は
家
屋
磋
帳
法
第
十
一
條
の
規
定
に
よ
り
一
、
維
持
修
繕
費
五
百
六
拾
萬
登
百
九
拾
六
回
ー

．
施
行
に
伴
う
盈
記
町
名
の
土
地
は
賣
喜
理
委
員
會
の
ー
自
四
月
一
、
日
至
四
月
二
十
日
の
二
十
日
間
靱
係
者
の
縦
党
に
一

1

二
、
水
害
復
蒋
毀
九
百
九
拾
四
寓
壺
千
九
百
拾
四
闘
'

,‘, 一

一
脊
誓
努
働
施
設
費
七
千
九
百
九
拾
四
萬
参
千
参
百
四
．

J

●
ヽ
．
諮
間
を
翻
て
換
地
豫
定
地
を
決
定
し
た
か
ら
靱
係
者
は
東
供
す
る
。

拾
八
仙

『`
．．
 

部
虞
事
務
所
に
お
翌
詳
細
承
知
さ
れ
た
い
。
．
＿
昭
和
二
十
四
年
一
＿
＿
月
―
―
-
＋
日

一

二

且

日

月

日

冒

―

9

贋

島

市

長

甜

9

井

信

―

―

―

―

八

汎

｀

｀

冒

鱈

戸

参

拾

闘

―

.

‘

,

'

土

地

所

有

胆

を

未

だ

提

出

さ

れ

な

ヤ

人

は

慶

腐

出

さ

れ

一

廣

島

市

告

示

甲

第

八

十

七

琥

一

十

四

、

農

地

災

害

復

窃

毀

斌

百

参

拾

登

醤

千

六

百

四

．
拾
仰

-

1

-

＿
月
三
十
一
日
市
識
會
の
議
決
を
痙
た
昭
和
二
十

1

二
年
度
廣

i

．

十

六

、

中

央

卸

斑

市

場

襲

歿

参

千

誓

信

ー
一
~
．
、
―
[
た
い
。
·

一
廣
三
、
今
回
登
表
地
甑
の
土
地
を
蛮
買
又
は
證
渡
す
る
時
は
、
一
島
市
歳
人
出
豫
位
追
加
更
正
の
要
領
は
左
の
通
り
＋
i

-

、
公
倣
毀
登
千
四
萬
武
千
八
百
七
拾
八
闘

一
、
元
金
俯
冠
金
五
百
五
拾
八
疵
八
千
戒
百
仰

―
一
」
・
・
事
前
に
必
ナ
束
部
復
典
事
務
所
え
協
隊
の
上
取
迩
び
願
ぃ
一
但
し
奮
こ
の
豫
算
は
即
日
こ
れ
を
施
行
す
る
．

ー

二
、
利
子
四
百
四
拾
究
寓
四
千
六
百
七
拾
七
邸

]

忍

。

碑

扇

嬰

嘉

合

は

、

決

定

し

た

換

地

を

取

饂

昭

和

二

十

四

年

三

月

一

1-
＋
一
日

ー．
u

巖

島

市

長

没

井

信

―

―

-.tH合
叶
四
偉
八
千
五
百
七
拾
究
寓
五
千
登
百
拾
六
邸

．
す
こ
と
に
立
至
る
と
と
も
あ
る
か
ら
是
非
連
絡
方
宜
行
さ

一`

t
 

ィ

昭
和
二
十
三
年
度
廣
島
市
歳
入
出
豫
算
追
歳
入
出
差
引
残
金
な
し

]

．

,

．

れ

た

翌

[

r

四
、
前
記
換
地
豫
定
地
の
使
用
開
始
の
時
期
及
び
併
地
椛
そ
ー
加
更
正

，
 

-

、

．

の

他

の

椛

利

ぢ

い

て

は

、

氾

つ

て

指

定

す

る

。

―

入

齊
島
市
告
示
甲
第
八
十
八
琥

i
-

・・
市

―

歳

，

―
一
、
市
税
武
低
七
千
八
百
戒
拾
四
瑯
八
千
煎
百
宜
拾
一
回

已
．
き
"

Y
 

一
三
、
地
方
偲
翡
九
千
五
百
参
拾
七
寓
四
千
四
百
参
拾
一
廣
島
市
議
會
に
あ
い
で
、
昭
和
二
十
，
四
年
一

1

一月一・
1

一
十
一
日
昭

一

、

｀

囮

域

一
決
し
た
廣
島
市
昭
會
會
躇
規
則
を
改
疋
す
る
規
則
は
次
の
通

[

i

一

、

二

薬

の

嬰

大

狽

賀

町

ぶ

松

原

町

、

猿

狼

橋

町

、

荒

帥

八

闘

報

四

、

國

庫

支

出

金

六

千

武

百

五

拾

究

廊

四

百

八

拾

六

仰

―

――*、
L

．
町
、
愛
宕
町
、
昭
和
町
、
平
野
町
、
南
竹
凩
町
千
田
町

J

．
り
で
あ
る
。

i

―
丁
目
、
二
丁
目
、
三
丁
目
、
東
千
田
町
の
各
一
部
、
廣
＿
一
、
補
助
金
．
転
声
煎
百
四
拾
武
洪
八
千
八
百
宜
拾
一
昭
和
二
十
四
年
1

二
月

1

-

＿
十
一
日

豆

、

縣

支

出

金

参

千

武

百

九

拾

武

寓

笠

百

四

拾

参

回

ー

炭

島

市

長

積

井

信

]

―

―

l

-

一

ー
ー
開
島
霜
緻
株
式
會
匙
，
い
士
見
町
外
飛
換
地

利二
二
、
東
白
島
町
外
特
別
挽
地
（
白
品
小
尿
校
、
迎
伯
局
言
『J

―

二

、

補

助

金

参

千

五

拾

廊

九

百

六

拾

七

闘

一

廣

紺

市

磁

令

介

磁

規

則

卜門

伯

協

令

鼻

和

子

寮

、

光

の

園

、

城

北

藝

成

校

）

九

、

雑

牧

入

八

百

九

拾

奔

幽

登

千

登

百

四

拾

八

側

＿

常

一

窄

招

兆

年

-

―

.

門

l
-
i

、
mm
汐

町

外

未

指

定

地

補

充

校

地

一

八

、

雅

入

訳

拾

公

ぷ

醤

千

八

百

六

肛

第

一

條

瑚

必

は

行

猥

の

n時
を
定
め
、
沖
磁
且
及
び
市
伐
に

依

六

千

六

百

七

拾

廊

五

千

囮

一

通

知

し

た

け

れ

ば

た

ら

た

い

。

一
・
し
＇
畜
マ
）
――
― 

-・―-' 

_
＿
・
、

11

紺
六
千
六
百
七
拾
棗
千
闘

i

第

二

條

代

は

乱

の

期

H
に

羞

靡

描

常

に

全

梨

_1 

-
?
＂
井
四
低
八
千
五
百
七
翡
爵
千
習
祖
ハ
問
し
、
應
招
特
に
捺
印
又
は
隠
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

;
2
、
賛
は
令
問
翡
し
た
｀
、
こ
3

は

、

川

蒻

且

嬰

翌

二

、

合

議

只

七

百

八

拾

混

畢

吾

四

拾

＊

lOJ
．
は
沼
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ニ
｀
｀
汀
い
復
靡
闘

l

益

川

一

．`
 ｀
 

告

• 
刀

l
,
‘
 

,

4

,

9

,

＇
,
 

•
• 

一

、

＇ 

9

,

’

●

 

・
'

,

＇

,

＇

,
9
 

t
 

.. 

，
 

,'
`̀ 

`• 9
.
 

-I-
， ， ， 

9上

＇ 

，
 

-. 

ーー。

ー． ,‘
 
ー



3

、
議
員
は
公
務
、
病
氣
又
は
事
故
の
た
め
、
遅
奢
欠
靡
第
八
條
．
會
議
が
終
ら
た
い
と
き
で
も
午
後
五
時
を
過
ぎ
た
第
十
四
條
委
旦
會
は
議
長
の
承
認
を
受
け
た
も
の
の
外
、

若
し
は
早
翠
し
よ
う
さ
す
る
―
n
き
は
、
そ
の
旨
を
議
長
に
．
と
き
は
、
議
長
は
延
會
を
宜
告
す
る
0

但
し
恵
め
會
馘
時
議
會
の
會
議
時
間
中
に
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

間

を

延

長

し

た

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

第

十

充

條

委

且

長

が

討

論

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

委

風

第
三
條
談
且
の
談
席
は
謡
長
が
定
め
る
。
一
第
九
條
議
長
が
出
席
を
催
告
す
る
と
者
は
言
害
面
で
し
な
席
に
着
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
苓
い
て
は

2
、
議
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
書
談
員
の
談
席
を
紗
夏
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
催
告
害
は
、
催
告
開
馘
時
刻
よ
り
。
一
そ
の
事
件
の
表
決
が
終
る
ま
で
委
員
長
席
に
着
く
こ
と
が

す
る
こ
と
が
で
き
る
0

.

1
 

1

一
時
間
以
前
に
こ
れ
を
議
員
に
届
け
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
一
で
き
な
い
。
＇

3

、
躁
席
に
は
、
琥
敷
及
び
氏
名
標
を
付
す
る
。
一
こ
の
場
合
誤
長
は
會
諮
の
延
長
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
玉
知
十
六
條
委
員
會
は
そ
の
委
貞
會
に
付
託
さ
れ
た
事
件
の

第
i

i

咋

●

會

期

、

閉

會

、

休

貪

延

會

及

び

一

第

三

穿

談

案

の

登

識

及

び

徹

回

＿

外

、

西

成

長

の

承

認

し

た

事

件

に

つ

い

て

、

閉

會

中

も

調

査

伝
第
十
條
識
員
は
談
案
を
登
謡
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
一
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

'

・

催

告

第

四

條

會

期

は

、

左

の

通

り

と

す

る

。

一

の

案

を

具

え

理

由

を

付

け

て

こ

れ

を

談

長

に

提

出

し

な

け

2
、
委
員
會
は
謡
長
の
承
認
を
求
め
る
た
め
、
そ
の
調
査
し

一
、
定
例
會
1
1
七
日
0

但

し

次

年

度

の

澁

入

歳

出

豫

算

案

れ

ば

な

ら

た

い

。

・

一

ょ

う

と

す

る

事

件

の

名

稲

及

ぴ

調

査

の

目

的

、

方

法

、

期

並
ぴ
に
前
年
度
の
決
統
を
席
賊
す
る
定
例
會
の
會
期

l
2
、
議
長
は
前
項
の
議
案
を
印
刷
し
て
各
議
員
及
び
市
長
に

i

間
並
び
に
費
用
等
を
明
ら
か
に
し
た
文
渾
曰
を
、
議
長
に
提

廣

一
出
し
．
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

9

ー

は

一

―

-

+

H

o

．

一

配

布

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ー
第
十
一
條
す
で
に
議
題
‘
こ
な
っ
た
勁
厳
及
び
日
程
に
記
載

3
‘

談
長
益
即
項
の
末
女
貝
會
の
調
壺
要
求
を
承
認
し
た
―
A

こき

9
.
.

；

二

、

臨

時

會

1
1
宜
日

J

了
息
叶
成
長
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
諮
會
の
談
決
に
よ
り
ー
さ
れ
た
議
案
又
は
市
長
の
提
出
し
た
談
案
は
、
提
出
者
に
一
は
、
そ
の
旨
を
議
會
に
報
告
し
、
併
せ
て
市
長
に
通
知
し

宜
日
以
内
に
お
い
て
、
會
期
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
お
い
て
撒
回
又
は
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
°
但
し
蔽
ー
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
こ
の
場
合
談
長
は
宿
ち
に
談
鼠
及
ぴ
市
長
に
そ
の
旨
涌
一
會
の
許
可
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
た
い
。
一
第
十
七
條
委
員
會
は
委
員
で
な
い
議
員
．
の
登
言
を
許
可
す
．

る
こ
と
が
で
き
る
°
但
し
表
決
の
数
に
加
わ
る
こ
と
は
で

J
.
-
・

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

第

四

章

謡

案

の

付

託

第
完
條
付
説
事
件
全
部
を
談
了
し
た
と
き
は
＂
識
長
は
會
一
第
十
二
條
議
案
は
議
長
が
會
談
に
付
し
，
説
明
を
要
す
る
一

d

き
な
い
。
，
．

，
．
期
に
か
か
わ
ら
す
閉
會
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
．
一
と
者
は
、
暁
明
を
求
め
、
烈
疑
を
終
っ
た
後
、
こ
れ
を
適
ー
第
十
八
條
委
員
長
は
、
議
員
か
ら
委
員
會
え
誠
録
そ
の
他

報
第
六
條
休
會
及
び
そ
の
期
間
は
、
談
會
の
議
決
に
よ
ら
な
常
の
委
員
會
に
付
託
し
ヽ
又
常
任
委
員
會
の
掠
任
に
励
し
「
参
考
資
料
の
閲
覧
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
奔
査
叉
は
調

，

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

い

特

定

の

事

件

1

二
つ
い
て
は
、
議
會
に
諮
り
、
特
別
委
―
査
に
支
障
の
な
ど
限
り
こ
れ
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

2
、
休
會
が
定
ま
っ
た
と
き
は
、
議
長
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
員
會
を
瞑
け
こ
れ
に
付
託
す
る
。
但
し
識
會
に
諮
り
委
員
；

2
、
委
貝
會
ヽ
ペ
議
録
そ
の
他
琴
考
資
料
は
何
人
も
議
會
外
に
＇

和昭`

[
．

―

―

砂

畷

且

及

び

市

炎

に

直

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

會

付

託

を

省

略

す

る

こ

と

が

で

ぎ

る

°

持

ち

出

し

て

は

な

ら

な

い

。

＋
第
七
條
出
席
議
員
が
定
足
敷
に
充
た
な
い
と
き
は
、
議
長

2
、
前
項
の
規
定
は
議
案
以
外
の
付
談
事
件
を
付
託
す
る
と
一
第
十
九
條
こ
の
章
及
び
廣
島
市
議
會
委
員
會
條
例
に
定
め

一
き
に
も
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

'
四

.

.

.

.

.

.

、

年

は

延

會

を

宜

告

す

る

。

一

が

あ

る

も

の

の

外

、

季

員

會

に

つ

い

て

は

識

會

の

場

合

に

ざ

四

19

月
會
議
中
定
足
敬
を
欠
い
た
と
き
．
も
ま
た
固
様
と
す
る
。
―

9

第

五

章

委

員

會

那

ヤ

る

。

一

第

一

節

通

則

一

第

二

節

委

員

會

の

報

告

ハ

中

但

し

地

方

自

活

法

第

百

十
1

-

＿
條
但
害
の
揚
合
は
こ
の
限
り
一

一
第
十
三
條
委
員
長
は
、
委
員
會
の
開
會
日
時
、
場
所
及
ぴ
第
二
十
條
委
艮
會
が
付
屈
事
件
に
つ
い
て
、
璽
茎
房

L

で
な
い
。
‘

`

.

,

2

、
延
會
を
宜
告
し
た
と
き
は
、
額
長
は
そ
の
旨
を
瞭
員
忍
付
識
事
件
を
、
委
員
、
議
長
及
び
市
長
に
通
知
し
な
け
れ
一
た
と
き
は
、
委
員
長
は
報
告
害
を
作
り
、
多
数
意
見
者
の

べ
登ご打、¥

．

ぴ

市

長

に

迎

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

ば

な

姜

い

。

f
こ
署
名
を
付
し
て
｀
議
長
に
提
出
し
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
o
,
，
9

悶

f
;
~

．

冒
~
9
.

＇
，
；
—

4

ー

'
l
l
|
|

ー
ー
・
‘
•
ら
•
‘
>
〗
・
芸

f
f
f
,
'
,

｀

9
•

一 2、季
且
會
の
報
告
署
に
は
委
艮
會
の
決
定
の
理
由
そ
の
他
璽
＋
八
條
，
議
長
は
、
議
會
の
會
議
に
付
す
る
事
件
及
立
を
盲
地
方
自
治
浣
誓
二
十
一
條
の
規
定
に
よ

i
-
贔

．
，
＇
＂
＇

z

必
要
た
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
•
そ
の
順
序
ヽ
並
び
に
開
馘
の
日
時
を
、
該
事
日
程
に
記
載

i

は
自
已
の
職
名
を
告
げ
書
函
諏
長
の
許
可
を
受
け
た
後
羞
言
＇
．

'，

3
、
承
認
さ
れ
た
事
件
の
調
査
に
つ
い
て
も
前
二
項
の
規
定
一
し
、
豫
め
議
員
及
び
市
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
す
る
こ

3
が

で

ぎ

る

。

ノ

~
ー
を
準
用
す
る
。
一
い
、
但
し
緊
急
を
要
す
る
も
の
は
、
こ
●
限
り
で
な
い
。
一

2

、
す
べ
て
登
言
は
演
敬
に
森
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
第
二
十
一
條
躁
會
は
委
員
會
の
恭
査
又
は
調
査
に
つ
翌
露
二
十
九
條
談
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
；
又
は
議
且
翌
い
。
但
し
簡
累
蕊
詈
は
誡
長
の
許
可
を
受
け
た
と
き

期
限
を
付
し
、
そ
の
結
果
を
謡
會
に
報
告
さ
せ
る
こ
と
が

i

ら
励
議
が
あ
っ
た
と
き
は
、
議
長
は
甜
論
を
用
い
な
い
で
＿
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で

き

る

。

一

會

賊

に

諮

り

、

議

事

日

程

の

順

序

を

斐

更

す

る

こ

と

が

で

3

、
登
育
に
つ
い
て
は
要
旨
を
具
し
、
豫
め
呼
成
長
に
通
告
し

]
 

て
お
く
こ
―
こ
が
で
き
る
。
敵
長
に
お
い
て
、
登
言
塾
晏

第
二
十
二
條
談
合
は
必
要
が
あ
る
と
き
は
委
且
會
に
お
竺
き
る
。

孟
雙
は
詞
査
中
の
事
件
に
つ
い
て
、
中
間
報
告
を
求
姻
―
二
十
條
緊
急
事
件
に
つ
い
て
は
、
議
長
が
必
要
と
認
め
一
受
理
し
た
と
き
は
、
他
に
優
巧
し
て
漿
宵
を
許
さ
な
け
れ

一
る
さ
き
、
又
は
眺
員
の
動
厳
が
あ
た
と
き
は
、
談
長
は
討
・
ば
な
ら
な
い
。

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

六

窄

會

謡

・

一

論

を

用

い

な

い

で

會

馘

に

諮

り

、

こ

れ

を

瞭

事

日

程

に

追

第

三

十

六

條

譲

照

外

の

筑

間

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

．

鋭

一

節

開

眺

、

休

憩

及

ぴ

散

會

＿

加

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

-

豫

め

議

長

に

届

け

出

た

け

れ

ば

な

ら

な

唸

但

し

、

緊

急

第
一
—
＋
ー
―
-
條
喜
諮
は
午
前
九
時
に
開
き
、
午
後
五
時
に
閉
ー
第

1二
十
一
條
誠
半
日
程
に
記
載
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
談
ー
を
要
す
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
唸

じ
る
°
但
し
談
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
又
は
談
會
の
厳
會
を
開
く
こ
と

p.

、
で
き
な
か
っ
た
と
き
又
は
議
事
を
終
る
・

2
、
前
項
の
残
問
の
許
否
は
、
議
會
に
諮
り
吋
論
を
用
い
な

決
に
よ
り
、
こ
れ
を
綾
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
-
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
丑
成
長
は
こ
れ
を
最
近
の
．
い
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
、
開
合
は
、
窟
鈴
を
以
て
報
知
す
ろ
0

但
し
撃
板
叉
は
繋
〈
談
事
日
程
に
記
載
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
第
三
十
七
條
装
宵
は
書
そ
の
中
途
に
お
い
て
、
他
の
登
言

t

に
よ
つ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
。

i

．

第

三

節

勁

談

析

を

以

て

こ

れ

に

代

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

．

第
三
十
八
條
延
會
、
中
止
又
は
休
憩
の
た
め
、
登
打
を
終

•
第
一
＿
＿
十
二
條
勁
躁
は
一
人
以
上
の
賛
成
者
が
な
け
れ
ば
昭
、

•. 

―
わ
ら
な
か
っ
た
賊
且
は
、
更
に
そ
の
議
事
を
始
め
た
と
き

i

類
と
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
條
談
長
が
開
諮
を
宜
告
す
る
ま
で
は
、
何
人
も

磁
―
―
-
+
―
-
＿
條
緊
急
助
戚
及
び
磁
事
の
手
緻
、
拌
決
の
方
法

殴
事
に
つ
い
て
薇
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ

の

登

酋

を

絞

け

る

こ

と

か

で

き

る

。

‘

第
三
十
九
條
議
長
に
お
い
て
、
登
呼
い
が
譲
題
外
に
わ
た
る

休
憩
、
磁
事
の
中
止
、
散
介
、
休
會
、
烈
疑
又
は
討
論
の
―

第
二
十
充
條
訣
長
は
會
説
の
始
め
に
芯
い
て
諸
般
の
報
告

―
終
結
等
泊
決
を
要
す
る
勁
践
は
、
他
の
事
件
に
f

．
だ
っ
て

を
す
る
0

但
し
、
黙
急
事
件
は
い
つ
で
も
報
告
す
る
こ
と

が

で

音

る

。

ー

と

認

め

た

と

き

、

又

は

冗

長

に

わ

た

る

と

認

め

た

と

音

は

‘

こ
れ
を
制
止
し
、
な
ほ
従
わ
な
い
と
き
は
、
登
往
を
禁
止

]
付
餓
す
る
°
但
し
、

E

袋
旅
が
あ
る
と
き
は
詔
令
に
詣
り
、

、

し

又

は

退

掛

さ

せ

る

こ

と

が

で

さ

ろ

。

吋
論
を
川
い
な
い
で
そ
の
可
否
を
走
め
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

第
二
十
六
條
略
是
は
事
件
を
旅
題
た
す
る
と
き
は
、
そ
の

旨
を
査
告
す
る

0

'

^

。

2
‘

閥
述
し
た
事
件
は
旅
長
が
必
要
と
認
め
た
掲
介
、
又
は
•
第
三
十
四
條
・
心
限
案
修
悪
蓋
琵
、
三
人
以
上
の
賛
成
ポ
第
四
十
條
秀
且
會
に
付
託

i

翁
慶
ぴ
事
件
の
合
贖

C

に
お
い
て
は
、
そ
の
始
め
に
委
且
是
が
．
が
且
行
の
綿
過
並

ー
が
な
け
れ
ば
躇
俎
‘
こ
な
ら
な
い
。
、

令
践
の
談
決
に
よ
り
、
一
括
し
て
球
題
と
す
る
こ
さ
が
で
f

-
2
、
前
瑣
の
懃
峨
は
文
布
を
以
て
提
川
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
一
び
に
緒
果
を
見
＇
す
る
。
こ
の
内
容
の
報

J
h
2

に
つ
い
て
は

さ
る
C

い

。

．

探

め

委

"
1行
の
承
認
を
斑
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
P

第
一
平
七
條
開
議
、
休
憩
、
球
事
の
中
止
、
散
令
及
び
延

令
は
贖
昇
が
岱
＂
す
る

0

地
力
自
沿
法
第
百
十
四
條
第
二
＿

•
第
四
十
一
條
前
條
の
巧
h
i
l
f
r
の
パ
盆
叩
並
び
に
拮
梨
を
報
告

項
の
均
＾
＂
を
除
く
外
、
誼
此
は
い
つ
で
も
令
減
を
中
止

．． 

第

四

節

痰

行

し
又
ば
休
憩
す
る
こ
と
が
で
さ
る

”

i

第
一
＿
＿
十
五
條
令
訊
に
お
い
て
、
夜
行
し
よ
う
と
す
る
抒
は
ナ
る
と
き
、
委
且
長
は
、
こ
れ
に

Fl已
の
邸
見
を
加
え
て

一
起
立
し
で
「
瞭
長
」
と
呼
び
畜
靖

lAは
bl已
の
硝
席
垢
琥
は
な
ら
な
い
。

第

二

節

諌

半

n程

行費nA-1-n門年門十二和昭
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廣

B
市
枢

_＿七

決
定
し
た
請
願
の
報
告
に
つ
い
て
、
瞑
貝
1
-
＿
名
以
上
か
ら
範
固
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
第
百
五
條
諮
員
は
、
三
人
以
上
の
賓
成
を
以
て
、
懲
罰
の

第

十

一

章

紀

律

l
'

勁
醗
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
の
動
厳
は
、
事
犯

會
譲
に
付
す
べ
き
要
求
が
な
い
と
き
は
、
委
且
會
の
決
定

第
九
十
六
條
醗
員
は
識
會
の
品
侃
を
軍
ん
じ
た
け
れ
ば
た
一
の
あ
っ
た
翌
日
主
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
確
定
―
ヽ
ニ
す
る
。

第
百
六
條
懲
罰
の
動
談
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
畜
議
長
は

第

八

十

九

條

市

長

、

選

拳

管

塁

五

會

の

元

員

長

、

監

査

ら

た

い

。

一

第
九
十
七
條
議
場
に
入
る
も
の
は
帽
子
、
外
套
。
裸
巻
、
一
一
直
あ
、
に
こ
れ
を
議
會
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
散
會

委
員
叉
は
公
安
委
員
は
、
地
方
靡
誓
百
二
十
五
條
の

傘
、
杖
の
類
を
狩
用
叉
は
携
帯
し
て
は
な
ら
た
い
。
但
し
｝
．
後
提
出
ざ
れ
た
と
ぎ
は
、
最
近
の
議
會
で
、
こ
れ
を
談
題

、
病
氣
そ
の
他
の
事
由
で
議
長
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
ー
と
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
定
に
よ
り
、
謡
會
よ
り
送
付
さ
れ
た
請
願
の
虞
理
の
経

-
2
、
前
項
の
場
合
議
長
は
討
論
を
用
い
な
い
で
談
會
に
諮

こ
の
限
り
で
な
い
。

過
及
び
結
果
を
速
か
に
、
談
長
に
報
告
し
た
け
れ
ば
な
ら

懇
九
十
八
條
識
場
に
お
い
て
乱
語
喫
煙
し
●
又
は
曾
談
中

i

り
、
こ
れ
を
警
塁
五
會
に
付
託
し
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
．

9

.

，.

5

な
い
。

繋
に
降
席
し
、
若
し
く
は
他
人
の
翌
―
-
E

を
妨
げ
て
は
な
餌
百
七
條
懲
罰
委
員
會
庄
本
人
及
び
腸
係
人
を
召
喚
し

9

.

｀
第
九
十
條
読
長
は
、
陣
情
密
そ
の
他
の
ぶ
の
で
、
そ
の
内

／

ら

な

い

。

』

・

て

零

問

す

る

こ

と

が

で

音

る

。

，

＇

、9..'

容
が
請
願
に
滴
合
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
奮
こ
れ
を
受

第
九
十
九
條
會
談
中
退
席
し
よ
う
と
す
る
者
は
議
長
の
許
2
畜
前
項
の
場
合
畜
賜
係
人
を
召
喚
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

狸
し
て
請
願
の
例
に
よ
り
、
誕
狸
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

可

を

受

け

た

け

れ

ば

た

ら

な

い

。

一

議

長

を

経

て

し

な

け

れ

ば

な

ら

た

い

。

．

放

第

十

脊

●

住

民

及

び

顧

城

内

の

胴

体

等

第
百
條
議
長
が
制
鉦
を
嗚
ら
し
た
と
ぎ
は
、
何
人
も
沈
欺

i
3
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
召
喚
さ
れ
た
議
艮
は
畜
出
席
し

'

と

の

爛

係

一
て
事
犯
に
つ
い
て
陳
述
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
●

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・

'
・
第
九
十
一
條
地
立
自
治
法
第
百
條
に
よ
り
、
廂
壺
又
は
調
・

第
百
一
條
前
五
ヶ
條
の
外
、
紀
律
に
つ
い
て
は
地
方
自
治
{
甲
百
八
條
議
員
は
自
已
の
詔
罰
事
犯
の
會
議
叉
は
委
鼠
會
・
し

〗
.
I
査
の
た
め
躁
會
に
速
墨
人
そ
の
他
の
幽
係
人
の
出
頭
、
諦

法
第
百
二
十
九
篠
の
規
定
に
よ
り
議
長
が
定
め
る
。
．
＿
に
出
席
し
議
長
又
は
委
員
長
の
許
可
を
受
け
て
、
自
ら
難

,
—

-
i
-
E

又
は
記
録
の
提
出
を
求
め
、
ま
た
市
内
の
圃
体
等
に
毅

一
明
し
、
又
は
他
の
議
且
を
し
て
、
代
つ
て
辮
明
さ
せ
ろ
こ

第

十

二

章

懲

罰

し
報
告
、
記
録
の
提
出
を
求
め
る
動
賊
が
あ
っ
た
さ
き
は

〔
、
市
諮
長
は
會
腿
に
諮
り
、
こ
れ
を
定
め
識
長
が
こ
れ
を
行
う

第
百
一
一
條
懲
罰
は
、
懲
罰
委
員
會
の
席
査
の
後
、
議
會
の

i

と
が
で
き
る
。

‘
、
,
2
、
一
を
艮
會
よ
り
賊
長
に
前
項
の
要
求
が
あ
っ
た
時
も
ま
た

議
決
で
畔
成
長
が
●
れ
を
宜
告
す
る
。
秘
密
會
談
で
議
決
し
｛
第
百
九
條
懲
罰
の
う
ち
~
公
開
の
議
場
に
お
け
る
、
戒
告
？

・

同

様

と

す

る

。

誓
ぎ
は
、
公
開
の
諮
場
で
、
こ
れ
を
宜
告
し
な
け
れ
ば
一
又
は
陳
謝
に
つ
い
て
庄
警
罰
啓
旦
會
が
こ
れ
を
起
卒
し

r

,

報
慶
十
二
條
懇
長
又
は
委
員
長
は
證
人
に
討
し
、
そ
の
出

た

ら

た

い

。

―

そ

の

報

告

と

共

に

、

こ

れ

を

議

長

に

掘

出

し

な

け

れ

ば

な

.

.
、
頭
前
に
、
懇
め
證
―
―
―
-
E

の
要
旨
を
記
し
た
書
面
の
提
出
を
求

臀
―
―
一
條
謡
長
の
制
止
又
は
翌
―
,r:

取
消
の
命
令
に
従
は
な

i

ら
な
い
。

一
口
冒
〗
冒
冒
言
[
[
〗
〗
[
[
[
[
[
[
`
`
｀
〗

`
`
A
[
0
[
[
l
l
T

□
□
9ロ

;
2

、
委
員
會
で
懲
罰
事
犯
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
は
畜
こ
~
合
も
出
席
停
止
の
期
間
は
、
前
項
の
制
限
を
超
え
る
こ
と
．

-7口
｀

汀

臼

且

[

[

い

又

は

委

且

れ

を

訊

長

に

報

告

し

て

、

虞

分

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

一

が

で

き

な

い

。

第
百
四
條
秘
喜
畠
事
を
涵
ら
し
た
者
が
あ
る
さ
き
は
一
第
百
十
一
條
出
席
を
停
止
さ
れ
た
説
且
は
、
そ
の
期
間
中
，
．

、
叩
長
は
羞
神
に
よ
り
宜
密
さ
せ
て
證
行
さ
せ
た
け
れ
ば
な

識
長
は
こ
れ
を
懲
罰
事
犯
と
し
て
、
懲
罰
委
員
會
に
付
罪
は
、
委
且
の
職
務
を
停
止
す
る
。
．

'□液
ら

た

い

。

-
g
9

」
i犀
九
い
い
い
い
い
。
い
い
い
い
口
[
”
い
心

0の
指
し
い
〗
い
い
／

f
i
t

／
い
〗A

-
ー

,
5
1
、
`
-
＿
な
い
と
ぎ
は
、
議
長
は
更
に
忽
罰
委
員
會
に
付
託
す
る
こ
第
二
條
傍
讐
誓
れ
を
一
般
席
及
び
新
廊
記
者
席
に
分
ろ
こ
と
は
で
き
な
い
。
｀

lJ 

1
'

と
が
で
き
る
0

，

け

る

°

附

且

第
百
言
一
條
議
會
を
竪
が
し
又
は
議
會
の
体
阿
を
汚
し
、
第
三
條
傍
邸
人
は
、
傍
踪
券
に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、
こ
の
規
則
庄
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
セ
れ
を

言
聾
か
が
特
に
悪
い
も
の
は
、
出
席
を
停
止
し
又
は
除
係
員
よ
り
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
い
つ
で
も
傍
璧
分
を
施
行
す
る
。
•
/

名

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

、

提

示

し

，

た

け

れ

ば

た

ら

た

い

。

ー

！

ー

第
百
十
四
條
懲
罰
委
員
會
が
除
名
す
べ
き
も
の
と
し
て
報
第
四
條
左
の
事
項
に
該
裳
す
ろ
も
の
と
認
め
ら
る
者
は
、
島
市
告
示
甲
第
一
琥

．
．
告
し
た
事
犯
に
つ
い
て
、
地
方
自
殆
法
第
百
一
二
十
五
條
第
傍
臨
席
に
入
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い

6

廣
島
市
役
所
の
執
務
時
間
は
~
廣
島
市
役
所
執
務
時
間
並
び

嘉

の

同

意

が

た

か

っ

た

と

き

、

醗

長

は

本

意

に

定

め

た

①

傍

臨

券

を

所

持

し

た

い

者

、

に

休

日

規

程

に

拘

ら

ず

、

以

時

刻

法

に

よ

る

夏

時

刻

の

期

間

②

精

帥

鉛

割

者

常

分

の

間

、

午

前

九

時

よ

り

午

後

五

時

四

十

五

分

ま

で

と

す

他
の
懲
罰
を
料
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

十

ー

ー

一

章

補

則

‘

｛

⑬

）

異

様

の

服

装

を

し

て

い

る

者

．

る

。

第
百
十
充
條
會
眺
規
則
の
疑
義
は
誼
長
が
こ
れ
を
定
め
る
④
旗
織
プ
ラ
カ
ー
ー
ド
そ
の
他
氣
勢
を
示
す
慮
あ
る
も
の
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
一
日
．

但
し
額
長
は
謡
會
に
諾
り
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
を
持
つ
て
い
る
者

．．
 

炭
島
市
長
祖
井
信
1
1
―

眸．

ni．
⑤

兇

器

又

は

危

除

の

慮

あ

る

器

物

を

持

つ

て

い

る

者

廣
島
市
告
示
甲
第
二
琥

第
一
條
こ
の
規
則
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
磁
且
の
⑥
酒
氣
を
帝
び
た
者
．

本
~
1
一
日
市
識
會
の
談
決
を
続
た
昭
和
二
十
四
年
度
厳
島
市

9
,
1
-
＿
分
の
二
以
上
が
出
席
し
、
そ
の
隠
羅
且
の
過
半
数
の
⑦
引
率
者
た
・
き
十
ニ
オ
未
●
認
の
者

歳

入

出

豫

符

の

要

領

は

左

の

通

り

。

．

／

同

益

を

得

な

け

れ

ば

た

ら

な

い

。

、

第

五

條

餓

長

は

取

締

の

た

め

必

要

と

認

め

た

と

き

は

言

傍

但
し
、
こ
の
豫
鉗
は
即
日
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
二
條
こ
の
規
則
は
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
認
人
の
数
を
制
限
し
、
又
は
氾
場
を
命
ヤ
る
こ
と
が
で
き

す
る
。

昭
和
二
十
四
年
四
苔
一
日

る。

炭
島
市
長
濱
井
倍
―
―
―

昭
和
二
十
二
年
六
月
廣
島
市
告
示
甲
第
十
一
拙
の
二
厳
島
第
六
條
傍
瑯
人
は
左
の
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

昭
和
二
十
四
年
度
版
品
市
歳
入
川
豫
仰

鷹

谷

談

規

則

は

こ

れ

を

聾

す

る

。

・

①

帽

子

、

外

套

、

株

麿

類

翌

租

翌

忍

こ

と

0

但

歳

入

し
餓
長
の
許
可
を
受
け
た
こ
音
は
こ
の
限
り
で
た
い
・

'
-
、
市
税
金
塔
は
各
千
百
囮
拾
五
万
四
千
七
百
訳
拾
武
闘

②
私
語
、
飲
食
，
喫
煙
し
た
い
こ
と
”

一
縣
税
附
加
税
金
成
は
九
拾
参
万
参
千
七
百
八
拾
九
●

③
示
威
に
渉
る
行
岱
を
し
た
い
こ
と

二

獨

立

税

金

四

千

七

百

七

拾

万

JL
百
拾
九
闘

R

令

碧

葛

月

蒻

し

inJ
否
を
表
明
し
又
は
批

1
-
＿
地
方
即
付
税
令
七
千
九
百
九
拾
登
万
九
千
挙
百
武
拾

肝
し
な
い
こ
と

六
回

⑤
そ
の
他
令
践
の
姉
布
と
た
る
行
岱
を
し
な
い
こ
と

第

七

條

こ

の

規

則

の

規

定

に

媒

抒

す

る

傍

蕊

人

が

あ

る

と

金

成

百

九

拾

万

六

百

八

拾

八

闘

き
は
、
蹄
長
は
こ
れ
を
制
止
し
、
命
令
に
従
わ
た
い
と
さ

は
、
そ
の
行
に
対
し
退
掲
を
命
じ
、
又
は
必
要
が
あ
る
場

行表n八十J)陀年門十二和昭

ヽヽ•,-··~=;:,社し土39 9 1 ,,..，． ‘̀二.＇-.... 
'：＇-'凸

報 ．市 島 ，廣

滴
島
市
告
示
甲
第
八
十
九
筑
・

隈
島
市
訊
令
に
お
い
て
昭
和
一
平
四
年
ー
ニ
月
一
二
十
一
日
昭
決

し
た
版
島
宙
譲
會
傍
障
人
取
締
規
則
を
改
訳
す
る
規
則
は
次

一

の
通
り
で
あ
る
。
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ー
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四
年
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1
二
十
一
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E

廣

島

市

長

釈

井

伯

1

ニ

脱
品
市
躁
令
傍
邸
入
取
締
規
Hlj
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第
一
條
令
凍
を
傍
認
し
よ
う
と
す
る
抒
は
、
傍
即
券
（
新

ヽ

四
昭
法
-
'
よ
る

税

牧

入

=
-
言
公
企
業
及
財
究
牧
入

金
拾
五
万
六
千
九
百
戒
甜
四
闘
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金
四
拾
九
萬
参
千
八
百
拾
梱

金
拾
四
寓
四
百
武
拾
回

金
拾
拾
九
萬
七
百
武
拾
｀
訳
邸

金
参
百
五
批
八
千
武
百
四
拾
五

回金
五
拾
登
批
五
千
参
百
闘

金
五
萬
五
千
九
百
七
拾
登
闘
・

金
登
昂
六
千
六
百
茎
拾
邸

金
七
萬
武
千
武
百
参
拾
登
闘

金
拾
琴
萬
九
千
八
百
五
拾
八
闘

金
五
拾
琴
洪
八
千
武
百
六
拾
八

回

1

十

八

育

成

費

金

五

拾

参

萬

四

千

四

百

七

回

十

九

健

康

指

等

諸

費

金

荏

整
9
千
五
百
回

八
．
璽
醤
醤
費
金
惑
千
七
百
八
拾
・
丑
廊
五
千
武
百
武
園

ー

配

給

諸

費

金

拾

七

萬

四

千

八

百

九

回

二
商
工
諸
費
，
金
九
拾
充
．
筑
七
千
七
百
武
拾
登

回

ー
＿
―
-
農
水
南
語
費
，
金
六
拾
四
幽
参
千
八
百
七
拾
戒

回

・

四

度

批

笥

諸

費

金

四

函

千

武

百

戒

拾

五

回

万

認

愁

認

認

器

金

充

拾

寓

闘

六

薙

委

員

會

瓜

令

九

拾

四

廊

六

千

八

百

七

拾

五

皿

七
海
盃
翌
硲
委
竺
令
役
金
充
拾
六
寓
冗
キ
・
九
百
参
拾
式

闘

八

燕

市

場

役

金

琴

拾

戒

萬

七

千

四

百

琴

拾

参

回

九

溢

叫

所

毀

金

戒

拾

芍

．

寓

七

千

充

百

琴

拾

八

問

卜

届

指

忠

所

血

金

訳

拾

六

寓

武

千

訳

百

武

拾

闘

滋

蹂

腐

ハ

金

冗

百

冗

拾

今

寓

冗

千

六

百

訳

拾
登
回

ふ、
"μr¥]
り

t
金
千
七
百
七
拾
吠
砒
千
九
百
冗

拾
六

lnl

=1――――――-＝―――-＿
1
=―――――――――――――――――●●●-― 

笹
二
十
七

tt

•qih"

J
J
A
t

ぇ
”
1

I
-
F
 

-

t

-

＇ 

．
 ，

 

T
丁
3
土
指
忠
所
費

八
家
寄
市
場
役

九

湘

漑
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毀

四
度
批
笥
諸
費

五
物
衰
術
給
諸
叫

六
晨
地
委
員
會
費

十
二
下
水
道
調
査
費

+
-
-
＿
賤
芥
蒐
集
費

十
四
侮
尿
汲
取
毀

十
五
紺
舶
渾
送
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十
一
下
水
道
費

四
、
國
庫
●
又
出
金

一
國
庫
補
助
金

.
，
二
補
給
金

五
、
縣
支
出
金

一

交

付

金

二

補

助

金

六

、

奇

附

金

ー

寄

附

金

七

、

繰

入

金

一

繰

入

金

八

、

繰

越

金

ー
前
年
度
繰
越
金

九

、

維

牧

入

ー

一

納

付

金

篇
慧
及
鷹
釜

1

二
物
品
両
彿
代
金

子

四
利

充
市
税
廷
滞
金

六
繰
替
金
戻
入

使一手

敷用
｀ 
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一
基
本
財
廂
牧
入

二
椛
災
救
助
基
金
牧
入

一
云
成
立
金
牧
入

四

財

廂

牧

入

・

五
財
究
斑
彿
代
金
ぃ

て
使
用
料
及
手
数
料

金四万四千八拾八闘

金戒千九百四回

金式万八百八拾九闘

金八万九千四拾笠闘

金武闘

金四千四百四拾九万参百武
拾参腿

金参千戒百五万六千百闘ー

金千武百四拾参万四千武百
武拾参回

金蛮供千八百参拾五万四千
八百四拾七闘

令登低千八百武拾参万参千
戒百拾五趾．

金拾武万千六百奎拾武闘

金四千五拾琴万七千四拾八園

金武百登万宜千七拾●

ぶ羞＿干八百五括戒万千九百
．七拾八揺．

金登闘

金登闘、

令拾登万戒千六百七闘

金拾翌万式千六百七闘

金登趾

金登回

金千武百七万四千九拾七回

金八拾武万六千九百四拾七闘

，金百五拾九万七千五百九闘

金七拾七万六千九百訳拾五闘

金拾充万九千八百七拾斌邸．

金冗拾参万七百八拾四闘

金八百拾六万九千武百四拾
式回

! 
復

靡
＝ 
十
t: 

競

＇ •I 

究

繰

特

金

六
字
岡
澗
礼
牲

七
過
年
度
支
川

八

牲

文

川

二

訴

訟

毀

一
ュ
滞
納
閑
分
投

四
特
別
令
計
純

tH金

＇し、

金
式
拾
七
萬
武
千
武
百
闘

金
登
億
五
千
四
百
六
拾
九
部
九
千

五
百
戒
拾
瞑
闘

金
七
千
八
百
拾
四
寓
参
千
八
酒

拾
五
闘

二
民
生
委
員
費
金
拾
窃
裔
翌
千
l
r
u
‘

1

二
民
生
委
員
事
務
所
費
金
参
拾
武
萬
四
千
武
百
四
拾
闘

四

隣

保

館

投

へ

屯

参

拾

登

幽

五

千

八

百

四

拾

戒
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五

保

蓑

院

費

，

金

百

四

拾

八

萬

九

千

五

百

八

拾

四
闘

六

保

育

所

費

金

七

百

戒

拾

六

寓

九

千

武

百

闘

七

蹄

害

救

助

費

金

戒

千

九

百

四

闘

．

金
四
拾
愈
函
武
千
百
六
拾
八
仰

八

厚

生

諸

投

九

公

園

質

金

五

拾

璧

弗

九

千

五

百

八

闘

十

兒

竜

輻

証

費

金

九

百

九

拾

登

整

ハ

千

八

百

四

拾

登

園

、

十

一

価

子

寮

費

金

四

萬

四

百

武

拾

闘

金
四
千
五
百
六
拾
六
寓
琴
千
九

百
拾
九
闘

金

四

拾

充

萬

七

千

闘

十

二

失

業

應

急

事

業

投

金

五

千

六

百

拾

萬

闘

七
、
保
健
術
生
投
金
千
百
四
拾
萬
七
千
武
百
煎
拾
闘
，

ー

保

健

所

費

金

百

琴

拾

四

萬

六

千

武

百

七

拾

金
戒
百
四
拾
四
萬
五
千
同

金

百

式

拾

八

萬

八

千

闘

｀

．

五

邸

金
五
千
八
百
九
拾
愈
萬
六
千
会
百
六
闘
二
僻
染
病
豫
防
投
金
翫
百
八
拾
参
萬
七
千
八
百
参

金

千

八

百

七

拾

八

萬

千

九

百

六

拾

闘

拾

六

闘

・

1

二
鼠
族
昆
虫
廣
除
費
金
八
拾
八
萬
九
千
参
百
式
拾
九

闘

金
五
百
式
拾
四
萬
戒
千
六
百
七

二
中
康
校
股

拾

六

邸

四

ト

ラ

・

ホ

ー

ム

豫

防

投

金

六

萬

充

千

闘

，

＿
―
-
高
等
學
校
費
・
金
武
千
百
九
拾
九
萬
袋
千
百
九
五
結
核
豫
防
費
金
参
拾
琴
萬
宜
千
宜
百
琴
拾
馴
，
．

六

性

病

豫

防

費

金

六

千

邸

拾
六
闘

四
工
業
班
問
學
校
典
金
六
百
武
寓
五
千
八
百
戒
恰
五
七
市
民
病
院
股
金
九
萬
四
千
八
百
九
拾
四
闘
、
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À
 

側

•'‘,..L9,

.‘;.",',.¢~;.,.‘-

．． 
一仁，．み旦澤

．
．
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九

、

財

廂

費

金

百

九

拾

萬

五

千

五

百

八

拾

四

園

．

九

災

害

救

助

険

費

金

拾

四

寓

五

千

参

百

七

拾

五

回

．．
 
八
'
]

一

某

本

財

甕

造

成

喪

食

拾

七

萬

六

千

百

七

拾

五

回

十

寮

喪

金

五

拾

九

萬

七

千

八

百

梱

二

財

産

管

狸

喪

金

百

七

拾

愈

逃

九

千

四

百

九

闘

十

七

畜

像

備

費

金

百

六

拾

四

疵

闘

し

十

｀

統

計

調

査

費

金

五

拾

六

瑛

四

千

四

百

闘

、

一

豫

備

費

金

百

六

拾

四

萬

邸

一
統
計
調
査
費
金
在
拾
六
邸
四
千
四
百
回
‘
歳
出
合
計
金
六
協
参
千
四
●
日
四
拾
八
萬
五
百
七
拾
闘
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十
一
、
選
學
費
金
六
百
参
拾
七
萬
四
千
百
八
拾
五
回
歳
入
出
差
引
残
金
た
し

一

速

魯

費

金

六

百

参

拾

七

萬

四

千

百

八

拾

廣
島
市
告
示
甲
第
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＿琥

丘
回

十
二
、
公
費
金
千
四
百
四
拾
冗
萬
七
千
六
百
四
拾

園

本

月

一

日

市

譲

會

の

厳

決

を

斑

た

昭

和

二

十

四

年

度

廣

島

市

金
充
百
九
拾
登
寓
八
千
八
百
七
特
別
會
計
水
道
事
業
費
歳
入
出
豫
筑
の
要
領
は
左
の
通
り

拾
充
回
．

但
し
、
こ
の
豫
舘
は
郎
日
こ
れ
を
施
行
す
る
。
＇
．

金
八
百
五
拾
琴
萬
八
千
七
百
六

．

拾

四

闘

．

昭

和

二

十

四

年

四

可

二

日

,

．

廣

島

市
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四
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萬
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豫

備
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．
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元
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備

投
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闘

．
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喜

四

千

八

百

九

拾

緊

翠

六

百

戒

四

、

慧

扁

金

拾
参
闘

一

維
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歳
入
出
差
引
残
金
た
し

究

、

豫

備

投

ー

金
充
拾
登
萬
武
エ
登
百
九
拾
八
園

金
五
拾
登
疵
武
千
登
百
九
拾
八
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金
四
百
参
拾
戒
萬
闘

金
四
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参
拾
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船
趾
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千
戒
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闘
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一

豫

備

費

金

蛮

千

回

歳
出
合
計
金
四
百
八
拾
参
函
八
千
四
百
参
闘

歳
入
出
差
引
残
金
な
し

廣
島
市
告
示
甲
第
五
琥

本
月
一
日
市
議
會
の
議
決
を
箆
た
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市

特
別
會
計
奨
學
資
金
歳
入
出
豫
算
の
要
領
は
左
の
菰
り
。

但
し
、
こ
の
像
算
は
卸
日
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭

和

二

十

四

年

四

月

二

日

．

．

．

巖

島

市

長

｀

泊

井

信

昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
特
別
會
計

奨
學
資
金
歳
入
出
豫
掠

．

歳

入

一

、

資

金

収

入

金

登

千

四

百

参

闘
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資

金
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入

金

登

千

四

百
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闘

歳
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計

．
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登

千

四

百
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闘
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．
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捩

學

費
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登

千

四

百
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闘
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奨

學

費

・

金

蛮

千

四

百

参

闘

歳
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計
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登

千

四
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差
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廣

島

市

告

示

甲

第

十

四

琥

＿

本
月
一
日
市
議
會
の
議
決
を
斑
た
昭
和
二
十
四
雷
誓
市

帽
這

Oia"Lい

□い
い
す
る

C_-

昭
和
二
十
四
年
四

1
二

日

'

炭

島

市

長

渋

井

r

ー
昭
和
二
十
四
年
度
炭
島
・
頂
袋
入
川

豫
虹
氾
加
．

ヽ

歳

入

八

、

繰

越

念

金

五

拾

幽

闘

一
前
年
度
繰
苫
金
・
介
五
拾
介
森
g

肢
入
＾
＂
汁
．
笠
伐
認
闘
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出
金
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/
笠
炊
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闘
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鉗
．
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又
川
・
ざ
北
拍
5

出
悶

市
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廣
島
市
告
示
甲
第
十
琥

本
月
一
日
市
謡
合
の
談
決
を
経
た
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市

特
別
會
計
戦
災
復
輿
投
歳
入
出
橡
僚
の
要
領
は
左
の
通
り
。

但
し
、
こ
の
豫
算
は
即
日
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭

和

二

十

四

年

四

月

二

日

‘

廣

島

市

長

演

井

俗

昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
特
別
會
計

戦
災
狡
興
投
歳
入
出
豫
算

歳

入

-
｀
閾
庫
支
出
金

艇
島
市
告
示
甲
第
十
九
琥

杏
脊
市
犀
＂
の
蹄
決
を
経
た
昭
和
二
十
四
年
・
慇
椅
箭

戯
入
川
像
筑
泊
加
の
要
領
は
左
の
通
り
。

但
し
、
こ
の
茂
舘
は
即
日
こ
れ
を
加
行
す
る
。

昭
和
一
平
四
年
四
月
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版

島
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平
叫
年
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磨
島
市
告
示
甲
第
十
一
琥

本
月
一
日
市
謡
會
の
議
決
を
経
た
昭
和
二
十
四
年
度
巖
島
市

特
別
會
計
戦
災
復
典
歳
入
出
豫
窟
．
追
加
の
要
領
は
左
の
迎
り

但
し
、
こ
の
豫
媒
は
即
日
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
・
四
月
二
日
．
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億
登
千
武
百
万
拾
煎
疵
九
千
戒
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闘
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千
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役
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歳
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八
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金
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感
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宜
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圃
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昭
和
二
十
四
年
四
月
二
日
歳
入
出
警
引
残
金
な
し

ー
前
年
度
繰
越
金
金
参
百
武
寓
五
千
邸

、

廣

島

市

長

没

井

倍

‘
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歳

入

合

計
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愈

参

百

武

函

五

千

圃

昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
特
別
會
計
．

歳

出

戦
災
復
興
歳
入
出
豫
算
追
加
．

五

、

数

育

費

金

琴

百

戒

幽

五

千

闘

歳

入

二
、
中
學
校
費
.
.
-
．
翠
翌
拾
七
幽
互
千
梱

写

繰

越

金

金

武

百

麦

盃

晟

千

四

百

拾

充

園

各
一
、
高
等
學
校
費
金
八
拾
荏
幽
闘

ー
前
年
度
繰
越
金
金
戒
百
奢
批
戒
千
四
百
拾
宜
闘

歳

出

合

計

金

参

百

武

萬

充

千

趾

歳
入
合
計
金
武
百
姿
萬
武
千
四
百
拾
五
闘

ー＇言

巌
入
出
強
引
残
金
な
し

歳

Ii

一
、
戦
災
復
興
費
金
武
百
琴
批
戒
千
四
百
拾
五
回

五
住
宅
建
股
役
金
四
拾
萬
武
千
闘

七

建

築

投

金

百

六

拾

登

凶

四

百

拾

互

闘

歳
出
合
計
金
戒
百
参
逸
砥
千
四
百
拾
充
闘

歳
入
出
差
引
残
金
な
し

廣
島
市
告
示
甲
第
十
八
琥

豫
防
接
種
法
第
六
條
に
基
く
腹
チ
プ
ス
及
び
パ
ラ
チ
プ
ス
豫

防
接
菰
を
左
の
通
り
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
四
月
十
一
日

廣
鳥
市
長

泊

井

与
ロ．ー

監
査
報
告
第
七
琥

地
方
自
治
法
第
百
九
十
九
條
に
依
る
監
査
報
告

三
月
八
日
よ
り
執
行
L
た
f
可
察
局
監
査
の
結
果
を
別
紙
の
通

り
恨
告
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
三
月
二
十
二
日

炭

島

市

殿

査

委
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鈴

木

毀

岡

巾

邑

元

で
●
以
麻
殴
査
の
桔
果
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、
磁

U
の
定
且
並
び
に
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訟
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況
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甲
第
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昭
和
二
十
四
年
四
月
十
一
日

廣

島

市

長

濱

井

信

―

―

-

左
記
の
者
は
昭
和
二
十
四
年
四
月
九
日
緊
急
臨
時
巖
島
市
議

會
に
お
い
て
市
議
會
副
議
長
に
営
速
し
た
。
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一
、
公
航
投
金
登
千
六
百
八
拾
参
萬
登
千
八
百
登
園

一

元

金

償

遼

金

金

登

園

＇

二

利

子

金

登

千

六

百

八

拾

参

萬

登

千

八

百

園

歳
出
合
計
金
六
低
九
千
五
百
式
拾
参
萬
七
千
八
百
登
圃

炭
入
出
差
引
残
金
な
し

昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
歳
入
出
豫
筑
追
加

歳

入

八

、

繰

越

金

金

千

六

拾

充

幽

参

百

六

拾

六

闘

、
一
前
年
度
繰
越
金
金
千
六
拾
五
萬
参
百
六
拾
六
闘

九

、

雑

収

入

．

金

百

萬

闘

二

辮

償

金

及

報

償

金

金

百

寓

闘

・

十

｀

市

債

金

四

百

拾

迅

閥

．

―

市

偵

金

四

百

拾

疵

回

歳

入

合

計

金

千

五

百

七

拾

写

函

参

酋

六

拾

六

回

歳

出

二

、

役

所

費

金

拾

武

猟

闘

一

役

所

毀

金

拾

武

配

腿

―
―
-
、
密
察
蒋
防
毀
金
諏
拾
感
批
五
千
闘
'

三

消

防

圃

費

金

武

拾

感

幽

五

千

闘

六
、
社
會
努
働
施
設
費
金
四
百
拾
況
六
千
九
百
九
拾
登
闘

十
二
蓮
い
場
照
伽
費
金
四
百
拾
腐
六
千
九
百
九
拾
登
梱

七
、
保
健
術
生
費
金
千
廊
同

ー

保

健

所

役

金

千

廊

闘

十
三
、
綸
送
費
金
五
萬
七
千
六
百
六
拾
八
闘

冨

迭

費

・

金

天

萬

七

千

六

百

六

拾

八

闘

十
五
、
災
害
土
木
投
金
拾
八
函
番
千
六
百
七
闘

一
水
害
役
蒋
費
金
拾
八
萬
参
千
六
百
七
回

十
六
、
語
支
出
金
金
百
茸
疵
七
千
百
闘

十
一
緑
化
週
間
宜
施
投
金
宜
萬
じ
千
百
闘

十
二
原
煤
研
究
所
費
金
百
部
闘

歳
出
合
計
金
千
茸
百
七
拾
究
萬
参
百
六
拾
六
闘

歳
入
出
差
引
残
金
な
し

．
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炭
凸
市
根
“
枯
節
一
二
十
ヤ
既

』
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五

t
 

T
 

．．
 

r,＇` 

lsi役
m技
術
屯
且
に
任
命
ナ
る

一ー 版
島
市
事
務
史
且
に
任
命
す
る

主
北
に
補
す
る

市
是
衣
長
le命
ヤ
る

．
 

岡

虎

之

柿

拙

波

巌

技

術

史

且

松

林

錨

願
に
よ
り
本
職
を
免
ヤ
ろ

j 

令

、 • , .

島

9-- -ら”'ュ',',、,.
9、
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廣

．
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定陪叛別―]↓＿霞[―

長

祗

部

補

長

一

匂
ウ

立

雙

＿

＿

＿

＿

七

l-9豆
―
―
一
五
八
四

二
局
＿
虹
酎
．
「

．．
 

i

．[ ．．．
 

記
＿
い
＿
．

i
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-
9
9

・・・・・・・国
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―
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三
―
五
＿
二0
-——-
0
-—五
九

甚

撰
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一
現
費
＿
＿
＿
一
―

_
-
0
-
—
_
＿
旦
―
七
八
ー
ニ
ニ
四

甚
準
＿
＿
＿
ー
―
_
＿

-]101―
10
一
耳
九

西
茫
．
浪
J ••• 
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丁

＿

＿

＿

＿

言

一

―

―

＿

六
l

-

七
九
一
ニ
ニ
七

こ

ニ

―

―

-

＿

ー

五

＿

喜

―

阜

―

五

八

鸞
＿
如
酎
．
「
．．．． 

l．, •• 
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i．
喝

-III了
一

．
八
＿
ー
ニ
＿
―
-
言
。
一
四
こ
旦

備
老
基
ポ
定
且
は
昭
和
ニ
ニ
、
一

0
、
一
官
報
公
示
人
口
に
よ
っ

て
算
出
し
た
る
し
の

・

．．
 
ー僻

暫
寮
法
施
行
令
に
よ
る
基
準
定
且
マ
J

本
市
條
例
に
よ
る
定
且

さ
の
比
較
表

.
I
』．．

．
 

．．
 

同 腐
島
市
事
謗
吏
艮
に
任
命
す
ろ

衛
生
巡
説
に
補
す
る
（
各
通
）

／

事

務

艮

同同同同同同同

．

同

•

FnJ 
同同

牙

ゾ

同

同同

殴
肋
市
事
務
吏
且
に
任
命
す
る

害
記
に
補
す
る
（
各
通
）
．
＇

昭
和
二
十
四
年
・
三
月

n-+-n（
各
通
＿

技

術

吏

且

西

絹
入
討
院
閃
長
を
命
ヤ
る同

巧
州
長
を
命
ヤ
る

・ーー

住

田

治

迫

l l l 

弘

::'if西束小土時松元渡瀬岩佐吉西森
風

野原本辻肥乗岡呂迩一良綺伯村田野

勝松政昭一光正秋良 七寛冗敏一

郎 筏 夫 牡 惑 夫 之 三 一享郎明治夫光

屠
場
長
を
命
ヤ
る

且
五
蝶
ぃ
戊

9-;'g-．`

c
.
 

1
,
 
．
 

． 
／ 

井脊松
...手

元＊本

蔑四忠
.. 

男郎人

ぶヽ
’ぃ

が
9

．9
:
•
]

．

，

庖
島
市
置
費
の
得
笈
災
贔

塁
豆
己□
ロ
―
」
-
〗
[
―
竺
竺
[
―
―

―

ー

・
1

-

―

]

-

ふ士
．

．

惑

別

こ

5

長

視

部

補

長

一

定

一

―

ー

五
l•••• 

'
国
[••• 

]
 

．．
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]．

i
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9●
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:
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:
二
丁
正
言
二
ニ
ロ
ロ
＿
ニ
ー
ロ

ロ

[

[

一

＿

＿

＿

―

―

-

[

査 巡

計

屯
務
吏
凪

倅
年
に
つ
き
本
臓
を
免
ヤ
ろ

固

有

松

喜

‘高

＊ 

延
次
郎

き
で
あ
る
か
ら
、
将
来
條
例
の
制
定
に
常
つ
て
は
特
に

懺
煎
を
期
す
べ
き
で
あ
ろ
0

,

-

3
本
市
密
察
吏
且
中
、
市
外
よ
り
の
通
勤
者
が
現
在
二
十

三
名
あ
る
。
そ
の
殆
ん
ど
全
員
が
住
宅
雑
に
よ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
職
務
の
特
歿
上
非
常
事
態
の
突
疲
等
に
蒟

虞
す
る
た
め
市
螢
住
宅
の
優
光
的
入
届
叉
は
寮
の
設
置

等
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

事
務
の
臨
珊
朕
況

．

事
務
の
慮
理
に
就
て
改
善
叉
は
是
正
を
要
す
る
と
認
め
た

主
要
の
事
項
を
左
に
列
記
す
る
。
＇

コ
含

p

,

1
.

,
 
..
 
,

．
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技
師
に
補
す
る

¥liv 
-
F
J
-
―
-
＋
一
議
案

畜
第
百
二
十
四
披
暗
案
昭
和
二
十
一
一
一
度
炭
島
市
歳
入
出

豫

筑

追

加

更

正

原

案

可

決

一
、
第
百
二
十
充
琥
昭
案
昭
和
二
十
＿
＿
一
度
廣
島
市
水
害
役

恕

投

公

俯

方

法

中

笈

班

に

つ

い

て

同

．． 

右

一
、
第
百
二
十
六
猿
磁
案
昭
和
二
十
三
年
度
巖
島
市
勘
粟

代

公

術

方

法

中

炭

更

に

つ

い

て

同

右

一
、
筍
百
二
十
七
蒻
猿
案
昭
和
二
十
三
年
度
炭
島
市
班
路

橋
梁
特
別
紫
備
投
公
依
方
法
中
様
更
に
つ
い
て
同
右

一
、
第
百
二
十
八
貌
硝
火
〈
昭
和
二
十
一
ー
一
度

181島
市
桁
防
衣

材
稔
備
役
公
偵
方
法
中
礎
班
に
つ
い
て
同

・ヽ

右

一
、
市
百
二
十
九
焼
限
案
昭
和
二
十
三
年
度
版
肋
市
保
他

所
述
収
代
公
偵
方
法
・
児
翌
火
に
つ
い
て
同
右

'
 ヽ

-
＝
月
二
十
＿
―
-
日
耳
問
し
た
定
例
廣
島
市
議
會
は
四
月
五
日
閉

會
し
た
。
議
決
事
件
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

記

1
-

＿
月
二
十

1
-

＿
日
議
決

一
、
第
百
こ
十
二
辣
滋
案

出
豫
筑
追
加

一
、
第
百
二
十
三
猿
謡
案

買
牧
毀
公
低
方
法

一
、
自
第
一
琥
醗
案

至
第
四
十
九
琥
厳
案

昭
和
二
十
三
年
度
敵
島
市
歳
入

原
案
可
決

昭
和
二
十
三
年
度
痰
島
市
住
宅

同

右

昭
和
二
十
四
年
度
跛
島
市
歳
入

出
豫
筑
共
他
各
蔀
醗
案委

員
會
付
託

昭
和
二
十
二
年
度
炭
島
市
各
菰
歳
入
出
決
算
全
部

委
旦
會
付
托

維

報

、
事
務
吏
員

同

事

務

長

を

命

ナ

る

昭
和
二
十
四
年
四
月
十
五
日
（
各
通
）

＇ 

―
_
-
．
-

尾

・':;共．枯、

査

計．小

計

計

巡

小

合

（
昭
和
二
四
、
―
_
-
‘

ー
一
、
現
在
）

在
員
は
五
百
七
十
四
名
で

'
は
左
表
の
通
り
で
あ
る
。

四
名
の
欠
艮
と
な
つ
て
い
る
。

各
署
配
遣
の
献
況

I

t

,

＇
ヽ

．

3

,
E

＼

•

1
'

．
＇

,

1

,

＇

l
f

_

,
9

.

＇

ら

'i
k

且

'
j
1

1
i
t
l
i

・

'
i
i
l
"
E
'
~
d
?

•
~

g
`
l
,

．

j
r

'
J

り

1
1
l
'

り
，
9
＇
,
＇

r

r

•

'
.
h
1

‘

1
・

1
'
d
,
3
4
り

'
i
1

り

h

ヽ
リ
'

9
り"

i

-

_
＿
一
＿
ガ
消
泊
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J
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し
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9
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゜

炭
島
爾
報
復
活
第
一
＿
＿
十
七
親

，．`
 

1
，
し

・

こ
れ
が
階
級
別
に
よ
る
局
、
並
び
に

．， 

, I 

I
 i

 '
 

ー`
＇’

一
、
出
勤
縛
と
願
届
蔑
を
蒟
照
し
て
出
勤
と
休
暇
が
合
致
；

た
い
も
の
が
五
件
あ
る
。

二
、
備
品
及
び
岡
諮
保
管
簿
＇
に
物
品
取
扱
主
任
者
の
捺
印
が

全
部
洩
れ
て
お
り
保
管
資
任
の
所
在
が
明
確
で
な
い
。

三
、
消
耗
品
受
聾
磨
．
物
品
取
扱
主
任
者
及
び
使
用
者
の
捺

印
洩
れ
が
多
訥
あ
り
又
各
署
に
甜
し
て
交
付
し
た
物
品
に

翠
て
も
こ
れ
が
受
領
印
を
微
し
て
居
ら
ヤ
受
彿
が
明
確

で
な
い
。

＇

閂
郵
便
切
手
受
彿
襄
乗
車
券
受
彿
隠
体
暇
伺
蒋
等
は

正
規
の
悔
冊
に
改
め
ら
れ
た
い
。

．．
 

芍
密
察
業
務
塗
行
の
た
め
特
に
棗
急
を
要
し
前
渡
金
を
以

て

翠

辮

す

る

場

合

に

蹴

謳

し

喜

喜

塁

二

喜

醤

｀
を
保
兄
日
し
そ
の
内
金
十
萬
千
六
十
七
闘
を
常
該
旅
投
と
し

て
●
又
彿
つ
て
い
ろ
ぷ
そ
の
内
容
は
親
察
用
務
に
し
て
特
に

緊
急
を
要
す
る
旅
行
と
は
認
め
雑
い
。
こ
れ
が
取
扱
は
椴

夏
喜
を
以
贔
理
す
る
こ
嘉
妥
常
で
あ
る
。
＇

六
、
呼
墾
吏
且
の
旅
投
支
組
に
つ
い
て
は
本
市
の
旅
投
條
例
ー

を
適
用
す
べ
く
規
定
さ
．
れ
て
い
る
が
職
階
級
に
よ
る
支
給

額
に
つ
い
て
明
確
を
欠
い
で
い
る
か
ら
旅
雖
支
給
の
適
正

を
期
す
る
た
め
こ
れ
を
叫
文
化
せ
ら
れ
た
い
。

七
、
公
安
委
員
が
出
張
す
る
場
合
喉
託
と
し
て
出
張
し
て
い
．

る

が

頻

託

や

手

紹

を

了

し

て

い

な

い

。

・

八
、
非
常
事
態
の
登
生
、
並
び
に
兇
縣
犯
罪
の
突
礎
に
蒟
虞

、
す
べ
き
呼
備
役
と
し
て
二
十
三
年
七
月
．
一
日
食
撮
投
前
渡

査
含
一
萬
闘
を
支
出
保
狩
し
て
い
る
が
こ
れ
を
述
用
し
て

い
な
い
狸
吠
で
あ
っ
て
食
縄
役
と
し
て
の
前
渡
は
聾
品
で

な
く
｛
．呼
ろ
非
常
密
備
毀
と
し
て
豫
窟
℃
計
上
す
る
等
考
慮

す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
る
。
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一ー 報

昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
歳
入
出
豫
算

5
.,
e
 

．

修

正

可

決

立

＇、

昭

一
、
第
二
慇
識
案
巖
島
市
有
給
吏
員
定
敏
條
例
中
改
正
に

•

利
• 

1
 
I
 

ぃ；、・

+

つ

い

て

！

同

右

四

：

年

一

、

第

1

二
雑
峨
案
廣
島
市
消
防
吏
艮
定
藪
條
例
中
改
正
に

原
案
可
決

．
つ
い
て

四
．
月

八
，
．
十
一
、
第
四
眺
議
案
巖
島
市
報
酬
並
び
に
投
用
辮
償
條
例
中

ヽ

原
案
可
決

ダ

．aJ

改
正
に
つ
い
て

一
、
第
五
雑
議
案
廣
島
市
税
條
例
中
改
正
に
つ
い
て
‘

‘'：

敬
．

修
正
可
決

/
〗
/

、
行

、

一

応
を

i：し
ふ？

？
，
．
 

．
 
一
、
第
三
十
穴
饒
謹
案
昭
和
一
．

l+皿
I

年
度
炭
島
市
特
別
會

"t
^
 

存．
1

．“i
•.

. 

翡

災

復

悶

費

歳

入

出

豫

節

原

案

可

決

9,
99'竃

’
‘r
)

一
、
第

1

二
十
七
雅
議
案
廣
島
市
水
道
使
用
條
例
中
改
正
に右

司

つ
い
て

一

.,．口

．

て

第

一

二

十

八

琥

議

案
，
廣
島
市
含
薔
屋
條
例
中
改
正
に右

同

・

つ
い
て

,
＇
〗.

9

一
、
第
三
十
九
盤
議
案
昭
和
一
、
一
十
四
年
疫
廣
島
市
特
別
會

・心

．

．

計

水

道

事

甕

裔

方

法

同

右

て
第
四
十
雅
議
案
昭
和
二
十
四
年
度
炭
島
市
特
別
會
計

？

，

都

市

計

歯

事

業

費

公

依

方

法

同

右

〗

廣
、

一
、
第
四
十
一
琥
議
案
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
特
別
會

し，

｀

計

戦

災

復

興

繋

裔

方

法

同

右

一
、
第
四
十
二
碧
議
、
翡
法
人
全
國
市
有
物
件
災
璽
共

い
島
済
會
に
本
市
財
密
及
び
埜
造
物
の
災
害
共
演
を
委
託
す

同

右

,.、

．
．
．
る
同
意
に
つ
い
て

. 9

・ハ9
9

て
第
四
士
藝
議
案
、
年
度
内
一
時
借
入
金
に
つ
い
て

5
,

」・

市

同

右

.
‘
,
'
「
、
第
四
十
四
整
塁
誓
市
税
條
例
中
改
正
に
つ
い
て

同

右

、、報

l"
第

四

十

五

慇

塁

誓

農

察

識

員

並

び

に

消

防

戦

唇
給
典
等
に
関
す
る
條
例
中
改
正
に
つ
い
て同

右

一
、
開
四
十
六
器
塁
誓
市
製
喜
所
廃
止
に
つ
い
て

右

同

羞

閉

喜

盟

廣

島

市

川

納

そ

の

他

の

食

叶

事

務

一

委

任

條

例

制

定

に

つ

い

て

司

右

、
第
四
十
八
蟹
案
昭
和
二
十
四
年
佃
岡
島
市
特
別
令

翡

晶

悶

戻

息

塁

同

右

、
符
四
十
九
破
翌
案
昭
和
ー
ー
十
四
悶
農
市
特
別
令

社
収
災
復
梱
究
＾
ム
俯
方
法
中
珀
疋
に
つ
い
七

J
 

.＂ 
一

行孜日八十J]四年四十，二和昭
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島
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熙
愉
根
復
祐
笹
柔
＇
七
競
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一
、
第
百

1

二
十
競
謡
案
昭
和
ニ
ャ
三
年
度
廣
島
市
中
央

卸
齊
市
堤
建
設
毀
公
伯
方
法
中
褻
更
に
つ
い
で原

案
可
決

一
、
第
百
一
二
十
一
雑
談
案
昭
和
二
十

1

-

＿
年
度
炭
島
市
水
道

事

業

毀

公

依

方

法

中

綾

更

に

つ

い

て

同

右

一
、
第
百
三
十
二
猿
識
案
昭
和
二
十
三
年
度
廣
島
市
戦
災

復
躾
事
業
費
公
柄
方
咤
、
中
翔
更
に
つ
い
て
同
右

一
、
巖
島
市
峨
會
委
員
曾
條
例
改
正
に
つ
い
て
同
右

同
右

一
、
厳
島
市
談
會
會
議
規
則
改
正
に
つ
い
て

一
、
脱
愚
巾
諮
會
傍
競
人
取
締
規
澗
改
正
に
つ
い
て

同
右

一
、
廣
島
市
議
咆
曾
事
務
局
事
務
分
堂
條
例
改
正
に
つ
い
て

同

．

右

一
、
隈
島
市
謡
令
事
務
局
職
員
定
敬
條
例
改
正
に
つ
い
て

同

．

右

一
、
厳
島
市
議
會
岡
粛
室
規
程
制
定
に
つ
・
い
て
同
右

一
、
廣
島
市
談
會
閾
害
室
渾
螢
委
艮
會
條
例
制
定
に
つ
い
て

同

右

一
、
登
議
（
ク
ロ
ワ
ー
ド
中
佐
に
鉗
す
る
感
謝
決
躁
文
賠
呈

の

件

）

決

，

定

四
月
1

日
識
決

一
、
第
一
琥
謡
案

K
 

ー
・1

、9ヽ
ヽ

9≪

し＂，口
、9
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．． 
＇ ，
 

ヽ

1
..
.
 1
,
 

一
、
第
二
十
一
魏
議
案
昭
甜
二
十
四
年
度
應
島
市
橋
梁
架
一

賢

雙

沢

裔

方

法

原

案

可

決

一
、
第
二
十
二
欝
誓
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
中
央
卸右一

，

同

．

蛮
市
場
建
設
歿
公
俵
方
法
．

一
、
第
二
十
一
二
琥
議
案
昭
和
二
十
四
年
度
炭
島
市
棧
梱
彼

蕉
費
公
値
方
法

．

同

右

一
、
第
二
十
叩
薮
蹴
案
昭
和
二
十
四
年
疫
廣
島
市
慾
商
修

．

築

貧

樅

金

公

伯

方

法

同

右

ズ
第
二
十
五
猿
談
案
昭
和
二
十
四
年
疫
廣
島
市
i

大
業
應

急

事

業

役

公

術

方

法

同

右

一
、
第
二
十
六
被
議
案
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
註
會
努右

同

：
働
施
設
投
公
値
方
法

．

一
、
第
二
十
七
蒻
諮
案
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
消
防
資

材

槃

備

投

公

俯

方

法

同

右

一
、
第
二
十
八
琥
議
案
昭
和
二
十
四
年
度
炭
島
市
水
害
役

窃

公

値

方

法

．

同

右

一
、
第
二
十
九
稗
談
案
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
特
別
舎

計

水

道

事

業

投

歳

入

出

豫

掠

同

．

右

一
、
第
三
十
糠
議
案
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
特
別
合
計

一
、
第
十
充
琥
談
案
廣
島
市
診
療
所
使
用
料
及
ぴ
手
数
料

條
例
中
改
正
に
つ
い
て

．

同

右

．

八

全

喜

屋

翌

歳

人

出

豫

締

同

右

｀

一
、
第
三
十
一
腕
議
案
昭
和
一
一
十
明
年
度
巖
島
市
特
別
會

一
、
第
十
六
盤
賤
案
廣
島
市
表
彩
條
例
制
定
に
つ
い
て

、
計

奨

展

資

金

巌

入

出

窟

算

同

右

．

・

同

右

て

璽

十

二

雑

議

案

I
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
特
別
舎

一
、
第
十
七
腺
賊
案
廣
島
市
密
察
表
彰
條
例
制
定
に
つ
ぃ
．
計
天
満
町
外
部
落
有
財
南
歳
人
出
豫
符
同
右
．

恒
才
｀
「
、
第
三
士
―
―
被
談
案
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
特
別
含
．

て

一
、
第
十
八
讐
議
案
殷
島
市
消
防
表
彰
條
例
制
定
に
つ
ぃ
計
用
品
調
襲
蓋
＾
塑
翌

．
同

右

伊
ォ
一
、
第
三
十
四
植
議
案
昭
和
二
十
四
年
度
巖
島
市
特
別
會

‘

ー

計
都
市
計
訛
事
業
箪
津
町
附
近
士
地
匿
割
紫
狸
事
業
投
．
．

一
、
第
十
九
披
鼈
案
廣
島
市
共
演
組
合
條
例
中
改
正
に
つ

い
て

．

． 〗
．
、

r

同
右
歳
入
出
豫
算
同
．
右
．
、

5

一
＂
第
三
十
品
琥
議
案
昭
和
二
十
四
年
＇
陵
廣
島
市
特
別
會
，

· 〗

一
、
第
二
十
賊
眼
案
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
土
木
費
公

計
都
市
計
批
事
業
毀
歳
入
出
豫
節
．
同

へ
右
、

詞

債
方
法

．

．

同

右

4‘ •• 

9
,

＇
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`
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9
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・
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・
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•• 

一
、
昭
和
二
十
二
年
度
腹
島
市
各
種
歳
入
出
決
緯
全
部
認
一
，
請
願
（
尾
長
出
張
塁
築
品
門

99

る
件
）□[探ご
〗釘
”

（
希
痰
條
項
付
）
一
、
喜
（
猿
猥
川
下
流
足
旧
緒
、
草
津
幹
線
道
路
に
乱
釘

孔

委
員
會
付
祀

y

一
、
第
五
十
腕
議
案
昭
和
二
十
四
年
席
廣
島
市
歳
入
出
豫
梱
梁
を
至
急
架
設
方
要
望
の
件
）

．

原

案

可

決

一

、

請

願

（

宇

品

出

張

所

梱

充

の

件

）

＇

．

採

摺

｀

算
追
加

．

・
一
、
第
五
十
一
璽
案
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
述
勁
場
一
、
登
議
（
猿
猥
川
下
流
に
宵
崎
、
草
津
幹
線
道
路
醤
ぅ

v
,
．[[

同
右
楯
梁
を
至
急
架
設
方
要
望
の
件
）
・
・
決

＇
．
、
定
ー戸〗

薬
備
費
公
依
方
法

・

一
、
第
五
十
二
琥
議
案
昭
和
―
―
．
ー
—
_
ー

十
四
年
席
隈
島
市
特
別
會

計

戦

災

復

興

歿

歳

入

出

豫

練

追

加

同

右

四

月

八

日

．召
集
し
た
緊
急
臨
時
廣
島
市
議
會
は
四
月
九
日
閉

．-[

一
、
第
五
十
一
藝
議
案
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
歳
入
出
會
し
た
。
議
決
事
件
は
次
の
通
り
で
あ
る
0

,

．

□況

.a 

豫
僚
追
加

．

音
"

同
右
四
月
九
日
蹴
決

ー
第
五
十
．
四
聾
議
案
中
學
校
の
設
置
に
つ
い
て同

右
一
、
第
五
十
六
琥
職
案
昭
和
―
―
十
四
年
度
●
島
市
歳
入
出

勺バ

一
、
第
五
十
五
盤
議
案
小
學
校
の
設
置
に
つ
い
て

＇

豫
算
追
加

、原
案
可
決
｀
，叫

同

右

-

9

廣
島
市
議
會
副
議
長
速
畢
に
つ
い
て
・

｀

村
上
源
次
郎
常
速

・「一
[.

誌
見
，
螂
麟
謬
希
墜
事
項
は
左
の
通
り

；
新
規
採
用
に
よ
る
埒
員
の
抑
制
に
つ
い
て

、
事
務
改
善
蒟
策
に
つ
い
て

、
社
會
敬
育
費
の
埒
強

、
育
成
毀
の
増
強

•‘
,.’L‘

.‘ 
•• 

、
商
工
租
談
所
の
設
置
に
つ
い
て

．．．，

．
文‘
5i-

、
市
螢
住
宅
使
用
料
に
つ
い
て
，
‘

、
廣
告
税
の
賦
課
率
の
改
正
に
つ
い
て

四
月
五
日
議
決

、

翡

（

書

品

出

張

所

慧

畜

）

胃

芥

翡

、
醤
（
岡
島
市
中
隈
町
及
び
上
窓
激
町
坤
翫
匝
測
蒋

理
施
行
征
期
並
び
に
天
涸
川
及
び
那
品
川
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行後EI四十二月五年Vl-I十二利昭

（

年

金

及

び

一

時

金

）

の

限

り

で

な

い

9

.（
災
害
に
よ
る
受
給
資
格
及
び
金
額
）
，

第
十
五
條
吏
員
が
公
務
の
た
め
、
傷
痰
を
受
け
、
叉
は
疾

第
三
條
退
認
料
及
び
迫
族
扶
助
料
は
年
金
と
し
、
退
職
給
（
受
給
喪
格
喪
失
の
原
因
）

典
金
及
び
死
亡
給
典
金
は
一
時
金
と
す
る
。
第
十
一
條
吏
員
在
職
巾
、
止
の
各
琥
の
一
に
該
賞
す
る
と
ー
病
に
か
か
り
、
そ
の
職
に
堪
え
な
い
で
退
識
し
た
と
き
は

．
き
は
、
そ
の
引
績
い
た
在
職
に
つ
き
、
こ
の
條
例
に
定
め

一

そ
の
在
職
年
数
に
か
か
わ
ら
す
、
こ
れ
に
退
既
料
を
支
給
i

（
年
金
支
給
の
期
間
）
＇
”

腐
條
退
隠
将
及
び
造
族
扶
助
斜
の
給
典
は
、
こ
れ
を
受
る
給
典
を
受
け
る
衰
格
を
失
う
。
一
す
る
。
但
し
、
そ
の
吏
員
に
煎
大
な
過
失
の
あ
っ
た
場
合
一

け
る
項
由
の
生
じ
た
月
の
翌
日
か
ら
、
こ
れ
を
始
め
、
椛
一
、
懲
戒
誕
分
に
よ
り
解
職
せ
ら
れ
た
と
き
。
一
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

利
が
な
く
な
っ
た
月
を
以
て
終
る
。

・

ニ
、
不
都
合
の
行
為
が
あ
っ
て
免
職
せ
ら
れ
た
と
き
。
前
項
の
退
隠
料
の
年
額
は
、
在
職
年
＋
IJg
年
（
特
別
戟
吏
一

（
年
金
の
支
給
時
期
）

I

―
―
-
、
喜
以
上
の
刑
に
臨
せ
ら
れ
た
と
き
。
一
員
は
九
年
）
未
満
の
者
に
あ
っ
て
は
、
退
職
常
時
の
給
将

臀

條

翡

覧

藝

翡

靡

料

は

、

そ

の

年

額

を

四

分

（

遣

族

の

支

給

順

位

)

/

年

額

の

百

五

十

分

の

五

十

（

特

別

職

吏

nは
百
丘
十
分
の
一

し
、
師
年
一
月
、
四
月
、
七
月
、
十
月
に
、
そ
の
前
月
分
第
十
二
條
こ
の
條
例
に
定
め
る
坦
族
の
給
典
は
、
妻
、
子
、
＿
＿
一
十
五
）
に
相
常
す
る
金
額
に
、
在
職
年
十
四
年
以
上
の

ま
で
を
支
給
す
る
。
但
し
死
亡
叉
は
楠
利
の
消
滅
、
若
し
夫
、
父
、
母
、
祖
父
、
祖
母
の
順
位
に
よ
り
、
こ
れ
を
支
一
者
に
あ
っ
て
は
、
前
條
の
規
定
に
よ
り
計
罪
し
た
金
額
に
i

く
は
、
第
十
七
條
第
一
●
跳
、
第
三
琥
、
第
四
琥
及
び
笙
一
給
す
る
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
順
位
の
者
が
敗
人
あ
る
一
各
そ
の
傷
痰
疾
病
の
程
度
に
従
い
、
そ
の
年
祇
の
十
分
の
i

一

十

五

條

策

一

琥

に

よ

る

停

止

の

場

合

は

、

期

日

に

か

か

わ

と

き

は

、

左

の

順

位

に

よ

る

。

―

-PJ
至
十
分
の
七
を
加
え
た
金
額
と
す
る
。

i

ら

す

こ

れ

を

支

給

す

る

。

一

、

子

に

つ

い

て

は

、

長

幼

の

順

序

に

よ

る

。

（

扶

養

家

族

が

あ

る

場

合

）

・

一

（

園

位

未

浙

の

計

罪

法

）

二

、

父

舟

に

つ

い

て

は

、

，

養

父

母

を

先

に

し

、

囲

父

母

を

第

十

六

條

前

條

に

よ

り

退

膝

料

を

受

け

る

者

に

扶

蓑

家

族

が
あ
る
と
き
は
、
二
千
四
百
回
に
扶
養
家
族
の
員
数
を
乗

第
六
條
年
金
の
年
額
叉
は
一
時
金
VJ
給
卑
（
金
額
の
個
位
未
一
後
に
す
る
。
．

滴
は
、
こ
れ
を
園
位
に
滴
た
し
め
る
。
．
―
_
二
、
祖
父
母
に
つ
い
て
は
、
蓑
父
母
の
父
櫛
を
先
に
し
、
一
じ
て
得
た
金
額
を
、
退
匹
将
の
年
額
に
加
給
す
る
。
．

-
l
f父
他
の
父
骨
を
後
に
し
、
父
母
の
投
父
偲
を
先
に
し
前
項
の
扶
養
家
族
と
は
、
退
匝
将
受
給
布
の
退
職
常
時
か

（
時
効
．
）

一
ら
引
績
い
て
そ
の
者
に
よ
b
生
計
を
維
持
し
、
叉
は
そ
の

第
七
條
こ
の
條
例
に
定
め
る
給
典
を
受
け
る
椛
利
は
、
こ
樅
父
栂
を
後
に
す
る
。
．

一
者
と
生
計
を
共
に
す
る
祖
父
低
、
父
母
、
配
偶
者
及
び
未

れ
を
給
す
る
事
山
の
生
じ
た
日
か
ら
、
五
年
間
請
求
し
な
（
樅
利
者
死
亡
の
際
の
支
給
順
位
）

い

と

き

は

、

時

効

に

よ

り

消

滅

す

る

。

第

十

ー

ー

一

條

，こ
の
條
例
に
定
め
る
給
典
を
受
け
る
椛
利
を
有

一

成
年
の
子
を
い
う
。

―
す
る
者
が
、
そ
の
受
け
る
べ
き
生
朴
中
の
給
典
を
受
け
な
一
（
停
止
原
因
）
．

曇

（
誤
渡
旅
低
の
猿
止
）

第
八
條
こ
の
條
例
に
定
め
る
給
典
を
受
け
る
椛
利
は
、
こ
一
い
で
死
亡
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
吏
員
の
逍
族
に
、
前
條
第
十
七
條
退
腿
料
を
受
け
る
者
が
、
左
の
各
琥
竺
に
該

れ
を
誤
渡
し
、
叉
は
揺
保
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
の
順
位
に
従
っ
て
支
給
し
、
，
皿
叫
族
の
な
い
と
き
は
、
死
亡
一
賞
す
る
と
き
は
、
そ
の
間
こ
れ
を
停
止
す
る
。

但

し

恩

給

金

庫

に

甕

保

に

供

す

る

の

は

、

こ

の

限

り

で

な

一

者

の

相

翠

人

に

支

給

す

る

。

一

、

年

令

四

十

オ

に

想

る

月

ま

で

は

、

そ

論

讐

、

ぃ

．

°

-

第

1

一

掌

退

隠

料

四

十

オ

に

満

ち

る

月

の

翌

月

か

ら

四

十

冗

オ

に

満

ち

る

盆

吏

員

の

納

金

義

務

）

・

（

受

給

査

格

及

び

金

額

）

、

月

ま

で

は

、

そ

の

十

分

の

五

を

、

四

十

五

オ

に

満

・

ち

る

―

-月
の
翌
月
か
ら
五
十
に
満
ち
る
月
ま
で
は
、
そ
の
十
分
一

第
九
條
吏
員
は
、
範
月
そ
の
給
料
月
額
の
百
分
の
二
に
相
岱
叩
十
四
條
吏
員
在
職
十
四
年
盆
特
別
職
吏
員
は
九
年
）
以
上
―

,"位
131

す
る
金
額
を
本
市
に
酌
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
で
退
職
し
た
と
き
は
退
匝
料
を
支
給
す
る
。

．

一
の
一
ー
ー
を
停
止
す
る
。
但
し
第
十
五
條
の
規
定
に
よ
り
退
一

＿
前
項
の
退
阻
料
の
年
額
は
在
職
十
四
年
以
上
十
五
年
未
満
＿
隠
料
を
受
け
る
者
及
び
在
職
中
、
公
務
に
よ
ら
な
い
伯
一

G
仕
職
年
計
窮
法
）
↓

・

一

第
ャ
條
吏
員
の
在
職
年
は
、
就
職
の
月
か
ら
起
算
し
退
職
盆
特
別
職
吏
員
は
九
年
以
上
十
年
未
祁
）
の
者
に
は
、
退
職
―
痰
疾
病
の
た
め
、
退
職
し
た
者
（
そ
の
事
坪
9

が
止
む
ま

i

禽
時
の
給
料
年
額
の
百
五
十
分
の
五
十
（
特
別
職
吏
員
は
一
で
）
に
討
し
て
は
、
こ
れ
を
停
止
し
な
い
。

，
 

又
は
死
亡
の
月
を
以
て
終
る
。

砂
謬
鱈
鰐
闘
闘
麟
い
騎
賢
疇
い
闘
い
一
戸
い
鱈
疇
戸
託
鱈
｀
｀

□
〗
-
五
聾□讀誌
り
。
就
載
のJ
J


後
の
在
職
年
月
数
は
こ
れ
を
各
別
に
計
罪
し
、
通
罪
し
な
一
の
給
料
年
額
の
百
五
十
分
の
一
（
特
別
職
吏
員
は
百
五
十
―
―
-
、
七
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
紫
錮
の
刑
に
虐
せ
ら
れ

分
の
五
）
に
相
賞
す
る
金
額
を
加
え
た
金
額
と
す
る
。
一
た
と
き
は
、
そ
の
翌
月
か
ら
、
そ
の
執
行
を
終
り
、
叉

.9
 

翌
但
し
特
別
職
吏
畠
泳
引
祇
き
再
就
靴
し
た
場
合
は
こ

＿’•
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r
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、

一

麟

賃

昇

戸

籠

5
琵

闘

旦

贄

鱈

叶

鱈

炉

＿

二

年

以

上

十

四

年

未

満

（

特

別

戟

麟

鱈

疇

旦

戸

よ

り

組

」

扶

助

料

を

受

け

る

~
'
)
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
吏
員
は
二
年
以
上
九
年
）
で
退
職
し
た
と
き
は
、
退
職
霜
者
に
、
扶
養
逍
族
の
あ
る
と
き
は
、
二
千
四
百
闘
に
扶
養

．
r

・

四
、
前
就
の
但
喜
判
決
を
取
消
さ
れ
た
と
き
は
、
前
就
時
の
給
斜
月
額
に
相
賞
す
る
金
額
に
在
職
年
数
を
乗
じ
た
造
族
の

H
数
を
乗
じ
て
得

Yc金
額
を
、
そ
の
年
額
に
加
給

本

文

の

規

定

を

準

用

す

る

。

、

金

額

・

}

と

退

職

給

典

金

と

し

て

支

給

す

る

。

但

し

第

十

條

第

す

る

。

p

五
、
退
図
料
年
額
が
一
萬
五
千
園
以
上
で
前
年
に
於
け
る
一
一
項
但
書
の
場
合
叉
は
策
十
四
條
第
十
五
條
に
よ
b
退
煕
前
項
の
扶
秀
逍
族
と
は
、
造
族
扶
助
料
を
受
け
る
者
に
よ

退
殴
料
以
外
の
所
得
の
年
額
が
十
五
萬
固
を
こ
え
る
者
将
を
支
給
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
り
、
生
計
を
維
持
し
、
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
共
に
す
る

に

つ

い

て

は

、

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

九

十

琥

恩

給

お

叫

常

遺

族

扶

助

料

辿

族

で

、

逍

族

扶

助

料

を

受

け

る

要

件

を

具

え

る

者

を

い

‘

，

法

臨

時

特

例

第

一

＿

涵

の

規

定

に

準

じ

、

退

膝

料

の

一

部

（

受

給

衰

格

）

う

。

‘
一
第
二
十
一
條
齊
員
が
左
の
各
讐
一
に
該
常
す
る
と
き
は
（
停
止
原
因
）

．

を
停
止
す
る
。
，
＿

六
、
努
働
基
準
法
第
七
十
七
條
の
規
定
に
よ
る
隙
害
補
償
策
十
二
條
に
定
め
る
順
位
に
従
い
、
そ
の
逍
族
に
逍
族
扶
第
二
十
五
條
逍
族
扶
助
斜
を
受
け
る
者
が
、
左
の
各
跳
の

、

又

は

、

こ

れ

に

相

常

す

る

給

付

で

あ

っ

て

、

同

法

第

八

一

助

将

を

支

給

す

る

。

一

．

に

該

常

す

る

と

き

は

、

そ

の

間

こ

れ

を

倅

止

す

る

。

．

廣
轟
喜
属
の
規
定
に
該
常
す
る
も
の
を
受
け
た
者
一
一
、
在
職
平
四
年
以
上
の
者
で
在
職
中
死
亡
し
た
時
。
一
、
第
虐
喜
藝
及
び
第
四
琥
は
、
こ
れ
を
追
誤
扶

に
つ
い
て
は
、
喜
穂
翌
篠
望
受
け
る
耶
翡
二
、
公
務
に
よ
る
街
痰
疾
病
の
た
め
在
職
中
死
亡
し
た
と
助
料
に
準
用
す
る
。
‘

• •

生
じ
た
月
の
翌
月
か
ら
六
ヵ
年
間
第
十
五
條
及
び
第
十
き
。
―
二
、
努
例
基
準
法
第
七
十
九
條
の
規
定
に
よ
る
逍
族
、
補

六
條
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
写
退
匹
料
を
受
け
る
者
が
死
亡
し
た
と
き
。
一
賀
叉
は
、
こ
れ
に
相
常
す
る
給
付
で
あ
つ
て
同
法
第
八
―

島

（

退

職

給

典

金

支

給

に

よ

る

停

止

原

因

）

．

（

子

又

は

夫

で

あ

る

逍

族

）

一

十

四

態

竺

項

の

規

定

に

該

常

す

る

も

の

を

受

け

た

者

懇
八
條
退
烈
料
を
受
け
る
者
が
、
過
去
に
退
職
給
典
金
ー
第
二
十
二
條
逍
族
で
あ
る
子
又
は
夫
は
、
忍
書
一
一
に
つ
い
て
は
、
そ
の
袖
俯
又
は
給
付
を
受
け
る
事
由
の

．

．

 
を
受
け
た
麿
ぁ
っ
て
、
そ
の
受
け
た
額
に
相
党
す
る
金
に
該
賞
す
る
と
き
に
限
り
、
璽
翡
料
を
支
給
す
る
。
生
じ
脊
の
翌
月
か
ら
六
年
間
、
心
必
二
十
一
塁
一
跳

h

額
を
本
市
に
返
迫
し
な
い
場
合
は
、
支
給
す
る
退
既
料
の
一
、
未
成
年
の
子
で
未
だ
婚
姻
し
な
い
と
き
0
1
一
及
び
第
二
十
四
條
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
川
し
な
い
。

繋
、
そ
の
金
額
に
逹
す
ろ
ま
で
、
退
既
料
の
支
給
嘉
二
、
成
年
の
子
叉
は
夫
は
、
不
具
燦
疾
で
あ
っ
て
、
生
活
一
（
椛
利
の
消
滅
）

-r 
.

｀

止
す
る
。
但
し
、
市
長
は
受
給
者
のr
l
l請
に
よ
つ
て
、
五
・
査
料
を
得
る
途
な
く
、
且
つ
こ
れ
義
投
す
る
者
の
な
邸
二
十
六
條
醤
扶
助
料
は
、
史
且
の
死
亡
後
、
•
こ
れ
を
受

．
 
一
け
る
べ
き
逍
族
が
、
•
K
の
各
琥
の
一
に
該
賞
ず
る
と
き
は

年
以
内
で
期
間
を
定
め
、
返
逗
す
べ
き
金
額
を
締
分
し
、
一
い
と
き
。

一
こ
れ
翠
又
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を

報
退
限
料
年
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
（
金
額
）

第
二
十
＿
＿
＿
條
逍
族
扶
助
斜
の
年
額
は
、
左
の
各
裁
に
よ
り
暑
の
次
順
杭
者
に
支
給
す
る
。

き
る
。

,

i
-、
死
刑
又
は
無
期
、
心
布
し
く
は
二
年
を
超
え
る
慾
役
、

こ
れ
を
定
め
る
。

一

’
’
.
（
樅
利
の
消
滅
）

,'~ 
加
箪
九
條
退
賛
は
、
こ
れ
を
受
け
、
又
は
受
け
る
ペ
キ
J

―
一
、
策
二
十
一
翡
函
の
場
合
に
お
い
て
ば
、
そ
の
死
＿
若
し
く
は
然
讐
刑
に
底
せ
ら
れ
た
と
き
及
び
篇
以

一
一
塁
、
左
の
各
琥
竺
に
該
賞
し
た
掲
合
に
は
、
こ
れ
を
ー
音
翡
・
U

み
な
し
、
懇
四
條
の
規
定
に
よ
り
翡
上
の
刑
の
執
行
中
、
又
は
執
行
農
ぁ
る
抒
に
つ
い
て
―

5

支

給

し

な

い

。

じ

た

退

屑

醤

の

十

分

の

五

に

相

裳

す

る

粛

。

屑

翡

料

を

支

給

す

る

耶

由

が

生

じ

魯

き

。

一

屈
一
、
登
靡
の
職
務
に
拙
す
る
犯
罪
函
英
犯
を
除
<
)
に
二
、
祁
ニ
ャ
ー
應
二
娩
の
場
合
に
お
い
て
は
：
く
り
死
二
、
死
亡
し
た
と
・
さ
。

月

ょ

・

リ

猜

躙

以

上

g
刑
に
出
七
ら
れ
た
と
さ
。
一
亡
を
退
巖
と
み
な
し
、
紹
十
ん
條
の
規
定
に
よ
り
汁
邪
―
―
―
‘
逝
又
は
夫
が
紬
婚
し
た
と
き
、
布
し
く
は
肘
川
を
し

．．．
 g

-

-
、
死
刑
又
は
傑
削
、
莉
し
く
は
一
箪
を
超
え
る
訳
役
、
し
た
退
四
計
年
領
の
・
十
分
の
IL
に
相
索
す
る
金
領
、
但
な
い
が
、
平
行
上
婚
叫
闘
係
と
詞
様
の
事
箭
に
入
っ
た

叶
奸
し
く
は
岱
銅
の
刑
に
出
せ
ら
れ
た
と
さ
。
し
こ
の
均
＾
＂
の
第
十
五
條
に
よ
る
加
邪
串
は
十
分
の
七
ー
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
｀

細
．
＿
＿
r

死
亡
し
た
と
合
但
し
祁
ー
一
四
條
祁l
-
i就の
原
利
と
す
る
0
•
四
、
不
具
殷
疾
で
あ
つ
て
、
生
祈
衣
料
を
柑
る
路
が
な
く

.

＝

-r
祁一

i1
一
條
普
面
＄
場
＾
＂
に
お
い
て
は
、
呉
騎
且
つ
こ
れ
を
扶
投
す
る
行
が
な
い
夫
又
は
成
年
の
子
に

t

は

泊

減

し

な

い

し

・

・

ー

羞

底

眼

磯

酪

釜

笠

悶

Ie
分

虎

に

相

笠

’

る

金

煎

つ

い

て

は

、

そ

の

事

梢

が

な

く

な

っ

た

と

さ

。
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「
自
轄
車
の
製
造
粟
又
は
販
喪
業
者
が
、
商
品
自
轄
車
の
試

乗
又
は
運
搬
の
た
め
乗
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
毎
年
市

長
に
申
請
し
て
商
品
自
轄
車
鑑
札
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

前
項
の
商
品
自
韓
車
鑑
札
は
適
宜
の
鑑
札
挿
に
抑
入
し
、
商

言
轄
車
の
ハ
ン
ド
ル
に
附
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
商
品

自
轄
車
鑑
札
の
交
付
を
受
け
た
も
の
が
常
該
螢
業
を
腹
止
し

＇
た
と
き
、
叉
は
本
市
外
に
移
轄
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
鑑
札

を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
．
｀

附

則

，

こ
の
條
例
は
、
昭
和
二
十
四
年
度
分
か
ら
、

る。廣
島
市
條
例
第
二
十
九
琥

巖
島
市
議
會
の
議
決
を
経
て
、
廣
島
市
鑑
札
手
数
料
條
例
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
祀
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
四
月
二
十
八
日

廣
島
市
長
演
井
信
―
―
―

第
一
條
に
「
一
、
新
に
商
品
自
轄
車
鑑
札
の
交
付
を
受
け
る

と
き
」
を
加
え
、
第
一
琥
以
下
を
順
次
繰
下
げ
、
祁
四
琥

に
「
（
但
し
商
品
自
轄
車
鑑
札
を
除
く
）
」
を
加
え
る
。

第
二
條
に
「
一
、
商
品
自
梼
車
鑑
札
、
一
箇
に
つ
き
百
回
」
を

加
え
、
第
一
琥
以
下
順
次
緑
下
げ
る
。

附

則

こ
の
條
例
は
、
昭
利
二
十
叫
年
度
分
か
ら
、

る。
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＇
退
職
し
た
者
が
再
就
敬
し
現
に
特
別
職
吏
員
を
除
く
そ
の

退
唸
料
及
び
溶
族

扶
助
料
年
額
計
邸
’

他
の
吏
員
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
章
死
亡
給
典
金

現

に

在

職

す

る

特

別

職

吏

員

の

在

職

年

月

数

計

穿

に

つ

い

の

某

礎

と

な

っ

た

妥
給
安
格
及
び
金
額
）

て
は
、
•
そ
の
者
が
特
別
職
吏
員
に
就
任
し
た
月
か
ら
起
箕
役
犀
額

一
第
二
十
七
條
吏
員
が
岳
職
贔
以
上
十
四
年
未
満
（
特
別

職
日
は
一
年
以
上
九
年
未
消
）
で
在
職
中
死
亡
し
た
と
き

Pl

、
Pl

円

西
、
m
o
o

1―-‘六00

一
は
、
死
亡
常
時
oJ
給

粁

月

額

に

相

常

す

る

金

額

に

、

そ

の

す

る

。

巻

在
戦
年
数
を
乗
じ
た
金
讐
、
死
亡
給
興
金
と
し
て
、
そ
第
三
書
條
従
前
の
規
定
に
よ
り
受
け
る
退
膠
料
及
び
逍
六
0
0
一
立
、
盆
0
-
―

-g

の
造
誤
に
支
給
す
る
。
但
し
逍
族
扶
助
料
を
給
す
る
場
合
族
扶
助
料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
こ
の
條
例
に
よ
り
受
け
尖
0

1-V‘_-^
0、四‘――――-0

る
も
の
と
み
な
す
。
但
し
第
十
七
條
第
一
就
の
規
定
は
、
七
＾
0

I

＾
、
七
n
o
四
‘
^
o
o

●
,
.
1
1
0
、
一
六
0
主
、
―
-
^
O

は
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ

れ

を

適

用

し

な

い

。

・

九

0

0

一、0110

1
＝
-
‘
。
^
0
工
、
七
六
0

第
1
-
+
1
一
條
の
規
定
は
、
前
項
の
逍
族
に
つ
い
て
も
、
こ

・六、＿＿四0

第
三
十
四
條
昭
和
二
十
ー
ー
一
年
六
月
二
十
日
以
前
に
給
典
事

由
を
生
じ
た
、
退
屁
料
、
退
戦
給
典
金
、
逍
族
扶
助
料
及
<
g
-
＿
四
、
0
0
0

れ
を
準
用
す
る
。

〗
．
（
組
族
の
な
い
場
合
の
受
給
順
位
）
・
一
、
＿
＿
六
0
.

1
1
岱
―
1
0
六
、
喜

□

第
二
十
八
條
死
亡
甜
興
金
を
受
け
る
ぺ
き
者
が
な
い
と
き
び
死
亡
給
典
金
の
昭
和
二
十
一
＿
一
年
九
月
分
ま
で
の
支
給
額

1

、―11(0
•• 

1一芦o・

~‘—-00 

は
、
死
亡
者
の
葬
悩
を
執
行
し
た
者
に
到
し
、
そ
の
二
分
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
前
項
の
五
0
0
-
R
、
共
0
・
奥
0
0

＂u
 ．．． 
廣

．

i

の
一
に
相
常
す
る
金
額
を
支
給
す
る
。
．
場
合
に
お
い
て
は
、
昭
和
二
十
一
＿
一
年
一
月
一
日
か
ら
、
同
<
g
-
―
―
-
、
容
＾
。
＾
、
誓

年
六
月
＝
手
日
ま
で
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
者
の
退
―
―
―
―
-
＿
‘
六
0
0
[
-
r
o
o
o

ベ

，

笹

ハ

平

罪

雑

則

．

一

、

醤

J

菜
、
0
0
0

ー
戦
又
は
死
亡
営
時
の
給
料
の
額
は
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
一
、
九
―
-
0

-
r
.
-
0
0
,
―
―
-
＾
、
四
0
0

[
第
二
十
九
條
第
十
七
條
笙
ハ
就
及
び
第
二
十
五
條
第
二
婉

-
r
-
＿
^
0
四
J
‘
^
o
o

．ぃ
島
の
規
定
に
よ
る
停
止
年
額
が
、
そ
の
者
の
受
け
た
努
拗
基

l
-
l

十
一
日
に
お
け
る
給
典
に
闘
す
る
規
定
に
よ
る
本
倅
OJ

i
`
J
準
法
第
七
十
七
條
若
し
く
は
第
七
十
九
條
の
規
定
に
よ
る
額
と
す
る
u

.

―
-
．
四
六
0
四
―
1
r
g

，
．
穂
度
は
、
こ
れ
に
相
紫
す
る
給
付
で
あ
っ
て
、
同
法
第
第
三
十
五
條
前
條
に
規
定
す
る
選
屈
料
、
悉
族
扶
助
料
に
＿
＿
‘
六
芭
翌
ら
。

哭
、
0
0
0

つ
い
て
は
、
昭
和
こ
十
三
年
＋
月
分
以
降
、
そ
の
年
額
を
一
r
^
＾
o

器四．
Jo

』
．
：
市
八
十
四
條
の
規
定
に
慧
乎
る
も
の
の
金
額
を
、
こ
え
る

―11・ 

1110 

き

琶

芸

＾

oo.

：
•
ー
、
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
停
止
年
額
は
、
常
該
柚
雙
は
そ
の
年
額
計
罪
の
基
礎
と
な
っ
た
給
料
年
額
に
、
そ
れ
ぞ

[
ど
が
給
付
の
金
額
の
六
分
の
一
に
相
常
す
る
金
額
と
す
る
。
翡
應
す
る
別
表
の
唇
藷
料
年
額
を
、
退
載
又
は
死
亡
退
膠
料
及
び
逍
族
扶
助
料
年
額
計
窮
の
基
礎
と
な
っ
た
靡

，

、

報

第

且

知

鰭

施

行

に

欄

し

、

必

要

な

細

則

は

こ

｀

門

ド

ロ

例

の

規

定

を

月

＝

麟

彗

託

認

彗

胄

、

そ

の

倅

一

璽
十
六
條
本
市
に
編
入
せ
ら
れ
た
町
村
の
有
給
吏
員
で
退
限
料
及
び
甜
族
扶
助
料
喜
額
計
邸
の
基
礎
と
な
っ
た
俸
給
一

附

則

.
＇
『
”
口
第
一
．
二
十
一
條
こ
の
條
例
は

5

公
布
の

H
か
ら
、
こ
れ
を
施
ぁ
っ
て
、
引
紐
き
本
市
吏
員
に
任
用
せ
ら
れ
た
者
の
、
そ
，
一
年
額
が
、
こ
の
表
記
戟
の
額
に
合
致
し
な
い
も
の
に
つ
い
て

n
 

＂＂ 

の
町
村
に
お
け
る
在
職
年
月
敷
は
、
こ
れ
を
本
市
の
在
職
＿
は
、
そ
の
直
近
多
額
の
．
俸
給
額
に
到
す
る
恨
定
倅
給
年
額
に

矛ニ
行
し
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
適
用
す

［
 

-

|

|

|

1

|

I

 

・
公
〗
計
る
。
但
し
こ
の
條
例
公
布
の
日
に
お
い
て
、
現
に
在
職
す
年
月
敷
に
通
募
す
る
。
第
十
一
條
の
規
定
は
、
前
項
の
場
；
よ
る
。

．

．

 

ご
＇
’
ぃ
年
る
、
特
別
職
吏
員
を
除
く
、
そ
の
他
の
吏
員
に
つ
い
て
は
合
に
つ
き
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

`
[
＂
／
肛
第
十
條
第
二
項
後
段
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
第
三
十
七
條
昭
和
十
六
年
六
月
一
日
廣
島
市
條
例
第
＿
藝
廣
島
市
條
例
第
二
十
八
硫

巖
島
市
有
給
吏
員
退
匝
料
、
退
職
給
典
金
、
逍
族
扶
助
料
＿
廣
島
市
議
合
の
議
決
を
紐
て
、
廣
島
市
税
條
例
の
一
部
を
次

”
、
"
二
第
三
十
二
條
昭
和
十
六
年
六
月
一
日
以
前
か
ら
、
引
級
き

及
び
死
亡
給
典
金
條
例
及
び
大
l
十
年
一
月
廣
島
市
條
例
の
よ
う
に
改
布
す
る
。
・

・

□四
在
戦
す
る
特
別
職
吏
員
を
除
く
そ
の
他
の
吏
員
の
退
既
料

ー

一
昭
和
一
＿
十
四
年
四
月
二
十
八
日

．

廣

島

市

長

渋

>
•• 

＇
日
又
は
瑣
族
扶
助
料
の
支
給
年
限
の
計
邸
に
つ
い
て
は
、
そ
第
一
就
退
悶
料
増
額
に
梱
す
る
條
例
は
、
こ
れ
を
殷
止
す
一

る。

一
第
二
十
九
條
に
左
の
一
項
を
加
え
る
。

z

．□

環
』
の
在
職
年
十
二
年
を
以
て
、
在
職
年
十
四
年
と
み
な
す
3

パ
．
但
し
昭
和
十
六
年
六
月
一
日
以
後
在
職
年
十
二
年
未
満
で

チ
'

『

,
9
9
 

冒
虚ば・,.

年

裳

●
ー
・
1
ー
一
●
一

固
・
長
四
、
0
0
0
闘
副
分
圃
長
一
、
六
0
0
闘

一
副
固
長
―
―
一
、

0
0
0

闘

一

班

長

五

二

0
闘

廣

島

市

條

例

第

三

十

二

競

＇
廣
島
市
議
會
の
議
決
を
経
て
、
廣
島
市
中
央
卸
喪
市
場
業
務

分
団
長
二
、

0
0
0
闘

そ

の

他

の

四

八

〇

闘

―

條
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
0

•• 

一

副

支

部

長

園

員

•
昭
和
二
十
四
年
四
月
二
十
八
日
，
＇

出

務

手

賞

、

．

廣

島

市

長

濱

兆

信

―

―

―

出

務

一

日

に

付

五

〇

園

廣
島
市
中
央
卸
訟
来
市
場
業
務
條
例

附

則

ー
第
一
丞
早
取
扱
品
目
、
開
市
及
び
休
粟

こ
の
條
例
は
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
適

用
す
る
o

．

ク

，

ー

'
|
_
1

．
ー
—
ー
ー
白
第
一
條
廣
島
市
中
央
卸
喪
市
場
（
以
下
市
場
と
い
う
）
に
お

廣

島

市

條

例

第

三

十

一

琥

い

て

は

、

氣

類

、

鋭

菜

、

果

狸

、

肉

類

、

鳥

類

及

び

卯

並

廣
島
市
議
・
曾
の
議
決
を
経
て
、
廣
島
市
中
央
卸
賓
市
場
設
樅
び
に
そ
れ
ら
の
加
工
品
の
卸
蛮
を
す
る
。
．

硲
叩
二
條
取
扱
品
目
の
部
と
各
部
に
屈
す
る
物
品
は
、

LE
の

條
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
．
＼

昭
和
二
十
四
年
四
月
一
エ
十
八
日

・
通
り
と
す
る
。

．

廣

島

市

長

演

井

信

三

．

生

鮮

水

廂

物

部

生

鮮

水

南

物

加
工
水
究
部
加
工
水
商
物
並
び
に
海
草
及
び
そ
の
加

．
廣
島
市
中
央
卸
蛮
市
場
設
置
條
例

第

一

條

中

央

卸

喪

市

場

法

に

基

き

本

市

に

お

け

る

生

鮮

食

工

品

料
品
及
び
乾
物
類
の
回
滑
な
需
給
調
盤
を
闊
り
以
て
市
民
蕗
菜
部
裁
菜
及
び
き
の
こ
並
び
に
そ
れ
ら
の
加

生

活

の

安

定

に

寄

典

す

る

た

め

廣

島

市

中

央

卸

災

市

場

工

品

．

（

以

下

市

場

と

い

う

杉

を

設

置

す

る

。

放

物

部

甜

物

第

二

條

市

場

は

廣

島

市

水

主

町

に

こ

れ

を

設

け

る

。

果

質

部

果

在

及

び

そ

の

加

工

品

第

三

條

市

場

に

左

の

戦

員

を

図

く

。

肉

類

部

獣

肉

盆

楓

肉

を

除

く

）

及

び

そ

の

加

工

品

場

長

織

員

若

干

名

．

．

烏

卵

部

食

島

及

び

卵

並

び

に

そ

れ

ら

の

加

工

ロ

nn

前

項

の

外

願

皿

闊

贋

羞

く

こ

と

が

で

き

る

。

一

乾

物

部

植

物

性

乾

物

場

長

は

上

司

の

命

を

受

け

、

場

務

を

掌

理

し

。

所

恥

員

を

一

培

細

詰

部

培

詰

及

び

細

詰

．

指

抑

節

栽

＂

す

る

。

―

取

扱

物

品

の

屈

・

す

る

部

に

疑

い

が

あ

る

と

き

は

、

市

必

が

廣
島
市
條
例
第

l

-

l

十

琥

悶
翡
合
の
議
決
を
経
て
、
廣
島
市
消
防
闘
費
、
任
臀
及
び
磁
託
日
は
上
司
の
命
を
受
け
、
班
雙
は
技
術
一
こ
れ
を
決
定
す
る
。

免

、

給

典

、

服

務

に

闘

す

る

條

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

に

従

事

す

る

。

'

-

が

必

三

條

開

市

の

時

間

は

、

各

部

に

つ

き

、

午

前

五

時

か

ら

iE
す

る

。

別

間

は

上

司

の

命

を

受

け

、

場

品

の

相

談

に

應

ヤ

る

も

の

・

午

後

一

＿

＿

時

ま

で

と

す

る

。

但

し

市

怯

は

必

要

が

あ

る

と

認

昭

和

一

工

＇

四

年

四

月

二

十

八

日

と

す

ろ

0

め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
焚
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

廊
3
の
作
理
述
埜
に
賜
し
て
は
、
條
例
で
別
に
こ
ー
第
叫
條
市
品
は
、
定
期
及
び
臨
時
の
休
菜

H
を
定
め
、
又

廣

島

市

必

没

弗

信

ー

ー

ー

第

四

條

第
十
二
條

il「
月
ー
ー
ー
百
皿
」
を
「
月
六
百
闘
」
に
改
め
る
。
れ
を
定
め
る
0

.

一
は
休
業
H
に
臨
時
間
．
IIJ
を
命
ヤ
る
こ
と
が
で
き
る
。

笹
ハ
條
に
却
く
別
表
巾
年
乎
硲
及
び
川
務
乎
索
と
ん
の
通
り
心
閃
條
こ
の
條
例
施
行
に
拙
し
必
災
な
甜
項
は
市
必
が
こ
一
席
一
翠
究
買
取
引

改

め

る

。

一

れ

を

定

め

る

。

一

第

五

條

市

場

に

お

い

て

行

う

究

双

取

引

は

、

こ
れ
を
適
用
す

こ
れ
を
適
用
す

手

附

則

こ
の
條
例
の
施
行
の
期
日
は
、
別
に
市
長
が
こ
れ
を
定
め
る

せ
り
究
の
方

●-―-1―――-
．．．． 
＿●―-1.9 

恨
定
作
給

年

額

,．,’ 
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烏ー

ー一
法
に
よ
る
°
但
し
左
の
各
辣
の
一
に
該
常
す
る
場
合
に

．
は
、
入
札
疫
、
定
偵
喪
、
叉
は
相
封
志
丸
力
法
に
よ
る
こ
と

一
が
で
き
る
。
•
9

,

一
、
品
種
に
よ
っ
て
せ
り
喪
の
方
法
に
よ
る
販
究
が
不
逝

涵
で
あ
る
と
き
。

二
｀
ー
数
批
が
多
過
ぎ
、
叉
は
到
着
が
お
く
れ
た
た
め
、
せ

り
夜
の
方
法
に
よ
る
販
咬
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

――-、せ
b
訟
生
の
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
不
賞
な
値
段
を
生

す
る
艇
が
あ
る
と
き
。

四
、
卸
喪
人
で
な
い
者
が
販
喪
す
る
と
き
。

•
•

•
五
、
共
他
市
長
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

前
項
各
琥
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
は
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
た
と
き
は
、
蛮
買
の
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る。

復
活
第
一
＿
一
十
八
漿

．
 

，
 

，
 

t
,

'
,
9

,
＇

·
：
ヽ
＇

・
1

9

9

,

i

.
,
'

~

9
上
公
●
ヽ
ー

笙
ハ
條
究
買
取
引
の
箪
位
は
、
重
祉
に
よ
る
°
但
し
、
こ

れ
と
異
る
取
引
憤
習
が
あ
る
と
き
は
、
市
長
は
、
重
旅
以

外
の
肌
位
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

會

第
七
條
究
買
取
引
は
、
訟
密
の
方
法
で
、
こ
れ
を
行
っ
て

心

は
な
ら
な
い
。
•

・
・・

市

、
第
八
條
究
買
が
成
立
し
た
と
き
は
、
買
受
人
は
、
直
ち
に

＇
•

そ
の
物
品
を
引
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
買
受
人
が
買

.：

受
物
品
の
引
取
を
怠
っ
た
と
き
は
、
洗
渡
ん
は
、
買
受
人

ぐ
，
．
の
費
用
で
そ
の
物
品
を
保
管
し
、
叉
は
催
告
を
し
な
い
で

J

荊
夜
買
を
解
除
し
て
再
販
夜
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

．`
i

前
項
後
段
の
場
合
に
お
い
て
、
差
担
金
が
あ
っ
た
と
き
は

・
買
受
人
が
こ
れ
を
負
挽
す
る
。

n
u
 

＊

利
策
九
條
買
受
物
品
の
代
金
は
、
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
と

nu" 

-
.
こ
]
岡
時
に
、
こ
れ
を
支
彿
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

t

四
讐
以
人
又
は
仲
買
人
は
、
支
彿
猶
豫
の
特
約
を
し
よ
う
と

‘
.
i
.
“
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
翡
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

巳充
-
•
•

＇

〗
第
吋
鬱
い
は
、
蓋
な
事
由
が
な
け
む
ば
、
両
以
渡
代
．

•9

年
金
の
減
讐
し
て
は
な
ら
な
い
。

Fl

摩
一
條
褪
只
人
は
、
席
慮
取
引
に
つ
い
て
奨
励
金
を
交
一

4.s-

付
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
李
及
び
方
法
に
つ
い
て

痰

會
1

行

.̀,'
市
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

'
.r 

土・；
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•
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行只 IIl11ー！•二月五勺屯1十二手ll昭

•
I
I
-

＿1
・
・
・
ー
ー
・
・

n
-
•
1
-
·

第
十
二
條
栂
生
上
有
害
な
物
品
は
、
こ
れ
｀
i笙

j

市

場

に

搬

入

烏

卵

部

，十
萬
回

し
、
又
は
西
只
買
の
目
的
．
｝
ヤ
）
恒
て
所
持
し
て
は
な
ら
な
い
。
乾
｀
物
部
＋
萬
園

市
長
は
、
前
項
に
該
常
す
る
、
物
品
が
あ
る
と
認
め
た
と
坦
揺
詰
部
二
十
抵
闘

き
は
、
そ
の
物
品
の
西
以
買
を
強
し
止
め
、
叉
は
撒
去
を
命
前
項
の
保
瞭
金
は
、
有
梢
瞭
券
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
用
す

キ
る
こ
と
が
で
き
る
。J

る
こ
と
が
で
き
る
。

．

―

第
十
一
二
條
括
り
喪
叉
は
入
札
夜
の
場
合
に
談
合
そ
の
他
不
前
項
の
有
債
縦
券
の
種
類
及
び
憤
格
は
市
長
が
こ
れ
を
定

-

iE
の
行
為
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
、
叉
は
不
常
な
値
段
を
め
る
。

生
じ
た
と
き
、
若
し
く
は
生
ど
9
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
第
二
十
條
保
證
金
に
つ
い
て
差
押
、
恨
差
押
又
は
仮
虞
分

．
＼

ぞ

た
と
き
は
、
市
長
は
、
そ
の
齊
買
を
差
し
止
め
叉
は
せ
り
命
令
の
送
逹
が
あ
っ
た
と
き
、
國
税
滞
納
臨
分
叉
は
そ
の
こ
う
＿
否

直
し
若
し
く
は
再
入
札
を
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
”
例
に
よ
る
臨
分
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
他
保
證
金
に
不
足
．
“
＼
．

,.

第

十

四

條

左
oj
各
琥
の
一
に
該
常
す
る
場
合
に
お
い
て
は
を
生
じ
た
と
き
は
、
卸
究
人
は
、
市
長
の
指
定
す
る
期
間
”

市
長
は
卸
露
や
八
、
仲
買
人
叉
は
買
出
人
に
封
し
て
喪
買
を
内
に
、
梃
分
さ
れ
た
金
額
又
は
不
足
金
額
に
相
裳
す
る
金

額
を
追
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

一
、
．
賣
買
に
つ
い
て
不
正
叉
は
不
常
な
行
為
が
あ
る
と
認
卸
究
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
追
納
金
を
完
納
し
な
い

め

た

と

き

。

場

合

に

お

い

て

は

、

指

定

期

間

斜

過

後

そ

の

納

付

を

完

了

二
、
買
受
代
金
の
支
彿
を
怠
っ
た
と
き
。
す
る
ま
で
は
、
卸
究
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

笙

―

―

章

卸

衣

人

第

二

十

一

條

卸

究

人

が

使

用

料

、

過

怠

金

そ

の

他

市

場

に

第
十
五
條
こ
の
條
例
に
お
い
て
卸
究
人
と
は
、
中
央
卸
喪
梱
し
本
市
に
封
し
て
負
掠
す
る
金
額
の
納
付
を
怠
っ
た
と

市
場
法
第
十
條
の
規
定
に
よ
り
市
場
に
お
い
て
師
究
の
業
き
は
~
保
諒
金
と
こ
れ
に
充
て
る
。
•
,

ゞ
ブ
ニ
十
二
條
保
證
金
は
、

•

姉
夜
人
が
そ
の
表
格
を
失
っ
た
．

舒

務
を
行
う
者
を
い
う
。

第
十
六
條
各
部
に
卸
喪
人
若
干
名
を
牲
く
0

日
か
ら
六
十
日
を
続
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
返

第
十
七
條
卸
究
人
は
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
取
扱
晶
目
の
還
し
な
い
。

部
に
局
し
な
い
物
品
の
卸
喪
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
第
二
十
三
條
卸
究
人
は
、
征
日
市
場
叫
市
時
刻
ま
で
に
、

第
十
八
條
卸
究
人
は
、
業
務
許
可
の
通
姉
を
受
け
た
日
か
前
間
市
日
の
閉
市
後
受
領
し
た
物
品
、
常
日
開
市
ま
で
に

ら
十
五
日
以
内
に
、
市
長
の
定
め
た
様
式
に
よ
る
哲
約
帯
受
領
見
込
の
物
品
及
び
貯
蔵
物
品
の
種
類
益
3

数
＂
煎
を
市

を
添
え
て
、
．
保
證
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．長

に

報

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

卸
吸
人
は
、
保
證
金
を
納
付
し
た
後
で
な
け
机
ば
、
．
そ
の
第
二
十
四
條
卸
究
人
は
、
販
喪
の
委
託
を
受
け
た
物
品
の

業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
0

販
喪
と
行
う
も
の
と
す
る
。
但
し
、
委
託
販
喪
の
方
法
に

第
十
九
條
卸
齊
人
の
納
．
付
す
べ
き
保
翠
叫
金
は
、
次
の
金
額
よ
り
取
扱
物
品
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に

の
範
固
内
で
、
市
長
が
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。
．
は
、
卸
究
人
は
、
市
場
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
取
扱
物
品

生

鮮

水

産

物

部

二

十

五

抵

回

・

の

買

付

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

．

加

工

廂

物

部

二

十

五

寓

回

心

ル

ニ

十

五

條

卸

究

人

は

、

委

託

物

品

を

受

領

し

た

と

き

は

蔀

菜

部

二

十

萬

園

委

託

者

に

封

し

て

、

直

ち

に

そ

の

物

品

の

種

類

、

敗

LI

呵

演

物

部

一

平

疵

回

品

質

及

び

受

領

日

時

を

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

但

果

費

部

二

十

萬

固

・

し
受
領
の
翌
日
ま
で
に
、
訟
只
買
仕
切
害
を
姿
送
す
る
場
合

肉

類

部

＋

眉

誓

の

限

り

で

な

い

。

熊

以

人

は

、

受

託

物

品

の

種

類

、
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廣
島
市
戟
‘復
祈
第
一
二
十
八
摯

，

――― 

L

'

弟
四
十
一
條
卸
沿
以
人
、
仲
買
人
、
買
出
人
及
び
附
屈
螢
梁
一
坪
に
つ
き
月
額
金
ニ
―

1
0回
•
第
六
章
雑
則

｀

＇

ぷ
，

K

が
使
用
す
る
市
場
の
建
物
又
は
設
備
の
位
置
及
び
而
積
四
、
究
店
使
用
料
｀
•

•

第
四
十
八
條
市
長
は
裕
二
十
一
＿
＿
條
の
規
定
に
よ
り
報
告
を

一
坪
に
つ
き
月
額
・
金一―

-
0
0回

．
受
け
た
と
き
は
、
常
月
問
・
軍
時
刻
ま
て
に
こ
れ
・
｝
竺
場
内
に

忍
，9
，
'
は
、
市
長
が
こ
れ
を
指
定
す
る
。

．

ぃ，．．．ヽ

：
市
長
は
、
・
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
時
は
、
前
項
以
外
の
者
五
、
事
務
室
使
用
料

・

公
示
し
又
は
卸
霜
や
バ
に
公
示
さ
せ
る
。
．

げ

、

に
封
し
て
そ
の
使
用
す
る
湘
場
の
建
物
又
は
設
備
の
位
証
一
．坪
に
つ
き
月
額
金
一
二
五

0
回

策

四

＋

九

條

磁

以

買

値

段

の

公

示

は

、

棉

準

品

に

つ

い

て

、

六

、

倉

庫

使

用

料

・

産

地

、

等

級

及

び

夜

買

時

期

別

に

賞

日

及

び

前

間

市

日

に

り

、

及
び
面
積
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〗
マ

第
四
十
二
條
市
場
の
建
物
叉
は
設
備
の
使
用
者
は
、
何
等
鐵
筋
一
坪
に
つ
き
月
額
金
二
五0
回
お
け
る
卸
致
人
の
卸
究
値
段
叉
は
仲
買
人
の
息
絨
段
に

.；

ー

の
名
義
を
も
つ
て
す
る
か
を
問
わ
す
、
そ
の
一
部
若
し
く
木
造
一
坪
に
つ
き
月
額
水
金
一
五

0
回

よ

つ

て

こ

れ

ヤ

J

行
う
。

ー

I・・ー
＇

は

全

部

の

韓

貸

を

し

、

叉

は

そ

の

椛

利

を

他

人

に

譲

渡

し

七

、

／

冷

蔵

庫

使

用

料

前

項

．

の

椋

準

品

の

種

類

、

，

等

級

及

び

需

以

買

時

刻

の

版

分

は

••• 
}..、

・ヽ
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
市
長
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
こ
一
坪
に
つ
き
．
月
額
金
二
、

0
七
九
園

2

・
市
長
が
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

の

限

り

で

な

い

。

八

、

醗

酵

室

使

用

料

喪

買

取

引

高

の

公

示

は

、

物

品

の

種

類

別

に

、

前

問

市

日

和．し

．
第
四
十
一
＿
一
條
市
場
の
建
物
又
は
設
備
の
使
用
者
は
、
市
長
・
一
坪
に
つ
き
月
額
金
ー
―
八

0
園

．

．
 

に
お
け
る
卸
訟
以
人
の
盆
以
上
高
に
よ
つ
て
常
日
の
開
市
時
刻

4
,

F-1

．
の
承
認
を
得
な
い
で
建
物
の
模
様
替
又
は
設
備
OJ
焚

更

を

九

、

荷

受

事

務

所

使

用

料

ま

で

に

こ

れ

を

行

う

。

一
坪
に
つ
き
月
額
金
ニ
ニ

0
回

第

五

十

條

左

の

各

琥

の

一

に

該

常

す

る

と

き

は

、

市

長

は

’ヽ
,：

屈

.＇

し
て
は
な
ら
な
い
。
市
長
は
市
場
の
建
物
叉
は
設
備
に
つ

+

、

自

動

車

廊

使

用

料

卸

喪

人

に

劉

し

て

そ

の

粟

務

を

停

止

し

若

し

く

は

千

回

以

＂，

，ヽ

い
て
業
務
の
監
抒
、
災
害
の
狸
防
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と

月

額

金

一

六

0
闘

下

の

過

怠

金

を

謀

し

、

仲

買

人

又

は

、

附

恥

螢

業

人

に

鉗

一
坪
に
つ
き

[
.
！
認
め
た
と
き
に
は
適
賞
な
措
骰
を
命
じ
又
は
使
用
の
制
限

島
若
し
く
は
停
止
を
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

．

市
場
に
お
い
て
使
用
す
る
電
灯
電
力
、
瓦
斯
及
び
水
遊
婚
し
て
は
そ
の
業
務
の
許
可
を
取
消
し
若
し
く
は
そ
の
業
務

〗

前
項
の
場
合
に
使
用
者
が
命
令
に
服
し
な
い
と
き
は9
市
の
費
用
で
市
長
の
指
定
す
る
も
の
は
、
そ
の
使
用
者
の
負
を
停
止
し
、
買
出
人
に
到
し
て
は
そ
の
入
場
を
停
止
す
る

．

9、9
・

長
は
、
官
ら
こ
れ
を
執
行
し
、
そ
の
費
用
を
使
用
者
に
負
旅
と
す
る
。

'

、
’
•
こ
と
が
で
き
る
。
・

建
物
叉
は
設
備
を
所
定
の
用
筵
以
外
に
使
用
す
る
時
は
、
一
、
使
用
料
そ
の
他
こ
の
條
例
に
よ
つ
て
、
本
市
に
封
．
す

？．．

F
．
推
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

9,9
.
9

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
模
様
替
又
は
菱
更
し
た
と
き
は
、
市
長
は
別
に
そ
の
使
用
斜
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
°
る
納
付
金
を
納
付
し
な
い
と
き
。
．

建
物
叉
は
設
備
の
使
用
者
は
、
使
用
の
有
無
に
か
か
わ
ら
二
、
業
務
に
闊
し
不
iE
の
行
箆
が
あ
っ
た
と
き
。

市
長
は
使
用
者
に
鉗
し
返
逗
の
際
原
朕
回
復
を
命
じ
叉
は

、
こ
れ
に
代
る
費
用
の
辮
俄
を
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
市
長
が
三
、
壺
買
仕
切
金
買
受
代
金
又
は
第
八
條
策

l

一
項
及
び
第

9,

.`
'
~
第
四
十
四
條
市
場
の
建
物
又
は
設
備
は
、
そ
の
本
来
の
用
特
別
の
事
由
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
＿
＿
＿
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
及
び
液
損
金
の
支
彿
を
し
な

既
納
の
使
用
料
は
こ
れ
を
還
付
し
な
い
。
但
し
市
長
が
相
い
と
き
0

,

.
..

'
，
途
以
外
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
Q

但
し
市
長
の

賞
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
四
、
市
場
の
業
務
又
は
市
場
内
に
お
け
る
他
火
の
業
務
を

予

｀

承
認
を
得
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
四
十
五
條
市
長
は
市
場
の
建
物
叉
は
設
備
を
損
侮
し
た
第
四
十
七
條
左
の
各
銃
の
一
に
該
常
す
る
場
合
は
市
畏
は
、
妨
害
し
た
と
き
。

照羽

五
、
前
各
項
の
外
中
央
卸
究
市
場
に
欄
す
る
法
令
及
び
市

使
用
料
を
、
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
者
に
封
し
て
そ
の
柚
修
を
命
じ
又
は
そ
の
費
用
の
辣
償
を

一
、
使
用
者
の
質
に
師
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
の
諦
規
程
並
び
に
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
行
う
誕
分
に
速

，
十

r
f
•

四
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

.]、9

年
第
四
十
六
條
市
場
の
使
用
料
は
、
左
の
範
固
内
で
市
長
が
っ
て
市
場
の
建
物
又
は
設
備
を
使
用
で
き
な
い
こ
と
が
反
し
、
又
は
公
斧
笙
害
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
き
。

＿

―

-

日

以

上

に

わ

た

っ

た

と

き

。

第

五

十

一

條

市

長

は

必

要

が

あ

る

と

認

め

た

と

き

は

市

場

こ
れ
を
定
め
る
。

：
五

9

月二

一

、

穏

が

八

市

場

使

用

料

二

、

第

四

十

一

＿

一

條

第

二

項

の

規

定

に

よ

b
使
用
停
止
が
一
二
入
場
者
に
討
し
適
賞
な
措
平皿
又
は
入
場
の
制
限
を
行
う
こ

十

['
•

四
~
．
卸
咬
人
加
以
上
金
額
の
千
分
の
七

・

日
以
上
に
わ
た
っ
た
と
き
。
贔
と
が
で
き
る
。

s

＿
二
、
法
令
に
基
く
臨
分
を
受
け
螢
業
不
能
に
な
っ
た
た
め
策
五
十
二
條
市
場
の
出
入
、
市
場
の
建
物
叉
は
設
備
の
使

二
、
卸
究
人
夜
場
使
用
料

r

に
~

川
、
商
品
の
搬
入
、
搬
出
及
び
場
内
の
運
搬
に
つ
い
て
は

一

ぃ9

＇．

滋

i
-
坪
に
つ
き
月
額
金
一

0
0固
休

喜

―

―

一

日

を

超

え

た

と

き

0

.

〗

t

_＿
一
、
仲
買
人
滋
以
場
使
用
料

・

四
、
使
用
者
が
官
褻
叉
は
公
共
醤
で
あ
る
と
き
。
市
長
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

[

：

ー

1

"＂＂-

[

し

し

な

い

。

す

規

貝

竺

一
廣
島
市
規
則
第
六
銃
＇

i

．
報
廣
島
市
超
過
勤
務
手
微
支
給
條
例
施
行
細
則
の
一
部
を
次
の

一
〗
冒
[
[
[
O
[

〗
〗

以
応

Witl

i
.

‘

•
•

9

.
,
1

，

ょ
噸

｀

•IIIIt

4 
,
1
 

t
 

9 9 

洋

廣
島
市
條
例
第
琥

何

々

條

例

第
一
條
何
々
・
・・・:
........... .
 

第
二
條
何
々
．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

附

則

こ

の

條

例

は

、

昭

和

年

月

H
（
公
布
の
H
)
からー

こ
れ
を
施
行
（
適
川
・
・
・
・
・
・
既
往
に
遡
る
楊
合
）
す
る
。

何

々

條

例

（

年

月

H
餃
島
市
條
例
第

、臨
）
は

こ
れ
を
廣
止
す
る
。
（
新
條
例
制
定
と
同
時
に
料
條
例
を
阪
止
す

・
る
瑞
合
）
．

2

〗
、
改
正

炭
凡
市
袋
合
の
議
決
を
雑
（
殷
島
縣
姉
事
の
許
可
を
得
）
て
、
何

々
條
例
の
一
部
盆
四
々
條
例
）
を
改
正
す
る
條
例
を
次
の
よ
う
に

制
定
す
る
。

昭
和

u
 

-
J
 

.,' 

凶

島

市

虻

例

佑

娩

．

何
々
條
例
の
一
部
（
何
々
條
例
）
を
改
正
ナ
る
條
伺

何
々
作
例
9

年
月
＂
炭
島
市
條
例
悌
凶
）
の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

．

作
條
巾

r
何
々
」
を
「
何
々
」
に
改
め
、
「
何
々
」
の
下
に
(
•
上

5
（
次
に
）
（
前

g「
H
々
」
か
＿
加
え
。
「
何
々
」
を
削
る
。

何
化
を
別
―
0
0

（
化
隙
、

“tか
｛
北
＾
に
と
る
と
き
）

佑
化
削
仰
（
條
此
を
残
し
、
條
文
ヤ
ー
と
る
と
さ
）

”
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長

名・ 名

“ 

こ
條
何
タ
・
・
・
・
：
・
・
（
一
條
の
全
又
を
改
正
す
る
と
き
）

條
の
二
何
タ
・
・
・
・
・
（
條
と
條
と
の
間
に
．
一
條
を
え
加

る

と

ぎ

）

．

條
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

G

現
行
條
文
に
二
項
以
上

な
い
と
き
）

何
々
．．．．．．．．．．．． 

第
條
第
項
の
次
に
（
前
に
）
次
の
一
項
を
加
え
る
。
”

（
現
行
の
條
文
に
二
項
以
上
あ
る
と
き
）

第

條

lh.
「
何
々
」
と
あ
る
の
は
「
何
々
」
と
洪
み
競
を
？
も
の

と
す
る
。附

則

・

こ

の

條

例

は

、

昭

和

年

月

H
で
公
布
の
H
)
か
ら

こ
れ
を
施
行
國
川
）
す
る
。

3
、
阪
止

跛
島
市
諮
合
の
議
決
を
鰹
腐
島
縣
矧
祁
の
許
可
を
得
）
て
、
何

々
條
例
を
廣
止
す
る
條
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。
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炭
島
市
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例
第
辣

何
々
條
例
を
夜
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す
る
條
例

何

々

條

例

（

年

月

餃

島

市

條

例
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披

）

は

年

J

l

H

限
リ
こ
れ
を
班
．
止
す
る
。
．

（註）
ft怖
に
卯
し
て
、
班
・
止
の
年
月
H
及
び
舘
過
規
定
を
附

則
と
し
て
、
記
栽
す
る
こ
と
が
あ
る
C

同
條
笙
二
琥
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

何
々
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
ナ
る
。
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こ
の
規
期
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昭
和
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こ
れ
を
施
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迎
川
）
す
る
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iE
及
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止
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條
例
の
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よ
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)

第
五
條
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六
琥
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改
め
る
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こ
の
細
則
は
公
布
の

H
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
し
、
昭
和
二
十
四
年
一
月
か
ら
適
川
す
る
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切
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ま
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長
の
承
認
謡
各
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

昭

和

年

・

月

日

附

111
詔

面

）

何

々

に

つ

い

て

は

一

．

｀

廣

島

市

捉

演

井

信

―

―

―

筈
一
條
保
育
将
の
徴
牧
は
別
表
（
第
一
琥
様
式
訴
額
告
知

次

羞

件

を

つ

け

ャ

廣

島

市

保

育

斜

徴

牧

條

例

施

行

紬

則

．
 

．
 

（
認
可
し
な
い
）
e

第
一
條
兒
痙
禍
祉
法
に
基
竺
＇
．
市
長
が
人
所
の
措
置
を
と
常
に
よ

lJ
微

吹

す

る

。

・

っ
た
も
の
で
廣
島
市
保
．
狂
料
徴
牧
條
例
（
以
下
條
例
と
い
第
四
條
前
條
ヅ
深
育
洞
vI

祠
吋
期
目
は
緑
月
末

11
ま
で
と

~. 
昭

羽

q

う
）
第
二
條
但
魯
に
該
裳
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
人
し
、
本
人
希
し
く
は
保
廊
者
が
最
寄
の
郵
便
局
父
は
市
金

叉
は
扶
養
義
務
者
の
負
招
能
力
に
應
じ
相
應
の
保
料
料
を
庫
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

．

．

 

第
五
條
保
育
料
は
別
表
念
如
二
就
様
式
）
保
育
料
微
牧
節
忙

微
牧
す
る
。

前
項
該
常
者
を
除
く
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
一
人
一
よ
り
整
迎
す
る
。

ヶ

月

百

回

を

微

牧

す

る

。

但

し

尼

規

の

手

紐

を

続

て

全

月

．

附

則

裔
し
た
と
き
は
こ
れ
を
免
除
す
る
．
o
，

一

こ

の

細

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

こ

れ

羞

行

し

、

第
二
條
前
條
第
一
項
に
該
常
す
ろ
者
で
低
育
斜
の
減
免
を
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

・
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
兒
窟
委
い
の
證
明
を
附
し
て
市

附

則

こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
叫
年
五
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施

行
す
る
。
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十
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育
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徴
牧
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行
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則
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版
島
市
工
粟
指

笹
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使
川
料
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手
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條
例
施
行
細
則
の
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部
を
次
の
よ

う
に
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す
る
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こ
の
細
則
は
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昭
和
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十
四
年
五
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行
す
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施

lii f司

證
叫
弗
料

ー
通
に
付

廣
島
市
規
則
第
十
琥

隈
島
市
診
療
所
使
用
料
及
び
手
敷
料
條
例
施
行
細
則
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
rE
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
四
月
一
＿
＿
十
日
ー

・

廣

島

市

長

濱

井

信

―

―

―

第

一

條

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

・

廣
島
市
診
旅
所
使
用
料
及
び
手
敷
料
條
例
第
二
條
に
よ
る
使

用
料
及
び
手
敷
料
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

て
使
用
料
の
額

本
所
の
使
川
料
及
び
手
数
料
は
昭
利
十
八
年
二
月
八
日
原
生
行

平
日
示
第
六
十
六
盤
「
健
康
保
瞼
法
及
び
紐
員
法
の
規
定
に
よ
る

S

．
税
養
を
要
す
る
衣
川
の
額
の
旗
定
方
法
」
の
規
定
す
る
％
額
を

・
徴
牧
す
る
。
但
し
診
疾
料
及
び
内
服
槃
は
次
の
通
リ
と
す
る
。

診
釈
料
一
ヶ
月
十
闘

内

服

栗

ー

H
分

十

闘

曲
服
業
一
H
分

十

Iwl

内
服
茉
及
び
使
川
頓
服
党
の
統
制
依
格
が
十
闘
を
超
え
る
楊
合

．
の
喋
但
は
別
に
規
定
す
る
邸
川
方
法
に
よ
り
竹
が
出
し
た
俯
格
の

％
額
を
徴
牧
す
る
。
使
川
料
の
額
が
一
闘
以
下
の
端
数
を
生
じ

た
楊
合
は
切
リ
上
げ
る
。

二
、
手
数
料
の
額

診
斯
害
料

一
池
に
付

簡
易
な
も
の

複
雑
な
も
の

簡
易
な
も
の

複
雅
な
も
の

二五二十二十

+++ + 
UllUll Uil『UUU !Lll 
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＋
六
、
精
神
病
者
監
梱
の
必
要
あ
る
と
き
、
叉
は
監
器
不
⇔
第
四
銃
及
び
第
五
琥
に
臨
す
る
こ
と
。

二
十
四
條
の
規
定
に
よ
る
、
螢
業
者
に
封
し
て
行
う
行

政
椛
限
（
製
造
業
に
劉
す
る
も
の
を
除
き
、
且
つ
製
造
涸
賞
と
認
め
る
と
き
、
監
諌
義
務
者
を
指
定
し
監
器
の
＇
（
但
し
こ
の
場
合
須
大
な
椛
利
、
制
限
的
行
為
に
つ

業

以

外

の

螢

業

に

封

す

る

螢

粟

許

可

の

取

消

及

び

螢

業

一

命

令

を

行

う

こ

と

。

い

て

は

豫

め

市

長

の

指

添

笙

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

十
七
、
精
帥
病
者
監
談
法
策
十
一
條
OJ
規

定

に

よ

る

、

精

い

。

）

の
独
丞
止
を
除
く
）
に
脳
す
る
こ
と
。

互
、
有
乖
飲
食
物
等
取
締
令
第
一
＿
＿
條
の
規
定
に
よ
る
、
報
｀
紳
病
者
の
桧
診
、
尋
脳
、
家
宅
及
び
病
院
等
の
臨
桧
、
箇
第
六
銃
の
製
造
所
又
は
多
人
数
集
合
す
る
場
所
に
劉

告

を

微

し

、

臨

桧

、

桧

査

の

牲

施

に

欄

す

る

こ

と

。

桧

究

に

賤

す

る

こ

と

。

す

る

挽

防

上

の

拮

近

に

欄

す

る

こ

と

。

六
、
公
衆
浴
場
法
第
六
條
の
規
定
に
よ
る
、
幣
梁
者
そ
の
一
十
八
、
結
核
豫
防
法
第
三
條
並
び
に
同
法
施
行
規
則
第
八
⑲
第
七
琥
上
水
、
下
水
の
新
設
、
綾
更
、
改
築
及
び
衰

（
他
の
脳
係
者
か
ら
報
告
を
微
し
且
つ
立
入
桧
壺
を
行
う

一

條
の
規
定
に
よ
る
、
家
腟
物
件
の
消
乖
、
そ
の
他
の
豫
凪
に
闘
す
る
こ
と
を
除
く
事
項
。

⑭
第
九
琥
の
鼠
族
昆
虫
の
駆
除
及
び
こ
れ
に
係
る
施
設

-
．
防
方
法
の
施
行
命
令
に
鞠
す
る
こ
と
。

]
こ
と
。

九
、
結
核
豫
防
法
第
四
條
の
規
定
に
よ
る
、
健
版
診
断
に
闘
す
る
こ
と
-
>

七
、
族
館
粟
法
第
七
條
の
規
定
に
よ
る
、
螢
業
者
そ
の
他

―

十

OJIMJ
係
者
か
ら
報
告
を
微
し
、
且
つ
立
入
桧
奔
を
行
う
従
梁
禁
止
そ
の
他
の
行
政
臨
分
に
脳
す
る
こ
と
。
”
二
十
八
、
他
染
病
豫
防
法
第
二
十
六
條
の
規
定
に
よ
る
、

―
二
十
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
腺
防
法
第
一
＿
篠
喜
轟
誓
行
規
涸
潔
方
法
、
消
甜
方
法
の
代
執
行
に
欄
す
る
こ
と
。

こ
と
。

則
第
四
條
の
規
定
に
よ
る
治
痰
・
を
受
け
る
症
な
き
者
に
｀
二
十
九
、
性
豫
防
法
第
十
條
の
規
定
に
よ
る
、
罹
師
の
健

八
、
典
行
場
法
第
五
條
の
規
定
に
．
よ
る
、
螢
業
者
そ
の
他

の
幽
係
堵
か
ら
へ
報
告
を
微
し
且
つ
立
入
桧
壺
{足

四

竺

劉

す

る

‘

ト

ラ

ホ

1
ム
治
叙
の
・
施
行
に
爛
す
る
こ
と
o

趾
診
断
を
受
け
さ
せ
る
命
令
に
脳
す
る
こ
と
o

―
二
十
一
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
腺
防
法
第
四
條
の
規
定
に
よ
る
、
―
―
-
+
、
性
病
隙
防
法
第
十
一
條
の
規
定
に
よ
る
＾
蛮
淫
常

．
こ
と
C

九
、
温
泉
法
笏
十
七
條
の
規
定
に
よ
る
、
立
入
桧
査
を
行
一
桧
診
、
従
業
紫
止
北
価
笛
行
政
巌
分
に
欄
す
る
こ
と
c

習
の
疑
い
の
箸
し
い
者
に
封
し
て
、
幣
師
の
健
販
診
断

―
二
十
二
、
痢
隙
防
法
第
一
條
の
規
定
に
よ
る
、
幣
師
が
息
を
受
け
さ
せ
る
命
令
、
又
は
賞
該
史

H
に
他
翡
診
断
を

J
 

う
こ
と
。

+
、
理
容
師
法
第
十
三
條
の
規
定
に
よ
る
、
立
人
拾
査
に
者
を
診
断
し
た
と
き
、
綽
蹄
の
と
き
、
死
陀
桧
案
の
と
さ
せ
る
命
令
に
脚
す
る
こ
と
。

欄

す

る

こ

と

。

一

き

の

屈

tHの
受
迎
に
制
・
す
る
こ
と
。
＿
＿
手
一
、
性
病
豫
防
法
第
十
四
條
の
規
定
に
よ
る
、
息
者

古
、
硲
地
抑
非
瑶
に
拙
す
る
法
律
第
十
八
條
の
規
定
に

i

一
平
ー
ニ
、
紺
豫
防
法
第
一

i

條
の
規
定
に
よ
る
、
息
者
の
家
叉
は
そ
の
保
戦
者
か
ら
、
性
病
治
根
朕
況
の
報
告
と
徴

よ
る
、
火
郡
場
に
射
す
る
臨
桧
、
桧
究
及
び
硲
地
、
納
叉
は
そ
の
病
出
加
に
汚
染
し
た
家
の
消
ポ
呼
て
の
他
の
豫
防
・
す
る
こ
と
。

塁
、
火
郡
場
の
報
告
に
拙
す
る
こ
と
。
．
方
法
を
行
う
場
合
の
指
示
に
脳
す
る
こ
と
。
一
＿
手
一
一
、
性
刹
挫
防
法
狛
十
五
條
心
竺
項
の
規
定
に
よ
る
"-

十
二
、
あ
ん
ま
、
は
り
、
店
ゆ
う
、
．
柔
道
、
整
伐
術
約
屈
二
十
阻
、
紺
狸
防
法
第
二
條
OJえ
の
規
定
に
よ
る
、
狸
pJj

息
者
又
は
そ
の
保
訛
者
に
釘
す
る
、
狩
師
oJ
治
叛
と
受
．

粟
法
第
十
條
の
規
定
に
よ
る
、
旅
術
所
に
到
す
る
臨
総
上
必
淡
と
認
め
る
と
も
の
従
業
紫
止
そ
の
他
い
行
政
・
犀
一
け
叉
は
受
け
さ
せ
ろ
命
令
に
脳
・
す
ぢ
こ
と
。
．

検

年

に

脳

す

る

こ

と

。

一

分

に

閥

す

る

こ

と

。

、

．

附

則

／

土
―
i

、
籾
袂
腐
晨
翡
＿
―
-
魯
び
に
伺
法
施
行
規
則
一
箪
五
、
密
菰
闘
璽
喜
羞
の
規
定
に
よ
る
、
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
＂
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

~
 

．
笙
―
面
応
規
定
に
よ
る
、
精
神
病
者
の
監
訊
の
許
可
に
豫
防
上
必
艇
あ
る
と
を
の
健
康
診
断
及
び
痰
便
桧
在
に

廣
品
市
川
納
そ
の
他
の
合
計
邪
務
委
任
條
例
旋
行
規
則
と
屯
吹

一
閥
す
る
こ
と
。

脳
す
る
こ
と
。

占

、

精

神

腐

晨

翡

醤

含

虎

讐

び

に

同

i

1

缶

ハ

、

慕

荊

且

翡

乱

塁

手

一

條

第

二

項

の

よ

う

に

制

定

す

る

。

翡

贔

態

條

の

底

定

に

よ

る

、

監

粧

方

法

又

は

一

の

規

定

に

よ

る

、

硝

篠

麿

脊

の

な

い

と

さ

の

特

昭

和

二

十

叫

年

丘

月

七

H

悶

翡

坑

井

佑

―

―

―

場
所
の
賛
、
監
訟
し
た
烈
n
の

死

亡

及

び

覇

晨

鼻

翠

ー

0

搭
爵
"tc躇
・

す

る

こ

と

。

．

に
行
方
不
明
の
屈
出
品
平
る
こ
と
。
．
ー
ニ
忠
、
伽
染
刹

g

防
荏
半
九
條
り
規
定
に
よ
る
、
珠
限
島
市
い
納
~
忍
他
の
心
社
薙
務
委
任
翡
翡
蘭

3

廣
島
市
規
則
第
十
ー
―
―
琥

十
凡
精
神
刹
祈
器
揉
翁
七
條
並
び
に
同
法
施
行
底
則
＿

PJj上
必
淡
と
認
め
る
と
さ
た
に
掲
げ
る
事
項
〇
樵
"
t
C

巾

第

十

條

の

規

定

に

よ

る

、

監

訊

許

可

の

取

締

、

監

紺

判

十

る

こ

と

。

‘

↓3
i
沈
の
仇
慰
心
新
及
び
死
閲
ツ
桧
条
Ic
崩
―
2
J

第

一

床

柁

則

一

の
斑
止
命
介
父
は
聟
漑
方
油
布
し
く
は
掲
所
の
ゼ
夏
命

f

(

り^

訳
島
盟
納
”
く
の
他
の
・
行
計
邪
務
企
任
條
例
泌
ー

i

介
lC
閥

す

る

こ

と

―

一

と。
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⑱
鐵
合
金
、
絹
合
金
、
軽
合
金

囚

焙

滓

伺
一
般
非
鐵
地
金
、
嗽
石
類

⑲
石
炭
、

n

ー
ク
ス
類

四
、
岱
物
砂
試
瞼

1
、

殿

炭

試

瞼

2ズ

並

氣

炭

試

瞼

3
ヽ

附

沼

力

試

験

4
、

粒

炭

試

験

5
、

耐

熱

試

瞼

6
、

分

析

試

験

7
‘
綜
合
、
試
験

・

五
、
機
械
の
検
査

ー
．
概
械
の
検
査

、

日
下
叙
詰
立
の
も
の
一
楽
に
付

⇔
中
叙
蛾
皮
の
も
の

•

阿

国

上

叙

猜

底

の

も

の

同

2
ズ
器
具
の
検
査

日
下
叙
猿
底
の
も
の
一
箇
に
付

・
⇔
中
叙
緒
炭
の
も
の
同

同

上

叙

緒

炭

の

も

の

同

六
、
試
片
の
製
作

ー
、
材
料
強
炭
試
験
用
試
片
一
箇
に
付

2l
、
材
料
組
織
検
査
用
試
片

・

同

七
、
諏
匠
岡
案
の
詞
製

1
、
工
蕊
滋
匠
の
岡
案

日
小
工
蒻
品

⇔

家

具

一
試
瞼
料
に
付

同同同同同
・

阿

“
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闘
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箇
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闘
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エ
作
図
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要
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る
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の
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岡
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岡
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又
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第
十
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＿
＿
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中
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を
次
の
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め
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．
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．
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．
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瀾
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の
一
部
を
次
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よ
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に
改
正
す
る
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昭
和
二
十
四
年
四
月
―
―
-
＋
日
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廣
島
市
長
濱
井
信
―
―
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廣
島
市
衛
生
事
務
委
任
に
暉
す
る
規
則

第
二
條
廣
島
市
保
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所
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に
左
の
西
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務
を
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任
す
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一
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。
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す
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律
第
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る
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。

三
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フ
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槃

二

分

一

香

四

十

闘

霜

氣

勘

熔

接

概

邪

式

据

匹

型

四

十

闘

砲

弧

焙

接

恨

邪

式

防

滴

可

搬

型

七
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灰

五
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十
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二
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桟

手

動

式

五

十

闘

第
十
條
中
の
・
「
手
数
斜
」
を
次
の
通
り
改
め
る
。

一
、
材
料
強
阪
試
瞼

1
、

抗

張

試

瞼

試

片

一

箇

に

付

五

十

闘

2
、

抗

限

試

験

rnj

五
十
闘

3

‘

抗

折

試

駿

同

五

十

闘

4
、

街

昭

試

瞼

同

五

十

闘

5
、

屈

訓

試

絵

同

．

五

十

闘
司

五

十

闘

一
，

6‘

剪

断

試

験

7

.

1

5

耗
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瞼
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七

十

闘

8
、

硬

度

試

瞼
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硬

底

に
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二

十

闘

二
、
材
料
祖
繰
桧
査

1
、
凱
微
銃
窃
限
を
哄
す
る
と
き
一
箇
又
は
一
件
に
付
二
百
闘

2
、

頻

微

筏

窃

餌

を

要

し

な

い

と

き

同

五

十

闘

―
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六~けには五 納四け
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にII}前 様三私冠―入前授＇
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冒訃璽口＼＼冒蘭［i［恥直麟蒻t属誓需こ、麟三□？訳［ 二胃、／］；
牧 書牧入込の管 れにれ “為墳栂森 °領いそ車 し 事工7k委稲め所．翠
し＇をし者とにをよを 牧°の務必務事道任るの•~;
た 納 た か すつ牧り交 itf・ ．に取を要 費のす 。名，＂｛．：•:ヽ'-i
現入とら るい入前付

狸 際．扱委．が ‘使る ‘••'• 
金 者 き 納 °て役項す ・モ しに任あ 飛用事 慶． 9．:9::!

彿には額 は に の る 桐 使かさる 水料務 び｀’s:i
込交‘告 ‘．返印゜

用かれと 器‘の 委．．・.f 

害 付 第 鉗 ［ 常納が す る た き 既手範・任':',t 
＾•し三饗 該しぷ

・る現出は の数園． すぺ．： ！ 、・’、ダ
第な條又 出な用

印金納 牧 料
のを員.-．牧 ．．、 •, • 

る，；こ．．」 9．~:

．第 第 屈 “副ー事・• [ 
がそ十役名を帳帳に軍は十こきこ 牙J 第 第 ・一、一

命のーに押す ()J節 つ要 ‘條 れ系 慨の とす 項務 出條
い任前事任九 にそ牧に作つ八し牧七あにL・-r巧！

じ者條提印る次にい書前 をぐ場きるのを納
回の入‘製い條な納條る彿琥．・ ド
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付内役牧して け金
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徴
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員

合

地

後

四
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七

日

議

決
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一
、
第
五
十
七
競
議
案

昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
歳
入
IIm
豫
窮
追
加
更

，

原
案
可
決

.
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一

一
、
第
六
十
＿
二
競
議
案

昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
中
央
公
民
／
叫
建
設
投
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公
偵
方
法

一
、
第
五
十
八
銑
議
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廣

島

市

税
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改
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い

て
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第
五
十
九
琥
議
案

廣
島
市
鑑
札
手
敗
料
條
例
中
改
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に
つ
い
て
＂

一
、
第
六
十
一
読
議
案

廣
島
市
中
央
卸
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市
場
設
樅
條
例
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定
に
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い
て
＂

一
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第
六
十
二
琥
議
案

一

廣
島
市
巾
央
卸
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市
場
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例
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て
＂
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十

琥
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案
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炭
島
市
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防
圃
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且
、
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免
、
給
典
、
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務
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る
條
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中
改
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に
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一
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六
十
叫
就
議
案

昭
和
二
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四
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度
炭
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市
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別
合
計
都
市
計
搬

帯
業
投
歳
入
出
豫
卯
追
加

一
、
第
六
十
五
競
誠
案

昭
和
二
十
四
年
炭
廣
島
市
砕
別
合
計
戦
災
復
興

黙
成
入
出
狸
窮
追
加

一
、
第
六
十
六
就
議
案

契
約
締
紡
の
承
認
に
つ
い
て

一

、

第

穴

十

七

競

議

案

．

詰
負
工
事
契
約
締
緒
の
承
認
に
つ
い
て

一
、
第
六
十
八
就
馘
案

財
疫
の
取
得
に
つ
い
て

一
、
第
六
十
九
就
議
案

昭
和
二
十
四
年
度
厳
島
市
歳
入
出
豫
罪
追
加

＂ 

出

張

所

名
牛
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一
、
第
七
十
盤
識
案

高
等
學
校
及
び
中
學
校
名
愛
更
に
つ
い
て
原
案
可
決

・
一
、
請
願
（
廣
島
市
中
廣
町
及
び
上
天
満
町
地

匝
々
測
猿
理
施
行
延
期
並
び
に
天
満
川
及
び
輻

島
川
堤
防
強
化
の
件
3

委
員
舎
付
託

i

、
第
五
十
＿
一
琥
議
案

廣
島
市
吏
員
退
既
料
、
退
職
給
典
金
、
造
族
扶

助
料
及
び
死
亡
給
典
金
條
例
制
定
に
つ
い
て
修
正
可
決

一

、

常

任

委

員

含

委

員

の

選

任

に

つ

い

て

決

定

委

員

會

名

委

．

貝

．

名

総
務
委
員
會
寺
田
、
村
上
、
地
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、
砂
原
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横
見
、
池
永
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杉
村
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浅
尾

・

文
数
委
員
會
朝
田
、
岩
井
、
山
岡
、
土
岡
、
吉
本
（
森
）
、
結

城
、
鈴
木
、
柳
坪
、
地
後
、
田
村

産
業
委
員
會
恭
原
、
朝
田
、
佐
々
原
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松
下
r
吉
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心
5
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下
迫
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川
本
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前
、
土
岡
、
松
本
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生
委
員
會
吉
本
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北
）
、
村
上
、
淡
厄
、
伊
蕗
．
山
木
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奥

本
ヽ
寺
四
．
波
多
野
、
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岩
井
．

土
木
委
員
合
吉
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村
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岡
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古
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懲
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琥
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案
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昭
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四
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廣
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歳
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出
豫
算
追
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原
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一
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木
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‘＿君^
―

奎、写RO、空空^

一ャ、＿＿^
九、空一

塁、――10、七淫

匹

四、七0四、＿―-塔

ぎ＿匹
0

、圭
0

吾
r^
孟、＿＿＿＿

―-、01-^
‘六^
七

-^
よ―-^
‘九^
―

空^
‘醤^
‘_華四

ー
一
互
皇
、
忌

主・

翌
、
0
累
、
翠
＾
七
―

主、四0ャ、Hik-

歳

出

問

豫

錐

5
「
最
終
]
:
[
内
糧
請
紐
『
且
＿
祠
繹

5
直
一
醗
闊
支
晶
．
T
支

m
-
-
l
o
、
-
1
四
＾
、
1
1
ー
六
、
三
〇
六
＿

七、匹蚕、合1一

•¢ ——•-———-_____•— 出

綿

額

9

.

,

 

｀
 

00 

恩、o-＿守―-．表

.,'.’ 

四 •・， 四． l． •• 
-~

 

ヽ

,.’ 

.‘, ．．．． 

,
 

•• 
j
i
,

．
9
•
'
，
、
1
、
,
9
,
1
、

•• 
i':ii':1,‘ •••• 

，'ヽー・9999.99fi.，し‘,＂ー斗'‘,t"
？
h
"

＇999999,＇9,．

I
:
,
．,11

t.，9..；＂’'， 
．
．
．
．
．
 '

、

'

.

I

.

i

.

‘
••• 

:
4
9
9
,
1
,
，
9
9
1
i
!
，
1
・
『
9
、
1
.
‘
-
i
)
I
,
;
i
i
.
i
:
i
I
`
t
1
,
1
1
,
i
.
.
9
1
'
ー
1
1
;

,

I

.

,

．
,
、
4
.
‘
‘
.
，
'

，．
．
．
‘

•• 
‘‘
 ••• 

，'‘99,r'・ド
．．
 
i”'［
tr'，ir,；ー，1．
j
,•• ,1,•t9919,',' 

ー

’•r9,.,••'•,' 

．．
 

-
.
.
，
.
‘
,
9
5
,
i
:
s
,
.
，
 

••• 

｀
』
9
.
,
，
‘
•
‘
4
.
‘
『

a
.
,

．
．
．
9
,
.
,

．． 
‘

L

,

1

 

ト・','．‘•• 
9
`
~
:
`
t
、
•
\
,
,
4、
.
,
-
、
．
f
1
9
,
.
＇
？
:
＇
)
:
'
、
,
9
,
9
9
.
.
9
『
,
9
.

;

9

,

9

,

＇

●

，

9

9

,

 

••• 

'
.
、
．
，
`
•
•
-

;9,4•9,r.’ 

f
4
,
t
1
 

••• 

-、`
．
．
．
．
 、
9
、
、•• 

,
＇
ー
，
．
し
＇
‘
.
ヽ
、
、
・
'
,
.
.
.
9
,
••••.•• 

;
,
.
1

い
"
`
•
,
.
.
.
.
，
4
l
,
．
，

.

.

.
i•••• 

“
.
、
)
、
・
；
＂
．

p

ぃ．，“，9,

‘
•
,
'
~
＇
,
.
＇
,
.
.
,
"
鴫
，
＇
，
＇
．
ト
'
"
9
ー
'
,
.
,
1
,

；
1
.
＇

•••• 

i

,

 

.

.

 

，
ヽ
．
，
—
，
．
'
•
;
‘
.
7

•• 

I

r

・

:

 

•• 
＂-‘‘.i.りしパ、，＇4

9,．,＇ー●，1，＇,＇,

9

,
＇
’
’
,
.
,
'
,
.
1
,
1
:
＇
’
,
9
.
.
,
`
‘
`
｀
,
．
‘
"

9
,
9
.
.
＂
，
r
1

.

，
い
・
1
9
,
＇
_
,
9
,
＇
,
＇
F
'
,
'
•
,
9
l
り
，
；
，
＇
，
＇

9
.
,
9
 
•• 

、

'

,

'

.

.

,

`

'

,

`

．

,

・

J

.

1

●、
'
,
J

、＇

9
,
.
、
＂
，
'
,
•
9

.

.

.
，

＼

ヽ

．

、

3

A

’

.

,

．,

L

'

＼

、

一

』

、

i

,

r

.

＊

'

,

.

,

・

,

.

,

 

•
9
,

』

.

,

‘

 

9
、
.
.
,
'
~
｀
9
、

-
I
、

9

.

＊

9
.

i

、‘

吝
哭
‘k=-

-0、七――七`
ooo

宝
、
べ
会
、
一
奎

――-、七元、0匹＿＿

英

＾

奇

羹

苔一
1t‘H七0

、̂＿＿-^
、主tl
tl 

き
1

四

1-‘_＿＿
R
O

-^
ぶ――--r癸――

．ヽ

1
^
‘
ャ
蚕
、
癸
1
-

九、―
-
i

空
‘o―11

豆
―
―
毛
0
0
0

――-―――-、主1-、四一九

・ヽ
・ヽ
・・

益
‘
七
宝
、
吾
＾
―

醤、＿＿器、四01―
．
 

―
-
1
、
皇
ヽ
匹
四
R
l

一
、
0
ま
、
九
歪

，
 

『
9

!
I.
 

ム，
 

・．、．贔•、上 y‘, • 

--・ ブ＊ョー0. o .. o.  I' -,:,• —--0• 
＼、謬

九九•1分爵．
o o. ・比ォl.

――-.,．，,＇．,． ， , •'` 
.'• : 

¥ 

J 
`．. j 

9 -｀四
l；，「 l；宇， 999l999

•'• 
‘-'＜ 



..... ,..,..,ぷヽ.,,,,..~.. • 
臼 -・ ＃邸ゴiom勺＇

9 9 ,  9、

＇ヽ

廣

凸

市

糀

れ

外

.＼ 

，， 

＼
 

． ， 

五

'
 ．
 

,
J
 .＂ 

し；

芯，
9

．い．`．，．．
 〗
•
し
〉
廣

・し、
．．
 

—

,

1 

•. 

＂＇
、~

嗚

＂`必≪ぃ．U

．S

、

會

.-1しe

*s 

9釘
〗
・
い
市

・

公

:

・

-

．

奨

媒

,．-，l
、

：
礼
．
『
．
＇
天
溺
町
外
部
落
有
財
産

用

品

調

逹

費

認

□報
？
 

.
都
市
計
盆
事
業
草
津
町
附
近

心＇い

i
,
．，

醤

事

業

費

・

士

地

罷

割

篇

都

市

計

霰

事

業

費

扇．和
'
,

;•J;

f
J 

`
J
.

，＂i,”

」
-

,r 

魯

9.+
．

歳

，

入

合

．

青

四
~

泌
？
｀
い
ら

f9.L. 

｀

豫

算

額

に

菌

Tl-

出

，

．

・
＊
[

-
．．
 
、1
、

ー
・

o
f
.
ト
•
9

＿
．i

し
，
~
ー
，

合

別

営

初

豫

算

額

最

終

豫

算

額

↓

麟

謬

匹

譴

に

輝

競

齋

額

一

彗

雌

支

出

額

一

支

、

一

'

;

-

―

-

1

•9.2 

會

．

計

●

る

支

出

額

の

百

分

比

‘

.

、

1

.
B
.
 

唸
5

羨’

芍
凡
：
行

七

璽

含

一

、

0

堅

、

ー

1

1

0

.

｀

-i-、
究

1
-

；
，
沢
因

1-、
0

月
癸

1

”
宝
ふ
な
1
;

：
パ
〗
i
i
/
r
-

―
四
ー
ー
一

r
ー
↑
|
:
ー
ー
1
i
1
`

胃笑，・{'い配バ‘屯因，＇配・ロ.
．．
 

翠と：
．．． 

9

、."2
.
T

、

．．
 

，＇、

、
｛
鵞
'
.
‘
ヽ
・
パ
〗
天
涸
町
外
部
落
有
財
産
四
＇
．
四

‘
l
-

九^’

-
，
パ
ー
用
品
詞
蘊
贄
1
1
‘
_
＿
_
-
＿
癸
―
―
六
―
-
、
空
0
ぶ
。
主
〗
＿
＿
‘
0
1
1
0
、
0
空
ー
曾
‘
1
1
。
』
-
r
唇
―
-
g
o
、
ノ
ー

蓋
、
0
弐
ー
ヽ
1
1
1
一
六
、
七
四
六

•

四
ー
1
-
＿
ふ
＾
．． 

―
―
-
0
-
＿
＿
‘
醤
＾
―
•
四
一
脊
＿
莫
．
’
―
―

翌
'r[
｀
[
＇
都
市
計
斑
事
業
草
津
町
附
近

9

士
地
塁
醤
喜
匿
喜

-i
ヤ
．〗ん

い
、
都
市
計
壺
事
業
喪
さ
忌
、
―
-
0
九
1
-
i
-
r
o
^
r
-
―
-
^
0
七
七
一
、
夷
＾

O
六
六
、
翌
、
＾
四
＿
＿
＾
善
、
歪
＾
、
天

〉

'

．
．
 /9

歳
出
合
計
―
―
-
‘
衷
‘
^
＾
o
_
＿
九
‘
奢
‘
_
-
＿
＿
-
＿
七
.
.

1
0
0
四
誠
一
、
―
―
-
―
六
九
、
金
、
空
●
一
四
‘
-
0
0
、
九
蚕
四
七

一

.,:~. 

口
由
叫
霊
直
詞
鳳
闊
叫
直
罰
団
叩
叩
鳳
叫
叫

i

い
'
•
•
島
り
ま
し
た
が
、
共
の
後
に
到
り
ま
し
て
税
制
改
正
が
施
行
せ

國
庫
、
縣
支
出
金
及
び
市
依
の
牧
入
朕
況
は
良
好
で
は
あ
り
の
減
額
は
豫
想
さ
れ
ま
す
が
、
成
績
は
良
好
と
は
申
さ
れ
ま
．
9

，．‘

-9,’

ヽ
・
ら
れ
、
叉
二
回
戦
員
給
典
ペ
ー
ス
の
改
訂
、
物
件
按
の
培
嵩

ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
國
及
び
縣
の
補
助
金
は
相
常
逃
れ
で
牧
せ
ん
°
勿
論
税
制
の
改
正
が
年
度
の
中
途
で
行
わ
れ
、
微
牧

J

・・[

＇
、
、
補
助
事
業
等
の
確
定
に
伴
い
ま
し
て
、
昨
年
十
月
、
全
而
．

｝
 

入
さ
れ
ろ
た
め
で
あ
り
ま
し
て
、
五
月
末
日
の
出
納
閉
鋲
ま
期
が
年
度
の
後
半
に
重
た
っ
た
事
等
、
稲
々
原
因
が
あ
り
ま
．
”
〗

[-‘ 荘‘
[：
市
的
た
豫
算
の
追
加
翌
正
を
施
行
致
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

1:.，
然
し
な
が
ら
、
地
方
自
治
の
哀
付
と
な
る
べ
き
財
源
附
典
も
で
に
は
殆
ん
＼
完
了
す
る
筈
で
あ
り
ま
す
。
尚
市
偵
は
、
そ
す
が
、
出
納
閉
鎖
期
日
モ
あ
ろ
五
月
末
日
迄
に
は
完
了
し
な
↑
ー

.
i

、

.

；

．

の

主

た

借

入

光

で

あ

り

ま

す

大

蔵

省

団

金

部

箕

金

が

未

決

定

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

の

で

、

市

民

の

皆

さ

ん

も

、

窮

迫

し

た

、

i

イ
ン
フ
レ
！
ン
ヨ
ン
の
加
速
度
的
辿
行
に
従
い
、
物
恨
改
訂

の
た
め
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
も
五
月
末
日
迄
に
は
借
入
完
市
財
政
を
御
狸
解
下
さ
い
ま
し
て
御
協
力
を
御
願
ひ
致
す
”

．
ぃ
報
に
よ
る
靡
麿
盟
、
誓
消
防
の
移
管
幹
に
よ
り
、
．
充

了
す
ろ
豫
定
で
あ

b
ま

す

。

次

第

で

あ

り

ま

す

。

〗
今
・
・
分
と
は
一
ぞ
え
た
い
朕
況
で
あ
り
ま
し
た
。
然
し
な
が
ら
、
こ

9
〗
`
'
、
口
の
よ
う
た
財
政
の
窮
乏
は
如
何
に
し
て
も
切
抜
け
て
行
か
な

一
t，
昭
け
れ
ば
た
り
ま
．
せ
ん
の
で
極
力
懃
出
の
整
狸
節
約
を
図
る
と

-＇
,
)
．
二
共
に
、
自
主
的
、
財
源
の
獲
得
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

和

"
し
・
[
•
四
一
般
會
計
の
常
初
豫
掠
額
は
、
登
低
六
千
六
百
五
拾
萬
奈
千

.-..;+ 

.
;
.
.
4

八
百
四
仰
で
あ
り
ま
し
た
が
前
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に

’
~
r

囀 A
1ハ

ヽ
~
．
．
根
本
的
に
追
加
夏
正
を
し
ま
し
た
結
果
、
最
終
豫
掠
額
は
四

.,．

B

熔
八
千
五
百
七
拾
天
寓
菩
千
百
拾
六
回
と
、
約
三
倍
と
た
り

．
，
衰

・[
9

．．
行
ま
し
た
。
践
入
中
主
な
る
も
の
は
、
市
税
の
慈
額
に
甜
す
る
．

こ
＂
〗
宜
七
ヽ
。
・
閑
及
縣
支
川
金
の
二
0
劣
、
市
債
の
一
四
％
で
あ

．立

窃
法
に
依
る
税
牧
入

．
 

L
 

9
U
 

獨

税

｀

縣

税

附

加

税

、H
=
％．

 

主
(
%

亜
％

窟

昭
和
二
十
一

1

一
年
度
市
税
調
定
牧
入
朕
況

―――――
■―――●-―●一

一
覇

分

—· 盲，•m - m^  二 いI ユL.,..ク
ヽ

9 J 、、、
•u o =ュ（定
・ニ・・ ”’ ユと ＝ r̀'―ュ・ヒ、、』、、
皿ヘーコ
至卓逗茎」竺

牧

孟ュ醤矢入，，、、、
ユ六 七 九
六ユしー＾ 洗-.t: ＝一
3 3 五ン•:額
六 ン・ミ ノヽ 一
-;-..：’ー・一，~-~-

＇未-
●- -

， 

工 0 さ合、、、、＝ ュ・ブゞ = 
・益合圭益、、、、
況 公苺益 I額―--1し一し —• 

納

牧
入
歩
合．
 

歪
％

t ..．. 
'' 

‘、

出

緑

歳

安

金

盆

毀

屋

費

11-‘零六、^
＾゚

R
、――――七‘_-0九

_＿＿＿哭0
発

-‘=-――か、空＿六 四

元、九七四、＿―-委

-00 

九＂六七主、0四七
,

9

 

＿
七
、
全
＿
＿
‘
-
至
0

――-‘。̂
-‘天＿合

． 
七一
七-'四

.. 

七、六＿七、^
七写

―-r̂
――写、九＿＿o

m-。、七
0
主＇ 

一、＿＿1-六、七哭

、――――六、四^
＾

哭
ぎ
―
-
0
-

里
匹
、
H
――

―ヽ―四四、0突
〇

四

し ~-k_ 集七

f
 

ーユ四＿

-‘＿匹一

翌―r̂
-1-

、0醤ヽ
――-六

＿翌、＝^
＝

、-_＿＿七、七＿^

9

_

＿七、主0七、＿＿九七

＿一、固――`
七奎

空1、̂
―
-
h
-

，
 

--、塔。`
塔^
＿

一
、
塔
m
o
-

f
9
.
 1

.
i『一

計

別

そ
の
他
特
別
會
計

営

初

豫

算

額

一

敢

終

豫

算

抑

岬
混
翡
噸
自
四
月

至
九
月

牧
入
額

自
廿
月

至
三
月

牧
入
額

牧
｀
・
入

歳

入

絡

>

“ i l f 9 謬
：直：圭・：究，l‘ lー名闘-

て‘‘.9‘崎̀(9し・•...,’ 
9.1・:̀i • 

歳

債
．
 

出
・

合

i 計

二
、
公

費

匹
、
＿
突
、
六
0
^

姦
~
究
。
｀
六
0
醤̂
、
醤
l
.
`
n
o
n
:

九‘̂
1-――、主0-

茎
―
―
、
九
元

蓋
六
＂
四
0
0

哭
0
吾
、
四
全

一、平^
六‘_＿＿-0

-r――姦四`
入四0

0
、
＾
雫
ぶ
―
-
^

鼻1-`
六四0、000

too 

1
ー
ベ
圭
、
0
1
1
~

四

工、0夫、^
――
H

＇ 空三、二＿＿九―

ー
一
し

某

、--0七、宇^
＾

溌
、
ヤ
写
0

六一

癸
七
、
九
益

力

,｝

‘
i
}
r

―-0
突
＾
苓

ー

天
、
全
一

0
-
、
四
七
在
、
九
宰

――
h
-

、-＿主四▼九究

四、六0四、＝大四

九、吉=ヽ
110九

-
1

芸
空
0

茎――、九――九＿

蚕九、

0̂、衣^
――-‘主主＿＿

六
3
-
――-、交。

写
0

七、実11

恩
、
~
1
1
1

令
究
0

、な
0

吾呼―――11

六
、
天
一
、
奇
主

―̂―ャ、―-1四

^
k
k
‘
。
^
H

＾
、
平
＾
六
、
写
k
o

ヽ

9

9

9

1

ヽ
ャ
奎
、
翌
七

'. t 一
＇匹、九〇．九四- -主＝写｀..

ヘ●l’’’ ' ，999;99lo，こ．主．；，：主， ；99と.`ら ・,0 ; =； ・プヽ，

:
·

d●
-
•
う
、
‘
`

••4 

'』＇

(

9

.

＂‘
 

,“ 

','•,, 

．

．
 
[．,＇ •• 

，
‘
ー
・
-
.
.
＇
．

．

．

 

，
 

.

.

 

J
 

i
 
•. 

ヽ

．

、
；
~
嶋
●
‘
,
~
、

~,. 

.,' 

●、

ヽ

,
5
 

ヽ
＇
ヽ
＇
ヽ
，

，
 

．

．

 

、

、

．

．

 

•` 

9
9
 

•9•,9., 

.'. 

，
 

，
 

四



，
 ＇ 

・・

鴫

｀

．
 

J‘̀
．，
9
,．ヽ
9`．i

ー1
,．ー
，．

t
.

；バ
，^喜．．
＇り9-．"り．f

．心．，
r
．．
 
灼
．
ぅ
・
〗
9
,
5
/
,
•
'

、
翌竺

．

也
，
ぐ
｀

•
i

、
.
‘
.
0
.
.

，

，
 

以
位
竺

'
~
,．．f~
"r

1

:

..
i
v
:
.,
 
••••••• 

”

r

,

し
'

，
`

．
 

．
 

し

1

ぃ．．名`
・
c,j.，．
．ヽ
‘9

,‘.
‘.̀

i

.i
(
 

.

`•9,~

' 

爪
＇
亨
．
＂＼
‘●
，
＂
I

｀

•
9
:

“
.
"
1
,

;

、
,

•
言

'

、

.

.

 

'

、

ー

，
•

9,'

，曹
．`．
 

9
.
 睾

呼
・いャ
＂，
ぃ

恩

lU

報

臨

．

し

T
It
A．

町．

.

.
 

L
 

・‘•9 

.

.
 

り

”
..
 

、

-
—
・
・
1
.
-

＿

1
1

―
―
一
―
―

’
●’
 ．，
 

.
i
J
•‘
．．
こ

．
 

．
 

ヽ

,9
,9
 

‘、

.‘
 

，
 

C

、
t.“・

凶
．，．
．
．．ー＇

，
ァ
、
次
竺
蛍
[
に

ら

9,9.‘‘

．̀

費

（

総

一

算

べ’

『

9
,‘、

・
湯

9●
●,＇ 

..
-、,

9
 

.

.
 

5
.
,-

.

.

.
 、

●

六

災

、

面

l
 

".“i' 

•• 
，
 

-'
L`

,
‘
 

鬱
,＂

,

1

 

ー＇い`べり^フ

・

。

一

”E
、i
v

l

健

・ク
、疇し
，
．
 

•[-

．．
 
．．
． 

，
 

•9 

•.. 

*
 

「一’
9
 .

.

 
,
 

,•9.

9 

，．、
．
 

．．
 ̀

：・ 

｀
 
刈
~
[
.
科
巴
別
主

叶
均
'
―ノ、

一
、
市
二
會

•? 

"r
 

.＂ 

9.
,
'
 

ー・`
 

;,9.r, 

J
 9.

9
 .
.
 
"¢• 

“
 ...
 

，．，． 

二

｀

殺

孟

も
/
r
.

＇．．
 ．
 

●‘
 .. 9
 

、
ヽ
ツ
’
`
•

.‘
 
~
 

．．
 ^
 

ヽ

•
9

9,’
 

•
’
―
―
-
、
啓
・

i者

,5,

．‘
 

鼻ヽ．，．＇ 
:
 

.• 
‘、・・

4
`
 

｀
 

．． 

・
（
ご
密

・'
 

5
-

，
 

．．
 

,．

c
 

.••• 
．
 
;

,
"疇

“r, 

ヽ

：
：
こ
）
棺

，
 

ヽ
ら

9

‘, 
り

．．
 
み
，

“―
 

ふ
心
(
-
廣
(
-
―
―
)
＿
消

,‘
 

t̀ ‘ .• 

(
＂

r
)
i密

.，

1
 

.
,
．
し
：

，．
 

»,9ば
・、•
バ

‘

.
J
L

•"• ＇，

四

十

一

木

‘
 

.“
 

.,
 

9

-

．．．
 

1

J
ヽ

di ．．
 

・
ツ
、

、『●ふぺ

島
（
一
)
-
．
維

五
ん

‘

u-)
道

，．
 

•• 
，
 

．，
 
．．
 

‘
 
．．
 

．．
 

，
 

ー'
り

．．
 

•. 

＜
 

•‘ 

(-――

[
7
1
 

9

●、

i
 

••• 

‘
 

•• 
．．
 

．．
 

9
,
 

-

t

i

 

．
 

9
9
q
.
 

．

i:市

ヽ

勺

9
,

＇‘l,. 

•9

, 

.
 

• 
f
,

．＇

、
●
育

“
 

．
 

一塁、•
•• 
・，ふ・

ぃ

r
.. 
、

.

.
 ，
 ．
 

．．．． 

．
 

•9 

、，
 
．．．
 

ん
•

竺
口

報

ー

＿

后
i

,"..
'

-

―

9,‘・ 

•• ー

.• ．．
 ;'

T
 

'、

9

.

•9. 累
ヽ

＇ 

:
 、.'＂，

 

．．
 

•• 
"
1
 

r
 ，
 

書

.
j
 
•• 

｀
 

．、

～
 

炉
9
•

昭
．

―

r'
；‘
 

s.

，
 

丸
＇●
[
、
和
＿

1

●

，

・

ニ

ー

一會
i

'
が
十し

!
／1-

• 
,9

-

．＇ト
＇

1
,
 

9

.

，
 

;

、・
9ロ

一

[

』

，
 

ヽ

'̀

，

 

、
•• 

-•• 
,
 
．．．
 

＇
,

．,
i

．

↓

‘

．

1
、
ヽ
•
i
,

＇

,

廣
島
市
霰

泣

外

訟

ー 入

合

tl• 

市

ィit

＇ 七
、
市

依

RlJ 

9
人

4
"

助

六
~
閲

煎

支

出

金金

給

入

金

宜
、
繰

入

金

天
‘
一
芸
、
l
o
q

九
、
名

l

、F-8

塁
塁
0
0

九
、I七
一
、
登
〗

四
、
六
癸
、
平
0
0

9
.
 
．
 

.,.̀

，
9

オ

-m、―-HO、

8

否
‘
啓
‘
8
8

四
、
蚕
0
、
0
0
0

苔
平
0
、
o
o
o

i
-

、
0妥
0
、
8
0

l

、9-
―-K
.
9
容

，
 

し

，
 

s
 
.• 

，
 

．．． 
・8竺---ノ9, ＿ 卒 ブ

入

稼
算
竺
ー
四
籠
嗜
」

．
 

醤
、
芋
一
心
、
金
八

――l四●――-^
交翌主

―――-―犬――i-l-

l
(
-

―-―-
l

羹
呈

一、
i
-

＿
i
-

『．^
翌

疇，
 
會

4,
 

ヽ`9

．‘
t
,

六
、
癸
九
、
苗

七^
、01-0-

ー一七^
、01ー。

七0J‘1-^
平

， ヽヽ， -^
、ー百^
、01――

＿
‘
-
翌
、
ユ
一
0

-r-m九‘-＝
0

．
 [

9-

一
ヽ

一、＿＿h-窄―111

一、――――ー六、11_1
＝-

百
‘1111――-、
1

吾．
 

合。七＿

七．鼻

ん

＇

9
*
 

ヽ，
 ．＇ 

9
 ..
 ，
 

／ ヽ， 

t

珂
＾
―
七
、
ヤ
ー
卒

窃―-‘

、
一
盟
、
n
-
0

＿r-晃
‘
-
＝
0

r
 

ーーー
y
1

L_a_~l ' ＂ 

ー
，
．
＇
り

4
§
.
r

リ
(‘

\
、

、t

'

-．
i
"
i
Y

-
-
1
5●r'

-（

f
:

i
i

心

'
‘•
?
t
,

9ソ
^
.

1

.

,

 

i
 

,“
',

1

,9r+＇ィ
'f,t
r↓

/Iti
i
‘
i
,i
i

i

i

i
・‘;'i
.,
；
`
,．．
 
ヽ
，9，

.
,、9
,

．‘

II
t

,‘:！
！

,1,l
ii・titi‘.i
f

し，
、

.3,
，いー
・}，＇

一
次
・
に
＊
現
在
本
市
復
典
を
注
目
さ
れ
て
ゐ
る
匿
刻
整
理
事
業
が
•
'
一
方
＿
二
月
末
支
出
縮
額
ば
壺
億
登
千
参
百
参
拾
五
総
匹
千
九
．

“

i
-
‘
、
公
齊
事
業

2
懇
悶
販
混
．
．

本
市
に
は
水
遁
事
業
が
あ
り

箪
八
拾
五
寓
七
~
百
式
拾
八
園
で
縮
額
の
九
ぞ
本
市
百
九
拾
九
回
で
，
豫
算
綽
額
．
に
蒟
し
四
八
％
と
な
っ
て
い
ま
一
公
螢
事
業
巌
し
ま
し
て
は
｀

ま
す
。
昭
和
二
十
三
年
度
よ
り
は
特
別
會
計
と
し
て
癌
費
し

の
特
殊
地
勢
上
、
及
軍
翌
籠
施
行
に
伴
い
5

必
然
的
に
質
す
が
、
こ
れ
も
前
に
申
し
ま
し
た
ょ
う
に
、
出
納
閉
鎖
期
日

り
且
汀
彗
汀
am九
迄
に
は
殆
ん
ど
支
出
さ
れ
る
筈
で
あ
り
ま
す
。

5

日
註

0

こ
れ
が
敗
入
・
び
支
出
の
ー
朕
況
は
次
の
一

•
特
別
會
計
羞
羹
費

:

.
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:

'
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代

金

四
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財
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牧
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報

依

金

雑

入

、
親

敗

入

給

水

工

事

費

牧
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二
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給
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工
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手・使
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用
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苔
奎
‘
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徊
必
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―
九
‘
^
＾
O

―
-
、
器
＾
‘
夫
四

一、―――-0、_-＿七四

r
o
o
k
、
九
＾
O

r
-
0
0
、
四
一
主

_-r-^
-―r-―ー―六

二
、
吾
0
0ヽ
0
0
0

弓
登
、
七
―
―
-
0

m―-0‘七0_-．

.
l
‘
苔
、
主
＿
＿
九

r_＿＿＿六、全――-

l、11六-―l、全――-・

．
色
、
全
。

き―-i-l四、裔。

蚕
、
0
0
0
、
0
0
0

＾
、
一
在
、
大
写

、̂l-̂
l、七0写

-
0
、
0
堅
、
八
七
八

―-0、0奈、士九主

“" 

.
、
次
に
歳
出
に
於
き
ま
し
て
そ
の
主
た
る
も
の
は
、
苦
察
消
防

費
の
総
豫
算
額
に
封
す
る
一
八
％
、
社
會
努
働
施
瞑
費
の
一

六
％
、
役
所
喪
の
ニ
ユ
％
、
激
育
喪
及
産
業
経
涜
毀
の
各
一

-
%
、
保
健
衛
生
費
の
八
％
で
あ
り
ま
す
。

科
目
別
の
主
た
る
費
途
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

一
、
市
諮
會
関
係
経
費
＾
、
―
―
―
六
、
芋
呉
幽

圭
、
四
四
0
、
九
四
主

二
、
役
所
関
係
鯉
批

三
、
密
察
筈
防
闘
係
斑
痰
＾
空
―
l
四
0
、
^
＾
-
l

'

（

ご

密

察

翻

股

晋

、

四

＿

―

-

哭

唇
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二
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梢

防

、

経

投

＿

＾
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（
三
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消
防
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経
費
―
―
r
l
夫
、
四
四
写
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四
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密
痰
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喪
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四
四
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発
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四
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木
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係

経

痰
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一

）

維

持

修

絣

経

我

哭

六

。

さ

突

（
二
）
道
路
梱
梁
特
別
整
備
経
痰
―
-
、
0
九
一
、
四
＾
O

（
三
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＿
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害
復
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九
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九
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0
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0
0
0
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四
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學
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経
股
一
き
＾
哭
、
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九

面
）
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菜
班
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鰈
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主
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四
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1
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投

一
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0
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さ

―

（
六
）
孤
兒
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捌
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育
罷
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六
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）
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保

護

罷

疫

、

四

｛

、

i
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合^
＿＿＿四

三
）
保
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院
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費
•
,
1
-
、
実
一
函
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四
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（

三
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保

育

所

経

費
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（
五
）
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祉
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_
-
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箋
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四
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（
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）
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會
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典
計
裳
に
従
い
ま
し
て
豫
算
を
計
上
致
し
ま
す
が
に
於

き
ま
し
て
、
國
の
認
證
事
業
費
が
決
定
致
し
ま
し
冬
れ

に
基
い
て
豫
算
を
更
正
致
し
事
業
を
執
行
致
す
の
り
ま

す。・
こ
の
よ
う
た
次
第
で
あ
り
ま
す
の
で
、
常
初
躁
算
．
式

億
七
千
五
百
九
拾
九
寓
六
百
八
園
で
あ
り
ま
し
た
敢
終

豫
算
額
は
、
武
懲
参
千
四
百
参
拾
四
萬
登
千
武
百
(

4

減

少

致

し

ま

し

た

。

・

歳
入
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
國
庫
補
助
金
と
市
セ
の

大
部
分
を
占
め
て
念
り
ま
し
て
、
籾
豫
算
額
に
封
し
て

國
庫
補
助
金
四
1
-
＿
劣
、
市
依
四
六
劣
、
と
な
っ
．
て
す
。

本
年
1
-
＿
月
末
牧
入
縮
額
は
豫
算
絲
額
に
蜀
し
ま
し
J
L
%
"

と
た
つ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
前
に
も
申
し
ま
し
つ
に

．

國
庫
補
助
金
未
交
付
の
も
の
が
相
嘗
あ
り
冨
叉
市
＂
大
蔵

省
預
金
部
査
金
の
割
常
が
未
決
定
の
た
め
、
借
入
い
な

翌
結
果
で
あ
り
ま
す
。
然
し
出
納
閉
鎖
期
日
の
豆
月
末
日
迄

に
は
牧
入
さ
れ
る
筈
で
あ
り
ま
す
。

豫
算
額
の
八
劣
を
占
め
て
ゐ
る
繰
入
金
が
登
千
八
百
四
拾
奎

萬
八
千
五
百
参
拾
参
回
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
會
計
は
殆
ん
さ
●

事
業
痰
の
み
で
あ
り
ま
す
開
係
●
、
人
件
費
等
に
不
足
を
生
[

じ
ま
す
の
で
、
一
般
會
計
豫
算
よ
り
繰
入
金
を
以
て
支
辮
主

る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

詞
こ
れ
は
出
納
閉
鎖
迄
に
は
一
般
會
計
よ
り
支
出
致
し
ま

す
の
で
、
三
月
末
で
は
未
牧
入
と
●
つ
て
ゐ
る
呼
で
あ
り
ま

（
二
）
特
別
會
計
載
災
復
典
痰
に
つ
い
て

、

す
。
．
、

皆
さ
ん
も
御
承
知
の
通
り
本
市
は
特
殊
の
戦
災
を
受
梵
こ
磨
澁
出
、
で
あ
り
ま
虞
、
最
終
喜
屡
讐
千
四
百
．
奈

れ
が
復
興
に
も
並
々
た
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
多
額
の
経
費
を
拾
四
萬
登
千
式
百
参
回
に
蒟
し
ま
し
て
、
そ
の
主
な
る
も
の
‘’

必
要
と
致
し
ま
し
て
特
別
會
計
を
設
け
て
鍛
意
努
め
て
い
は
建
築
費
の
登
億
八
千
五
百
五
萬
四
百
八
拾
五
回
で
あ
り
ま

る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

t
●

ず

・

し
て
●
綽
額
の
七
九
劣
を
占
め
て
い
ま
す
。
ミ
函
業
の
主

前
回
の
公
表
に
も
申
し
ま
し
た
が
、
と
の
載
災
復
典
費
豫
筑
な
る
も
の
は
麗
民
住
宅
建
設
、
小
喋
校
、
中
翠
校
、
及
工

ば
●
殆
ん
ど
園
庫
補
助
金
と
市
彼
で
賄
つ
て
い
る
膵
で
あ
り
業
専
門
學
校
の
復
葱
事
業
、
圏
害
館
富
市
胞
合
~
家
畜
市
場

ま
し
て
、
：
賞
初
豫
算
に
於
き
ま
し
て
は
、
一
應
市
の
豫
定
復
屠
場
等
の
各
復
薔
事
業
あ
り
ま
す
。
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七
、
保
健
衛
生
闘
係
諜
痰

（
一
）
倦
染
病
緑
防
罷
費

（
二
）
結
核
豫
防
斑
費

全
一
）
舟
入
病
院
罷
費

（
四
）
下
水
逍
痙
喪

（
五
）
問
芥
蒐
集
鰹
費

会

）

屠

揚

経

費

も

）

火

葬

場

罷

投

（八）

．健
民
関
係
親
殺
ヽ

（九）

，
保

健

，

所

披

手
）
保
健
所
建
設
罷
毀

八
、
産
業
斑
消
靱
係
経
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（
一
）
脚
エ
課
係
経
費
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（
二
）
農
水
産
経
費
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―
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―
)
晟
地
委
員
會
癌
疫

（
四
工
業
指
等
所
鰐
股

至
）
．
糀
潟
騨
係
親
痰

会
）
晟
地
災
害
復
密
罷
喪

（
七
）
中
央
卸
艇
市
場
建
殷
鯉
喪

九
、
財
産
管
理
闘
係
匿
痰
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十
、
涸
挙
開
係
観
費

・

・

十
一
、
公
佑
闘
係
純
費

十
二
、
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別
會
計
繰
入
課
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経
費
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性・

月

・年
員

考

.
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A

百
固
．
（
略
）

附
・
｀
則

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

ど，＂廣
島
市
職
貝
考
課
表
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

[
パ
9
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日

．

．

 

炭
島
市
長
濱
井
信
―
―
―

一
廣
島
市
規
則
第
十
五
琥

．
．
デ
．
廣
島
市
職
員
考
諜
表
規
則

第
一
條
人
事
管
理
の
適
正
を
期
す
る
た
め
こ
の
規
則
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
考
謀
表
を
調
製
す
る
。

第
二
條
こ
の
規
則
で
、
職
員
と
は
次
の
も
の
を
い
う
o.

・
一
、
地
方
自
治
注
第
二
百
四
條
に
定
め
る
市
長
の
補
助
機
関
た
る

＆
磋
員
（
助
役
~
牧
入
役
を
餘
く
）
．

二

、

展

貝

，

策
＿
＿
＿
條
考
謀
表
の
様
式
を
別
紙
盆
印
一
琥
表
、
笏
二
裁
表
）

の
よ
う
に
定
め
る
。

第
四
條
考
課
表
の
調
製
資
任
者
及
び
保
管
衷
任
者
を
別
表

．
 

＇，
 
,． 

赤
色

第第I
ニー記
湿裁

鳳さ員表但濶
せ翡のし製
る員記琺貨
こを入員任
と指に課者
が命つ長
あしいは

事

記
，

入
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一

―
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1

 

-

i

|

L

|

|

ド
ー
1

月
諜

表
（
第
一
琥
表
）

の
よ
う
に
定
め
る
。
，

．．
 

璧
條
考
課
表
の
調
勢
保
管
及
び
取
扱
に
つ
い
．
て
は
特

羹
温
頃
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
主
猿
を
交
え
、
各
俯
痰
に
流
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
．

そ
考
課
表
の
詞
如
及
び
記
載
事
項
に
開
し
双
薔
を
洩
ら
さ
な
い

こ
と

、
三
、
評
幽
等
を
附
け
る
に
あ
た
っ
て
は
一
勁
務
揚
所
内
を
探
準
と

せ
ず
市
全
般
と
照
合
し
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
、

第
六
條
考
課
表
は
識
員
就
職
の
日
か
ら
＿
＿
＿
ヶ
月
以
内
に
一

通
を
調
製
し
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
條
考
課
衷
記
載
事
項
の
追
加
訂
正
は
次
の
よ
う
に
行

う
も
の
と
す
る
。

職
員
が
勤
務
替
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
は
前
項
の
規
定
に

拘
ら
す
第
一
競
表
の
次
期
記
入
者
は
次
の
通
り
と
す
る
。

一
、
第1

項
の
記
入
時
期
後
ー
ー
一
ヶ
月
以
内
に
勤
務
替
を
命
ぜ
ら
れ

た
者
に
つ
い
て
は
新
所
屈
の
濶
製
究
任
者

二
、
前
競
の
時
期
以
援
勅
務
替
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
藉

所
属
の
潤
製
衰
任
者

第
八
條
退
職
し
た
職
員
の
考
課
表
は
保
管
渡
任
者
に
お
い

て
退
職
の
日
か
ら
十
年
間
確
宵
に
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
期
間
純
過
後
は
保
管
宜
任
者
に
お
い
て
確
究
に
こ

れ
を
燒
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
條
考
謀
表
調
製
要
領
の
細
部
に
靱
し
て
は
戟
員
謀
長

が
こ
れ
を
定
め
る
。

附

則

．． 

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
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苫
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，
t
¥
t
,
．
シ
，

鸞
〗
ハ
t
"
翌
戸
ぢ
ぺ
墨
前
懇
嘉
誓
虚
細
．
．
．
．

る
規
則
第
一
條
廣
島
市
中
央
卸
喪
市
場
（
以
下
市
場
と
い
う
）
に
五
、
醗
酵
室
、
冷
践
應
並
び
に
介

bii
岳

賊

す

る

こ

と

‘

.

元
-.. 、
．
廣
島
市
職
員
退
戦
手
常
支
給
規
則
の
一
部
を
改
阻
'

脊
附
蜀
笞
梁
に
限
る
こ
と

．

策

四

條

場

長

は

そ

の

取

扱

事

務

の

朕

況

を

次

の

匿

別

に

よ

，

｀

左
の
職
員
を
罹
ぐ
。

]
，
、
図
●
こ
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。
‘

り
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
•

〗
芦
ぶ
'
i
/
．
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
．
楊
長

.

'

一

、

句

報

．

廣

島

市

長

没

井

信

ー

ー

一

栗

長

・

．

係

．

長

'

5
、
い
〗
●
、
廣
島
市
規
則
第
十
六
銃
そ
月
報

三
、
年
報

係

．

艮

第
五
條
場
長
は
常
に
場
内
の
衛
生
及
び
菩
備
に
臨
す
る
施
‘
•
占
・

f
f予〗
・
~
炭
島
市
職
員
退
職
手
営
支
給
規
則
の
一
部
を
前
項
の
外
顧
問
喝
託
を
臨
く
こ
と
が
で
き
る
。

ー

・

設

を

盤

備

し

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

改

正

す

る

規

則

．

”

瑞

長

は

上

司

の

命

を

受

け

て

場

務

を

掌

理

し

脈

局

員

を

指

揮

監

抒

咄ヅヤい．．

．廣
島
市
職
員
退
職
手
常
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
十
一
月

4
9
るっ

第
六
條
前
各
條
に
定
め
る
も
の
の
外
、
識
員
の
服
務
並
び

．．
 

羹
・
、
9
9
5
A
_
9
日
巖
島
市
規
則
第
十
九
跳
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
楊
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
第
二
條
に
掲
げ
る
願
序
に
よ
リ
課

に
事
務
慮
理
に
幽
し
て
は
、
市
役
所
職
員
の
例
に
よ
る
。
．
9
,
ー

長
が
そ
の
底
務
を
代
理
す
る
。
．

．
．
る
。

虚

‘
9
'
•
第
一
條
本
翌
団
が
翌
笈
は
死
亡
し
た
と
き
は
、
こ
の
規
則
に
諒
長
及
び
係
長
は
上
旨
の
命
を
受
け
て
所
管
事
務
を
庶
珪
し
所
騎
•
第
七
條
こ
の
規
程
施
行
に
闘
す
る
事
項
は
別
に
場
長
が
こ
・
f

`

:

，

；

リ

退

職

手

翁

を

支

給

す

る

。

但

し

左

に

掲

げ

る

者

に

は

こ

れ

を

・

員

を

指

抑

監

督

す

る

。

．

。

～

れ

を

定

め

る

。

・

課
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
所
知
ir
係

長

、

係

長

に

半

故

が

あ

る

附

則

戸
〗
廣
」
又
給
じ
な
い
。

•
日
．
”
．
一
、
毎
月
一
定
の
給
料
の
文
玲
を
受
け
な
い
者
と
き
は
、
上
席
係
員
が
そ
の
域
務
を
代
理
す
る
°
係
員
は
上
司
の
こ
の
規
程
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
・

ふ
〗
．p

二
、
常
時
勁
務
に
屈
す
る
を
本
旨
と
し
た
い
者
．
命
を
受
け
て
掘
務
に
従
氷
す
る
。

／

＼

・

三

、

臨

時

竺

珈

員

第

二

條

市

場

に

亥

の

謀

及

び

係

を

置

く

。

廣

島

市

役

所

係

設

樅

規

則

の

一

部

改

IE
す
る
規
則
を
次
の
よ

-
．
豆
島
・
ー
•
四
、
禁
懇
以
上
の
刑
に
確
定
し
た
者
・
一
う
に
制
定
す
る
。

管

理

課

9

.

,

.

[

¥

．

五

、

懲

戒

又

は

こ

れ

に

翠

べ

き

渾

由

に

よ

っ

て

退

職

を

命

ぜ

ら

庶

務

課

．

一

昭

和

＿

一

十

四

年

六

月

七

日

ぷ

芦
’
•
•
I
れ
た
者
筑
珪
係
、
．
廣
島
市
長
濱
井
信
―
―
―
'
、
’
.
.
9
‘
’

況
＇
・
パ
ー
，
土
ハ
、
安
格
を
複
延
し
た
楊
合
で
あ
っ
て
も
引
頼
烹
巌
す
る
名
又
粂
務
課

年

市

国

唇

H
若

し

く

は

そ

の

翌

日

再

就

職

し

た

者

農

産

＇

係

一

鹿

島

市

規

則

第

十

八

琥

．

＂
〗
，
9
:
•第
一
條
の
二
こ
の
規
則
に
お
い
て
蔽
貝
と
は
、
左
に
掲
げ
る
者
を
加
工
品
係
一
．
廣
島
市
役
所
係
設
骰
規
則
の
一
部
を
繋
す
．
9
．

A

第

三

條

謀

の

分

掌

事

務

は

次

の

通

り

と

す

る

。

一

る

規

則

、
う
。

翌
、
9

一
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
條
に
規
定
す
る
殴
貝
（
市
長
、
助
役
、
・
ー
一
廣
島
市
役
所
係
設
樅
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
七
月
規
則
邸
九
'
〗

符

現

課

．

一

、

市

場

に

局

す

る

庶

喜

槻

す

る

こ

と

一

琥

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

〗
載
癸
墨
品
羹
員
を
除
く
）

．
二
、
贄
察
域
員
及
び
消
防
城
員

隠
'
.
.
.
__ -
、

翌

韮

員

、

賛

及

び

こ

れ

に

準

ず

る

者

二

羞

翡

、

保

證

金

並

び

に

金

錢

出

納

醤

す

る

こ

と

一

第

一

條

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

・
三
、
昏
莱
省
の
親
踵
事
務
の
指
粗
、
監
抒
に
賊
す
る
こ
と
一
「
各
課
」
の
前
に
「
室
及
び
」
を
加
え
、
次
の
値
魯
を
加
え
る
C

.

.

＇

碕
互
＇
〗
昭
、
一
附
、
・
則

沢
・
，
和
こ
の
規
期
は
昭
和
二
十
三
年
―
―
瓦
七
日
か
ら
こ
れ
を
迎
用
す
る
。
四
、
替
梁
成
禁
考
査
に
闘
す
る
こ
と
「
但
し
、
必
要
に
廊
じ
係
を
匠
か
な
い
こ
と
が
あ
る
。
」

．
．
．
．
 

五
、
螢
業
者
の
我
元
調
査
に
開
す
る
こ
と
．
「
合
計
課
」
の
前
に
「
市
長
室
」
を
加
え
、
語
池
品
の
「
話
粛
係
」

r
述
‘
・
,
L

羞
‘
・
ヤ
翌
誓
晨
裔
防
晉
貝
靡
届
期
間
に
は
、
昭
和
二
十
一
―
―
兜
―
一
月

．

六

、

市

場

紺

笞

に

閥

す

る

企

壼

並

び

に

詞

査

に

腺

す

る

こ

と

.

絡

係

」

を

削

る

。

‘

"

＇

‘

グ
叫
・
四
六
日
以
前
の
勁
油
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
．

晶

炉

・

年

r

,

＇‘
1
1
'
七
、
市
掘
設
備
及
び
楷
内
地
に
開
す
る
こ
と

．．
 

社
豆
笞
詈
「
宵
少
年
保
、

5
閤
係
」
を
削
リ
ー
「
文
化
係
」
を
加
，

心・
1

ハ"]

•
[
へ
＇
廣
島
市
中
央
卸
喪
市
場
鹿
務
規
程
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
i
l
'市
楊
内
の
街
生
並
び
に
特
備
に
闘
す
る
こ
と
．
＇
え
る
。
．
．
．
；

九

、

そ

の

他

莱

務

腺

に

屈

せ

ざ

る

こ

と

「

社

令

放

育

課

」

の

次

に

左

の

祁

り

加

え

る

。

．

9,

．" .
.
 、
月

喜
1

ー
る
。

育
成
課
難
狂
玲
哨
少
年
係
．
｀

』

＇

梁

務

課

，一
、
取
扱
物
品
の
珀
荷
、
分
荷
及
び
蔀
給
に
梱
す
る
こ
と
商
工
謀
の
「
戟
光
係
」
の
次
に
「
泄
栂
怨
配
給
條
」
を
加
え
る
。
。
＇
鴫

5

い

叶

昭

和

二

十

四

年

六

月

ー

ー

百

．

二
、
螢
業
者
の
許
可
と
そ
の
取
浦
に
梱
す
る
こ
と
，
・
食
粒
課
の
「
食
品
係
」
を
削
リ
コ

m場
係
」
を
加
え
る
。

廣

島

市

長

演

井

信

―

―

―

‘

応．ヽ
・日

門
〗
漿

勺

•
9
行
廠
島
市
規
則
第
十
七
跛
．
—
,
・
・
三
、
開
係
替
業
者
の
指
喜
農
脳
す
る
こ
と
第
二
條
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
、

域
ヽ
〗
廣
島
市
中
央
讐
箭
警
霧
規
程
．
＇
四
、
瑕
疵
塵
農
に
そ
の
設
明
に
脳
す
る
こ
と
一
合
計
課
の
分
靡
恋
の
前
に
左
の
通
リ
加
え
る
。
'
`
,

＇

□ロ
ロ
丁

□し
ー
エ
川
—
↓

9“.；‘A9、;:[

一
次
に
「
又
は
主
任
」
を
加
え
る
。
｀

る
こ
と
＇

a
.
9
,
'
、
市
袋
至

`
-
．
係
に
係
長
を
序
―
ヽ
係
を
匹
か
な
い
突
課
に
お
い
て
は
．
下
任
を
．

i

．

ヤ

『

．

，

一

、

農

各

舷

の

綜

合

企

森

に

脱

す

る

こ

と

そ

悶

唇

膳

す

る

こ

と

え．，
．．
 

：

二

蔽

詈

喜

様

に

隅

す

る

こ

と

．

門

箪

甕

屡

爵

醤

す

る

こ

と

'

A

ダ
'
・
.
・
.
.

-
1
1
!

｀

恨

逍

機

闊

そ

の

他

と

の

連

絡

に

関

す

る

こ

と

ー

勁

染

係

l

硲
虎
條
虫
係
邸
」
の
次
に
一
，
叉
は
主
任
」
を
加
え
る
。
ー

'i,

＇

！

・

[

間

、

そ

の

他

市

藝

特

命

醤

す

る

こ

と

・

一

｀

雑

靡

梢

の

調

査

及

び

研

究

に

隅

す

る

こ

と

＿

笹

ハ

條

中

「

課

長

」

を

「

室

長

父

は

課

長

」

に

改

め

る

。

3

.

t

竺

'

[

五

、

東

靡

虫

所

に

閑

す

る

こ

と

．

．．
 

、

両

羞

を

扱

典

に

濶

ず

る

こ

と

甘

軋

.

；

ぷ

涵

爾

は

公

布

の

H
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
＇

ク
，
．
，
＇
六
、
他
謀
の
主
特
に
屁
・
・
な
い
企
位
に
隙
す
る
こ
と
・
I
-
―
て
＾
蘊
に
隊
す
る
こ
と
．

活

＇

い

’

'

七

、

ぷ

索

”

庶

務

に

閥

す

る

こ

と

＇

凹

、

両

工

ふ

学

園

骰

の

有

成

に

脳

す

る

こ

と

.

9

ク

．

懇

藷

の

乱

「

雙

麻

苔

「

述

絡

係

」

の

分

靡

り

讐

っ

．

五

、

公

設

iIi翌
閂

醤

す

る

こ

と

―

鸞

嵐

棗

住

宅

使

用

條

例

施

行

細

則

の

i

部
を
改
正
す
る
、
・
・
・
「

ぢ
9
[
 

．．
 ー
ロ

：

翡

欝

諜

の

各

係

の

分

粛

夏

・

ぷ

盆

lJ
改
め
る
e

／

六

、

課

内

庶

務

醤

す

る

こ

と

、

ー

規

則

を

次

の

．

H
う

に

制

定

す

る

。

＼

一
昭
和
二
十
囮
笹
ハ
月
十
―
―

-

H

.

」

哉

光

係

ア
●
9
ご
．
社
な
＂
数

[n
課

、

廣

島

市

長

演

井

信

―

―

―

.

`

’

'

社

台

牧

YtrJ
係

1

-

、

額

光

事

梁

の

振

興

及

び

啓

後

に

隣

す

る

こ

と

一

し

‘

．

一

、

公

徳

心

及

び

政

治

塁

、

科

度

ぶ

閾

塁

11

魯
歪
闊
．
―
一
、
誤
光
客
の
誘
致
嘉
岳
他
に
賊
す
る
，
こ
と

す
る
こ
と•
-
i
-

、
翌
光
施
唇
喜
詈
品
・
す
る
こ
と
一
廠
島
市
規
則
第
十
九
焚
．

，

・

ニ

、

生

活

改

密

に

閾

す

る

こ

と

．

四

、

製

光

問

怜

に

開

す

る

こ

と

一

炭

島

市

懲

認

住

宅

使

用

條

例

施

行

細

則

の

一

5

汎
殿
'

：

‘

、

支

閤

醤

醤

4,？

0

こ

と

．

一

五

、

競

馬

及

び

・

目

懇

Jlt
競

技

醤

す

る

こ

と

＼

一

部

を

改

正

す

る

規

則

[．， 
．

．

 

囮

、

映

器

笞

闊

版

杓

に

脳

す

る

こ

と

一

だ

沢

＂

竺

后

鴎

す

る

こ

と

．

．

 

―
廣
島
市
候
設
住
宅
使
用
條
例
施
行
細
則
（
昭
和
ー
一
十
一
墾
ハ
，
．
，
9
，
.
'
-

'‘,．
9.、

島

、

五

、

政

筏

、

結

社

の

屈

出

及

誓

悶

隙

す

る

こ

と

一

七

喜

闊

＂

悶

靡

聾

芯

闊

ヤ

る

こ

と

一

月

一

日

侮

ぷ

Il笠
ハ

円

翌

の

一

部

を

臀

ょ

う

に

改

め

．

一

"
h
9
．
六
、
製
ぴ
爵
屑
醤
・
す
る
こ
と
．
←
地
心
沿
係
、
•
•
一
る
。

第
叫
條
別
表
を
次
の
通
り
改
め
る
。

・

文

化

係

一

、

浩

満

、

枝

橋

翠

ぽ

醤

符

に

潤

す

る

こ

と

．

i

畠

．

＇

、

一

羹

翌

器

の

音

裔

点

賊

す

る

こ

と

．

こ
贔
潟
事
務
所
に
應
‘
る
こ
と

宅

・
ー
で
｀
そ
の
他
港
潟
に
鴻
す
る
こ
と

「

.
,
1
-
‘

閥
杏
館
の
婆
箆
應
＇
る
こ
と

雨
討

‘

：

王

、

家

硲

．

婦

人

そ

の

他

の

文

化

闘

歴

朋

＇

る

こ

と

＿

＿

観

i
5
"

町

住

宅

泡
恰
．
係
ー
，

i

.

‘

'

四

、

麿

孟

蓉

醤

す

る

こ

と

舟

入

町

住

宅

『

鸞

墨

魯

凹

す

る

こ

と

-

J

し

，

、

五

、

そ

の

他

市

民

文

化

醤

す

る

こ

と

白

島

町

佳

t

‘

`

＿

＿

ー

羞

裔

及

誓

靡

岱

整

應

る

こ

と

□
i

翡

努

翌

菜

蒻

裏

に

左

窟

閤

加

え

る

c

―
―
-
、
靡
忠
裟
び
に
復
＂
悶
．
闇
給
に
賤
す
る
こ
と
千
川
町
住
宅

]
[
[
〗
冒
’
[
／
〗
冒
―
/
[
/
[
-
、
江
｀
且

5
-

住

91r 

，＂ 
•• 

i
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i
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し
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l
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＼
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i
•

第
一
塁
急
喜
一
ヶ
月
か
ら
生
後
十
ニ
ヶ
月
に
至
一
．
．
[
.

，
 
．． 
な．

―

-

，

る

者

。

又

は

生

後

一

阿

も

接

種

を

受

け

て

い

な

い

者

。

・

1

‘
霞
島
市
告
示
甲
第
三
十
八
琥

匁

で

・

｀

歳

U
.

で．．．
．，＇．

ー

・

1

一
、
議
・
行
費
金
翠
百
参
拾
参
萬
千
、
参
百
七
拾

Ii
一
昭
和
1

-

＋
―
-
＿
年
法
律
第
六
八
讐
豫
防
接
種
法
に
基
く
定
期
そ
病
氣
そ
の
他
浙
放
に
よ
り
指
定
期
日
迄
に
受
け
る
事
の
で
き
．
‘

•
ふ
‘

t.,9
，芯．

闘

．

’

．

-

（

策

一

閂

種

痘

を

左

記

の

通

り

施

行

す

る

。

'

-

な

い

時

は

そ

の

堺

由

を

具

し

て

猶

豫

を

庶

＂

で

ら

れ

た

い

。

又

.
,
9
.
 

昭

甜

二

十

四

懇

ハ

月

九

日

．

一

稲

痘

検

診

を

受

け

る

事

の

出

来

な

い

事

山

の

あ

る

と

き

は

そ

の

，
．
、
•
一
、
市
會
談
代
金
衣
千
百
靡
言
魯
辛
質

＂．ヽ

i9. 
，
J

.

冒．

、」

．．
 

＿
＿
＿
‘
密
裏
古
防
費

5
．

金

筐

晟

千

百

八
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追
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あ
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史
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，

；

年

4

ぶ
器
明
手
数
料
は
應
珂
—
+
＝
扉
應
口
初
よ
り

1
件
に
付
三
ー
女
付
し
て
い
る
宜
朕
で
あ
る
か
ら
指
導
監
督

j上
指
令
の
各
條
項

一

回
を
十
闘
に
改
正
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
念
穂
酋
嬰
し

一

を
厳
守
し
界
分
内
容
を
桧
討
す
る
要
あ
る
も
の
と
認
め
る
C

r
-
[
、六
＼
＇

,
9
 ‘' 

．．
 

て
い
る
が
爵
含
常
に
條
例
規
則
の
改
艇
等
に
喜
し
＊
市
一
（
木
件
は
商
ェ
骨
係
も
共
姐
事
項
で
あ
る
。
)

ダ．ぃ，r．月

,9,• ．＂ 
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ご

．吋
十
の
将
牧
を
計
る
べ
き
は
勿
論
全
戦
員
に
條
例
規
則
の
周
知
徹
底

‘”ー
『9—》

[
•

>

七

、

又
は
取
扱
に
意
を
注
ぎ
こ
れ
が
逹
涸
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
一
保
健
塁
忍
靡

ヽ

贔

阪

巾

の

一

、

事

の

務

喜

農

.
I
1
,

．日t‘褒
，

5

0

、

宇

品

贋

施

設

の

野

醤

醤

4
9
る
昭
和
二
十

l

5

・
・
，
”
[
行
使
用
料
湖
定
額
は
．
五
十
二
萬
五
千
餘
闘
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
世
板
の
成
理
朕
況
は
瓶
ね
・
埠
好
と
認
め
る
が
特
に
改
祁
又
9
5
m

．`
 ;‘ 

ヽ

f

．

翠
ぺ
き
湖
に
つ
き
密
に
列
記
す
る
C

.

-'
,~ 

•
9

し

｀
 

ご
．
．
．
．
．
、
内
靡
料
納
入
済
額
は
樅
か
に
八
蹄
千
魯
闘
で
未
納
額
が
阻
十

ロ

ロ

ー

ー

バ

ー＼t
＇

i

嬰
＃
｀

芹
島
'-

.‘•,. ,
r
,
f
.
,
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1
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,
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一
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戸

市

願

に

よ

り

本

殷

ぎ

翠

る

．
耶

務

吏

員

諒

岡

索

―

―

苓

一

四

市

ふ

謀

叫

{＂．

I
ャ
．
ヽ
．

••I 

、．．
 
‘，ヽヽ
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今
fT

年
に
よ
り
本
戟
と
免
す
ろ

.‘、.

蕊
-
i
-
J
P
J
苺
社
諜
叫

●ヽ3よ
・ヽ’・

昭
和
二
十
四
年
五
月
＿
二
十
一
ー
（
各
g

)

．

．． 1.
，斤．、..＂

A
 一

ど

報

．

、

・

技

術

ビ

i
如

5

本

苓

衛

_

-

g

和

十

叩

予
汀
．
—
{
詈
ょ
b

木
磁
と
免
す
る

-'，べ'

笞
-
C
”
ぷ
島
古

t
 

t
,

が
“
昭
和
二
十
四
雙
ハ
月
―
―
―

-
g
和
二
十
叩

i

菜
昭

忙

B

竹

内

多

一

沖
い
和

•
]
1
-
f
ビ
爵
憩
苅
原
さ
―
t

一
,3

"？
 匹

田

窪

荘

吾

臨

8
-
g
．る應

．＿忍、十
・・年

社

臣

竺

，

竪

盆

捻

一
竺
六hn

野

田

•• 
l
-
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、
ト

大
栢
・
ぶ
~
幸
、
菜
古
牧
入
阻
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i
'

．
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七

マ：＇
`

•

9

日

ヽ

二
．．
 

r2

ー
、
ビ
と

J

?

｀
孟
＾
空
ぷ
姿
h

-＇い
堕

—
.9
行
一ヽ一.

9
・

.
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＇ 
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,
9
,
 ＇
 一

二

村

四

郎

北

岡

虎

之

輔

即

r

輻

岡

．
伶
年

一
日
（
各
通
）

団

且

梶

本

願
r

三
日

ァ
五
務
吏
員

統
務
｝

i
忍

R
i
i
i
4
ヤ
る

同

総
粒
局
磁
員
謀
長
乗
務
を
命
す
る

同

総
務
局
調
査
諜
投
を
命
す
る

同

民
生
局
打
成
諜
長
を
命
中
る

岡

民
生
屈
保
他
諜
長
を
命
ナ
る

冒―

I

I

I

ー ' •. 9 ， 

僻
ヽ

．
 

.‘‘ 大 野 竹

ー 飴

松• JE 

:• 
）』 幸

田

田

窪 内

箕 多 滋

谷 吾 術

索

令

ー・

一
目
下
二
人
の
人
夫
で
宜
施
し
て
い
る
が
誇
帯
の
徹
底
し
か
い
宜

瓶
で
あ
る
か
ぢ
適
窃
な
人
員
を
配
骰
し
て
甜
掃
の
完
陪
ぢ
切
せ

ら
れ
た
い
。

9
9
船
入
病
院
は
終
戦
後
應
急
の
臨
時
的
建
物
で
あ
っ
て
珀
翠
及

び
改
備
が
極
め
て
不
滞
足
な
も
の
で
あ
る
か
ら
河
及
的
呻

9

披

充
す
る
事
が
緊
要
で
あ
る0•
本
・
件
に
つ
い
て
は
特
に
進
庄
年
よ

り
の
要
望
も
あ
る
か
ら
そ
の
宜
現
に
努
力
す
る
必
要
が
~G
o
 

10
、
保
健
所
を
披
充
整
佃
し
て
そ
の
機
能
を
充
分
浚
揮
さ
や
る
事

が
緊
要
で
あ
る
か
ら
エ
半
の
早
期
完
了
に
努
九
せ
ら
れ
た
い
。

ll"
昭
利
1
-
+
―
―
―
年
に
於
け
る
失
梁
應
急
事
梁
巾
堆
寂
邸
芥
汚
物

滸
描
貨
施
而

fit--＿
萬
九
千
ー
ー
ー
百
ー
―
-
＋
五
平
米
に
し
て
支
排
金
額

は
二
百
六
十
寓
九
千
七
百
五
十
闘
で
使
川
人
員
延
一
萬
六
千
五

百
九
十
六
人
と
な
っ
て
い
る
が
こ
れ
が
使
用
人
員
中
六
十
劣
九

千
九
百
餘
人
が
市
内
居
住
者
で
残
り
四
十
劣
は
市
外
居
住
者
で

あ
る
。
事
業
の
本
旨
よ
り
市
外
居
住
者
の
就
労
に
つ
い
て
は
狩

来
考
慮
を
要
す
る
も
の
と
認
め
る
。

.、.

’← 9‘ 

阪
島
市
公
安
委

h
に
任
命
す
る

昭
和
二
十
四
年
六
月
十
日

C
往
辿
）

．
廣
島
市
牧
入
役
に
選
任
す
る

波

多

野

要

減

事

務

吏

員

民
生
局
商
工
課
長
を
命
す
る
、

•

•
同

中
央
卸
賣
市
場
長
を
命
す
る

同

総
務
局
渉
外
課
長
を
命
す
る

‘..

同

名

民
生
局
祉
合
敬
育
課
勤
務
を
命
す
る

技

術

吏

員

沖

民

生

局

食

粒

課

長

を

命

す

る

．

昭
和
二
十
四
雙
ハ
月
七
日
Q

各
通
）

，

事

務

吏

員

矢

東
京
出
張
所
長
を
命
す
る

昭
和
二
十
四
年
四
月
八
日

事

務

吏

員

山

民
生
局
育
成
謀
盟
育
係
長
を
命
す
る

ボ

務

吏

員

村

同

呆

縄

同

―

―

 
．
 

1
,
 

同

民

生

局

育

成

謀

勤

務

を

命

ヤ

る

・

班

務

吏

員

油

総
務
局
税
務
諜
勤
務
を
命
す
る

昭
和
二
十
四
年
六
月
七
日
（
各
通
）

公

安

委

員

伊

願
に
よ
り
廣
島
市
公
安
委
員
を
免
す
る

昭
和
二
十
四
年
六
月
九
日

耶

務

吏

且

姿

願
に
よ
り
本
猜
を
免
す
る助

役

森

民
生
局
媒
務
課
必
耶
務
取
扱
を
命
す
る咲 伴
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、根

力

男

吹

窓

道

村

筋

柄

.tt: 

之

UI 

本

怖

谷

勇

秋
田
勘
ー
ー
一
郎
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—
-
‘
第
七
十
九
況
＂

＿
一
、
が
七
十
二
挑
＂

一-一9
_
、
第
七
十
一
迂
況
＂

．
 

t
-
、
佑
七
竃
十
門
煉
＂

i
 

i
 

報
ー

六
月
十
日
、
十
六
日
及
び
二
十
日
の
定
例
市
蕗
合
に
お
い
て

左
記
の
通
り
躇
決
さ
れ
た
。

記

六
月
十

n哄
決

．
．
 

一
、
第
七
十
八
聾
臨
案

．
牧
入
役
選
任
の
同
窓
に
つ
い
て

阿

窓

に

決

定

公

安

委

貝

任

命

の

問

窯

に

つ

い

て

｀

＂ 

昭
和
二
十
四
年
炭
廣
島
市
茂
入
出
況
穿
追

原

案

可

｀

決

加翁
溶
堺
校
孜
沢
並
び
に
斑
止
に
つ
い
て

II 

昭
和
二
十
四
年
庇
炭

“ipffl防
廊
咬
費
．

公
伍
力
注
に
つ
い
て
＂

雑

炭
島
市
勤
粟
事
務
を
襲
託
す
る

昭
和
二
十
四
年
六
月
二
十
二
日

'

，

・

事

務

吏

員

山

願
に
よ
り
本
磯
を
免
す
る

，

事

務

吏

員

新

総
務
局
渉
外
謀
長
を
命
す
る

昭
和
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日

出
[

政

雄

本

浙 ， 

，

高

‘

瀬

孝

廣
島
市
技
術
吏
員
に
任
命
す
る
、
技
手
に
補
す
る

昭
和
二
十
四
年
六
月
二
十
日
．

班

務

吏

員

．

新

出

政

総
務
局
渉
外
謀
渉
外
係
長
を
命
す
る

事

務

吏

員

土

佐

岡

武

民
生
局
育
成
課
背
少
年
係
長
を
命
す
る
＇

山

田

利

．
 ， 
tヽ,’、,'

，
 

人そ
；

‘f

之・ 雄

事
務
吏
員

願
に
よ
り
本
職
を
免
す
る

l

昭
和
二
十
四
年
六
月
十
四
日

．
技
術
吏
員

市
長
室
勁
務
を
命
す
る

綾

田

公

明

西

千
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笑

子
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四
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ー
、
市
怯
名
を
以
て
1
9
ー
ミ
笈
送
文
洪
ビ
の
公
文
香
紐
は
甲
第
何
栽
と
―

ナ
ベ
き
で
あ
云
き
・
れ
を
丙
第
何
哉
と
し
て
瓶
扱
い
た
る
も
の

が
二
十
六
件
あ
る
。
又
簿
冊
に
年
炭
駆
分
及
び
牒
名
が
記
入
し

て
い
な
い
も
の
或
は
諮
給
奥
の
受
鋲
印
洩
．
や
球
多
数
あ
リ
、
北
p

類
の
編
痣
が
密
良
好
と
言
え
な
い
か
ら
こ
れ
等
の
取
扱
に
つ
い
ャ
．

は
総
べ
て
本
市
規
程
に
基
き
兎
珪
ナ
ペ
き
で
あ
る
。

2
1
ヽ
許
可
休
暇
は
一
年
を
通
じ
二
十

H
以
内
と
さ
れ
．
て
い
る
が
二

十
日
以
上
の
も
の
を
休
暇
と
し
て
取
扱
っ
た
も
の
が
十
件
・あ

る
。
又
受
休
者
の
捺
印
洩
れ
や
代
印
で
巽
理
し
た
も
の
ぶ
多
数

あ
る
が
許
可
休
暇
と
怯
蜘
は
明
確
竺
庇
分
し
て
臨
涅
す
る
と
共

に
そ
の
他
の
劾
務
闘
係
の
簿
拇
lti
に
お
い
て
も
受
命
者
の
捺
印

洩
れ
等
が
相
賞
あ
る
か
』
色
収
扱
に
充
分
注
窯
す
べ
き
で
あ
る
。
＇

3
、
消
耗
品
及
び
船
舶
川
油
類
受
排
締
の
記
入
救
試
に
述
邸
が
多

く
交
付
残
数
の
記
入
が
な
ー
い
も
の
が
多
々
あ
る
。
又
金
券
配
布

簿
に
よ
っ
て
莱
車
券
の
受
彿
を
し
て
い
る
が
規
楳
の
簿
拇
を
整

゜

伽
す
る
と
共
に
物
品
の
受
掃
に
一
屈
正
確
を
期
す
る
要
が
あ
る
・

4
、
座
芥
屎
尿
及
び
厨
芥
の
夜
却
契
約
苦
又
は
委
任
朕
そ
の
他
牧

入
印
紙
の
貼
付
を
要
す
る
魯
類
に
収
入
印
紙
を
貼
付
し
て
い
・
な

い
も
の
が
相
賞
あ
る
が
逃
べ
て
印
紙
税
法
に
光
き
達
法
な
き
よ

う

虞

理

す

べ

き

で

あ

る

。

．

5
‘
失
業
底
急
事
菜
閥
係
で
人
夫
出
役
舘
の
怖
付
が
な
く
又
エ
唄

竣
功
の
柚
岱
報
缶
粛
を
全
て
批
出
し
て
い
な
い
が
本
市
土
木
工

事
直
笞
規
程
に
従
い
虞
瑶
ず
ぺ
き
で
あ
る
0

、

.

`

尚
箕
金
の
受
領
に
同
姓
た
る
を
以
て
常
に
同
一
印
微
を
使
川
し

て
い
る
も
の
が
多
致
あ
り
中
に
は
琺
員
の
印
麻
で
受
領
し
た
る

も
の
が
二
件
あ
る
。
こ
れ
等
は
共
に
不
常
で
あ
る
か
ら
賃
金
の

5

冬
彿
に
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集
に
つ
い
一
」
．
…
…
；

．．．． 
…
…
…
…
…
…
…
．
廣
島
市
有
財
産
取
得
管
理
虞
分
條
例
苑
行
細
則
，

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

．
 

目

次

．

，

、

か

じ

め

各

入

札

者

に

通

知

す

る

。

'

,

り
．，
．

、．
．
同
付
議
班
件
に
つ
い
て

’

策

一

章

総

則

．

．

．

，

前

項

の

通

知

は

こ

れ

を

取

り

消

す

こ

と

が

で

き

る

0

,

｀
．
．
．
9

、
9
』
•
島
昭
和
二
十
四
年
度
歳
入
出
豫
邸
追
加
…
…
…
…

．．．．．． 
…

…

‘

 

第

二

章

入

札

規

定

．

第

五

條

入

札

に

加

わ

る

う

と

す

る

者

（

官

公

署

を

除

く

）

は

、

'

,

. [,

.

.

.
、
〗
「
行
旅
死
亡
人
に
つ
い
て

．．．．．．．．．．．．．． 
：
 ．．．． 
ー
…
…

•
9
`
…
…
•
•
•

,
｀
一
臨
時
市
議
舎
招
集
に
つ
い
て
…
…
…
…

•
•
•
i
:

．．．．．．．．．．．．．． 

誓

章

契

約

の

締

結

股

行

安

格

証

明

費

入

札

係

證

金

と

と

も

門

入

札

魯

を

提

出

第

四

章

取

得

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

但

し

、

指

名

競

華

入

札

に

あ

っ

て

[

，．．’]
＇、
＊
廣
島
市
役
所
執
務
時
間
特
例
：
し
巧
．．．．． 

r
 

．．．． …••…… 

..... 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

第

一

節

物

件

及

び

努

力

供

給

は

、

安

格

證

明

帯

oJ
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
あ
る
。
＼
’
｀
・
・

.
：
市
臨
時
市
議
會
付
諜
粛
件
に
つ
い
て
．
，

••••••••••••.•••...•..••• 

••.•••....••.•• 

肴

．
第
二
節
寄
附
受
領

i

.

、
資
格
證
明
帯
は
、
第
七
條
及
び
第
八
條
の
布
項
に
隅
す
る
喜

口
．
‘
，
．
9
行
旅
死
亡
人
に
つ
い
て

第
五
章
伍
E

.

、

理

・

・

，
裳
該
官
公
署
の
醗
明
で
あ
る
こ
と
と
要
し
ー
そ
の
證
明
を
｀

R
還
緑
管
理
委
員
令
告
示

虹

⑨

監

査

．

公

表

、

第

六

窄

庭

分

｀

．

受

け

た

日

の

學

る

會

叶

年

度

中

、

證

明

硝

項

に

異

勁

を

．

I

•
第
一
章
練
則
．
生
じ
な
い
限
．
り
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
但
し
、
必
要
が
あ
る

’
・
地
方
自
治
法
第
百
九
寸
九
條
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
消
防

＇

．．．．．．．．．． 疇
．．．．． 

疇

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

•
第
一
條
こ
の
規
則
は
、
炭
島
市
有
財
産
取
得
管
理
虞
分
條
と
き
は
、
夏
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

．

．

 

，
．
．
．
．
署
監
査
の
結
果
公
表

例
（
以
下
條
例
と
い
う
）
の
施
行
に
闘
レ
、
必
要
た
康
．
項
を
前
項
の
場
合
螢
粟
を
許
可
さ
れ
た
未
成
年
者
に
あ
つ
て
は

―-
i

地
方
自
治
法
第
百
九
十
九
條
に
よ
る
綿
謗
局
及
び
市
長
室

定
め
る
も
の
と
す
る
。
，
•
そ
の
替
業
に
閥
す
る
登
記
抄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

r

ヽ
，
和
會
計
課
、
秘
苦
課
監
査
の
結
果
公
表
・
・
・
；
…
…
…
…
…
…

・
・
・
十
，
’
•
第
二
掌
入
札
規
定
’
.
'
な
い
。
●

・ヽー

I

-

R

辞

令

第
二
條
一
般
競
争
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
入
札
第
六
條
代
理
人
を
以
て
入
札
に
加
わ
ろ
う
と
す
る
者
は
、

•
9
•
四
'
.
®
雑
報
・

期
日
五
日
前
ま
で
に
、
市
報
、
新
軋
掲
示
そ
の
他
の
方
前
條
第
一
項
の
外
委
任
敗
を
蹄
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

[
年
臨
時
市
磁
令
の
暗
決
邪
件
に
つ
い
．
て
…
…
．．．．．．．． 
：
 ．．．．．．．． 

．
 

法
を
も
つ
て
公
告
す
る
。
但
し
急
を
要
す
る
場
合
は
、
三
．
委
任
瓶
は
、
そ
の
委
任
耶
項
及
び
期
間
を
明
記
し
＂
仝
一

一
加
出
張
所
管
哀
地
域
別
人
口
及
び
恨
布
瓶
祝
表
…
…
．．．．．．．．． 

••••••••••••••••.•••••.••••••••••.•• 

合
計
年
庶
を
限
b

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
•
内

日
前
ま
で
に
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
0

,

.
-
―
ー
戸
籟
上
の
市
勢
に
つ
い
て
．

、r

．
前
項
の
公
告
は
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
｀
容
に
異
勁
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
庶
提
出
し
な
け
れ

，
庄
廣
島
市
・
廷
輝
者
年
＾
＂
別
集
井
表
・
・
・
…
…

．．．．．．．．．．．．．．． 
…
…
 

第
三
條
乙

i

般

熙

争

入

札

の

公

告

に

は

、

次

の

郡

項

を

祁

げ

ば

な

ら

な

い

。

口

｀

鬱

9

,

．

,

”

.

・
[
登

,

．

．

；

第

七

條

‘`
P
一
般
競
争
入
札
に
加
わ
る
う
と
す
る
者
は
、
引
せ

ろ。',

_1
・・I
I

一、・行
一ロ

規
'
、

狐
沿
第
四
＋
，
賊

則

．ヽ



・
・
・
ヽ

9

ヽ
＼
•
』

-
C
!

ヽ
z

知
ふ
．
．
．
，
炭
島
市
賠
復
活
第
四
十
槃

h

—
ー
ヒ
ー
し
ー
！
！
ー
ー

,
 
.... -1-

．＇ 

第
十
七
條
入
札
の
豫
定
憤
格
又
は
敢
低
僕
格
は
、
、
，
封
書
•

ェ
絞
き
二
年
以
上
常
藍
羅
に
従
事
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
め
た
有
債
證
券
を
も
つ
て
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

I

●
●
、
曹
、
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
但
し
畜
齊
却
、
貸
舛
の
場
合
は
こ
前
項
の
換
窮
債
格
は
、
本
市
依
券
は
、
額
面
金
額
と
し
、
し
こ
れ
を
入
札
及
が
開
札
場
所
に
腟
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

9
.

、

の

限

り

で

な

い

。

そ

の

他

は

、

前

月

市

場

債

格

の

十

分

の

八

を

以

て

こ

れ

を

悶

暑
、
ヽ
螢
業
を
承
緻
し
た
場
合
に
茶
い
て
は
、
前
螢
業
者
の
賞
該
換
算
す
る
。

3
•

第
・
十
八
條
購
入
そ
の
他
の
供
給
契
約
の
場
合
に
あ
っ
て
は

二
條
入
札
饗
は
、
入
机
物
の
菰
類
毎
に
金
額
及
び
住
豫
定
恨
格
以
内
（
あ
ら
か
じ
め
最
低
偵
格
を
定
め
た
場
合

/

9‘

・
・
登
業
に
従
事
し
た
期
間
は
、
承
傘
人
の
従
事
す
る
期
間
に
第
十

，

．

．

．

臼

茎

通

卵

す

る

。

所

氏

名

を

記

載

し

、

押

印

封

絨

の

上

提

出

し

な

け

れ

ば

な

は

そ

の

債

格

以

上

豫

定

債

格

以

内

）

の

最

低

債

格

の

入

札

9

,

9

第

ハ

條

左

に

掲

げ

る

者

は

、

入

札

人

、

契

約

人

又

は

そ

の

ら

な

い

。

＇

を

な

し

た

者

を

落

札

人

と

す

る

市
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
郵
便
に
よ
っ
て
究
却
及
び
貸
付
契
約
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
豫
定
債
格
以

上
の
最
高
伯
格
の
入
札
を
な
し
た
者
を
落
札
人
と
す
る
。

_
[
.
｀
代
理
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

入
札
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
無
能
力
者
（
嘗
該
螢
業
を
許
可
さ
れ
た
未
成
年
者
を

．
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
封
筒
の
見
え
易
い
箇
所
に
「
第
十
九
條
落
札
人
と
な
る
ぺ
き
仝
側
の
入
札
人
が
二
人
以
＇

除
く
）
＇

何
々
に
隅
す
る
入
札
書
」
で
あ
る
旨
を
明
記
し
、
饗
留
郵
上
あ
る

9
き
は
、
直
ち
に
く
じ
で
落
札
人
を
決
i
ゲ
す
る
。

t
'

二
破
産
者
で
板
樅
し
て
い
な
い
者

•
第
九
條
次
の
各
説
の
一
に
該
常
す
る
と
認
め
た
者
は
、
爾
便
で
市
長
宛
に
親
展
害
と
し
で
開
札
時
限
迄
に
送
付
し
な
前
項
の
く
じ
は
、
裳
該
⑮
戌
人
に
こ
れ
を
さ
せ
る

鼻

9

●

巖

後

二

年

間

、

入

札

人

、

契

約

人

、

又

は

そ

の

代

理

人

と

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

、

常

該

入

札

人

中

出

席

し

な

い

者

又

は

ぐ

じ

を

行

わ

な

苔

-

]

｀

員

い

に

あ

た

り

、

不

正

の

行

虚

あ

っ

｀

中

贄

砂

闘

詑

咋

謬

且

賃

謬

5

託
鱈

0

入
札
に
覇
係
の
な
い
市
職
員
を
し
て
く

合
に
お
い
て
は
更
に
入
札
に
付
す
る
も
の
と
す
る
。
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
落
礼
人
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ

た

者

‘

・
ニ
入
札
に
際
し
、
他
人
と
談
合
し
、
本
市
の
不
利
を
踪
第
十
四
條
提
出
し
た
入
札
書
は
、
取
消
、
引
換
叉
は
金
額
の
旨
を
入
札
帯
に
記
入
し
て
、
く
じ
の
相
手
方
又
は
こ
れ

1
•島

に
代
つ
て
く
じ
を
し
た
市
職
員
に
記
名
押
印
さ
せ
な
け
れ

'

，

．

り

叉

は

闘

ろ

う

と

し

た

者

数

菰

の

焚

度

を

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

、
、
三
入
札
の
加
入
叉
は
落
札
入
の
契
約
の
締
結
若
し
く
は
第
十
五
條
次
の
各
琥
の
一
に
該
嘗
す
る
入
札
は
、
こ
れ
を
ば
な
ら
な
い
。
＇

1
[

市

屈

行

を

妨

害

し

た

者

無

効

と

す

る

。

｀

第

二

十

條

入

fL
の
金
額
が
豫
定
恨
格
に
逹
し
な
い
と
き
は

．
、
四
布
常
の
理
由
な
く
常
該
職
員
の
指
揮
に
従
わ
な
い
者
一
表
格
證
期
害
を
提
出
し
な
い
で
入
札
し
た
も
の
直
ち
に
再
度
の
入
札
と
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

．．
 

‘
又
は
そ
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者
＇
―
-
所
定
の
日
時
ま
で
に
所
定
の
入
札
保
読
金
を
納
付
し
合
、
•
第
三
條
の
手
綾
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る。

”

五

落

札

人

で

あ

っ

て

賑

品

の

理

由

な

く

契

約

を

緒

ば

な

．

な

い

も

の

9

報

い

者

、

叉

は

契

約

を

股

行

し

な

か

っ

た

者

9

_

＿
＿
入
札
察
項
叉
は
金
額
を
表
示
し
な
い
も
の
、
若
し
く
岱
如
二
十
一
條
開
札
は
入
札
人
の
面
訛
で
こ
れ
を
行
う
。
こ

．
，
の
場
合
入
札
人
が
出
席
し
な
い
と
き
は
、
市
長
に
お
い
．
て

は
不
明
の
も
の

.
.

、
自
己
の
疫
に
降
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
を
解
除
さ

四

押

印

L
な

い

で

入

札

し

た

も

の

二

名

以

上

の

市

戦

員

を

し

て

立

ち

合

わ

せ

る

。

ナ

・
五
仝
一
事
項
に
封
し
仝
一
人
の
名
に
お
い
て
一
一
通
以
上
第
二
十
二
條
落
札
人
が
決
定
し
た
と
き
は
、
帯
面
又
は
ロ

•
9

れ
た
者

頭
で
そ
の
旨
を
落
札
人
に
通
告
す
る
。
．

.

.
”
“
七
前
各
琥
に
定
め
る
も
の
の
外
、
入
札
又
は
契
約
の
締

,．

n

咋

和

に

際

し

不

祀

の

行

岱

が

あ

っ

た

者

、

の

入

札

を

し

た

も

の

六
委
任
敗
を
提
出
し
な
い
代
理
人
が
入
札
し
た
も
の
落
札
人
が
前
項
の
通
告
を
受
け
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
ー

和

七
入
札
に
脳
し
、
不
正
な
行
蕊
が
あ
っ
た
も
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

9”'

ー
仁
第
十
條
保
證
金
は
、
左
の
制
限
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

落
札
人
が
前
項
の
期
間
内
に
契
約
を
締
結
し
な
い
と
き
は

r
•

四
但
し
指
名
競
華
入
札
叉
は
斑
窪
契
約
に
よ
る
場
合
若
し
く

．
一
年
は
市
長
に
お
い
て
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
八
入
札
饗
郵
送
の
場
合
は
開
札
時
限
迄
に
到
逹
し
な
い

＋

も

の

．

、

落

札

は

そ

の

放

力

を

失

う

c

九
前
各
琥
に
定
め
る
も
の
の
外
、
市
長
に
お
い
て
特
に
第
二
十
一
＿
＿
條
落
札
人
は
、
本
市
の
承
諾
な
く
し
て
、
そ
の

.•• 

，
月
こ
れ
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

梱
利
を
談
渡
し
、
又
は
そ
の
義
務
を
移
轄
す
る
こ
と
が
で

.

,

9

 

_
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-

―

入

札

保

證

金

入

札

金

額

の

百

分

の

五

以

上

・

・

・

ヤ

ニ

契

約

保

證

金

契

約

金

額

の

百

分

の

十

以

上

指

定

し

た

祖

項

に

違

反

し

た

も

の

”

日
し
．
疲
予
一
條
保
證
金
は
、
無
記
名
の
國
債
證
券
、
地
方
偵
証
第
十
六
條
入
札
を
行
う
に
際
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
き
．
な
い
。

9
'

と
き
は
、
落
札
豫
定
債
格
の
外
、
あ
ら
か
じ
め
最
低
債
格
第
二
十
四
條
本
市
の
都
合
に
よ
り
、
落
札
叉
は
契
約
の
後

そ
の
全
部
若
し
く
は
部
を
愛
更
中
止
し
、
且
つ
契
約
の
解
．
．
‘

ハ
・
行
券
、
勘
業
伯
券
、
貯
蓄
値
券
、
復
興
依
券
、
農
工
偵
奏

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
．
．
拓
植
債
券
、
興
業
値
券
そ
の
他
市
長
に
お
い
て
適
賞
と
認

．ゞ
亀＇

，
ー1
,
!
•
-
1

i-1―
ー

●

dr",' 

.Ar

、
!
？
恐
岳
“

・り、

V
y
,

#
t
"
f
J
、̀
!
，

‘
.
9
 

lri... 
＇ 

'
・
除
を
な
す
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
落
札
人
は
、
こ
れ
に
到
し
一
踏
意
契
約
を
な
す
と
き
、
但
し
喩
貸
付
契
約
の
場
合
除
’
し
た
と
き
は
、
市
長
の
速
捧
に
従
い
、
契
約
人
の
費
用

．
を
も
つ
て
、
既
納
物
件
の
引
取
と
な
さ
し
め
、
又
は
市
長

ー、
異
議
の
申
立
又
は
損
害
の
賠
償
を
諸
求
す
る
こ
と
が
で
き
は
こ
の
限
り
で
な
い

一
廉
十
寓
圃
を
超
え
な
い
物
件
を
賭
入
す
る
と
き
に
お
い
て
相
裳
と
認
め
ろ
金
額
を
交
付
し
て
、
こ
れ
を
本

二

•
な
い
。

二
、
第
二
十
五
條
次
の
各
競
の
一
に
該
嘗
す
る
場
合
は
、
落
札
三
物
件
購
入
の
場
合
に
お
い
て
、
即
時
そ
の
物
品
を
完
市
の
所
得
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

．

｀

を

取

り

消

す

こ

と

が

で

き

る

。

．

納

し

、

代

金

を

支

彿

う

と

き

前

項

の

規

定

は

、

契

約

無

効

叉

は

屈

行

不

能

と

な

っ

た

場

一
落
札
人
が
指
定
の
期
限
内
に
契
約
を
締
結
し
な
い
と
四
物
品
炎
却
の
場
合
に
茶
い
て
•
即
時
代
金
を
完
納
し
合
、
そ
の
履
行
部
分
に
つ
き
こ
れ
を
準
用
す
る
。

き

｀

そ

の

物

品

を

引

き

渡

す

と

き

・

第

三

十

六

條

本

市

の

都

合

に

士

り

f

契
約
を
解
除
し
た
場

二
入
札
に
際
し
不
0
の
入
札
を
な
し
叉
は
、
な
し
た
と
五
そ
の
他
契
約
書
を
作
成
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
た
合
に
お
い
て
、
契
約
人
の
受
け
た
損
害
が
あ
る
と
き
は
、

．

認

め

ら

れ

る

と

き

・

・

と

き

．

そ

の

損

害

の

全

部

又

は

一

部

を

賠

償

す

る

こ

と

が

あ

る

。

[
-
―
―
入
札
安
格
に
欠
陥
を
生
じ
叉
は
、
欠
陥
が
あ
っ
た
こ
第
三
十
一
條
契
約
を
な
す
べ
き
者
又
は
契
約
を
な
し
た
者
が
第
三
十
七
條
契
約
人
が
l
E
賞
の
事
由
な
く
し
て
、
契
約
の

-

．

と

を

落

見

し

た

と

き

死

亡

し

た

と

き

は

、

遺

族

叉

は

利

害

闊

係

人

よ

り

死

亡

後

股

行

を

逓

延

し

た

と

き

は

、

そ

の

翌

日

よ

り

起

募

し

、

延

一
｀
四
落
札
決
定
後
契
約
締
結
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
七
日
以
内
に
る
の
旨
を
届
け
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
滞
日
敷
一
日
ご
と
に
債
務
金
額
の
百
分
の
一
，
に
相
営
す
る

一
．
廣
第
二
十
六
條
落
札
人
が
前
條
第
一
琥
乃
至
裕
四
琥
に
該
嘗
前
項
の
期
間
は
。
庄
常
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
金
額
を
過
怠
金
と
し
て
支
彿
代
金
の
中
か
ら
減
殺
し
又
は

[

．

し

、

落

札

を

取

り

消

さ

れ

た

と

き

は

畜

そ

の

入

礼

保

證

金

特

に

延

長

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

そ

の

金

額

を

微

牧

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

-
．
は
、
市
に
錨
屈
す
る
も
の
と
す
る
。
第
三
十
二
條
契
約
人
が
次
の
各
琥
の
一
に
該
常
す
る
と
き
策
ー
―
-
＋
八
條
契
約
人
は
、
天
災
地
焚
そ
の
他
昭
賞
な
事
由

-
•
島
第
二
十
七
條
入
札
保
證
金
は
、
入
札
終
了
後
又
は
入
札
の
ば
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
に
よ
り
、
契
約
期
限
内
に
契
約
を
股
行
す
る
こ
と
が
で
き

-』
．
中
止
若
し
く
は
取
消
の
場
合
に
、
こ
れ
を
還
付
す
る
。
但
一
契
約
期
限
内
に
契
約
を
履
行
せ
ヤ
叉
は
雁
行
の
見
込
な
い
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
詳
記
し
奮
延
期
請
求
を
す
る

一
、

し

、

落

札

人

に

封

し

て

は

契

約

保

証

金

納

付

の

際

こ

れ

を

｀

が

な

い

と

認

め

た

と

き

こ

と

が

で

き

る

。

二
契
約
の
締
結
又
は
履
行
に
つ
き
不
花
の
行
為
が
あ
つ
前
項
の
諸
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
市
長
は
そ
の
班
賞
を
審

一

還

付

す

る

。

「
古
~
落
札
人
の
入
札
保
証
金
は
、
契
約
保
証
金
に
轄
用
す
る
こ
た
と
き
査
し
こ
れ
を
承
認
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

一

と

が

で

き

る

。

一

ー

ー

契

約

解

除

の

申

出

が

あ

っ

た

と

き

第

三

十

九

條

購

入

叉

は

作

業

請

負

等

の

契

約

代

金

は

物

件

一・

、
第
二
十
八
條
契
約
を
締
結
し
た
後
、
そ
の
一
部
を
履
行
し
四
第
九
條
各
琥
の
規
定
に
該
常
す
る
に
至
っ
た
と
き
の
完
納
若
し
く
は
作
業
完
了
後
、
そ
の
請
求
に
よ
つ
て
こ

れ
を
支
彿
う
°
但
し
~
市
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、

た
と
き
は
、
そ
の
査
格
に
欠
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
市
五
契
約
の
履
行
に
嘗
り
．
。
担
常
係
員
の
指
揮
監
督
に
従

一
報

i

長
が
契
約
を
解
除
し
な
い
限
り
裳
該
契
約
は
有
効
と
す
る
わ
ヤ
交
は
そ
の
職
務
を
妨
害
し
た
と
き
そ
の
請
求
に
よ
り
賜
入
は
銑
納
品
の
代
金
、
作
業
は
出
金

一

、

第

三

掌

契

約

の

締

結

股

行

六

前

各

琥

の

外

、

條

例

規

則

叉

は

契

約

事

項

に

違

反

し

高

の

八

割

以

内

の

内

彿

と

な

す

こ

と

が

で

き

る

。

一

第

二

十

九

條

契

約

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

契

約

の

目

た

と

き

．

｀

第

四

穿

取

得

ー

]

的

、

府

行

期

限

、

保

証

金

額

、

契

約

違

反

の

褐

合

に

お

け

る

七

本

市

の

都

合

に

よ

り

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

第

一

節

物

件

及

び

努

力

供

給

8

昭`

i

和
保
証
金
の
虞
分
、
危
険
の
負
担
、
賠
賀
金
そ
J
他
必
涎
な
事
第
三
十
＿
二
條
契
約
人
が
前
條
第
一
琥
乃
至
策
六
琥
に
該
常
第
四
十
條
深
定
数
址
を
も
つ
て
、
物
件
及
び
努
力
供
給
契

約
を
し
だ
場
合
、
本
市
の
都
合
に
よ
り
、
数
址
に
増
減
を

-
]
項
を
詳
記
し
た
契
約
杏
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
、
契
約
を
解
除
せ
ら
れ
た
と
き
は
~
そ
の
契
約
保
証
金

『

匹

前

項

の

契

約

杏

は

、

同

文

の

も

の

二

通

を

作

成

し

、

甘

炎

は

市

に

蹄

過

す

る

も

の

と

す

る

。

生

す

る

こ

と

が

あ

っ

て

も

。

供

給

人

は

異

議

の

申

立

又

は

こ
干
落
札
人
双
方
が
署
名
押
印
の
上
各
々
一
誦
所
持
す
る
も
の
哭
的
人
の
近
に
蹄
す
べ
き
事
由
に
よ
．
り
、
契
約
無
効
又
は
損
寄
賠
償
の
請
求
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
す
る
0

覗
行
不
能
と
な
っ
た
場
年
も
ま
た
仝
探
と
す
る
。
弟
四
十
一
條
物
件
を
納
入
し
た
と
き
は
。
木
市
職
且
の
検

一．七
-n” 

一疇＿＿＿

t

契
約
苦
の
様
式
そ
の
他
必
淡
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
ぶ
三
十
四
傑
前
條
の
規
定
に
よ
り
契
約
保
証
金
を
取
術
す
在
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
但
し
、
契
約
に
よ
り
特

•
こ
れ
を
定
め
る
。
る
も
哭
約
解
除
に
よ
り
、
木
市
に
典
え
た
損
杏
を
捕
坑
す
に
定
め
た
も
の
は
、
納
入
前
に
本
市

5
団
の
捻
盃
を
受
け

”
+
 

-9日
「
没

第
三
十
條
次
の
各
諌
の
一
に
該
常
す
る
と
き
は
前
條
第
一
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
不
足
額

g
相
紫
す
ろ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．行
g
'

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ヤ
承
昧
杏
を
も
つ
て
契
約
帯
に
代
金
頷
を
契
約
人
か
ら
微
牧
す
る
。
霞
前
項
の
故
森
の
緒
果
不
合
格
物
件
が
あ
る
と
き
は
、
納
人

＂
．
え
。
又
は
こ
れ
が
作
成
を
行
科
す
る
こ
と
が
で
さ
る
。
策
＿
二
十
五
條
第
一
＿
＿
十
二
條
の
規
定
に
よ
り
贈
入
契
約
を
解
を
担
絡
し
て
補
花
を
命
じ
叉
は
相
常
減
慎
の
上
納
入
せ
し

一

，

凡

市

祁

復

涸

面

叫

J

.

|
＿

;
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l
i
i
"
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[
'
口
り
貸
借
期
間
内
に
契
約
の
愛
更
叉
は
解
唸
王
申
し
出
た
と

訂

．

．
 き
は
、
市
長
は
IE
常
と
認
め
る
も
の
に
限

9
、
こ
れ
を
許

ri

ー，．

．

 

諾
ず
る
。

9

.

、
第
六
十
六
條
契
約
の
焚
吏
叉
は
解
除
の
結
果
、
借
受
人
に

ぷ
•

お
い
て
損
害
を
受
け
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
本
市
は
こ
れ

N

ご

．

が
賠
恨
の
演
に
任
じ
な
い
。
但
し
、
第
一
l

＿
十
六
條
の
場
合

．i

.

は
こ
の
限
り
で
な
い
o

•

• 

治
＂．
．
．
第
六
十
七
條
借
受
人
が
故
意
怠
悛
に
よ
り
借
受
財
廂
を
荒

．t

殷
に
蹄
せ
し
め
、
若
し
く
は
毀
損
滅
失
し
た
と
き
、
又
は

ぃ
｛`品

I.

.
'

第
六
十
二
條
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
、
こ
れ
が
た
め

.
0
,
•

本
市
が
受
け
た
損
害
を
賠
伯
せ
し
め
る
。

i

第
六
十
八
條
披
借
契
約
を
し
な
い
で
、
市
有
財
産
を
使
用

・[[
＇一
廣
し
た
者
に
到
し
て
は
、
相
嘗
金
額
を
賠
償
せ
し
め
、
且
つ

J.i
.
、
•

そ
の
使
用
を
禁
止
す
る
。

．

第
六
十
九
條
借
受
人
が
営
該
財
南
に
闊
し
て
必
要
咬
叉
は

i
,
．
有
盆
費
を
支
出
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
本
市
は
こ
れ
を

>i
•• 

、
島
補
俄
し
な
い
。

し
，
第
七
十
條
貸
付
財
克
を
返
逗
す
る
に
際
し
て
、
市
畏
が
必

.'-
、
要
と
認
め
る
場
合
を
除
く
外
、
指
定
期
間
内
に
貸
付
時
の
’

ぃ
・
市
原
形
に
復
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

[

、し
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
借
受
人
が
、
そ
の
義
務
を
屁
行

．i

`

し
な
い
と
き
は
、
市
投
が
こ
れ
を
施
行
し
、
そ
の
費
用
を

．
9

-

辮
傲
さ
せ
る
。

5

・
報
．
前
項
の
場
合
に
お
い
て
も
、
本
市
が
受
け
た
損
密
を
賠
依

l
.
 

一．、

、

せ
し
め
る
こ
と
が
あ
る
。

．

t
 

•• 

、
•
第
七
十
一
條
摺
付
期
間
の
終
了
叉
は
貸
付
契
約
の
解
除
に

｝

ー
昭
営
り
、
市
に
お
い
て
時
恨
を
提
供
し
、
そ
の
財
府
の
上
に

i

和
存
す
る
建
物
そ
の
他
の
物
件
を
買
い
取
る
べ
き
旨
を
通
知

i
.

i

]

'

し
た
と
き
は
、
借
受
人
は
股
腐
理
由
な
く
し
て
、
こ
れ

•

四
を
担
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

年

l
 ~

’
．
と
第
七
十
二
條
詰
意
哭
約
に
よ
り
市
布
財
究
を
借
り
受
け
又

t
 

月
．
は
諜
戟
し
て
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
抒
は
、
郎
叫
に
使
用

―
―
―
方
法
咤
閾
而
『
名
の
他
必
要
な
事
項
を
記
戟
し
た
咎
類
を

．
添
付
し
、
こ
れ
を
市
必
に
提
出
し
て
承
認
を
受
け
な
け
れ

十日

•一
泣
ば
な
ら
な
い
。
貨
偕
樅
を
該b
受
け
、
又
は
使
用
目
的
を

~
•

愛
災
し
よ
う
と
す
る
折
も
ま
た
1^培
で
あ
る
。

•
第
七
十
＿
＿
＿
條
貸
伯
契
約
期
皿
の
滴
了
又
は
解
約
に
よ
り
、

]

行

i

.

、

廣

B
W
i
u
桟

沿

節

閃

十

快

一

•9 

ー

•IaII r
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• 

• 
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借
受
財
産
を
返
還
す
る
場
合
に
は
、
僻
受
人
は
、
七
日
前
を
除
く
外
、
こ
の
規
則
に
よ
る
。

ま
で
に
そ
の
旨
市
長
に
届
け
出
で
桧
査
を
受
け
な
け
れ
ば
第
二
條
用
品
の
運
用
は
、
合
計
課
長
が
一
括
賭
入
す
る
を

な
ら
な
い
0

,

•

利
盆
と
認
め
る
物
品
に
つ
き
、
こ
れ
を
行
う
。

第
七
十
四
條
願
届
書
及
び
契
約
帯
は
、
市
長
の
指
定
す
る
第
一
＿
一
條
會
計
課
長
に
お
い
て
用
品
を
交
付
す
る
と
き
は
、

期
間
内
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
品
請
求
及
び
受
領
詭
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

願
屈
書
の
様
式
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
い
。

．．

第
四
條
會
計
課
長
は
用
品
賂
入
原
偵
に
運
搬
炎
そ
の
他
の

こ
れ
を
定
め
る
。

．

、＇

第
苓
五
條
財
距
泰
綬
そ
の
他
こ
れ
に
伴
う
蔀
務
の
虞
理
費
用
及
び
損
似
減
耗
等
を
考
慮
し
、
適
宜
彿
出
債
格
を
修

花
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
•

に
闊
し
て
は
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

｀

、

第

六

章

庭

分

笏

五

條

會

計

課

長

は

用

品

の

蓮

ltl
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る

第
七
十
六
條
條
例
第
二
十
一
條
に
よ
る
財
産
の
移
韓
登
記
と
認
め
た
と
き
は
、
各
局
課
廟
長
か
ら
一
定
期
間
内
に
茶

．
に
要
す
る
投
用
は
、
そ
の
貿
受
人
の
負
担
と
す
る
。
但
し
、
る
用
品
の
慨
算
所
要
祉
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

契
約
で
特
に
定
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
第
六
條
會
計
課
長
は
用
品
原
節
（
別
記
第
一
読
様
式
）
を
備
け

筑
七
十
七
條
賣
渡
財
産
の
引
取
に
要
す
る
一
切
の
費
用
は
、

．
え
用
品
の
受
彿
保
碕
宜
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
畜
用
品
の

そ
の
買
受
人
の
負
担
と
す
ざ
°
但
し
、
契
約
で
特
に
定
め
彿
出
に
つ
い
て
は
こ
れ
が
代
偵
の
振
替
手
緻
を
確
賞
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇

た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い

第
七
十
八
條
市
有
財
産
の
取
得
、
貸
付
、
交
換
及
び
蛮
却
第
七
條
用
品
詞
逹
の
運
用
に
よ
つ
て
生
す
る
利
盆
は
、
特

の
場
合
に
お
け
る
恨
格
並
び
に
質
貸
料
は
、
閥
島
市
有
財
別
含
計
用
品
調
逹
我
の
牧
盆
と
す
る
。
・

産
評
債
委
員
食
以
下
委
員
會
と
い
う
）
の
諮
を
経
て
、
市

．第
八
條
合
計
課
疫
は
毎
年
鹿
取
扱
っ
た
川
品
の
受
彿
及
び
、

長
が
こ
れ
を
定
め
る
°
但
し
、
親
易
な
も
の
又
は
特
別
な
保
管
敷
龍
埼
に
つ
き
用
品
受
彿
及
び
柵
卸
表
（
別
記
第
二
＿

も
の
に
つ
い
て
は
、
委
員
會
の
談
を
経
る
を
要
し
な
い
。
琥
様
式
）
を
作
成
し
、
翌
年
度
五
月
末
日
ま
で
に
市
長
に

委
員
會
の
組
織
そ
の
他
必
要
な
導
項
に
つ
い
，
て
は
、
別
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

,

-
―
 

こ

れ

を

定

め

る

。

．

附

．

u

付

則

＇

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

こ

れ

を

施

行

ず

る

。

＂ 

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
＇
用
品
調
逹
特
別
＇
打
計
取
扱
規
則
（
昭
和
十
八
年
十
二
月
述
甲

こ
の
規
則
施
行
の
際
、
従
前
の
規
定
に
基
い
．
て
な
し
た
契
約
第
二
十
八
琥
）
は
こ
れ
を
班
止
す
る
。

・

そ
の
他
の
手
緞
は
、
こ
の
規
湖
に
基

5
て

な

し

た

も

の

と

み

別

記

廣

島

市

用

品

調

述

特

別

令

計

規

則

様

式

第

盃

籍

式

用

品

原

簿

，

な
す
。

明
治
四
十
一
年
＿
＿
＿
月
規
則
参
甲
第
九
説
廣
島
市
物
口
媒
栂
入
災
．

第
二
競
様
式
川
品
受
彿
及
び
柵
卸
表

却
規
則
は
、
こ
れ
を
疫
止
す
る
。

`
‘
‘

>
|
‘
,
‘
«
9
ー
1
、
~
9
ー
1
ー
，
｀
‘
‘
、
9
9
'
9
ー
，

i

ノ
｀
’
ー
J
,
'
1
,‘
\
9
ー
J
`
I
'
,
'

炭
島
市
用
品
濶
逹
特
別
合
計
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る

昭
和
二
十
四
年
七
月
八
日
.

廣

励

市

貶

洸

井

信

―

―

―

腐
島
市
規
則
第
二
十
二
琥

、
｀
廣
島
市
用
品
調
述
特
別
合
計
規
則

第
一
｀
條
特
別
合
計
用
品
調
達
究
を
以
庶
詞
述
す
る
用
品
（
＇

以
下
川
品
と
い
う
）
の
取
扱
は
、
別
に
定
め
が
あ
る
も
の
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腐
島
市
告
示
甲
第
四
十
一
琥

昭
和
二
十
四
年
七
月
二

H

廣

島

市

廷

朔

井

信

左
氾
の
通
り
臨
時
Igt島
市
誂
合
を
招
染
す
る
。

己ー

、
一
初
m
集
＂
＂
時
昭
和
一
「
ヤ
ふ
四
~
年
七
月
九

“
1午
后
時

一
招
集
掲

rytlai島
市
役
所

•9~91i,1`

;__ 

廣

島

市

告

示

甲

第

四

十

二

辣

．

昭
和
二
十
四
年
七
月
二
＂

廣

島

市

此

濱

井
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訳

B
由

柑

信

臨
時
廣
島
市
賊
令
に
付
す
ろ
棗
伴
は
左
記
の
通
り
。

記

一
昭
和
二
十
四
年
庶
廣
島
市
淡
入
出
珠
芥
追
加

廣
島
市
告
示
甲
第
四
十
1
-

「
琥

木
月
九
日
市
故
令
の
議
決
を
経
た
昭
和
二
十
四
年
度
艇
島
市

歳
入
川
豫
邸
追
加
の
要
領
は
左
の
通
り
。

但
し
、
こ
の
政
＃
は
即
日
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
七
月
十
一
日

灰

島

市

必

演

井

信

三

昭
和
二
十
四
年
梱
限
島
市
岱
＾
股
翡
追
加

歳

入

越

金

金

七

拾

四

萬

四

千

五

百

閲

八
、
繰

~, 

→
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※ 第
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令

刷荊 求 杏 課

雪
革
様
式

一

日

昭

利

年
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作
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•
主
任

誤第

係

長

一
、
遣
肯

一
、
取
扱
の
阻
末

一
、
所
持
品

一
、
死
亡
月
日

一
、
年
令

一
、
来
fU
衣

．
 

.t
 '

一
、
前
年
度
繰
越
金
金
七
拾
四
萬
四
千
五
百
回

歳

入

合

計

金

七

拾

四

萬

四

千

五

百

園

・

歳

、

出

去

、

諸

支

出

金

．

金

七

葬

四

萬

四

千

五

百

回

姦

‘

庁

和

疇

都

疇

贔

金

七

拾

四

萬

四

千

五

百

oo

歳

出

合

計

金

七

拾

四

萬

四

千

五

百

回

歳
八
出
差
引
賤
金
な
し

廣
島
市
告
示
甲
第
四
十
四
銃

，
昭
和
二
十
四
年
七
月
十
二
日

，

廣

島

市

長

演

井

信

―

―

―

本
市
草
津
南
町
東
河
牛
尻
鉄
道
踏
切
東
方
＿
二
十
米
の
個
所
に

盈
死
体
を
窟
見
し
た
の
で
行
旅
死
亡
人
と
し
て
左
記
の
逝

り
取
扱
っ
た
か
ら
心
嘗
り
の
向
は
社
會
諜
ま
で
出
頭
さ
れ
た

い

。

記

一
、
本
締
地

一
、
氏
名
及
び
戦
粟

一
、
旅
行
経
歴

一
、
人
相

不
詳

不
詳t

 

不
tit

身
長
四
尺
八
寸
位
丸
顔
疫
形
出
曲

下
顎
角
張
つ
て
い
る
、
炭
丸
刈
（
三

分
位
）

推
定
二
十
六
、
七
オ
の
男

白
色
木
綿
．
カ
ッ
ク
ー
シ
ャ
ッ
背
色
．
＾
，

ン
ツ

甜
色
サ
ー
ジ
長
ズ
ボ
ン
、
女
物
桐
下

駄
（
白
忠
格
子
の
林
絣
）

昭
和
二
十
四
年
七
月
十
一
日
午
前

0

時
よ
り
＿
＿
一
時
迄

L
閾
防
色
布
製
ニ
ッ
折
財
布
一
ケ

2
，
硯
金
一
闘
五
十
錢

2
回
札
一
枚
、

五
十
錢
札
一
枚
）

3
七
月
十
日
附
姻
際
新
聞
一
枚
＇

な
し

昭
和
二
十
四
年
七
月
十
一
日
午
前
四

時
佐
伯
郎
五
日
市
屈
保
線
ぼ

H
よ
り

靡

町

lH町
東
河
牛
尻
鉄
道
踏
切
東

方
約
＿
＿
干
米
の
関
所
に
於
て
幌
死
休
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m
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□賃
且
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麟
汀
且

第
八
條
印
刷
の
校
正
は
、
•
印
刷
物
を
請
求
し
た
主
務
諜
に

印
ー
~
―

l
l
-―
―
-
．
島
市
長
演
井
信
三

お
い
て
こ
れ
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
作
業
主
任

額：．，
．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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廣
島
市
規
則
第
二
十
―
―
―
琥

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

羹」

l

」ニー

1

誓
市
印
刷
物
取
扱
規
則

竺
ー
ニ
ニ
―
―
第
一
條
本
市
印
刷
物
の
事
務
取
扱
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
｛
岱
め
る
・
第
九
條
印
刷
に
脳
す
る
程
理
は
、
脱
島
市
用
品
調
逹
特
別

ー

ー

ー

會

計

規

則

に

よ

る

。

合
ら
に
よ
る
。

付

則

額
．．．．． 
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第
一
ー
一
鉗
本
市
に
茶
い
て
必
要
な
印
刷
物
は
、
印
刷
所
に
お
い
て
こ
れ
を
・

ー
ニ
ー
ー
ニ
ー
こ
印
刷
ず
る
。
但
し
、
會
計
課
長
に
茶
い
て
作
業
上
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
こ
の
規
則
い
、
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
・
施
行
す
る
。

仁

企

．
廣
島
市
印
刷
物
取
扱
規
則
（
昭
和
十
九
年
十
二
月
逹
乙
第
八

二
他
の
者
に
請
錢
わ
し
め
る
こ
と
が
暑
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

三
口
二
言
旦
〗
、
競
臼
叫
言
取
扱
裁
則
ね
式

第
五
條
作
業
主
任
は
｀
前
條
の
印
刷
作
業
佃
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の
交
付
を
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け
た
と

―
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―
―
―
―
―
―
―
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期
限
内
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印
刷
を
完
了
し
な
け
れ
ば

ー
ー
ニ
ニ
]
]
ー
・
ら
な
い
°
但
し
、
作
業
上
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
期
限
内
に
印
刷
が

―

了

し

な

い

と

き

は

、

會

訂

課

長

に

そ

の

硝

由

を

報

告

し

指

示

を

受

け

受＿竺＿＿＿

1
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i
!
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し

ー

'
1
1
i
l

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ー

・

＂
第
六
條
作
業
主
任
は
印
刷
が
完
了
し
た
と
き
は
直
ち
に
印
刷
物
に
印

日
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―
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添
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會
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な
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昭

和

ニ

・

ヤ

四

年

六

月

十

七

日

現

在

に

よ

り

調

製

し

た

る

本

記

一口
、
市
柚
充
選
挙
名
薄
に
闊
す
る
修
配
申
立
に
鉗
し
七
月
一
．
日
な
段
原
第
二
投
票
甑
投
票
位
宜
理
者
．

一一
●
ー
し
た
る
決
定
に
嘩
き
地
方
自
治
法
第
二
十
七
條
第
一
一
項
の
規
廣
島
市
段
原
山
崎
町
廣
島
市
主
事

•
[
．
｀
定
に
依
り
選
畢
人
名
簿
を
修
花
し
た
り
。
｀
・
大
河
投
票
匝
投
票
管
理
者

i: 
i
•

そ
の
要
領
別
紙
の
如
し
（
別
紙
略
）
廣
島
市
仁
保
町
廣
島
市
主
堺

-．

｀

．

昭

和

二

十

四

七

年

一

日

＇

右

の

者

を

免

じ

左

の

者

を

速

任

す

る

。

一
‘
・

・

廣

島

市

選

警

H

理

委

員

會

段

原

第

二

投

票

匝

投

票

管

理

者

↑
ー

、

委

員

長

平

井

憲

太

郎

廣

島

市

牛

田

町

痰

島

市

技

師
大
河
投
票
匝
投
猥
管
理
者

・

-‘‘

!

!

 

廣
島
市
仁
保
町
大
河
廣
島
市
親
學

-[

．
廣
選
管
告
示
甲
第
二

Q
琥

｝
、
．
｀
補
充
選
欅
人
名
緒
に
脳
す
る
瀬
端
孝
外
百
四
十
六
名
の
修

••
• 

'，

正

申

立

に

弼

し

左

記

の

通

り

決

定

し

た

り

。

廣

選

菅

告

示

甲

第

ニ

二

琥

七
月
七
日
の
廣
島
平
和
記
念
都
市
建
設
法
制
定
賛
否
投
票

一．

．
 昭
和
二
十
四
年
七
月
一
日

廣
島
市
選
拳
管
理
委
員
會
に
於
け
る
投
票
管
理
者
の
代
理
者
の
選
任
を
左
記
の
通
り
竣

i
,

．廣

森

太

郎

更

す

る

。

委

員

長

平

井

乎

決

定

饗

、

．

昭
和
二
十
四
年
七
月
四
日

ァ
島

修

靡

立

人

湘

端

孝

外

百

四

十

．六

名

．

廣

島

布

泄

琺

管

理

委

員

・

曾

一
i

い、

，

右

修

正

申

立

の

要

旨

は

本

年

六

月

十

七

日

蕊

在

調

製

の

廣

委

員

長

平

井

憲

太

郎

已

i

り

．

島

市

補

充

選

血

人

名

節

に

登

録

申

諸

せ

る

も

該

名

蔀

塁

巌

？

＂

．一ー

．
な
し
而
て
六
月
十
七
日
現
在
本
市
に
居
住
し
且
つ
七
月
七
日
段
原
第
二
投
票
蛮
投
菜
狩
理
者
代
理
者
、

一●●

t"
迄
に
引
寂
き
六
ヶ
月
以
ヒ
本
前
に
住
居
を
有
す
尚
他
に
何
等
炭
島
市
段
原
新
町
炭
島
市
主
事
相
良
心
宗

i

,

．
．
一
墨
霰
に
開
す
る
訣
格
那
項
な
し
と
謂
に
あ
り
依
て
地
方
自
右
の
者
を
解
任
し
左
の
者
を
速
任
す
る
。

一
治
法
第
二
十
七
條
第
二
項
の
規
定
に
依
り
之
を
受
理
し
乖
査
段
原
第
二
投
票
甑
投
菜
管
理
者
代
理
者
、

一
報
す
る
に
申
立
人
の
申
立
は
正
賞
に
し
て
他
、
に
咄
澁
盆
篠
要
件
？
滴
湛
渾
浅
源
渭
灌
向
し
＇
湛
市
滞
曲
ー
内
に
岳
、

i'修し‘

叩

．

It
訣
ぐ
る
所
な
き
を
以
て
申
立
人
蔀
端
孝
外
百
四
十
六
名
は
廣
選
管
告
示
甲
第
ニ
ー

I
l

琥

・

一

ー
、
選
巻
椛
を
有
す
る
も
の
と
す

、
七
月
七
日
執
行
の
閥
島
平
和
記
念
都
市
建
設
法
制
定
賓
否

-
．

右
の
理
由
に
依
り
決
定
す
る
-
こ
と
左
の
如
し
投
菜
に
於
け
る
選
紐
長
速
任
を
左
氾
の
通
り
変
更
す
る
。

-
．
昭
修
正
中
立
人
は
昭
和
二
十
四
年
六
月
十
七
H
現
在
に
よ
り
閲
昭
和
二
十
四
年
七
月
五
日

.

]

ぃ

⇒
製

し

た

る

本

市

嬰

醤

人

名

薄

．

に

登

録

せ

ら

る

べ

き

も

の

。
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島

市

遠

翌

11理
委
員
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fl長
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井

森

太

郎
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配
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皿

年

廣

選

管

告

示

甲

第

ニ

ー

競

記

ャ
咋
．
七
月
七
日
執
行
の
廣
島
午
和
肥
念
祁
市
建
設
法
制
定
賛
否
ー
紫
堺
必
廣
島
市
古
田
町
干
井
•
地
太
郎

一四
＿
＿
こ
酋
に
於
け
る
投
墨
茄
者
の
屑
嘉
記
の
通

b
笈
壁
'
•
空
の
が
を
免
じ
左
の
を
図
任
す
る
。

十

一

選

銀

必

版

島

市

石

見

屈

町

五

二

松

坂

澁

花

ヱ士

る

。

以

k

日

ー
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汲
｀
昭
和
二
十
四
年
七
月
―

-
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行

廣

島

市

靡

登
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脊

谷
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選
庶
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-
ホ
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第
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四
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．
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委

月

長

平

、

井

殺

郎

石

昭

和

二

十

四

年

七

IJ七
日
執
行
の
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十

団
沿
ー
烙
ー
四
ー
廿
d
[

閃
B
市

郭

f
 

太

、一
廣
島
市
告
示
甲
第
四
十
七
琥

°
昭
和
二
十
四
年
七
月
二
十
ー
ー
ー
且

贋
島
市
長
演
井
信
｀
＿
＿
＿

幽
時
廣
島
市
餓
合
に
仲
す
る
事
件
は
左
記
の
通
り
。
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度
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追
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扱
ひ
の
顛
末

死
亡
年
月
日

所
持
品
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衣
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盛 野 大 宮

岡 村

幹 秀

造 夫

府

IE

J
じ
u'

I

'

 

幸

本

基

r
 

，`
 

一．
 ..． 

,
．’
 

.,
 

J
 

f
 

廣
選
管
告
示
第
一
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琥
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一
廣
島
市
超
過
勤
務
手
嘗
支
給
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る

篠

例

制

定

に

つ

い

て

｀

一
厳
島
市
公
安
委
員
會
OJ
行
う
許
可
等
手
数
料
徴
牧
條
例
、

制
定
に
つ
い
て

一
殿
島
市
立
市
民
病
院
條
例
の
一
部
を
改
明
す
る
條
例
制

定
に
つ
い
て

一
廣
島
市
保
育
所
條
例
の
一
部
を
改
iE
す
る
條
例
制
定
に

つ
い
て

ー

工

事

請

負

契

約

締

緒

の

承

認

に

つ

い

て

．

ー
契
約
締
結
同
意
に
つ
い
て

廣

島

市

告

示

甲

第

四

十

八

琥

廣

選

管

告

示

甲

第

一

七

琥
廣
島
市
選
翠
管
理
委
員
會
を
左
記
に
依
り
開
催
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
七
月
二
十
七
H

ノ

廣

島

市

長

濱

井

信

＝

―

昭

和

二

十

四

年

六

月

二

十

九

日

｀

．

平

市

白

島

北

町

元

工

兵

隊

裏

太

田

川

水

中

に

て

溺

死

体

を

登

廣

島

市

選

睾

管

理

委

員

會

兄

し

た

の

で

行

旅

死

亡

人

と

し

て

左

記

の

通

り

取

扱

っ

た

か

委

員

長

平

井

窓

ら
心
常
り
の
向
は
祉
會
課
迄
出
頭
さ
れ
た
い
。

昭
和
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日
午
后

一
時

已
含
口

一
本
籍
地
及
び
住
所

一

招

gほ
膚

漬

湛

庫

役

所

・

二
氏
名
及
び
殿
業

廣
島
市
告
示
甲
第
四
十
六
琥

一
十
三
扶
養
義
務
者

麿
市
役
斤
の
執
務
時
間
は
、
廣
島
市
役
所
疇
務
時
間
並
＿

昭
和
二
十
囮
七
月
一

の
間
、
掘
週
土
躍
日
を
‘
四
旅
行
経
底

か
に
休
日
規
程
に
か
か
わ
ら
す
、

二
日
か
ら
、
同
年
十
月
一
日
ま
で

午
前
八
時
＿
二
十
分
か
ら
、

IE
午

十

＿

一

時

ま

で

と

す

る

°

五

人

相

昭
和
二
十
四
年
七
月
ー
」
十
二
日

痰

島

市

長

濱

井

信

三

.

_’
 

不
詳

不
詳

不
詳

不
詳

身
長
五
尺
二
寸
位
、
顔
色
普
通

髪
は
少
な
く
＿
一
寸
位
に
延
ば
し

て
ひ
る
頬
、
骨
高
L

.

白
半
ズ
ポ
ン
、
半
袖
白
シ
ャ
ッ

黒
毛
糸
腹
巻
、
黒
金
塾
帯
、
元

海
軍
々
需
部
ス
タ
ン
プ
入
稼

腕
時
計
九
型
（
皮
黒
｀
ー
ハ
ン
ド
）
ラ

イ
ク
ー
マ
ッ
チ

昭
和
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日

午
前
十
時
頃
（
推
定
）

な
し

昭
和
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日

午
前
十
一
時
一
＿
＿
十
分
白
島
北
町

元
工
兵
隊
裏
太
田
川
水
中
に
て

水
遊
び
を
し
て
居
た
子
供
が
溺

死
体
と
預
見
白
島
北
町
中
林
敏

廣
選
管
告
示
甲
第
一
八
琥

七
月
七
日
執
行
の
廣
島
平
和
記
念
都
市
建
設
法
制
定
贅
否

投
票
に
お
け
る
本
川
投
票
箆
投
票
管
理
者
代
理
者
の
速
任
を

左
記
の
通
り
愛
吏
す
ろ
。

昭
和
二
十
四
年
六
月
―
―
-
＋
日

殿
島
市
選
暴
管
迎
委
員
會
ヽ

委

員

庚

平

井

憲

太

郎

記

本
川
投
票
園
投
票
管
理
者
代
理
者

廣

島

市

基

町

廣

島

市

書

記

小

林

控

右
の
者
を
免
じ
左
の
者
を
選
任
す
る

本
川
投
票
襄
投
票
秤
理
者
代
理
者
・

・

廣
島
市
古
田
町
、
廣
島
市
進
果
管
理
委
員
合
主
事

部

谷

叉

蔵

．
 

滋場日

昭
和
二
十
四
年
七
月
一
日
午
後
一
時

痰
島
市
役
所

一
、
補
充
選
學
人
名
簿
修
正
申
立
決
定

に
つ
い
て

一
、
そ
の
他

以
●

廣
島
市
告
示
甲
第
四
十
五
盤

、
昭
和
二
十
四
年
七
月
二
十
日

廣

島

市

長

演

井

信

左
記
の
通
り
臨
時
廣
島
市
議
會
を
招
猿
す
る
。

已苦n

招
集
日
時

記
題所時

太

郎

鋤

'
"
'
1
・

•
あ
る
旨
連
絡
居
出
が
あ
っ
た
の
で
直

ち
に
廣
島
市
西
普
察
署
巡
査
部
長
中

村
正
南
外
四
名
の
巡
近
及
び
草
津
南

町
佐
藤
健
美
時
師
を
現
場
に
急
行
死

体
検
案
を
行
っ
た
所
左
記
の
如
く
判

明
し
た
尚
附
近
の
家
出
人
宅
に
速
絡

を
取
り
或
は
捜
査
を
な
し
た
る
も
身

許
不
明
な
の
で
行
旅
死
亡
人
と
し
て

同
日
比
治
山
病
院
に
仮
埋
葬
を
し
た

選
畢
管
理
委
員
會
告
示

✓•• 

夫
氏
に
連
絡
し
た
の
で
同
氏
は
直
ち
に
痰
島
市
東

野
察
署
白
島
派
出
所
に
届
出
を
な
し
た
。
直
ち
に

巡
祇
部
長
山
城
良
治
外
二
名
の
巡
査
及
び
白
島
中

-
町
永
山
研
吉
郎
幣
師
が
現
場
に
急
行
死
体
を
引
揚

桧
視
し
た
臨
右
記
の
通
り
判
明
し
た
の
で
各
方
面
．

に
連
絡
を
取
り
身
元
調
査
を
な
し
た
が
不
明
な
の
｀

で
同
日
〔
打
旅
死
亡
人
と
し
て
一
應
比
治
山
病
院
に

仮
埋
琲
を
し
た
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一
條
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
質
否
投
粟
の
結
果
は
左
記
の
通

．

り
に
し
て
版
島
平
和
記
念
都
市
建
設
法
は
公
布
さ
る
べ
き
も

の
と
選
睾
會
に
於
て
決
定
し
た
。

昭
和
二
十
四
年
七
月
八
日
、

．
廣
島
市
選
畢
管
罪
委
員
會

委

員

長

平

井

窓

太

郎

已
-~ 
．．
 

"
 

投
票
総
数
七
八
、
九
六
二
票

内．
賛
成
投
票
七
一
、
八
五
＿
一
票

反

射

投

票

六

、

三

四

0
票

無

効

投

票

七

七

0
票

有
効
投
票
練
数
七
八
、
一
、
九
二
票
に
し
て
こ
の
二
分
の
一
の

敷
は
三
九
畜

0
九
六
票
で
あ
る
。

賀
成
の
投
票
線
数
は
こ
の
数
を
超
過
す
る
こ
と
三
二
、
七
五

六
票
で
あ
る
。
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く
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ヽ
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ヽ
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f
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l
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ヽ

廣

選

管

告

示

甲

第

二

五

琥

．

，

贔

彗

麟

這

彗

註

戸

に

依

り

開

催

す

る

。

一

麿
市
選
漿
管
理
委
員
合

．

委

員

長

平

井

森

太

郎

．

'
i
 

一
日
時
昭
和
二
十
四
年
七
月
二
十
八
日
午
前
九
時

，

ー

場

所

版

島

市

役

所

一
議
図
一
、
廣
品
・
市
農
馳
委
員
合
の
委
目
選
奉
投
漿

並
び
に
開
菜
窟
の
設
定
に
つ
い
て
．
、

二
、
同
選
恐
是
及
び
投
漿
皮
U
理
労
の
選
任
に

つ
い
て

―
―
-
、
同
投
莱
川
紙
及
び
投
菜
用
甜
筒
等
の
様

式
決
定
に
つ
い
て

―
―
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版
選
年
祁
示
甲
第
二
六
況

炭
島
市
我
埴
委

H
合
委

H
の
選
船
期
H
及
び
洞
出
ヤ
ペ
キ
J

贋
の
数
は
左
の
通
り
で
あ
る
。
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い

0

注

意
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こ．
9

ほ
・
し
や
し
り
い
ら
ん
と
い

3
り
か

1

環
遺
塙
の
氏
ダ
心
情
訥
年
，
―
か
入
書
く
こ
と

報
二
候
補
者
て
な
い
者
の
氏
名
は
粛
か
な
い
こ
と
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沖田・
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上 ‘ 十欅投地口草 ，古 己
四ょ票委示、津 田 ・斐

年り者且甲 IIIヽ IIヽ 小
廣七HIl證令第學 準 料 I

委島月紙明委ー校・ 狡 按
員市二の響員― I 
長哉十迎封憚 I 一 八両章舌□面葎寸弄弔雨可斎活己！
叩Lり筒禄琥I炉＇津 l狂lll‘，乳目北1丁ぶ町田＇田斐

胃唸認・直I町1古 り
賃 i町l"廷丁i；罰疇二町町町

冠き る 仮 票 ［町硝江 l--it it'丁千
i南 ”i午1肌倖唸疇疇揺

四、！罰島'
日 ° 投 用 し ジ 疇 局 目 北 、^町
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鳳

合醐投某栗 印炭廣

坐 刷 ・ 1疇人塁晨パニ註1
入 1 ]皇き 貫塁所日代住選投投
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食 昭理．票票

I 翠

委 利記奉記年
員． 救 載月
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,., 島住！理合！委島月 の農る選十
牛翠仁矢市 渚委員市二規地と學八

九＇゚
丑！長速十 定調き長日

親

闘嵐悶 I~;［疇 i.l「疇誓翻i 爵闘四闘闘翡 ！疇叩L に整そ‘執
"・低：：呵底茫型瞬町ハロ夭家杏エ 本益号[

表紺・]平1年日 よ怯の同行

lfI tIJ卜1J 所］と在江乙九三七匂町益下八ずu巻浦＾亨竺嬰ii叶―l晨・ り第職代の
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別十務理廣

楼 述 th i|！吉請遠川田大谷岸今、津樋東管，理II 員 紙五を者島
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あ
り
ハ
ー
卸
f勘
耶
闊
ー
入
に
つ
叫
お

i

ー

.

ー

ー

ー

ー

か
に
こ
れ
が
旅
設
に
寓
全
を
期
す
る
要
が
あ
る
。
蹴
板
の
園
以
却
せ
り
と
聞
及
び
た
る
が
如
何
と
祁
ね
た
る
に
、
署
怯
昭
和
二
十
四
年
一
月
十
七

H
荻
島
縣
泊
防
協

盗
盆
物
毅
象
及
び
建
築
同
意
懇
羞
の
通
り
は
同
件
は
あ
る
も
こ
れ
を
不
農
使
川
し
屈
ら
ヤ
共
の
出
納
蔀
を
金
よ
り
憩
＇
自
郎
車

i

台

購

入

手

誓

了

し

提
．
ホ
す
る
と
て
、
約
五
時
間
を
経
過
し
て
令
叶
係
よ
り
昭
和
二
十
て
同
年
一
月
一
平
、
九

H
~
誼
樅
者
で
あ
る
廊
泊

血

係

―

二

七

六

件

二

i

年
疫
の
特
殊
川
納
怨
な
り
と
し
て
提
示
し
た
帳
辣
は
、
一
見
し
防
協

fr怯
c
請
索
葵
領
密
を
微
し
て
本
市

一
て
新
紐
し
栂
時
に
記
．
戟
せ
し
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
．
詳
細
に

K
の

令

狐

よ

り

こ

菜

代

金

ャ
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九

寓

二

千

四

一
八
樅
係
亘
一
玩
＂

i
>し
閤
咄
ね
た
る
に
、
今
叶
係
は
本
日
堺
長
の
命
に
よ
り
盆
造
し
一
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百

八

十

六

雙
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公
領
し
そ
の
代
＾
立
を
含
ま

―
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―
眈
岱
曲
匹
係
、

ぞ
提
出
し
た
る
目
巾
立
た
り
、
よ
つ
て
更
に
二
十
三
年
偲
ー
1
十

ー

で

償

柚

者

に

支

咆

す

の

甜

り

流

Jjj
し
て
い

岡
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＿
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四
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疫
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も

の

あ

れ

ば
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．
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せ
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れ
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追
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し

た

る

に
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年
炭
の
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の
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Ji立
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に
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視

器
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隠

認
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経

昇

闘

に

於
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命
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も
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が
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段

の

疑

念

を
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委
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盗

彿

た
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翡
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C
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た
。
印
も
一
般
會
叶
と
他
に
特
殊
合
社
な
る
も
の
と
二
稲
の
取
扱
代
金
の
戌
親
瓶
況
と
芯
ね
た
る
に
、
こ
れ
は
邸
に
謀
に
支
彿
洲
み
一

を
な
し
屈
る
や
に
認
め
ら
れ
、
怒
必
に
特
殊
合
計
な
る
も
の
が
な
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と
答
え
た
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こ
れ
を
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難
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課
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ザ
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媒
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ガ
ゾ
リ
ン
そ
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の
他
油
詣
代
金
と
し
て
高
川
郡
吉
田
町
宵

吉
党
一
に
前
金
と
し
て
支
彿
（
三
月
二
十

七
日
支
棉
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ヽ
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こ
一
．
ぷ
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:
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F
1
ピ
九
十

o
o
l四
月
十
八
比
肱
火
訓
練
中
紙
，
．
つ
-
＊
白
り
ガ
ゾ
リ
ン
の
姐
き
は
割
常
数
枇
よ
り
百
＼
十
五
・
品
調
泡
機
楕
の
充
窮
松
翠
要
で
あ
る
と
認
め
る
。
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．
尋
斎
叉
点
に
於
て
通
行
人
に
自
蜀
車
卿
筒
於
接
燭
し
，
立
少
r
・
文
入
て
い
る
。
こ
れ
が
出
納
も
班
説
的
に
数
字
を
八
猿
罪
外
現
金
由
納
朕
況

、な・へ
r
.

’,9',
．
 

ヽ

•
、
-
'
1桁
．
ヽ
一
←
を
典
え
五
月
四
日
死
亡
し
た
る
た
め
こ
れ
が
見
舞
．
合
は
し
た
租
度
で
あ
つ
て
事
碇
は
不
明
確
で
あ
る
｀
斑
に
戦
災
に
よ
り
焼
失
し
た
る
消
防
用
ポ
ン
プ
及
び
自
動
車
の

,
C
.
.
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9

・
香
芍
徘
祭
洞
物
仲
賠
償
碕
振
等
に
支
彿
必
要
性
を
訣
ぎ
特
に
高
恨
な
る
プ
レ
．
，
＇
キ
オ
イ
ル
百
立
、
部
品
そ
の
他
の
涙
品
を
函
以
却
成
分
し
た
る
代
金
と
一
般
寄

1
二
金
一
萬
四
千
四
百
固
・
諮
斯
橋
に
於
け
る
消
防
自
動
車
ー
モ
ピ
ー
ル
油
八
百
四
十
七
立
代
債
＋
萬
四
千
五
百
八
十
七
附
金
と
を
保
泊
し
特
殊
會
計
と
し
て
出
納
を
し
て
い
る
が

，
 

t:J 〗□

顔
疫
事
故
に
よ
る
踪
療
費
秤
畏
屈
等
に
支
彿
．
園
八
十
五
錢
を
要
求
し
て
牧
入
役
よ
り
こ
れ
が
代
位
の
支
．
こ
れ
が
主
な
ろ
牧
支
欣
況
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

已

パ

-

計

金

十

八

萬

四

千

八

百

五

ャ

回

彿

を

受

け

そ

の

現

品

を

業

者

に

返

却

し

て

代

金

を

返

迫

ぜ

w.n

.

,
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•
一
，
残
釜
七
千
六
百
＿
二
十
六
図
は
現
金
と
し
て
保
管
中
で
あ
る
。
し
め
前
記
自
動
車
購
入
’
の
一
部
に
充
賞
す
る
等
は
極
め
て
牧
入
の
部
一
，
金
四
十
五
萬
九
干
―

j一
百
五
円
八
拾
一
錢9昭
和

t

i

,

．
凡
そ
市
の
支
彿
は
依
椛
者
以
外
の
者
に
封
し
て
は
こ
れ
が
出
悲
質
な
る
不
正
行
為
に
し
て
辿
し
く
妥
賞
を
訣
ぐ
も
の
で
一
＿
二
年
度
よ
り
二
四
年
五
月
に
至
ろ
間
）
、

一

□来
な
い
原
則
で
あ
つ
て
、
自
洗
車
賂
入
代
金
を
手
績
を
了
し
あ
る
か
ら
、
不
iE
防

止

に

萬

全

の

努

力

を

彿

う

と

共

に

用

・

-
〗
な
が
ら
俯
樅
者
で
あ
る
縣
泊
防
協
・
貧
長
に
支
彿
ほ
ヤ
、
且
つ
．
．
内
繹

＇ 

品

名

一

塁

一

金

額

一

氏

名

r
,
f

一
業
者
醤
し
前
金
彿
を
行
っ
て
い
る
孤
匹
は
不
常
な
襲

．
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阻

〗
廣
で
あ
る
か
ら
再
炭
斯
か
る
過
誤
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る

o
'
|

古

ホ

ー

ス

會

却

代
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本

．

四

九
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蚕

扉

8-
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村

＇
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治
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ャ
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七

乗

用

車

賭

人

及

び

油

脂

類

の

出

納

朕

況

古

鉄

板

1

台

六

0

、ooo;oo

山
陽
自
勁
車
整
備
工
場

9
.
9
,．
昭
和
二
十
叫
年
三
月
二
十
―
ー
百
廣
島
自
動
車
工
業
株
式
會
手
挽
用
ガ
ソ
リ
ン
ボ
ン
プ
（
示
区
却
代
）
＂
＿
膀
匠
訂
＿
•

i
•島
祉
波
田
幸
次
郎
よ
り
シ
ボ
＞
．
直
動
車
．
巾
古
品
一
台
の
購
四
氣
筒
中
古
品
．
（
使
用
可
能
品
）
．

・
宇
品
町

盆
以
却
代
）
益
、
0
0
0
:
0
0

能
~
平
商
店

＇
入
手
絞
を
了
し
同
年
四
月
五
日
こ
れ
が
代
金
四
十
罵
図
を
手
押
及
ガ
ゾ
リ
ン
ポ
ン
プ
燒
失
品

が

ヽ

＂

自

勁

車

購

入

に

つ

き

豫

備

タ
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な

、

・

i

西
白
島
町
廣
島
自
励
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市
合
計
課
よ
り
支
彿
っ
た
が
、
本
件
購
入
に
閥
し
て
ほ
既
＇

:‘.t

棗
一
月
頃
よ
り
消
防
署
と
業
者
と
の
皿
喜
羹
約
を
き
た
め
寄
附
と
し
て
受
入
た
る
も
の

H
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o
o
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＿
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郎
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倉
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を
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に

要

し

た

十
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代
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．
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リ
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萬
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五
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に
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'

□
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の

代

金
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せ

し
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動
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頂
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別
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要
ー
な
い
。
な
お
局
の
硝
務
を
箸
員
縦
務

グ
て
支
彿
つ
て
い
る
。
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．
ー
に
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執
行
し
て
誓
闘
係
よ
り
前
記
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カ
ロ
尚
該
自
動
車
購
人
の
直
後
一
＿
一
月
十
九
日
波
田
幸
次
郎
よ
り
ー
自
勁
車
喜
理
共
他
部
品
賭
入
代
一

0
1
‘

墨

谷

四

事

態

が

登

生

し

易

い

傾

き

が

あ

る

か

i

、
B

金

一

幽

七

千

回

と

チ

ュ

ー

プ

ク

イ

ヤ

ー

代

と

し

て

受

入

れ

備

品

消

耗

品

其

他

維

費

一

変

、

在

＿

墨

一

．

ら

局

の

事

務

機

構

の

確

立

が

緊

要

で

二

-

誓

こ

れ

は

自

蜀

車

購

入

の

際

の

培

長

等

に

蔚

金

と

し

署

長

含

官

理

費

共

他

毛

一

＿

寄

＾

あ

る
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め
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贔
田
幸
次
郎
よ
り
璽
ハ
し
た
も
の
で
あ
る
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更
に
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防
，
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ー
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ー

九

昭

和

二

十

二

年

五

月

よ

り

同

年

九

昭
和
二
十
＝
―
率
，
七
月
よ
り
差
引
不
足
額
二
高
八
千
百
九
拾
四
璽
二
拾
一
錢
は
別
途
合
計
よ
り
流
用
し
え
い
た

C

月
に
至
る
間
に
お
い
て
木
縣
よ
り
旅

玉
．
習
を
本
市
移
管
後
、
(II

二
十
四
／
‘
_
＿
一
月
ま
で
）
に
お
け
る
右
の
如
条
用
晶
等
を
齊
却
雙
分
に
付
し
ー
て
現
金
を
特
殊
出
納
と
し
て
自
由
に
費
及
び
修
締
投
と
し
て
金
拾
八
函
七

＇、年
月
ガ
ソ
リ
ン
外
油
脂
類
の
縣
割
裳
椛
は
一
面
一
千
皿
土
ハ
立
臨
迎
し
て
い
る
が
帳
蔀
証
馨
類
等
は
完
壁
と
は
j
-

―
―
口
い
難
く
、
型
式
上
は
一
糊
・
挺
千
四
百
琴
拾
笠
雙
ハ
拾
錢
を
受
入
れ
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て
い
る
が
こ
れ
が
牧
支
の
瓶
況
は
左

[
+
．
で
あ
っ
て
本
市
よ
り
は
一
＿
萬
一
千
四
百
六
十
一
立
の
代
金
を
支
即
さ
れ
て

5
る
が
果
し
て
箕
質
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
確
認
し
難
い
も
の
が
あ

の
通
り
で
あ
る
。

彿
つ
て
居
り
消
防
署
が
受
入
た
る
も
の
は
二
萬
八
百
六
十
る
。
か
か
る
事
例
は
會
計
純
理
の
規
定
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
市
に

i
ー

ー

ー

ー

ト

・

ー

-
．
立
で
あ
る
か
ら
差
引
六
百
立
代
約
一
眺
回
が
過
彿
と
な
移
管
の
際
引
癖
が
配
確
に
行
は
れ
て
い
な
い
た
め
財
南
そ
の
他
備
晶
等
は
明
確
で
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昭
和
二
十
三
年
鹿
の
本
市
財
政
は
一
般
會
計
、

に

茶

い

て

左

表

の

通

り

で

あ

る

。

！

、

本
市
財
政
の
狸
情
は
巡
迫
の
欣
況
で
あ
つ
て
牧

支
の
均
衡
を
保
つ
財
健
全
政
の
即
想
確
立
は
前

途
な
お
遼
遠
で
あ
る
。
即
ち
歳
入
の
大
部
分
を

占
め
る
市
税
、
地
方
分
典
税
及
び
國
縣
支
出
金

市
債
の
確
保
如
何
が
財
政
逃
螢
の
根
底
で
あ
っ

て
豫
罪
執
行
に
常
つ
て
は
厳
に
慎
重
を
期
し
豫

＼
 

算
謡
決
の
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し
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政
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牧
支
命
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務
は
柩
め
て
重
要
な
一

る
現
宜
の
執
行
で
あ
る
か
ら
、
常
に

i

牧
支
の
梱
連
、
均
術
を
考
察
し
、
究
金

i

の
裏
付
が
な
い
と
翔
邸
の
執
行
が
不
i

可
能
で
あ
る
。
現
今
の
経
演
事
情
の
―

も
と
に
お
い
て
は
、
特
に
議
決
の
木
ぃ

旨
を
焚
更
す
る
が
如
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挫
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き
よ
う
慎
煎
に
考
虞
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で
あ
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前
年
の
定
期
監
在
に
お
い
て
堡
篇
菰
塁
悶
引
沿
、
保
管
各
蒼
庫
の
完
ロ

｛
備
を
指
摘
し
た
が
未
だ
箕
現
し
て
い
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
ろ

C

速
か
に
適
切
な
ハ

。

，
．
る
措
恨
を
諮
-
9
べ
き
で
あ
る

職

員

（

課

ー

ー

”

・

一

事

務

の

・

饂

理

欣

況

'

L
事
務
の
息
丑
朕
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
、
受
付
薄
‘
市
内
出
張
命
令
悔
、
岡

＇
瞥
保
管
縛
等
は
何
れ
も
規
定
の
様
式
で
な
い
か
ら
、
ド
規
の
部
冊
に
改
め
る
二
職
員
-
滓

べ
き
て
あ
る
。
叉
備
品
保
管
甜
に
つ
い
て
も
物
品
取
扱
主
任
者
の
捺
印
が
全
受
瞼
者
は
ご
十

部
洩
れ
て
お
り
、
保
管
責
任
の
所
在
が
明
確
で
な
い
。
十
一
＿
一
年
度
(
-
齢

，
碕
長
名
を
以
て
す
る
文
番
は
甲
第
何
洸
と
す
る
が
IE
営
で
あ
る
が
、
丙
第
何
―
―
―
翫
員
（
抽

｛
琥
と
し
て
虚
理
し
た
も
の
岱
十
件
あ
る
。
な
お
決
裁
窟
分
を
明
示
せ
-
ど
且
つ
二
十
ー
―
―
ケ
・
庶

決

裁

印

塊

れ

の

帯

類

が

あ

る

か

ら

注

意

を

要

す

る

。

吏

目

・
ふ
課
長
以
上
の
縣
外
出
張
は
市
長
の
決
裁
を
得
べ
き
で
あ
る
が
、
職
員
課
長
の
四
職
員
の
十

、
合
議
に
止
お
て
究
施
し
た
も
の
が
三
件
あ
る
。
叉
謀
長
の
縣
内
出
張
及
び
職
興
局
一
ー
百
八
十

•. 

’

i

,

、

,.,~, 

．

．

 

.,＇ 

ー
！
ー
昭
和
二
十
―
―
一
年
度
廣
島
市
起
債
郡
業
調

•• 
‘
 
•• 

：
ー
'
|
|
＇
了
ー
財
／

9|＇

□,
錮
ー
＇
丙
，
J
|

鐸
ー

國
廂
補
助
金

L
↑

漑

歳

入

一

起

低

i

9

事

薬

名

一

事

業

．

費

戦
災
復
薔
巖
測
整
靴
貿
一
四
、
四
品
、
七
0
0
闘
二
五
―
―
六
去
―
-
J
円
―
―
―
―
-
^
、
0
へ
0
9
-
、
六
0
0
、
0
0

土

木

費

四

‘

一

四

3

、

完

0

• 
11

、
四
四
ー
ユ
3
0
0
0
―
―
九
工
、
0
0
0
-
9
四
0
0
、
0

内

河

川

水

路

費

一

、

豆

0

3

、

0

0

0

1
、
―
―
―
ェ
、
0
0
0
.

II

九
工
、
0
0
0
合
、
0

繹
二
臼
路
癖
業
費
—
-
、
六
詈
、
o
o
o

I
、
―
―
―
―
1
0
、
0
0
0
ー
一
、
―
―
―
―
1
0

,
F

水

道

費

―

l-、翌0
、
0
0
0
-
r
-
―
-
g
o
、
0
0
0
，
一
吾
、
o
o
o

l
、
0
0
0

,・
 

”
下
水
道
復
窟
役
弐
喜
、
0
3
0
_
-
、
吾
0
、
0
0
0
-
＿
四
0
、
o
o
o

I
、
二
。

”
下
水
道
冷
補
改
良
費
＿
＿
＿
‘
九
六
0
、
o
s
o

I
、
l
l
l
1
i
O
、
0
0
0
ー
―
-
、
1
ハ
四
〇

”
公
共
空
地
整
備
及
死
体
塁
―
‘
麿
‘
―
―
1
0
蕊
、
翌
°
一
七
一
0
、
七
四
0

誓

”
庶
民
住
宅
建
設
費
突
、
八
四
―
-
、
九
を
一
塁
、
g
-
＿
一
、
翌
へ
六
五
）
一
、
翌
六
四
i
-
‘

甕

”

市

課

舎

共

の

他

復

習

費

ヱ

‘

―

1

0

0

、

0

0

0

ー

ー

哭

―

1

0

0

ー
―
-
、
0
0
0

”

家

溶

市

場

復

菩

費

―

-

、

0

0

0

、

0

0

0

|

”

屠

場

復

窟

費

一

、

七

0

0

、

0

0

.

J

ー

ー

一

、

き

。

”
六
‘
―
―
―
制
整
備
費
究
、
空
―
―
-
‘
窄
0
・
1
―
―
-
、
―
―
―
―
―
九
、
エ
一
工
一
＿
哭
、
一
棗
―
―
-
＾
‘
一
四
〇

内
戦
災
小
學
校
塁
、
0
羮
‘
―
―
―
-
0
-
-
H
^
‘
一
ュ
―
―
へ
、
一
岳
―
―
突
、
一
善
―
六
‘
-
l
六
0

鐸
t

新

制

中

學

枝

一

交

忍

、

癸

0

四

、

へ

o

I
 .

. 
―
―
―
―
〈
0
一
六
、
o
o
o
I
―
‘
七
＾
O

―
-
、
＿
翌
、
翌
一
夫
、
九
写
九

小
／
計
一
九
七
、
0
-
―
‘
涅
―
―
―
九
天
皇
‘
1
0
1
1

水

逍

復

那

業

四

、

C

O

]

、

0

0

0

11

、
0
0
0
、
o
o
o
i

-
―
-
、
0
0
0

水

I

逍

業

一

、

茸

0

0

、

0

0

0

哭

0
0
、
0
0
0
ー
一
、
0
0
0

水

道

應

改

良

九

、

六

0

0

、

0

0

0

i

九

‘

1

へ

0

0

水
逍
培
改
良
―
-
‘
―
1
0
0
、
0
0
0
蓋
0
、
0
0
o

I
、
益
。

整

備

一

、

六

0

0

、

0

0

0

，

ー

「

、

六

0

0

• ＾九、
8
0

＾＾  九九、、
00  
00  
00  

＼
 

‘―――九、000
'ヽ

-」

I 

し．

ヽ

｀ ヽ

l
l
d
,

↓

,
7
:
-
1
r」

:
i
:
.
i
i
;
f
i
り
i
1
L
i
レ

↑

[．、
,
’
，
廣
●
、
[
島
市
應
復
活
第
四
；
ャ
競
ぃ

9
:
＇,‘、',．

會

’・r..
，
、
J

,

＂ー・、ノ・・

1

1

1

-
―

-

．

I
 

介
属
け
~
決
一

戸

L

従

い

-

ス

J

ぃ
面
嘉

i

埠

―
百

ベ

）

と

翠

}
{
呆
A
"
-
]
•
•
E

年

9

日

乃

一

年

d

体
正
年
一

F

ァ

IJ

の

ぶ

一

ぉ

”
逢
で
一
ァ

出
丘
蒻
~
孔

平
藷
習
會
を
咋
年
・
十
一
月
一
日
よ
り
二
十
日
聞
宵
施
し
、
受
請
者
九
十
九
人
中
吏
員
任
用
試
瞼

ヵ
社
名
で
あ
っ
て
、
試
瞼
に
合
格
し
た
も

fD
は
二
十
五
名
で
成
紐
良
好
と
は
言
え
な
い
。
叉
ニ

ぃ
頁
敦
養
、
練
成
及
び
輻
利
厚
生
審
に
つ
い
て
は
放
極
性
が
乏
し
い
か
ら
督
励
が
望
ま
し
い
。
4

UJ

蓋
朕
況
は
庁
の
通
り
で
あ
る
。

•
1
面
中
職
員
の
欠
勤
率
｀

{
―
―

・o五
％

事

務

員

一

．

九

五

形

一

ー
一
月
よ
り
＿
二
月
迄
の
遅
、
参
者
数
は
縮
務
局
四
百
九
十
一
名
、
民
生
局
五
百
七
十
一
名
楓

-
＿
七
名
計
一
＿
一
百
四
十
九
名
で
、
最
低
五
分
波
高
四
時
間
一
日
平
均
＋
・
-
名
が
十
六
分
間
の
迎

ー

！

ー

．

参

を

し

た

こ

と

と

な

る

。

な

喜

参
時
間
ま
二
十
分
迄
が
八
十
五
劣

済
|
—
額l
-
f
l
A
l、一
時
讐
翠
一
劣
、
一
時
間

．
 

借

入

以
上
の
も
の
が
四
劣
で
あ
る
。
督
/

ー
ー
'
|
|
＇
・

1
1
,
i
I
I
i
_
I
B
D
J
を
要
す
る
。

門

制

ー

ぶ

エ

部

一

銀

行

未

滸

額

0
9
-
、
1
ハ
0
0
、
0
0
0
円
ー
＇
円
(
.

0
0
 
1、――lPO、ooo.

I
0
0
、
0
0
(
)
•
財
務
．
課

0
0
1
合
、
0
0
0
•
一
事
務
の
歯
理
瓶
況

事
務
の
虚
理
瓶
況
は
良
好
で
あ
る
『

一

特

に

簿

喜

喜

は

適

確

に

行

は

‘11100、000
•• 

―
-
0
、
0
0
0

、

0

0

0

、

0

0

0

1

れ
て
い
る
。

仁
贔
毘
誌
鴨
誌
賛

‘
1
0
0
、
0
0
0

1
0
、
0
0
0
,

ヽ
｛
へ
g
o
、
o
o
o

~o9boo 

喜

、

0

0

0

吾

0

、

0

0

0

市

依

未

償

還

額

一

億

二

千

五

百

‘

喜

、

0

0

0

究

、

0

0

0

四

十

萬

三

千

六

百

九

十

八

回

三

十
五
錢

‘
—
-
0
0
、
0
0
0
1
_1

昭

竺

一

十

三

鹿

借

入

額

一

億

六

千
百
二
十
二
萬
九
千
五
百
四
十

、
o
b
o
、
0
0
0

• 

五
回
七
・
ヤ
四
錢

、
七
0
0
、
0
0
0

計
ー
一
億
八
千
六
百
六
十
三
萬
三

‘
-
K
o
、
b
o
o
.
―
―
-
‘
喜
｀
o
o
o

千

二

百

四

十

四

固

九

錢

＼

惑
0
、
0
0
0

I

―
-
、
七
六
0
、
0
0
0

‘
喜
、
o
o
o
I
―
‘
七
八
．
0
、
0
0
0
市
民
一
嘉
富
り
（
六
四
5
七＿＿＿六

戸
）
約
四
千
四
百
二
十
八
園

ぶ
＾
0
、
0
0
0

I

―
-
、
九
七
九
、
0
0
0

市
民
一
人
営
り
（
二
五

4

ハ
．
八
四
七

、
人
）

I
r
-

千
百
十
六
回

0
0
0
、
o
o
o
-

三
昭
和
二
十
三
年
度
の
市
債
に

o
g
、
o
o
o
:

よ
る
士
霊
業
は
左
表
の
逝
力
で
あ
る
．

喜
、
0
0
0
1

六

0

0

、

0

0

°

一

吾

、

0

0

0

六
0
0
、
0
0
0

路補急那菩

I, I 

t
 

9

9

.
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r
 

ヽ
f
 

ヽ

．．が，
,'‘ 

ヽ
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9
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i
'
l
e
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●
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店
・
ぷ
羞
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廣

，
 

1
,.，
 

＜
 

1

.畠.
.
 

‘.，． 

＼ 

， 

＇ 
．令

し
’
一
九

．
，ヽ・

9

9

.

.

 

9
.

、ー

常

住

人

口

調

査

＂

輿

論

調

査

四

萬

八

千

八

百

余

風

千

二

百

四

十

四

件

で

十

五

％

を

示

L
市
外
出
張
命
令
薄
、
時
間
外
勤
務
命
令
蔀
、
夜
勤
炭
休

事
業
所
統
計
調
査
し
て
い
る
。
こ
れ
等
は
殆
ん
ど
検
牧
す
る
こ
と
な
く
搬
入
命
令
節
に
勤
務
時
間
の
記
入
槻
れ
及
び
受
命
者
の
捺
印

声
醗
樅

Iii-林

E
北
調
査
一
通
姉
に
よ
っ
て
代
金
が
支
彿
は
れ
て
い
る
霞
で
あ
る
。
塊
れ
等
が
多
数
念
。
又
市
内
出
張
命
令
雙
緊
の
行
先
欄

右
の
外
主
な
る
固
有
事
務
と
し
て
統
計
梢
報
市
努
覧
の
稜
而
し
て
賠
入
似
格
は
咋
年
度
に
比
し
約
五
倍
の
増
加
を
示
匝
別
に
は
條
例
別
表
中
の
該
常
金
額
を
記
入
す
べ
き
で

行
及
び
市
勢
調
査
匿
の
設
置
（
市
勢
調
査
委
員
の
委
闊
）
等
し
て
い
る
。
特
に
特
察
局
、
消
防
局
、
保
健
所
等
の
物
品
ぁ
0

が
こ
れ
が
全
く
記
入
さ
れ
て
い
な
い
。
．

一

諧

買

の

車

務

は

複

雑

で

あ

9
且
つ
搬
入
通
鉗
に
よ
る
購
入

2
物
品
會
計
取
扱
規
程
第
六
條
に
よ
れ
ば
各
課
の
長
が
物

を
質
施
し
た

市

長

室

監

査

の

結

果

は

そ

の

箪

債

等

統

一

を

訣

ぎ

弊

害

を

伴

う

虞

れ

が

あ

る

か

品

保

管

主

任

と

な

り

必

要

が

あ

る

場

合

は

取

扱

主

任

を

．

事

務

の

虚

罰

器

．

ら

、

早

急

に

機

構

を

整

備

し

物

品

賭

．

入

畢

務

の

一

元

化

を

置

く

こ

と

と

な

つ

て

い

る

が

、

嘗

課

の

備

品

保

管

蔀

並

本

年

二

月

機

椿

改

革

と

し

て

設

骰

せ

ら

れ

室

員

十

名

で

班

期

す

る

要

が

あ

る

。

び

に

消

耗

品

受

彿

の

主

任

者

印

の

桐

に

は

四

名

の

印

鑑

四
昭
和
二
十
三
年
度
中
に
印
刷
を
業
者
に
注
文
し
た
も
の
が
押
捺
さ
れ
て
い
て
、
何
れ
が
布
式
に
速
任
せ
ら
れ
た

取
扱
主
任
者
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。
取
扱
主
任
者
は

ら
廣
島
平
和
記
念
都
市
建
設
法
に
幽
す
る
軍
務
に
淡
頭
し

は
二
百
＿
二
十
四
萬
三
千
四
百
五
十
一
囲
で
あ
っ
て
、
・
常
所

保
管
主
任
不
在
の
場
合
こ
れ
が
寓
務
の
代
行
者
で
あ
る

て
未
だ
一
般
的
事
務
を
函
理
し
て
居
ら
す
必
要
師
害
等
も

か
ら
衰
任
の
所
在
を
明
確
に
せ
ら
れ
た
い
。

一
切
整
備
さ
わ
て
い
な
い
濶
朕
で
あ
る
が
、
綜
合
企
粛
樹
刷
所
に
お
け
る
作
業
額
は
八
十
＿
＿
一
萬
九
千
八
百
六
十
九
回

な
お
取
扱
主
任
者
、

．使
用
者
共
に
捺
印
浪
れ
が
相
常
あ

立
の
緊
要
な
る
に
鑑
み
速
か
に
市
政
機
楷
の
中
栢
と
し
て
で
あ
る
。
前
年
度
に
比
し
成
紋
は
良
好
で
あ
る
が
、
本
市

の
困
要
に
封
し
て
は
未
だ
不
充
分
で
あ
る
。
活
字
の
一
部

る
か
ら
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

企
粛
那
務
の
本
格
的
臨
理
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。

貪

計

課

監

査

の

結

果

、

と

印

副

機

二

台

の

整

備

に

よ

つ

て

特

殊

印

刷

を

除

く

外

は

•
•
本
市
印
刷
物
を
調
逹
し
得
る
見
込
な
る
に
よ
り
こ
れ
を
備
税
務
課

一
軍
務
の
虞
理
瓶
況

一
耶
務
の
臨
欣
況

盤
し
且
つ
能
李
の
培
進
を
闘
る
べ
き
で
あ
る
。

五

注

意

又

は

改

善

を

要

す

る

事

項

じ

布

務

の

虞

理

朕

況

は

概

ね

良

好

で

わ

る

が

、

郵

便

切

手

L
那
務
の
誕
即
朕
況
は
慨
ね
良
好
で
あ
る
。

.

,

L

市
外
出
張
命
令
雙
蓮
韓
者
分
）
及
び
時
間
外
勤
窃
命
令
受
彿
蔀
は
規
程
の
様
式
に
改
め
、
又
復
命
書
綴
休
殴
伺

か
會
計
経
理
は
適
iE
に
虚
理
さ
れ
て
い
る
。
．

30
物
品
の
出
納
は
慧
醤
誓
れ
保
狩
物
品
の
喜
は
．
票
等
に
決
裁
印
洩
れ
又
は
受
命
者
の
捺
印
洩
れ
誓
誓

．

部
に
年
度
罷
分
を
明
示
す
る
と
共
に
休
瑕
伺
節
に
受
休

良

好

で

あ

る

。

者

が

殆

ど

捺

印

し

て

い

な

い

か

ら

規

程

に

従

い

庶

理

す

ろ
。
受
命
者
は
必
ヤ
決
裁
を
得
て
出
張
又
は
時
間
外
勤
務

4

各
課
靡
及
び
鸞
校
等
よ
り
返
納
し
た
不
用
品
を
そ
の
饂
に
犀
ぺ
き
で
あ
る

U

な
お
休
暇
伺
源
を
二
十
二
年
脊
~
る
要
が
あ
る
。

倉
庫
に
保
管
し
て
い
る
が
、
こ
れ
等
は
早
“
話
に
賂
理
誕
よ
り
引
砧
が
き
使
用
し
て
い
ろ
が
年
度
窟
分
に
従
い
更
改
す
，
i

市
内
出
張
命
令
蔀
、
時
間
外
勤
務
命
令
縛
等
に
課
長
及

．

．

 

び
受
命
者
の
捺
印
洩
れ
が
多
敷
あ
る
。
又
消
耗
品
受
彿

＇

る
要
が
あ
る
。

分
す
べ
き
で
あ
る
。

．
な
お
不
用
品

9

の
庶
分
を
一
部
各
課
廊
訊
午
校
等
に
お
い
て
生
市
内
川
張
命
令
節
と
臨
車
回
数
券
交
付
節
と
生
一
冊
に
蔀
に
西
洋
白
紙
一
＿
＿
百
枚
を
保
健
課
に
交
付
し
事
由
が
記

戚
行
し
て
い
る
捉
例
も
あ
り
、
な
お
未
紫
理
の
も
の
が
縞
窃
店
理
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
別
冊
に
し
て
店
環
す
べ
賊
し
て
な
い
た
め
用
途
不
明
瞭
で
あ
り
且
つ
使
用
者
の

相
営
あ
る
か
ら
早
咋
心
に
合
計
課
に
統
一
す
ぺ
き
で
あ
る
。
き
で
あ
る
。
．
な
お
後
者
は
乗
車
券
受
彿
約
と
す
る
が
庄
賞
捺
印
浪
れ
が
二
十
一
件
あ
り
物
品
受
彿
が
明
確
で
な
い
。

二
昭
和
二
十
＿
＿
一
度
巾
各
促
応
い
部
先
に
お
い
て
物
品
の
益
難
で
あ
り
様
式
も
規
租
と
相
違
す
る
か
ら
改
め
ら
れ
た
い
。

3
病
氣
訣
勤
十
日
以
上
に

1

且
る
も
箔
師
の
診
席
宮
を
提
出

屈
に
よ
つ
て
磁
帳
よ
り
抹
泊
し
た
も
の
は
二
十
四
作
で
百
気
廊
品
傑
梵
悔
、
自
勁
耶
燃
料
受
拙
跡
に
物
品
取
扱
喜
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
叉
診
断
社
と
鋏
勤
日
数
の
符
合

四
十
八
点
賭
入
紺
格
五
萬
七
千
九
百
七
ナ
九
皿
七
十
九
錢
者
及
び
伎
川
者
の
掠
印
淡
れ
が
多
く
究
任
の
所
在
が
明
確
し
な
い
も
の
及
び
課
長
、
届
出
者
の
捺
印
洩
れ
が
多
数

で
あ
る
、
益
袖
謝
故
の
多
い
の
は
淑
捻
で
あ
る
。
将
竺
で
な
い
。
•
あ
る
か
ら
厳

i
Eに
取
扱
い
服
務
瓶
態
を
明
確
に
せ
ら
れ

一

段

の

注

謀

を

促

さ

れ

た

い

。

．

秘

ポ

靡

霰

森

の

緒

屎

た

い

。

三
昭
和
二
十
三
炭
中
本
市
に
お
け
る
物
品
の
肪
入
は
一
殷
一
事
務
の
応
穂
瓶
況
•
も
一
十
ー
ー
床
＇
ナ
ー
月
十
九
日
常
課
備
付
の
自
葬
車
一
台
が

し
ド
紫
味
の
事
務
底
理
朕
況
は
良
好
で
な
い
。
例
え
ば
蔀
街
の
益
難
に
拙
つ
て
い
る
が
物
品
保
竹
監
守
に
深
全
を
期
す

合
計
＿
＿
＿
千
八
百
二
十
五
硲
六
千
百
余
趾
、
五
千
九
百

j
f

箱
硲
、
牧
受
文
恋
の
整
即
或
は
決
敬
笞
類
の
取
扱
等
は
何
べ
き
で
あ
る
。
‘

•

れ
も
不
俯
鋏
陥
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
本
市
祁
知
程
に
照
ー
ー
昭
和
二
十
＿
＿
＿
年
度
に
お
け
る
市
税
調
定
牧
入
消
額
未
牧

‘
で
特
別
合
計
ー
ー
字
＇
六
百
五
十
旧
喋
五
千
九
百
余
闘
、
二
千

し
こ
れ
熔
射
務
の
出
珂
に
逍
撼
な
さ
を
期
せ
ら
れ
た
い
。
入
額
は
左
表
の
逝
り
で
あ
る
。
｀

・

三
百
五
十
四
件
合
打
七
子
四
百
八
十
廊
二
千
余
固
八
千
ニ

な
お
左
記
亦
項
は
特
に
注
窯
ず
べ
さ
で
あ
る
．
o

・
百
叫
十
五

0
で
あ
る
。
こ
の
内
各
課
、
附
自
体
が
直
接
賠

・・入
し
た
も
の
は
一
般
合
計
、
特
別
台
計
合
せ
て
ま
＂
五
十

ー
．
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．
昭
和
二
十
三
年
度
裸
備
費
補
充
額
調

一

，

9

1

,

現

計

豫

窮

に

豫

罪

科

目

現

計

豫

罪

額

充

金

額

一

国

す

る

細

届

認
認
虞
柏
澗

T
,
．
（
食
紬
費
）
、
一
吾
、
0
0
0
ぶ
。
＿
荊
因
劉
贔
司
ー
一
六
四
‘
―
―
―
認
％

篇
雙
仝
上
補
助
負
担
金
及
交
付
金
―
―
-
、
塁
六
‘
-
9
。
四
芸
―
―
-
＾
喜
・
一
、
―
―
―
七

詈
翌
暑
教
育
翌
腐
翡
（
｛
蒻
費

．）
—
—

-
g、
八0
0●0
0

七
一
、
―
―

-
^
g
o
o

翌
‘
一
九

閤
努
拗
施
設
役
厚
生
許
費
消
懇
腿
（
食
糀
役
）
一
0
0
、o
o
o
;o
a

r(lf1
、^―――
t

―
―
工
会
、
ヘ
―
―

昧
健
衛
生
役
健
民
喪
消
耗
品
費
（
食
料
費
）
一
立
、
0
0
0
:0

0

.

-
<
o
、
突
0
.0

6

.

g

-

―-、
0
0

笠
粟
経
済
費
港
渇
諦
翡
消
耗
品
費
（
食
料
費
）
究
‘
―
―
五
o
:o
o

一七、
0
0
0
[
0
0

I

―
四
‘
器

誼
支
出
金
雑
支
出
金
交
際
費
（
市
交
際
費
）
一
、
妄
0

o

r

o

o

g

o

-

―
ー
圭
、
突
―
―
四
ー
―
―
―
モ
、
0
1
――

,

.

 
豫
備
費
は
天
災
地
焚
等
の
不
時
の
染
急
支
出
叉
は
物
債
腑
巽
等
避
く
べ
か
ら
ざ
る
経
理
に
充
賞
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
流
用
は
本
来
厳
格
、
恨
露
に
な
さ
れ
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
豫
備
費
は
殆
ん
ど
食
楼
費
に
流
用
し
且

つ
営
初
狸
邸
額
に
比
し
著
し
く
多
額
の
充
用
を
行
っ
て
い
る
朕
態
で
あ
る
が
ヽ
議
會
が
月
々
召
集
し
得
ら
れ
る
今
日

に
お
い
て
ば
斯
か
る
投
目
は
裳
然
追
加
豫
質
苫
し
て
議
決
を
得
ぺ
き
も
の
で
あ
る
0

豫
備
吸
管
理
の
財
政
主
務
課
と

し
て
こ
れ
が
支
出
に
つ
い
て
は
一
定
の
方
針
と
．
限
界
の
も
と
に
執
行
す
べ
き
で
あ
る
も
の
と
認
め
る
。

L

J

左
記
の
．
通
り
益
難
に
柚
つ
て
い
る
が
豚
来
物
品
の
堡
巌
守
に
寓
全
を
期
す
る
要
が
あ
る
。

已

渉

外

課

年

月

叫

01叩
|
|
1
1
4
5
1
J
敗

巌

―

倒

格

「

塀

所

ー

―

喜

の

靡

塁

―

―

―

―

―

羹

i

ク
イ
ガ
・
、
叶
誓
―
-
四
七
、

0
0

圃
0
0

財
務
課

尋
0

。-．ミ

99 

、
晶
喜
骨
慇
箆
概
ね
良
好
で
＿
•
-
ホ
ッ
チ
ギ
ス
一

あ
る
が
、
所
管
蔀
饗
の
絹
築
整
刑
等
に
つ
い
て
は
吏
に
一
民
の
工
夫
を
な
し
改
睾
注
ら
れ
た
い
。
即
ち
市
内
出
張
簿

は
市
内
出
張
命
令
部
に
、
休
暇
鋏
勁
届
跡
は
休
咲
伺
拇
と
訣
勤
届
痺
に
改
め
、
叉
文
害
牧
受
挿
も
臨
皿
顔
末
が
明
瞭

で
な
い
か
ら
文
瞥
取
扱
規
程
第
十
一
條
に
よ
る
受
付
蔀
を
整
備
し
て
牧
受
文
書
の
隧
刑
を
明
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。

•• 

2
起
案
文
書
に
決
裁
印
浪
れ
及
び
決
裁
匝
分
の
明
示
し
て
な
い
も
の
が
多
数
あ
り
、
な
茶
市
長
決
裁
を
得
べ
き
を
助

役
決
裁
で
誕
刑
し
た
も
の
、
．
並
び
に
助
役
決
裁
を
得
べ
き
を
課
長
決
裁
で
虚
罪
し
た
も
の
等
決
裁
匝
分
の
不
営
な

も
の
が
あ
る
か
ら
こ
れ
等
は
規
程
に
従
い
適

TE
に
虚
狸
す
べ
き
で
あ
る
。

色
消
耗
品
を
多
批
に
一
括
交
付
し
て
い
る
が
こ
れ
は
使
川
の
都
度
必
要
最
を
交
付
す
る
こ
と
と
し
、
叉
闘
害
保
管
簿

に
物
品
取
扱
主
任
者
の
捺
印
洩
れ
が
あ
る
か
ら
こ
れ
も
保
狩
衰
任
の
所
在
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

二
．
主
食
の
不
IE
受
配
防
止
や
幽
嬢
人
口
の
摘
酸
に
は
相
嘗
の
成
果
を
堺
げ
て
い
る
が
、
勝
来
の
活
動
に
備
え
て
豫
罪

及
び
職
員
の
盤
備
に
努
力
せ
ら
れ
た
い
。

昭
和
二
十
＿
＿
一
年
度
各
種
統
計
調
査
事
務
調

罰
壺1

件
名
ー

●

|

‘.
I

I
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調

査

＇
』
課

、

六
一
般
會
計
豫
算
に
ぷ

l-：
．
事
務
の
虚
理
吠
況

、

け
る
豫
備
費
の
網
理
支
、
書
類
の
盤
理
は
頗
ろ
良
好
で
あ
る
が
、

出
吠
況
は

4

年
表
の
通
り
改
善
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

”
.
L
臨
時
事
蹄
員
の
出
勤
簿
に
栂
印
を
押
捺
し
或
は
出
の
字
の
記

入
に
止
め
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
臨
時
翡
務
員
の
出
勤
薄
は

給
料
支
彿
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
｀
必
ら
ヤ
本
人

の
印
鑑
を
押
捺
せ
し
む
ぺ
き
で
あ
る
。
又
時
間
外
翔
蔽
簿
に

つ
い
て
も
勤
務
者
が
捺
印
せ
ヤ
代
刑
者
の
印
鑑
を
押
捺
し
た

も
の
が
多
数
あ
る
が
適
正
で
な
い
。

2
乗
車
券
受
彿
蔀
、
消
耗
品
受
彿
縛
は
規
程
の
様
式
で
な
い
か

ら
茫
規
の
蔀
冊
に
改
め
る
ぺ
き
で
あ
る
。
な
お
乗
車
券
受
彿

簿
に
使
用
者
の
用
務
を
一
切
記
入
せ
す
乗
車
券
を
交
付
し
て

お
り
使
途
が
明
確
で
な
い
°
叉
消
耗
品
を
一
人
に
封
し
一
括

多
祉
に
交
付
し
て
い
る
が
使
用
の
都
度
必
要
批
を
交
付
す
ぺ

き
で
あ
る
。

・

ふ
市
政
調
査
、
常
住
人
口
調
査
、
住
宅
調
査
等
各
稲
調
査
を
担

常
し
た
地
砥
調
査
員
に
封
し
記
念
品
を
賠
呈
す
る
に
常
り
各

出
張
所
長
に
こ
れ
を
一
括
交
付
し
て
い
る
が
、
領
牧
害
に
受

領
月
日
不
明
の
も
の
が
多
数
あ
り
更
に
個
人
の
受
領
印
を
微

し
て
い
な
い
も
の
が
多
い
が
、
必
す
各
受
領
者
の
印
●
徴
じ

て
臨
狸
を
明
確
に
す
ろ
要
が
ぁ
る
。

4
二
十
三
年
十
一
月
頃
備
付
の
悛
中
電
燈
四
個
を
亡
失
し
今
日

に
至
る
も
こ
れ
が
虚
凱
手
紹
を
怠
つ
て
い
る
物
品
會
計
取
扱

規
租
に
従
い
物
品
保
管
の
萬
全
を
期
せ
ら
れ
た
い
。
‘

色
一
十
一
＿
一
度
中
に
肯
施
し
た
統
計
調
在
は
左
表
の
通
り
で
、
市

政
調
査
を
除
く
外
は
線
て
統
計
法
に
基
く
調
査
で
そ
の
取
扱
．

が
箪
に
事
務
的
に
昴
告
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に
つ
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想
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と
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す
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千
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す
る
か
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全
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税
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納
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の
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環
と
し
て
課
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全
員
が
継

力
を
結
集
し
て
こ
れ
に
窃
り
夏
に
各
課
よ
り
延
人
員
四
百
六
十
人
の
廊
按
を

昭
和
二
十
一
デ
年
度
市
税
牧
入
稗
額
内
膵
（
昭
和
二
十
四
年
五
月
末
日
現
在
）

微
牧
し
た
羹
星

□酎
得
て
相
徹
努
力
を
傾
け
て
い
る
が
、
な
お
十
九
％
の
未
牧
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が
あ
る
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あ
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＿
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狩
税
目
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つ
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執
行
し
て
密
接
な
る
連
絡
と
相
侯
つ
て

iE
確
を
期
す
る
と
共
に
、
牧
五
昭
和
ー
ー
十
＿
＿
一
年
度
末
の
滞
納
瓶
況
は
左
表
の
通
り
で
あ

い
る
が
、
地
方
税
の
調
定
は
國
税
幽
係
の
後
と
な
つ
て
お
入
予
邸
・
一
般
経
喜
誓
を
脱
み
合
せ
て
迅
速
且
つ
公

iE-

る

り
現
在
は
こ
の
双
方
を
含
め
て
相
期
高
額
と
な
る
か
ら
、
に
調
定
し
て
吏
正
は
梱
力
こ
れ
を
避
け
完
全
納
税
に
努
力

牧
入
調
定
に
常
っ
て
は
基
礎
資
料
の
減
集
に
努
め
各
係
の
せ
ら
れ
た
い
。
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ル
以
上
で
ぱ
．
9

.

、

廣

島

市

長

濱

井

信

―

―

―

第

三

項

症

，
．

．

十

分

の

冗

V

名`
：

‘

-

辮
別
し
得
な
い
も
の
・

‘
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,
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:
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口

、

廣

島

市

規

則

第

二

十

四

競

．

一

へ

肘

闊

節

以

上

で

一

上

肢

を

失

っ

た

も

が

・
ニ
、
腔
閥
節
以
上
で
一
下
・
肢
乙
失
っ
た
も
の

E
`

～
：'．
9

ー

．

厳

島

市

吏

員

退

悶

料

、

退

職

給

典

金

、

遣

族

、

・

ニ

、

一

耳

の

認

力

を

全

く

失

っ

・

た

も

の

第

四

項

症

十

分

の

四

・

冗

．

/
＇
、
]
＇

9.

＾

扶

助

料

及

び

死

亡

給

典

金

條

例

施

行

細

則

、

―

―

て

一

側

拇

指

の

機

漉

を

失

っ

た

も

の

・

i

四
、
一
側
示
指
乃
至
小
指
の
機
能
を
失
っ
た
も
の

・

一
、
桔
神
的
叉
は

g
骰
的
作
業
餌
力
を
著
し
く
妨
げ
る
も
の

～

一

℃
'＇

二
そ
し
ゃ
，
ヽ
又
は
首
語
の
機
能
を
署
し
く
妨
げ
る
も
の

一

五、

1
'

側
線
＂
心
指
の
機
能
羹
っ
た
も
の

↑↑
f
り）、
9，．，
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退

隠
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職

給

典

金
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遣

族

扶

助

、

．メ
ー
ト
ル
以
上
で
は
執
別

＂

第
九
項
症

炉
'〗
〗

`

・
、口

料
及
が
死
亡
給
典
金
條
例
（
以
下
條
例
と
い
う
）
の
規
定
，
.
,
―
-
、
雨
眼
の
視
力
が
殺
椋
0
・
ー
を
一
―十

分
の
ニ

・

‘
,
i
-
‘
粘
神
的
又
は
我
骰
的
作
菜
能
カ
ー
と
粍
度
に
妨
げ
る
も
の
し
9

.

• 

ぶ
＇＇，翌

廣
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に
よ
り
支
給
す
る
退
隠
料
、
退
職
給
典
金
、
迫
族
扶
助
料
し
得
な
い
も
の

芯

／
，
二
．
一
限
庶
認
力
が
視
努
O
•
一
を
三
・
双
メ
ー
ト
ル
以
上
で
は
，
＇
、

初
畠
＇f.，
‘

叉
は
死
亡
給
輿
金
の
給
典
に
つ
い
て
は
市
長
が
こ
れ
を
裁
四
、
雨
耳
の
認
力
が
0
.
0
双
メ
ー
ト
ル
以
上
で
は
大
認
を
解
し
•

〗

荊
別
し
得
な
い
も
の

得

な

い

も

の

、

t

'
i

苓
い
＂
U`
‘
,
定
す
る
。

—

——-
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一
年
の
珠
力
が
O
・
0
直
メ
ー
ト
ル
以
上
で
は
大
詫
を
解
し
、
．
‘

t.
.

句

・、占
＇＇二

第
二
條
公
務
に
起
因
す
る
偏
病
及
び
不
具
殷
疾
の
程
度
並
哭
泌
尿
盛
の
機
能
を
箸
し
く
妨
げ
る
も
の

六
、
雨
こ
う
丸
を
全
く
失
●
た
も
，
の
で
脱
履
歴
苓
し
く
な
い
一

さ

＇．
悶

．
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丘

に

こ

れ

に

甜

す

る

退

嬰

料

年

額

の

翌

＾

率

を

次

の

吼

―

得

な

い

も

の

ー

定

め

る

。

＇

，
も

の

一

阻

、

、

一

側

こ

う

丸

を

全

く

失

っ

た

も

の

、

．

，

二

，．

〗
〗
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別
項
症
．

，＇
十
分
の
七
臼
註
＂
彗
旦
闘
召
昇，
ー
五
、
一
側
示
指
を
全
く
失
っ
た
も
の
ー
，

i

．ー：
＇ご，

h
＇,、

一
、
箭
に
就
床
を
要
し
且
っ
複
雑
な
介
眠
を
要
す
る
も
の

、

、

．

‘
．

六
、
一
側
第
一
足
指
を
全
く
失
っ
た
も
の

主
'-r
．
二
、
煎
大
な
苔
神
歴
＂
の
た
め
窟
墨
又
は
悛
雑
な
介
限
を
要
策
五
項
症

4
分
の
四

ー

第

十

項

症

十

分

の

一

・

五

．

‘

,

．

す
る
も
の
、
一
、
頭
部
顔
面
的
に
大
き
な
誼
形
を
残
し
た
も
の

，
•

[
一
、
一
側
示
指
の
機
能
を
失
っ
た

t
の
•
9
.

，.
＇
,

、

.

.

，
-
―
-
‘
洒
限
の
視
力
が
明
暗
を
絣
別
し
得
な
い
も
の
二
、
＇
一
皿
の
脱
力
が
親
揉
0
・
ー
を
0
．
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
竺
二
、
一
側
巾
指
を
全
く
失
っ
た
も
の

報
メ
・
四
、
身
翌
賭
部
の
防
忠
を
綜
合
し
て
そ
の
程
器
一
項
症
巌
二
荊
別
し
得
な
い
も
の

．

．

 

一
・
三
、
一
側
第
一
足
指
の
猥
能
を
失
っ
た
も
の
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'
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項
症
乃
翌
第
六
項
症
を
加
え
た
も
の
＇
口
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．
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一
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認
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入
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っ

た
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門
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側
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足

指

象

＜
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っ

た

も

の

笙
ハ
項
症

f
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十
分
の
六

I

｀
十
分
の
一
＿
＿
•
五
箪
面
症

｀

．
十
分
の
i

.
‘.

ぃ
1

ヽ
複
雑
な
介
眠
を
翠
し
な
い
が
常
に
就
閤
翠
る
も
の
一
、
精
神
的
又
は
牙
骰
的
作
染
能
力
を
i

位

に

妨

げ

る

も

の

―

-

、

一

眼

磁

力

が

0

．

一

に

滴

た

な

い

も

の

・

二
、
絣
神
的
又
は
打
骰
的
作
患
熊
力
を
失
い
他
に

nJllを
翔

じ

得

二

、

頸

部

又

は

氣

麿

魯

腐

し

く

妨

げ

あ

る

も

の

＿

’

二
、
「
耳
の
砲
力
が
芯
乱
翌
0
.
;ii
メ
ー
ト
ル
以
点
は

る
に
過
ぎ
な
い
も
の

．

—
—
-
、
一
眼
〇
蔵
力
が
親
椋
0

‘

"
ー
を
一
メ
ー
ト
ル
以
上
百
荊
別
解
し
得
な
い
も
の

三
、
そ
し
や
く
及
び
甘
話
の
機
熊
を
併
せ
嵌
し
た
も
の
し
得
な
い
も
の
．

9

»
_
—
—
-
、
一
側
小
指
の
桟
能
を
失
っ
た
も
の

四
、
南
眼
の
視
力
が
蔵
ば
0
．
一
を
0
•
五
メ
ー
ト
ル
梵
で
は
四
、
評
即
を
失
っ
た
も
の
一
門
・
一
側
環
指
を
仝
く
失
っ
た
も
の
・

．
五
、
一
側
拇
指
及
び
示
指
を
全
く
、
失
っ
た
も
の
．
＇

l

哭

ー

側

第

二

足

指

の

根

能

を

失

っ

た

も

の

^

[

荊
別
し
得
な
い
も
の

茸
‘
肘
阻
節
以
上
でm
成
羹
っ
た
も
の
だ
一
塁
嬰
桟
熊
を
失
っ
た
も
の
＇
ヽ

‘
•

六
~
1

側
笹
菰
腐
塁
腐
指
念
品
指
委
＜
失
っ
た

、

十

分

の

一

＿

一

」

も

の

．

六
、
比
閲
節
以
，上

で

附

下

肢

を

失

っ

た

も

の

．

第

七

項

症

・

ー

十

分

の

五

・

五

＿

＿

、

一

四

盈

力

が

靡

0

• 
l
 

~
ニ
プ1
ー
ル
以
上
で
は
拷
別

一
前
項
の
各
症
に
該
賞
し
な
い
侶
絨
疾
甜
9
の
症
項
は
、
前
項

第
二
項
症

，
 

•
`

.

.
-
，
の
規
定
に
準
じ
て
こ
れ
を
究
定
す
る
。

＇、
精
神
的
又
は
牙
庶
的
作
翌
能
力
の
大
部
を
失
っ
た
も
の

、
i

し
得
な
い
も
の

一
二
、
一
耳
ぞ
ろ
う
し
他
耳
径
常
の
話
舟
―
ー
・
双
i

ー
ト
ル
ー以
i

．
観
力
を
測
定
す
る
掲
合
に
お
い
て
、
翡
異
常
の
も
の
に

一
、
そ
し
や
く
父

ugの
機
餌
を
失
っ
た
も
の

’

□
i

つ
い
て
は
矯

m祗
力
に
よ
り
、
視
柘
に
つ
い

-w筑
況
共

一
ヽ
附
阻
の
脱
力
が
視
ば
0
•
一
を
一
メ
ー
●
ル
以
上
で
は
拷
別
一

，

上
で
は
併
し
得
な
い
も
の
，
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別
紙
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式
心
孟
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―
后
J

添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

笙
一
十
一
條
坦
族
扶
助
将
を
受
け
る
樅
利
を
有
す
る
者
が

條
例
弟
二
十
六
條
の
規
定
に
よ
り
そ
の
柚
利
を
疫
失
し
た

場
合
に
お
い
て
、
次
順
位
行
が
逍
族
扶
助
料
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
が
り
瞥
類
を
添
付
し
て
別
紙
様
式
（
森

四
就
）
に
準
じ
逍
族
扶
助
料
請
求
帯
を
作
成
し
て
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
語
求
者
の
戸
窟
胚
本
（
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逍
族
扶
助
料
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利
祈
失
樅
常
昨
の

諮
求
者
の
身
分
賜
係
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明
瞭
に
し
得
る
も
の
）
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；
前
遺
族
扶
助
料
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利
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族
扶
助
料
設
れ
＂
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扶
助
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椛
利
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追
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け
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椛
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失

っ
た
こ
と
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四
す
る
内
類

前
項
に
お
い
て
條
例
ぶ
二
十
四
條
に
規
定
す
る
加
給
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
條
に
準
じ
て
帯
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
一
十
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條
條
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一
一
ヤ
四
條
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規
定
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扶
助

料
椛
利
者
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、
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加
給
の
原
因
と
な
る
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の
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数
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培

加
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
軍
社
を
明
瞭
に
し
得
る

應
薔
祠
紙
様
式
お
忌
喜
一
玉
彩
を
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

前
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扶
助
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の
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給
の
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と
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村
の
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し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
代
を
明
瞭

に
し
得
る
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瞥
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付
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得
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附

則

砂
の
二
十
五
條
こ
の
細
則
は
、
條
例
施
行
の

H
か
ら
こ
れ
を

適
用
す
る
。
但
し
、
第
几
條
第
二
項
に
つ
い
て
は
昭
租
ー
―

十
叫
年
八
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
適
川
す
る
。

第
二
十
六
條
昭
和
十
六
年
六
月
一
日
逹
甲
第
十
一
就
廣
島

市
有
給
吏
只
退
職
料
、
退
職
給
輿
金
瑣
族
扶
助
料
及
び
死

亡
給
典
金
條
例
施
行
細
則
は
こ
れ
を
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止
す
る
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又
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四

料

虹

臀

11

菖

、

一

氏

名

郎

一

品
様
式
術
二
琥
）

ー一

退

職

給

果

＾

上

語

求

芥

．

年

月

H
（
職
名
）
を
退
職
致
し
ま
し
た
か
ら
退
職

給
典
金
を
給
別
さ
れ
ま
ナ
よ
う
五
喘
禁
＂
頸
を
鋲
え
て
品
求

し
ま
す•• 

-

,

'

 

j
 

J

I

 

9
J
 

退
戟
f5時
の
載
名

本

・

耕

地

現

住

所

氏

殿

名

：，； 9 :-； r,羞9¥'.，？心乳．9.＇筏：・ニ―万てゞー、ここ・ロ＿＿ —-一 疇 9'、
,' •-..,.-:~ ふ吋-,,,.,,；；9,99 デ，••

、 ¥.. 、［i’'?，｝!，亨喜t,'言〗・ビし(:,．予‘1
報ー・＇｀::市し e. 、P• 9 

、 ru I応・ ‘, •. 9, ； 9 :,人it：塁塁• 一
第第、 第第 第` ‘•第第:•第· t,• 4¥̀） 
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第111111ilけ者で條二じげ叉條甜症ri翡クトよ條 f!］の戸：（I:なツと條そ書のれと條に月叉條・・ 49.
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す
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名
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。
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岡
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會
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＇
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叛
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．
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此
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五
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麿
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の
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潤
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・
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澄
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右
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追
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追
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競
様
式
」
及
び
「
第
二
琥
様
式
」
を
別
表
廣
島
市
中
央
卸
密
寸
均
弱
弱
＂
僻
仮
苅
年
紅
助
を
オ
の
＿
よ
う

K

前
珪
0符
助
を
月
い
る
と
き
は
｀
豫
y
•そ
0符
鉗
に
rこ
ゞ

ハ

制

定

す

る

。

．
‘

.

て

、

市

長

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

K

昭

和

一

＿

十

四

年

八

月

十

一

日

第

八

條

、

活

り

淑

具

は

そ

の

販

災

物

品

に

つ

い

て

、

ー
品
種
、
産

廣

島

市

長

演

井

信

ー

ー

ー

地

、

出

荷

者

、

荷

印

、

、
等
級
及
び
数
批
、
そ
の
他
必
要
な

希
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

・

靡

島

市

規

則

第

二

十

入

雖

．

．

事
項
を
呼
び
上
げ
た
後
に
こ
れ
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら

茨~コ
●
―
-
―

一

な

い

。

'

せ
り
落
し
は
、
せ
り
人
が
最
高
申
込
慨
格
を
＿
二
回
呼
び
上

廣
島
市
中
央
卸
喪
市
場
業
務
條
例
施
行
細
則

．

げ
た
と
き
こ
れ
を
決
定
し
、
そ
の
巾
込
者
を
せ

Ii
落
し
人

第

一

章

休

業

と
す
る
。
但
し
、
呼
び
上
げ
回
数
は
適
賞
に
こ
れ
を
減
す

第
一
條
廣
島
市
中
央
卸
賣
市
場
業
務
條
例
冨
以
下
業
務
條

井
•
一

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

例

と

い

う

）

第

四

條

の

規

定

に

よ

る

定

期

休

業

日

は

左

の

•
•
最
高
憤
格
の
申
込
者
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
拍
亡
ん
そ

通
り
と
す
る
。

用

―

一

月

一

日

か

ら

一

月

―

―

-

H

ま

で

—
ー
ー
砿
！
ー
毎
月
第
一
、
第
一
―
-
H

晦
H
‘

：

の
他
適
常
な
方
法
に
よ
つ
て
ぜ
り
落
し
人
を
決
定
し
な
け

第
二
條
卸
喪
人
、
仲
買
人
、
買
出
人
叉
は
附
屈
螢
梁
人
が
れ
ば
な
ら
な
い
。

臨
時
に
休
業
し
、
叉
は
休
業
日
に
臨
時
に
螢
業
し
ょ
う
と
せ
り
落
し
人
が
決
定
し
た
と
き
は
~
ぜ
り
人
は
直
ち
に
そ

使

麟

工

楊

狐

杷

’

す

る

と

き

は

、

廣

島

市

中

央

卸

焚

市

場

長

J

貪
以
下
場
長
と
の
債
格
及
び
氏
名
又
は
商
琥
を
呼
び
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら

羞

い

う

）

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

o

．

な
い
。

種

稜野
即
峰
―
•
第
一
涵
賣
買
取
引
第
九
條
入
札
夜
は
、
そ
の
販
喪
物
品
の
品
種
、
森
地
、
出
荷

第
―
―
一
條
蛮
買
取
引
は
現
品
、
見
本
叉
は
、
銘
柄
に
よ
つ
て
究
喜
、
等
級
及
び
慇
翌
の
他
必
要
な
事
項
を
掲
示

旦
閤
ー
ー
記
此
峠
麟
靡
ば
信
〗
規
定
に
よ
り
、
卸
沿
以
昆
麟
碍
峠
麟
冨
彗
鰐
鰐
鰭

'
一
伐
誓
一

人
が
索
り
喪
以
外
の
方
法
で
販
喪
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

•̀ 

開
札
は
、
入
札
終
了
後
直
ち
に
こ
れ
を
行
い
、
設
森
慨
格

；

は

、

そ

の

康

由

、

品

種

、

産

地

、

出

荷

者

荷

印

、

等

級

、

證

ー

＇

尊

髪

菌

募

法

を

具

し

て

市

長

の

承

認

を

受

け

な

け

ー

の
命
人
を
落
札
入
と
す
る
。

舒．

＼
前
條
第
一
＿
一
項
、
初
四
項
の
規
定
は
入
札
究
に
つ
き
こ
れ
を

．
れ
ば
な
ら
な
い
。
＿
．

璽
條
せ
り
盆
以
又
は
入
札
廣
の
場
合
に
は
、
そ
の
開
始
前
準
用
す
る
。

可
一
盤

醤
負
参
加
者
に
、
そ
の
物
品
の
下
見
を
さ
せ
な
け
れ
ば
第
十
條
左
の
各
跳
の
一
に
該
常
す
る
入
札
は
こ
れ
を
無
効

な

ら

な

唸

と

す

る

。

_
-
、
入
札
が
誰
人
で
あ
る
か
碗
認
し
鞣
い
も
の

二
、
入
札
＾
屯
額
そ
の
他
指
定
記
被
事
項
が
不
明
の
も
の

見
本
叉
は
銘
柄
に
よ
る
函
以
買
の
場
合
に
は
、
．
喪
買
取
引
開

―-
―
―
一
、
二
辿
以
上
の
入
札
害
を
提
川
し
た
瑞
合
に
お
い
て
そ
の
後
疲

．
始
前
に
、
そ
の
物
品
の
品
種
、
森
地
、
出
荷
者
、
荷
即
、

の
も
の
、
又
は
そ
の
ふ
wl
後
不
叫
の
も
の

等
級
及
び
数
派
~
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
衷
場
に
掲
示
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

四

、

入

札

に

際

し

不

砕

111

又
は
不
正
な
行
岱
が
あ
っ
た
も
の

笹
ハ
條
訟
以
買
取
引
に
お
い
て
慣
習
が
あ
る
と
き
は
、
業
務
哭
業
務
條
伺
サ
布
く
は
こ
の
刹
期
又
は
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
な
し

條

例

第

六

條

に

定

め

る

も

の

の

外

、

個

敷

、

束

数

又

は

容

た

指

示

に

述

反

し

た

も

の

．

．

．

器
を
も
つ
て
そ
の
箪
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
場
，
合
に
は
卸
喪
人
は
開
札
の
際
そ
の
事
由
を
明
示

第
七
條
取
引
慎
習
土
金
額
で
呼
値
を
呼
稲
す
る
こ
と
が
困
し
、
．
入
札
の
無
効
な
旨
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
條
せ
り
喪
叉
は
人
札
齊
に
参
加
し
た
者
が
そ
の
せ

難
な
場
合
に
は
、
符
琥
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
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．
ふ
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,
9臼・

7

●●

,9"-0.9
,．ぃ
ぷ
｝
い
，

T

こ．＇，汀、

S

”
V
9
i
,
'
:
ぃ
‘
.
.
-
．
拿
’
.
\
'
;
'
｀
，
~
-
．
，

o
.
.：＇
~
，

\
，
い
，
〗
ぐ
’
J
.
←
・
ヤ
ー
ブ
・

T
'
へ

L←
:
'
.
.
‘
’

>
琺
府
，9咋
ヽ
．
翠
：
面
盈
懇
悶
腐
匹
翌
．
~
〗
｀
．

"．
、

4

ぷ`
．，＇

ーニ
、
西
羹
人
が
そ
の
買
受
代
金
各
靡
翡
鉛
八
條
竺
翌
｀
＇
／
ぃ
[

-
]
．
．
．
、
畠
誓
に
第
＋
1

-

琥
様
式
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
：

i
点
塁
畜
璽
腐

二

翡

醤

胃

縫

貸

借

封

照

表

及

び

損

釜

計

第

嘗

は

、

規

定

に

よ

盗

塁

靡

若

く

は

詞

條

讐

詈

規

定

に

よ

る

．
．．
 

眉

念

羞

蓋

っ

た

と

き

[
]
〗
ー

}
,
9
會9
＿
，
ー
な
ら
な
い

o
·
＂
．
i
『

〗
・
「
員

l
J贔
鱈
鍔
豆
い
鰐
闘
彗
鱈
汀
＿
心
闘
彗
日
。
琥
様
式
に
よ
っ
て
こ
れ
を
作
成
し
第
三
十
九
條
左
の
各
讐
一
に
該
骨

mす
る
場
合
に
は
、
卸

で
な
い
卸
衷
人
は
、
少
く
と
も
毎
年
一
回
の
決
寡
を
究
人
又
は
そ
の
相
緻
人
若
し
く
は
代
理
人
は
迎
滞
な
く
そ

↓
ー
と
き
は
、
そ
の
者
の
履
庇
帯
、
戸
籍
謄
本
及
び
市
町
村
長
の
法
人

',9』9
/
}
．
、
身
分
證
明
書
を
添
付
し
て
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
し
前
ー
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
螢
業
報
告
害
及
び
損
盆
計
の
3

日
を
場
長
に
屈
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
‘
卸
毀
人
が
死
亡
、
失
踪
ヽ
解
散
又
は
廃
梁
し
た
と
き
．
．

，y
 

．
．
．
 笹
一
十
條
左
の
各
競
の
一
に
該
賞
す
る
者
は
せ
り
人
に
な
算
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
卸
毀
人
が
そ
の
氏
名
又
は
住
所
を
要
更
し
た
と
き

互

・

'

，

'

，

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

応

空

二

十

四

條

法

人

で

あ

る

卸

訟

以

人

は

、

左

の

各

裁

の

1

に

．
芙
1

卸
衣
人
6

法
人
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
為
合
は
主
た

[
 

一
る
趾
員
又
は
役
員
を
合
む
）
が
起
訴
せ
ら
れ
た
と
き
及
び
そ
の

t
P
9

-
、
中
央
卸
哀
窟
翠
孟
＂
買
人
又
は
仲
買
人
で
あ
る
法
人
（
こ
れ
｛
該
裳
す
る
蝙
合
に
は
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
場
長
に
居
け
叫

一
職
務
若
く
は
栗
務
に
躁
し
て
訴
訟
累
羅
考
と
な
っ
た
と
き
、

ヤ
ー
』
．
i
に
要
す
る
者
を
含
む
）
の
役
員
並
び
に
社
貝
ー
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
又
は
そ
の
判
決
が
あ
っ
た
と
き
若
く
は
破
庶
の
宜
告
を
受
け
た
・

'
と
ー
：
d
二
、
天
の
他
市
長
に
お
い
て
不
迩
裕
と
認
め
た
名
↑
一
、
定
救
を
稜
更
し
た
と
き

と
き

↑]
9,

'
[
•

第
三
十
一
條
左
の
各
琥
の
一
に
該
賞
す
る
場
合
に
は
、
市
．
二
、
無
限
費
任
祉
員
又
は
瑕
締
役
そ
の
他
莱
務
を
執
行
す
る
役
員

第
四
掌
仲
買
人
、
買
出
人
及
び
附
屈
螢
業
人
．
▲

g

長
は
ぜ
り
人
の
せ
り
行
誘
亀

i

ゲ
）
停
止
し
叉
は
そ
の
承
認
を
取
ー
（
法
人
に
準
ず
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
社
員
-IC
蕊
延
が

あ
っ
た
と
き

第
四
十
條
業
務
條
例
第
三
十
二
條
綬
項
の
規
定
に
よ
り

;，廣
t

消
す
こ
と
が
あ
る
。

一
、
せ
リ
人
が
せ
リ
一
双
に
脳
し
．
て
販
~
双
委
託
者
又
は
夜
買
参
加
者
三
、
総
合
の
決
議
が
あ
っ
た
と
き

ー
前
項
第
箪
及
び
第
三
琥
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
淀

・/r仲
買
業
務
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
卸
賓
人
に

一
準
じ
て
策
十
七
慇
様
式
に
よ
り
願
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

，
．
｀
と
氣
脈
を
迎
じ
て
不
然
な
る
幽
骰
を
な
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者

↑
を
し
て
談
合
そ
の
他
の
不
正
行
伐
を
さ
せ
た
と
き
款
及
び
決
議
帯
の
合
心
を
、
第
二
琥
の
場
合
に
お
い
て
は
そ

二
、
｀
せ
り
人
が
そ
の
職
務
に
脚
し
て
販
蛮
委
託
者
又
は
襄
且
参
加
の
者
の
服
脈
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
•
い
。

-99
な
島
＂

J,

＇
d

者
よ
リ
金
"lln

そ
の
他
の
利
益
を
牧
受
し
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
竺
第
三
十
五
飩
卸
喪
人
が
そ
の
業
務
に
闊
し
て
使
用
す
べ
き
第
四
十
一
條
業
務
條
例
第
三
●
八
條
の
規
定
に
よ
り
仲
買
．
『

．

し

て

贈

狽

し

た

と

き

一

帳

痺

は

、

第

十

六

琥

様

式

に

よ

り

こ

れ

を

作

成

し

な

け

れ

｀

カ

ー

'

の

な

す

ぺ

き

報

告

は

策

十

八

誂

様

式

に

よ

る

。

r‘. 

,.,• 

-
.1,`
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一
●ー、＇

，
J

ぃ．、s

・丸・ti"t'.1‘‘,

が＂忍討，亨：
r

＇，＇≪

ぶ
¢
か
、

VI•' 

一

□
第
四
十
六
條
業
務
條
例
第
四
十
條
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
ふ
知
五
十
三
條
倉
扉
及
び
冷
蔵
脈
の
使
用
若
し
く
は
物
品
寄
i

―
―
一
、
天
災
地
没
そ
の
他
の
平
由
で
臨
捜
の
lkt
硲
を
な
す
必
要
が
あ
ぃ
[

．
／
‘
.
1
-
附
服
螢
粟
人
の
保
腕
金
は
左
の
通
り
と
す
る
。
｀
一
託
の
期
間
は
六
ヶ
月
以
内
と
す
る
。
但
し
、
特
別
の
事
由
ー
っ
た
と
き

鋲

行

梁

他

翡

JJ
額
の
六
倍
應
111

額

i

あ
る
と
き
は
期
間
の
更
新
を
承
認
す
る
こ
と
が
あ
る
。
―
問
、
使
應
人
は
寄
託
に
脳
し
杢
市
に
納
付
す
べ
き
金
額
の
納
付
を
．
．
．

前
項
の
場
合
に
、
使
用
料
及
び
虚
分
に
要
し
た
投
川
は
、

5

述

送

栗

＂

前

項

但

し

書

の

承

認

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

2

そ
の
康
．
怠
っ
た
と
き

紺
分
し
て
得
た
金
額
か
ら
こ
れ
を
控
除
し
、
な
お
残
額
が
i

.

ヽ
・
小
~
双
替
業
"

•
. 

Thを
共
し
て
明
皿
満
了
前
に
場
長
に
願
い

lH
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

i

飲

食

替

業

＂

“
．
｀
・
‘
-
腐
贔
翡
醤
の
規
定
に
よ
る
附
屈
涵
富
業
人
の
傑
證
第
五
十
四
條
寄
託
物
品
を
出
廊
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
あ
っ
た
と
き
は
使
用
者
叉
は
寄
託
者
に
こ
れ
と
還
付
し
、

.
，
d
9
•
金
は
市
長
が
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。
ぷ
'
‘
庫
票
を
提
出
し
邸
二
十
嬰
喜
式
に
よ
る
出
庫
票
の
交
付
．
一
不
足
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
れ
を
追
徴
す
る
。

•
9
.

[
心
必
五
章
市
場
設
備
の
使
用
ブ
ー
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
寄
託
者
が
一
部
出
庫
を
し
一
第
五
十
九
條
倉
瓶
叉
は
冷
蔵
扉
の
使
川
者
若
し
く
は
寄
託
'
〗

一
ぃ
．
’
．
熔
四
十
七
條
業
務
條
例
第
四
十
一
低
の
規
定
に
よ
り
市
場
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
・
仝
陣
票
を
提
示
し
出
麿
骨
、
喜
、
自
己
の
店
に
競
・
す
ぺ
嘉
嬰
‘
は
在
庫
品
の
腐
敗
一

一
．
．
、

T
の
建
物
又
は
設
備
霜
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
が
必
数
枇
及
び
日
時
そ
の
他
必
要
な
事
項
の
記
入
を
受
け
な
け
等
に
よ
り
介
庫
、
冷
蔵
廂
叉
は
他
の
在
庫
品
に
損
害
を
及
：

r

,

．
i

，

二

十

戟

様

式

に

よ

り

願

い

出

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

-

れ

ば

な

ら

な

い

。

ぽ

し

た

と

き

は

、

賠

個

の

宜

に

任

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第
五
十
仕
除
倉
附
叉
は
冷
蔵
庫
使
用
者
は
、
そ
の
使
用
場
芭
ハ
十
條
倉
庫
・
又
は
冷
蔵
廂
の
使
用
に
つ
き
、
叉
は
保
管

i

『
・
'
-
第
四
十
八
條
業
務
條
例
第
四
十
一
＿
一
條
の
規
定
に
よ

b
使
用

所
に
出
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
叉
は
物
品
の
入
川
廂
を
物
品
に
つ
き
生
じ
た
損
害
に
淵
し
て
は
、
本
市
は
そ
の
貨

J

"

場
所
の
模
様
替
又
は
設
備
の
愛
更
を
し
よ
う
と
す
る
者

-
.
、
巌
｀

-

ぃ
—
．
一
は
、
．
設
計
瞥
及
び
伐
川
見
柄
啓
を
添
附
し
て
願
い
出
で
な

i-

ー
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
本
市
係
員
の
承
認
又
は
立
益
1

を
に
任
じ
な
い
。

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
•
第
六
十

i
條
陵
酵
室
の
使
川
に
つ
い
て
は
、
倉
廊
又
は
冷

-
[
．
9
,
9
/

｛
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
條
入
應
窒
亡
失
叉
は
毀
担
し
た
と
き
は
、
直
蔵
庫
の
規
程
を
準
用
す
る
。

{
i
,
i
．

第

四

ナ

九

條

介

甕

翠

闘

塁

い

て

取

扱

う

物

品

は

ち
に
そ
の

3"を
屈
け
出
で
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
示
空
ハ
十
二
條
業
務
條
例
第
四
十
六
條
第
一
項
の
規
定
に
よ

[

.

t

次
の
通
り
、
．
と
す
る
。

'

な

い

。

9

司

側

用

料

・

は

別

表

⇔

に

よ

る

。

'

,

一
、
市
岱
贅
柑
"ml

-↓
9
 

9
.
1
-
｀
市
払
に
お
い
て
適
t"111

と
認
め
る
物
＂
皿

i

‘

 と

し

市

ぶ

翠

條

腐

各

懇

一

に

該

常

す

る

物

品

は

こ

れ

を

入

前

瑣

役

場

合

に

お

け

る

認

定

そ

の

他

必

要

な

謡

閤

場

長

邸

卒

晨

箭

靡

場

の

建

物

父

は

設

備

を

、

月

の

rl

磨
使
用
開
始
し
た
と
き
は
日
割
計
邸
に
よ
り
、
そ
の
中

が
こ
れ
を
行
う
。

5

庫
し
で
は
な
ら
な
い
。

一
．
．
一
、
腐
敗
し
て
い
る
も
の
各
茎
翠
広
が
あ
る
も
の
笏
辛
七
條
魯
急
泣
の
一
に
該
賞
し
た
と
き
は
、
場
扶
＿
途
で
使
用
を
麿
し
た
と
き
は
、
一
ヶ
月
分
を
納
付
し
な
け

ー

ニ

、

荷

造

又

は

容

器

が

歪

苓

で

あ

る

も

の

は

そ

の

在

應

ml
の・

i

部
又
は
全
部
の
出
瓶
を
命
ヤ
る
こ
と
．
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
市
怯
が
特
別
の
布

Ihあ
る
と
認

．
報
ー
―
-
‘
他
の
乱
＂
皿
に
枇

11

を

汲

ぼ

す

虞

が

あ

る

も

の

が

あ

る

。

．

ー

め

た

と

き

は

、

そ

の

痰

止

後

の

料

金

に

限

b
そ
の
全
部
又

＇
四
、
そ
の
他
＊
市
係

U
が
不
徳
111

と

認

め

た

も

の

一

、

第

五

十

條

農

＂

詈

ー

に

該

賞

し

た

と

き

は

一

部

を

免

除

す

る

こ

と

が

あ

る

。

招
ハ
十
四
條
月
額
に
よ
る
使
川
料
は
、
鉦
月
一
干
五

nを

第
五
古
條
介
爪
又
は
冷
城
非
を
使
川
し
ょ
う
と
す
る
者
二
、
飩
Jll
名
又
は
寄
託
ポ
が
菜
務
保
例
又
は
こ
の
細
應
な
く
は
こ

9
1

れ
に
も
と
づ
い
て
な
し
た
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
．

限
り
そ
の
月
分
を
、

H
額
に
よ
る
と
き
は
使
川
承
認
の
媒

＿
＿
―
:
施
設
の
故
玲
て
の
他
の
ギ
iI
に
よ
つ
て
保
5
"
が
署
し
く
困
庶

間
／
＞
は
、
悌
ー
平
一
説
様
式
に
よ
り
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

利`
っ

と

な

っ

た

と

き

こ

れ

を

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

‘

＇
二
い
。

田
前
項
の
使
川
場
所
及
び
訓
秋
並
び
に
こ
れ
に
入

Niす
る
物
前
項
の
命
令
を
受
け
た
抒
は
、
指
定
期
間
内
に
そ
?
物

"
m
I
P
i
J．
双
人
巾
場
使
川
料
は
、
い
坪
月
十
日
ま
で
に
そ
の
前
月
分

凶
＂
血
の
種
類
及
び
期
間
は
市
翡
こ
れ
・
た

4
指
定
す
る
。
．
を
引
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

即
笙
牛
一
篠
＾
紬
又
は
冷
祓
限
に
物
"
r
m
を
寄
託
し
よ
う
と
第
五
十
八
條
ん
の
各
貌
の
一
に
該
窃
し
た
と
き
は
、
場
岳
笙
ハ
十
五
仰
、
使
JIJ
料
の
叶
竹
●
は

i

ヶ
月
盗
―

-+11と
し

i

．：3
,為
は
、
祁
ー
干
忌
況
様
式
に
よ
る
岱
間
込
ホ
り
を
批
は
存
陣
＂
翌
梢
臨
分
す
る
こ
と
が
あ
る

0

,

｀
H
未
憐
は
一
＂
と
す
る
。

二
川
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
沿
怯
が
そ
の
必
挺
が
て
使
川
芥
又
は
寄
託
ポ
が
前
店
式
務
を
柑
＂
＄
各
捜
＂
．
伯
用
坪
数
に
端
数
が
あ
る
と
さ
は
二
坪
に
緑
上
げ
る
。

-――-
U
●

J
 

＂

な

い

と

泌

め

た

と

さ

は

こ

の

限

り

で

な

い

。

で

き

な

か

っ

た

と

さ

笠

ハ

十

六

條

ん

の

建

物

又

は

設

備

に

於

け

る

沿

灯

ふ

舟

“

.

朽
、
ふ
、
前
項
臼
規
楳
に
よ
り
物
＂
把
尻
ば
託
し
た
村
に
は
、
第
一
~
十
：
二
、
佳
印
困
叫
中
の
れ

f
I
Iざ
旧
化
の
命
令
を
展
＂
で
き
な
ぢ
に
水
道
の
使
川
料
は
岱
該
使

J
l
l抒の
負
招
と
す
る
。
．

と

さ

．

一

郎

N
人

沢

楊

・

‘

ヽ

．
ー
ー
面
藉
式
に
よ
る
入
爪
潔
を
交
付
ヤ
る
。

1
'
い＞

・` ／ 
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ま
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い
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別
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定
め
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と
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あ
ま
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い
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な
が
つ
土
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ぽ
．
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一
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務
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廣

島

市

規

則

第

三

十

雖

厳

島

市

長

国

井

信

―

―

―

こ

の

規

則

疇

‘

汀

布

の

日

か

ら

こ

れ

を

施

行

す

る

。

一

三．＇，

e

．

廣

島

市

市

螢

住

宅

入

居

者

鈴

衡

審

議

・

含

規

則

廣

島

市

住

宅

委

員

會

規

則

（

昭

和

二

十

一

l

一
年
十
口

n
-
H厭

一
J
 

巳
.
,

、
第
一
條
臀
喘
腐
住
宅
入
居
者
鈴
衡
審
踊
・
舒
后
以
下
審
．
島
市
規
則
第
四
十
五
琥
）
は
、
こ
れ
を
毅
止
す
る
c

-

誓
と
い
う
）
は
、
市
長
の
諮
問
に
應
じ
人
居
に
應
す
‘
る
・
ー
1

`

'

|

I

一

-・
 

r

..
.,
．

．

翡

嘉

嘉

皐

る

。
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一

告

示

．

｀

．
 

一
―
―
-
．
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-
＿
`
〗
罰
叫
冒

□
O
J
旦
昌
言
且
麟
鰐
麟
彗
疇
―

但

し

こ

の

贋

は

部

日

こ

れ

を

施

行

す

る

。

．

一

-9'
：

島

市

長

が

委

闊

し

そ

の

・

し任

期

は

一

条

と

す

る

。

蓋

領

は

Je
の

通

り

。

．

一
、
市
議
令
代
表

ャ
・
一
、
市
理
事
米
代
表

・ダし・一

、一

一
昭
和
一
平
・
四
年
八
月
―

-
H

一
J‘ 

廣

島

市

長

濱

井

信

―

―

―

レ＼

，＇
す
＂
―
●
公
益
代
表
鼻

―

-

．

昭

和

二

十

四

年

炭

廣

島

市

特

別

會

計

都
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、
一
般
布
識
芥

一

.
〗

•
第
五
條
委
員
長
は
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版
島
市
第
一
二
助
役
を
以
て
こ
れ
に
充

―

市

計

疵

耶
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投
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入
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追
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謡
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萬
六
千
参
百
五
皿

‘
¥．

笙

ハ

條

副

委

H
長
は
委

U
の
冗
選
に

i
り

速

任

す

る

。

二

、

土

木

代

-．

盟

い

苔

、

胃

危

補

佐

し

委

員

保

に

事

故

が

あ

る

一

一

、

祁

閤

靡

翌

令

存

閉

葵

千

各

贔

翡

参

愈

ハ

盛

羊

八

百

六

拾

参

皿

一

了

．

岬

・

と

き

は

そ

の

・

載

務

を

代

茄

す
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叫
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條
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市
告
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五
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一し．

年
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す
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を
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で
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な
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＇
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條
従
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の
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事
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過
牛
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で
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れ
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可
否
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と
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但
し
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れ
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行
す
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百
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手
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拾
巌
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＇
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忍
蓼
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手

敬

料

ー

寃
岳
忠
千
九
百
叫
拾
囮
萬
四
千
八
百
叫
拾
七
闘

四

、

國

廂

支

出

金

、

金
•
泣
似
千
八
百
参
拾
武
潤
参
千
武
百
拾
五
同

一
、
関
郎
補
助
金

，
金
四
千
戒
百
九
拾
寓
九
千
茸
百
五
癒
＇
芯
闘

五

、

縣

支

出

金

、

金
四
千
八
拾
九
萬
四
千
四
百
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拾
E
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闘
．

二

、

補

助

金金
四
千
八
百
五
拾
九
萬
●
四
千
九
百
七
拾
参
闘

八

、

稔

越

金
金
四
千
八
百
五
拾
九
萬
四
千
九
百
七
拾
歩
闘

一
、
ふ
即
兜
艇
紐
越
金

金
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低
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百
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抵
九
千
四
百
七
拾
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闘
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計
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笠
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点
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千
八
百
六
拾
四
部
武
千
装
百
寿
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四
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一

、

役

脈

牧

•
金
千
旧
百
参
拾
七
菰
茸
千
武
百
四
拾
六
闘

”
二
、
諾

金
ふ
岱
武
千
歩
百
旧
拾
九
菰
四
千
五
百
参
拾
八
闘

弓

秤

寮

応

●

防

代

金
八
千
歩
百
拾
九
芭
ハ
千
百
八
拾
六
闘

一

．

砧

●

私

我

＾
彦
千
歩
百
七
泌
成
千
九
百
拾

ull

―

-

‘

梢

防

我

＾
森
千
九
拾
屯
腐
九
千
八
拾
直
闘

四

、

土

木

伐

我

介
戒
百
歩
拾
五
菰
参
千
百
六
拾
六
闘

、

四
、
諮

金
況
千
七
百
武
拾
”
孟
梃
七
千
四
拾
五
闘
＇

巧
放

w
伐

．
八
、
社
令
数

w炊
＾
酋
拾
多
抵
式
千
感
u
闘

．

.
‘
千
凹
百
八
洪
六
千
九
Ij
九
拾
参
闘

六
、
社
令
芥
伯
雄
屯

t
気熙，

金
六
拾
九
胎
武
千
百
六
拾
八
闘

八
、
似
生
詣
・
伐

t
"ル
飛

糾

祉

代

＂

『

”

金
千
念
涵
＿
ぶ
！
八
打
四
拾
ぷ
5

闘
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釉
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依
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代

・

全
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W
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．．伸

忍

醤
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七

一

、

梁

務

條

例

第

一

＿

手

一

條

の

規

程

に

よ

リ

悲

笑

森

為

夏

事

務

所

一

＇

及

び

そ

の

員

数

を

定

め

た

と

き

・

附
歴
巌
人

5
纂
所
一
古
一
、
中
央
卸
衷
市
楊
に
関
す
る
法
令
又
は
扉
翡
~
布
く
は
こ

．

窟

酢

室

の

細

則

の

改

正

が

あ

っ

た

と

き

9
1

・

十
一
ユ
｀
前
各
哉
．の
外
必
婆
が
あ
っ
た
と
き

．

’

,

i
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附

則
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r1-

こ
の
規
則
は
、
廣
島
市
中
央
卸
喪
市
場
業
務
條
例
施
行
の
日

笙
ハ
丞
11

一

雑

則

＿
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
．

笙
ハ
ー
十
七
條
業
務
條
例
第
叫
十
八
條
の
規
定
に
よ
り
卸
i

双
（
第
一
琥
様
式
乃
至
祐
二
十
五
琥
様
式
酪
）

、
人
が
公
示
を
な
す
場
合
に
は
、
毎
日
そ
の
部
の
開
市
時
刻

＞
 

ー
別

表

⇔

使

用

料

表

ま
で
に
第
二
十
五
琥
様
式
に
よ
り
自
己
の
究
場
に
お
い
て

一

使

JiJ
料

稲

冽

設

備

種

別

限

位

金

額

•
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

竺
ハ
十
八
條
業
務
條
例
第
四
十
九
條
第
一
項
の
規
定
に
よi」
叫
函
人
市
埠
使
岱
~
各
部
北
＾
哀
上

5り9

千
分
の
皿

ー
る
沿
以
買
値
段
の
公
示
は
別
表
⇔
に
掲
げ
る
標
準
品
目
に
つ
こ
翌
人
夜
楊
仙
ら
~
卸
償
人
致
均
一
井
一

H
1
0
0

四
•

芹

毀

人

衷

琺

使

，

科

仲

買

人

哀

楊

岡

ニ

―

-ornti

-
．

磁

笞

業

所

使

科

鉗

、

行

阿

―

―

ー

五

Ornt[

翌
？
毎
開
暉
瑚
‘
披
盛
時
及
び
閉
市
時
に
お
け
る
取
引
一

贄

に

よ

り

、

壺

地

及

び

等

級

別

に

掲

示

し

て

こ

れ

を

行

一

．

附

防

双

店

同

―

―

1ooi:

つ

。

介

堂

r

i

y

-

―-00mti

5

酵

室

使
5

料

酪

酵

至

固

＿

一

八

o・:

一

箋

事

務
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隈
島
市
保
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施
行
細
則
の
一
部
と
改

lE
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
八
月
十
一
日

廣

島

市

長

液

井

信

―

―

―

痰
島
市
規
則
第
一
＿
十
九
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廣
島
市
保
育
所
條
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
記
す
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＇

る
規
則

廣
島
市
保
育
所
條
例
施
行
細
則
（
昭
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二
十
ー
ー
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年
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月
四
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島
市
規
則
笙
二
十
八
裁
）
の
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部
を
次
の
よ
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め
る
。
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島
市
保
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細
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」
に
改
め
、
各
條
rlt
「
保
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」
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。
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る
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受
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蕨
島
市
告
示
甲
第
五
十
三
競

昭
和
二
十
一
＿
一
年
法
律
第
八
‘
十
八
琥
猿
防
接
前
法
に
基
き
定
期

チ
フ
ス
、
。
＾
ラ
チ
フ
ス
の
豫
防
接
種
を
左
の
通
り
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
八
月
十
一
日
ー

廣
島
市
長
演
井
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通
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。
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該
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現
在
胞
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フ
ス
又
は
．
ハ
ラ
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フ
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に
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て
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る
者
又
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っ
た
事
の
あ
る
者
は
保
偲
所
長
の
證
明
吝
に
よ
つ
て
こ
れ
を
免
除
．

す
る
）
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萬
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部
朝
鮮
、
琉
球
謡
島
へ
渡
航
し

そ
の
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離
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の
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ら
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び
日
本
へ
蹄

國
を
希
望
す
る
際
は
、
日
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の
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族
よ
り
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戻
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を
引
揚

援
嘩
諒
茫
提
川
し
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引
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按
批
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に
お
い
て
は
、
外
務
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を
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令
部
に
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可
方
申
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し
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い
た
が
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今
般
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司
令

部
の
意
向
と
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は
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記
方
針
に
よ
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こ
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で
あ
る
か
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、
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り
の
方
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の
311
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一
、
婚
姻
、
離
婚
、
出
生
、

JE」

L

は一―

-
+
H
分
其
の
他
は
二
十
五

H
で
計
焚
し
た
も
の



r * 9•、 9 ーし •一—, 9-- --四こざご工王ユ匹：：“：：：~-＿ 1- 心 · • 叫ヽ●'’ . -＿ ＿ 9 占 •--•--•--.．． ．． ：・ 4̀  • ー',9 m● ― 9 9---;:;:..-.... -;:;:,~;;::w:竺”"紅•斥ア’”"=＝=:.--.::::;:::;-·.、-<-―—----..••::9 -. 19'.． , 9 ---、: • 1 • :•, • 

…ヽ事一鼻皿直夏ー一っ-只ただ→2 --̀— ~ • 9 

， ．．． ．ヽ、 ． ．．． ，．． ．~... "ヽ． ~ ; ·' :·,.., ; :• : : ,,- " :: :'.,'・・・-. j ~.. •'·: . ;.  ・. ・--. :. ・..」，.・ •...,. 
・.、 ： .、 • ： ,'._... . - .' ..＇・・・•. 、:9 • ‘̀ •' . • - 9  • • 、,.-,,;

. iふ． ．． ．●,’• 9 .~‘ ・  ̀ 
r I I 

、 今 9． ．し ‘！ '・ •く
．．ヽ．． I

日十二月九年四十二昭和 報 市 島’ ・廣.._.

虞

Blu椙
沿
復
依
四
十
＿
＿
“

―――
 

‘ 

廣
島
市
中
央
公
民
館
條
例

井

信

． 
＇ l ● 

（
目
的
及
び
跛
近
）

第
一
條
社
令
放
打
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
城
）

邪
二
十
條
の
目
的
を
辻
す
る
た
め
に
、
炭
品
市
中
央
公
民

館
を
敗
置
す
る
。
．

（

位

訟

）

施
設
に
つ
き
維
持
の
黄
を
負
わ
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
第
二
條
本
館
は
痰
島
市
基
町
一
番
地
に
置
く
．

使
用
期
間
中
施
設
を
毀
損
し
た
と
き
は
~
そ
の
補
（
事
業
内
容
）

み

第
九
條

修
に
要
す
る
質
費
を
納
め
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
但
し
、
第
三
條
本
館
は
祉
會
数
育
法
の
主
旨
に
基
き
左
の
事
業
を

な
い
0

行
う
。

不
可
抗
力
に
よ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で

第
十
條
庭
球
を
観
党
し
よ
う
さ
す
る
も
の
は
畜
庭
球
場
に
一
、
定
期
癖
座
を
皿
設
す
る
こ
と
ノ
，

入
場
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
、

1
一
~
討
論
貪
語
苦
貪
詰
淡
會
~
質
習
會
、
展
示
會
等

、
前
項
に
油
い
て
特
別
な
揚
合
入
場
者
よ
り
観
党
料
を
徴
牧
を
開
催
す
る
こ
と

．
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

•
1
_
-、
岡
害
、
記
録
＂
模
型
、
資
料
等
を
備
え
盲
そ
の
利
用

入
場
者
は
左
に
掲
げ
る
こ
と
を
遂
守
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
を
闘
る
こ
と
．

四
、
体
育
畜
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
に
隅
す
る
媒
會
を
開

い。一

、

み

だ

り

に

コ

ー

一

こ

に

立

入

ら

た

い

こ

と

催

す

る

こ

と

．

二
、
保
安
風
俗
を
蝋
す
行
為
を
し
な
ど
こ
と

、

写
各
稲
の
開
佐
機
瀾
等
の
連
絡
を
岡
る
こ
と

弓

揚

内

の

施

設

を

毀

損

し

な

い

こ

と

六

、

そ

の

施

設

を

市

民

の

集

曾

、

そ

の

他

の

公

共

的

利

用

四

係

員

の

指

示

に

違

背

し

な

い

こ

と

に

供

す

る

こ

と

第
十

1

條

こ

の

條

例

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

市

（

職

員

）

．

．
口

第
四
條
本
館
に
次
の
職
且
を
置
く
。

長
が
こ
れ
を
安
め
る
。

附

則

館

長

．

こ
の
條
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
0

職
員
若
千
人

2
前
項
の
外
、
必
要
な
廊
託
且
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
9

3

館
長
は
上
司
の
命
を
受
け
館
の
事
務
を
掌
狸
し
~
所
屈

．
隈
島
市
議
合
の
謡
決
を
経
て
廣
島
市
中
央
公
民
館
條
例
を

艮

を

指

揮

監

格

す

る

。

・

次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

4
館
長
に
事
故
が
あ
る
y
こ
き
は
上
席
の
職
且
が
そ
の
臓
務

昭
和
二
十
四
年
九
月
八
日

を
代
理
す
る
。

脳

島

市

長

激

.,‘`̀ 

廣

島

市

條

例

第

四

十

四

琥

（

執

務

時

問

）

第
五
條
本
館
の
職
且
の
執
茜
時
間
は
本
脳
の
例
に
よ
る
。

（

休

日

）

第
六
條
本
館
の
休
館
日
は
次
の
通
り
と
す
る
。

一
、
定
期
休
館
日

征
選
月
晦
日

図

ry祝
日

自

十

二

月

二

十

九

日

年
末
年
始
至
熙
年
一
月
＿
―
-
日

•
『

．ヽ．:..
．、グ

ャ

、

'

ヽ

•(

: 

一

．

住

所

氏

名

、＼

予．
い，＇月

五
畜
参
加
豫
定
人
且
数
（
阻
体
参
加
の
場
合
は
そ
の
内
繹

一

）
 

を
含
む

一
1
•い
．． 

六
。
集
捌
行
進
叉
は
集
樹
示
威
述
動
の
目
的
、
方
法
及
び

，

性
筑

汀’：
□
第
四
條
公
安
委
且
合
は
集
圏
行
進
又
は
集
闊
示
威
迩
勁
が

-̂
[
 ．．
 

パ
9
.[i

甘

1
1ぽ

言
―
孟
槻
叫
芍
叶
命
弓
呵
の
外
は

T r
い

••

こ
れ
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
た
い9

,
.-,．

公
安
委
員
會
は
畜
集
園
行
進
又
は
集
囮
示
威
運
勁
を
許
可

宣
J

し
な
い
湯
合
に
は
、
詳
細
た
理
由
を
附
し
速
か
に
市
諮
會

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
．

·

· ,
'，
＇

，
第
一
項
の
許
可
に
は
~
集
圃
行
進
又
は
媒
圃
示
威
述
勁
の

ぷ

廣

、

，．
‘

秩
序
を
保
持
し
公
衆
を
保
陵
す
る
た
め
、
＇
公
安
委
艮
會
が

二
'
-
.、

必
要
と
認
め
る
懇
閤
條
件
を
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
•

.

.
＾
ム
安
委
員
含
は
、
群
衆
に
よ
る
紛
振
又
は
、
暴
動
に
蜀
し

;
：

島
‘

}
．
て
公
衆
を
擁
陵
す
る
よ
う
指
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

9,

＇...、

第
冗
條
第
一
條
の
許
可
を
受
け
た
い
で
行
わ
れ
た
集
園
行

[

廿
．
進
奮
又
は
、
集
割
示
威
蓮
動
を
主
催
し
計
漑
し
、
若
し
く

．
は
、
こ
れ
に
参
憲
し
た
賓
第
三
條
の
許
可
願
沓
に
嵐
慨

J

、'9

の
事
項
を
記
載
し
て
許
可
を
受
け
た
も
の
"
又
は
前
條
第

一
●●
；

報
＿
語
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
貝
會
の
附
け
た
條
件
に
従
わ

9
’,
.f
ー・

た
い
者
は
、
こ
れ
を
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
叉

は
五
萬
仰
以
下
の
罰
金
に
虐
す
る
。

•
第
六
條
こ
の
條
例
の
各
規
定
は
"
第
ご
踪
に
定
め
た
集
閲

、．
昭

f
ご＇

：

和

?＇
、J
.

-
i

行
進
又
は
楳
関
示
威
述
勤
以
外
に
集
會
を
行
う
福
利
を
禁

．．
．
 
四

止

し

又

は

制

眼

し
i

，
又
は
集
會
、
致
治
運
動
叉
は
プ
ラ
カ

+
 

,・'ぃ，

九

、
1
ド
、
出
版
物
そ
の
他
の
文
害
閾
粛
等
を
監
督
叉
に
検
阻

•• 
ti

年

`

9

月
す
る
梱
利
を
公
安
委
艮
貪
苦
察
吏
員
~
呼
察
繊
艮
又
は

二

ゾ

．
十
そ
の
他
び
市
史
息
布
し
く
は
職
且
に
典
え
る
も
の
と
解
繹

B

'

 

ー
＇•〗
[表
し
て
は
な
ら
屯
。

:f.＇ ．．
 

い
、
第
七
條
こ
の
條
例
の
各
規
定
は
公
務
員
の
選
拳
に
謡
す
る

行
可口
i.9:III¥IIー＇
叶
川

"HnH

：ヽ・
t 
・, 
l • 
.; 

・‘
• 9 9 ， 

，．
 

，
 ．．．．．

．
 

法
律
に
予
盾
し
~
又
は
速
學
蓬
勤
中
に
．
お
け
る
政
治
集
會

若
し
く
は
演
詭
の
事
前
届
出
を
必
要
な
ら
し
め
る
も
の
さ

解
繹
し
て
は
な
ら
な
陀
o

.

第
八
條
こ
の
條
例
の
施
行
に
隅
し
必
要
た
事
項
は
公
安
委

貝
會
が
こ
れ
を
定
め
る
。

附

．

則

．

．

こ
の
條
令
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

廣
島
市
議
會
の
議
決
を
経
て
、
．
廣
島
市
消
防
幽
の
定
艮
、
任

菜
給
典
、
服
務
に
関
す
る
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例

を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。
＇

昭
和

1

I

＋
四
年
九
月
八
日

．

廣

島

市

長

演

井

信

一

1

-

.
巧`ー

．
廣
島
縣
條
例
第
四
十
二
琥

廣
島
市
消
防
圏
の
定
艮
、
任
免
、
給
奥
服
・

務
に
隅
す
る
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例

．．

腐
島
市
消
防
図
の
定
員
、
任
免
、
給
典
、
服
務
に
臨
す
る
條

例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
ろ
o•• 

・.

，
 

第
五
條
第
五
項
の
次
に
左
の
二
項
を
加
え
る
。

役
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
0

但
し
＂
後
任
者
が
就
任
す
る

と
吾
ま
で
、
そ
の
職
粒
を
行
う
。

役
員
は
こ
れ
を
再
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

附

則

こ
の
條
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

現
に
在
任
す
る
役
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
こ
の
條
例
公
布

の
日
か
ら
こ
れ
を
計
算
す
る
。

．

廣
島
市
議
會
の
議
決
を
鰈
て
、
廣
島
市
中
央
庭
球
場
條
例
を

次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

ー、

昭
和
二
十
四
年
九
月
八
日

廣

島

市

長

嶺

廣
島
市
條
例
第
四
十

l

_

＿
琥

廣
島
市
中
央
庭
球
場
條
例

.• 

'
、

.1;．
aー、
1
.
I
.
‘
,
1
3
.↑/
I
i
l
l

」
し
代
浬
，者
共
に
株
ぷ
蛤
’A
Lき
そ
i
m
ツ
恥
邸
蒻
租
貶
品
ヤ
ー
ベ
赳
者
並
び
L
'
ぃ＇し

b
 

'

ー

・
1
,＇

l
t
r
t
t
t
i
t
`
.
lー
・

‘i
i
l
i
l
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，’9
,

＇．
 

h
坑

，
ょ
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．
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•
9
9-

、 -．
．
T
ー
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t
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、
T

●

,
・
9
9
9
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三
5

●,"、

．ー
・9

エ

廣

島

雨

織

・

・

復

塾

第

四

十

二

競

．

r4

.“
 、ば

b

．．
 -．
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，＇ 

・̂ 
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ニ
．
、
臨
時
休
館
日

そ
の
都
度
決
定
公
示
す
る

（

渾

螢

審

識

會

）

．

第
七
條
本
館
に
逮
螢
審
議
會
を
協
く
。

.
1
公
民
館
述
螢
審
識
會
は
、
館
長
の
諮
問
に
應
じ
第
一
＿
＿
條

に
掲
げ
る
事
業
の
企
刺
寅
施
に
つ
ぎ
調
査
癖
議
す
る
も

＇

の
さ
す
る
。

（
使
用
承
認
）
．

弟
八
條
本
館
を
使
用
し
よ
う
さ
す
る
も
は
、
左
記
事
項
を

F
や
し
市
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
そ
の
事

項
を
愛
更
し
よ
う
と
す
る
さ
き
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

て
使
用
者
の
住
所
氏
名

二
、
使
用
の
目
的

三
~
使
用
の
日
時

四
冨
會
合
者
の
豫
定
人
艮
及
び
會
喪
。
入
場
料
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
金
錢
徴
牧
の
有
無

．

（
使
用
制
限
）

第
九
條
市
長
は
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
、
．
そ

9

の
使
用
承
認
に
つ
き
條
件
を
附
す
る
こ
と
が
あ
る
。

1
次
の
各
綿
の
一
に
該
営
す
る
場
合
は
使
用
を
承
認
し
な

い。
て
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
虹
す
虞
が
あ
る
と
認

め
た
と
き

二
●
社
會
敬
有
法
第
二
十
一
＿
＿
條
の
規
定
に
反
す
ろ
と
認
の

た
と
き

・

1-r
管
狸
上
そ
の
他
支
院
が
あ
る
と
認
め
た
と
さ

・
（
使
用
料
）

第
十
條
＊
館
の
使
用
料
は
~
承
認
の
際
別
表
の
通
り
微
牧

す
る
。

〗/
/.

-•1-1 

1

-

―
―
―
 

第
一
條
市
民
の
体
位
向
上
を
計
る
た
め
ヽ
廣
島
市
中
央
庭

球
場
（
以
下
庭
球
揚
と
い
う
）
を
殴
置
す
る
。

第
二
條
靡
球
場
の
廂
在
地
は
、
廣
島
市
基
町
一
番
地
と
す

る。

第
三
條
庭
球
場
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
▼
滋
め
市

[

長

の

許

可

を

受

け

た

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

、

．

第
四
條
前
條
の
許
可
を
受
け
よ
う
さ
す
る
も
の
は
、
左
に

定
め
る
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
た
い
。
但
し
｀

‘

市
長
が
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
音
は
~
こ
れ
を
．

減
免
す
ろ
こ
と
が
で
き
る
。
‘

n
1
ト
ー
西
に
つ
き

T
「
時
間
以
内
叉
ば
二

積

類

一

一

日

一

時

間

た

加

算

す

る

毎

ア
ン
ツ
ー
カ

n
ー

ト

五

o
g
1
0
0
§
1

．`

五:|＇
9

ト

ー

苔

0
0日
一
八

0
回
望
い
羹

右
に
定
め
る
も
の
の
外
必
要
と
認
め
た
揚
合
、
期
間
を
定

め
て
特
定
の
コ
ー
雫
r
を
使
川
せ
し
め
る
こ
と
が
で
含
る
。

．

第
五
條
庭
球
場
に
特
別
の
施
瞑
を
瞑
け
て
こ
れ
を
使
用
し

よ
う
と
す
る
も
の
言
又
は
庭
球
揚
に
お
い
て
物
品
を
販
蛮

し
ょ
う
と
ナ
る
も
の
は
。
市
長
の
許
可
を
受
け
た
け
れ
ば

≫

'
た
ら
な
い
。
．
．
．

前
項
の
揚
合
使
用
料
を
徴
牧
す
ス
こ
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
條
左
の
各
琥
の
一
に
該
常
す
る
と
認
め
ろ
と
き
は
、
‘

使
用
を
許
可
し
な
い
か
冨
又
は
許
可
を
取
消
す
こ
と
か
で

き
ろ
。

一
、
秩
序
を
風
し
公
安
を
害
す
る
忘
そ
れ
が
あ
る
と
き

そ
施
設
を
毀
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

．

-1-、
そ
の
他
市
長
が
管
狸
上
必
要
と
認
め
た
さ
き
ー

第
七
條
前
條
の
場
合
に
お
い
て
使
用
者
が
損
害
を
受
け
る
'

I

こ
と
が
あ
つ
て
も
本
市
は
そ
の
責
を
負
わ
た
い
。
．

．

第
八
條
使
用
者
は
管
理
者
の
注
意
を
守
り
そ
の
使
用
す
る
〗
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｀ 第 足 の炭 一 ＇ 

I圃[I, i[>i[［［附[;.［ ［訓贔I!,.． 且四 廣 四 0 を を且ら公 令委會｀の h([) 校・員の且委
油企-,

I 
定＋品年経 定 ‘ と適布則に とに員のううそ

す晟委職 数
る地且ど 翡琥長月 ‘ て‘す日、

七市九て め は用の爛 さよ會事ちちの芦各 II ・ 
地委‘

す れりの務吏吏他部 の
十 廣 屈常るかろてそ戚部貨員の局事

方且翁と 浪二島 用時° ら こ い の 且 局 を を 数 の 務 ' ・
公會・委 Iそ 日市さ勤施とろ定の除除育職部
務及 且 ＿ 井 職れ務行 職敷 ＼ 職くく機員局 ！ 
庄届釘腐 伯 gtI＼し 麿贔 且、 他他 関の の

屈棠市‘
のの h のう職 I 

数の職昭 ．除例 識識事ち ． 員—- . I ; 
且訓立瞑 三 條を且和 くと 員員務
及 菜の合 例除＾ニ ・．

害、の・ 1,,;
び委 學書

他も 部 記 う
をく六十 のつ

’‘且校選 鳥 次 ツ俯四 すて 、 麿・畠品 I.! 
十九八 七 六官 t.j~ I~ 、、 ＇ 写 四弓 ．．そ．て竺云

楼市部染の農消消 密轍 監 響 速 隣 市條員麿嬰
叩り立 a-1・局地魯I・戟 地 防 防 計察計旦査計屁拳 會 長

のIJ) の調且委関の ・ の 委の管 の 、 の
皇て含

事學識紫 且且事 事 且蔽狸事 事
職敷屈そ

務校且委 ．會 務 務 の且委務 1

員ッ用

部そ
務の

且の部
さ助'

部事員部 部定・れ役
加の令事 局 局務會局局敷る、
の他の 務 の の 部のの
敬 の事部 識 職・局事職，臓、

のは者牧

旱謗
を入

む ビ貪
局---- 且 員 の務員 員・左除役

そ古 ―---ー百雨芦に く及の共の ＇の の防の察の の の記の掲゜ぴ
他相 他記 他記 他吏＇他喫 他記計＇他記計他記長計他員げ V 六

計 の常計の 計の ．計の且計の此計の の の (.) る
を

紐職職 ，職戟 →職蔽識 ・職と
し、箇

拭．且且且一且艮． 且．員＇艮一員お
う月

、 以゚
ヽ り 、 内

三ニー ニニ ・ニ 六 五． i ：：：九四＇と の
七六〇 五六五四六七 五二三三ー一 九一八す． 期
五六九二0二七〇七 0 0九一六八八八三五六二四三三九一九〇九る 間
人人人人人人人人人人人人人人人人［人人人人人人人人人人人人人 ° を--

6 四｀三 ニ ー 5 4 . 3 . 2 I 
市炭日‘月事" ~ ‘左職し第で、前殿と年第織九こ 委‘の笙砿
條品炭炭二務炭四炭五既に手て．二き任項且し十二艮月の 員監配條

ー員~

例市島＇島十を島 月島 日島 掲裳 支項る命のは‘二條は一條 會査分 の
第符市市八補市一市艇市げの給のも械規定そ月 畜日例附が委は前 定

三然條汁『日助 速 日 躇 島 有 る 例 す規の者定数れ三各そかは こ員‘條数、
十欧例防炭す琺 廣 會 市 給 條 に る 定とはに外ま十琥のら‘ れ‘．そにの
八 協 第 吏 島 ろ管島事條吏例準退にす過よこで一に数適公 を 公 れ 掲 配
琥條二且市杏狸 市 務 例 拭 は じ 職 よる員るすの日掲が用布 定安ぞげ g
y 初j-f・定條記委條局第定‘て手る．°と蒸る間まげ昭すの則め委れる
の＾五数例の且例職七数こ別裳~照 な虹l1 °はでろ和る日
一昭披條第定會第且琥條れにに狸

ろ員市職
っ k -,.の定二°か

部和し例九数の二定 V 例を條つに た庶 ＇そ間数十 ら
. 0 會長員・

‘‘の
を二 ＾破條害十数＾炭例いよ 職施
次十 昭ツ例記五條昭 Jl:で ．て 9 ..J 

の にを五施 農瞭定
以す 定逐こ

の三 和 ＾並就例和す定は退
年行 地畏敷

をる 数次えー．し ＇．． ．委 ‘9の
4l:年 二 昭び、ノ＾二る．め畜職 免場 を漿た月 ‘ ’ 
う三十和に昭

員選常
十°る政す職合こ狸い '- 昭 會琺該．

に月 ：：：： ニ監和二 °府ろ ナに えさよ日 和
改三年＋企二年

．＇管事
識職 るおるれうに 二 農理務

め H 十二姿—I・七 員且 こい員ろに念十
る炭月年且四月

粟委部
のに＼ と て 敷も'‘

,0 島四七の年—l-
い四 調 ＇．艮局

退甜 がは のの同て 年~· 紫會内
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2
使
用
日
が
・
日
曜
日
又
は
國
民
説
日
に
営
る
たと

き
は
直
盆
損
害
の
賠
償
）

第
十
五
條
使
用
者
が
建
物
又
は
付
励
物
若
し
く
は
備
付
物

項
の
規
定
に
か
加
わ
ら
ず
定
額
の
二
割
を
壻
微
す
る
。

品
を
毀
損
滅
失
し
た
ミ
き
は
、
市
長
の
定
む
る
と
こ
ろ
に

3
本
館
備
付
の
映
寓
機
等
の
特
殊
器
具
の
使
用
に
つ
・
い
て

よ
り
そ
の
損
害
を
賠
償
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

．．
 

．
庄
市
長
の
定
め
る
と
こ
る
に
・
よ
り
別
に
こ
れ
を
微
牧
す

．

る。

（
市
長
へ
の
委
任
）

．

第
十
六
條
こ
の
條
例
施
行
に
闘
し
必
要
な
事
項
は
市
長
が

（
使
用
料
の
減
免
）

こ
れ
を
定
め
る
。
．

第
十
一
條
公
用
叉
は
公
益
事
業
の
た
め
本
館
を
使
用
す
る

附

／

則

と
き
．
若
し
く
は
市
長
が
相
営
の
事
由
が
あ
る
さ
認
め
た

こ
の
條
例
は
：
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
9

、‘

と
き
は
こ
れ
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

I

（
使
用
料
の
遠
付
）

i
表

ロ

弟
十
二
條
師
納
の
使
用
料
は
こ
れ
を
深
付
し
な
い
°
但
し

．

臼
ロ
ロ
[
[
日
ぃ
喜
い
冒
喜

夜
間
一
五
時
間
以
内
．
―

r
o
o
o阜
四
.
O
O
O
f
f
l
 

二
、
使
用
前
に
使
用
承
認
の
取
消
又
は
褻
更
の
申
出
セ
な

し
市
長
が
相
詣
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き

―
’
各
超
過
時
間
一
時
間
毎
に
そ
の
使
川
料
額
の
二
割
5
｀
徴
す

一
そ
第
十
三
條
第
三
琥
に
よ
り
使
用
を
停
止
し
又
は
使
用

を
取
消
し
た
と
き
。

塁
―
ー
條
左
の
各
碧
ー
に
該
裳
す
る
と
き
は
、
市
長
は
使
る

0

但
し
超
過
時
間
の
計
算
は
三
十
分
未
海
は
こ
れ
を
切
括

用
條
件
を
得
更
し
使
用
を
停
止
支
は
使
用
承
認
を
て
、
三
十
分
以
上
の
さ
き
は
一
時
間
e
L
て
取
扱
う
。

取
消
す
こ
と
が
あ
る0

二
、
器
間
さ
は
午
前
八
時
牛
よ
り
午
後
五
時
迄
さ
L
•
そ
れ
以
扱

て

使

用

承

認

の

條

件

に

違

反

し

た

と

き

は

夜

問

マ

J

す
ろ
。

二
、
こ
の
條
例
そ
の
他
こ
れ
に
基
く
規
定
。
命
令
に
速
反
廣
島
市
賊
會
の
談
決
を
鰈
て
~
頼
山
陽
文
徳
殿
使
用
條
例

を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

．

・

し

た

と

き

昭
和
二
十
四
年
几
月
八
日

‘
_
＿
_
、
市
長
に
茶
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き

．

、

腐

島

市

長

濱

井

信

―

―

―

（
使
用
後
の
虞
醤
）

廣
島
市
i

切
第
四
十
五
琥

第

十

四

條

使

用

者

が

そ

の

使

用

含

終

っ

た

ま

叉

又

は

使

，

用
を
停
止
せ
ら
れ
た
と
き
。
ナ
布
し
く
は
使
用
承
認
を
取
消
＇

さ
れ
た
と
を
は
曾
直
ち
に
そ
の
使
用
場
所
を
原
状
に
復
し
頼
壁
文
練
殿
使
用
條
例

盈
速
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
•
第
一
條
頼
翌
文
徳
殿
（
以
下
文
徳
殿
と
い
う
）
は
奮
そ

2
使
用
者
が
前
項
の
義
務
を
展
行
し
た
い
と
き
は
、
市
長
の
設
立
の
日
に
反
し
た
い
程
度
に
念
い
て
。
こ
れ
を
市

に
お
い
て
こ
れ
を
執
行
し
そ
の
費
用
を
徴
牧
す
る
°
民
の
利
用
す
る
こ
と
で
き
る
。
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餞
會
の
議
決
す
べ
き
事
件
に
腸
す
ろ
條
例

地
方
自
治
法
第
九
十
六
條
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
疲
會
の
議

決
す
べ
き
事
件
を
次
の
―
こ
お
り
定
め
る
。

一
、
左
に
掲
げ
る
職
員
の
定
数
を
定
め
る
こ
と
．

（
一
）
市
長
の
事
務
部
局
の
職
艮
の
う
ち
吏
員
を
除
く
他

の
職
艮

（
二
）
殴
會
の
事
務
部
局
の
敬
艮

廣
島
市
條
例
第
四
十
六
琥 井

...-

信

,•
I 

鼻．

鞠

．．．
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．
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ヽ

｀ 

・、、
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ー・
ヽ．

 

.、
驀こ．

〗
＿
~
彎
丁

i
]
直

ーー1
_
1

ーー1
ーー1
ーーー、ーし

廣
島
市
議
會
の
議
決
を
経
て
鬱
議
會
の
業
決
す
ぺ
き
事
件
に

開
す
る
條
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

和
二
十
四
年
九
月
十
二
日

廣

島

市

長

濱

1-

一、

璽
総
文
猿
殿
の
使
用
に
つ
い
・
て
は
麗
島
市
中
央
公
民

館
條
例
第
八
條
か
ら
第
十
五
條
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
ろ

但
し
文
徳
殿
の
使
用
料
は
別
表
の
通
り
微
牧
す
る
。
．

第
三
條
こ
の
條
例
施
行
に
腺
し
必
要
な
事
項
は
市
長
が
こ

れ
を
定
め
る
。

．

・

附

則

．

こ
の
條
例
は
。
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
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十
＿
篠
の
規
定
に
該
露
す
る
場
合
に
苓
け
ろ
こ
れ
ら
．玄
規

定
に
よ
る
給
典
は
、
第
二
條
畜
第
三
條
に
規
定
す
る
一
般

の
退
談
手
常
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
°
但
し
、

1

般
の

退
戦
手
嘗
の
額
が
こ
れ
ら
の
親
定
に
よ
る
給
典
の
額
に
涸

た
た
い
．
と
き
は
、
一
般
の
退
戦
手
営
の
外
畜
そ
の
差
額
に
l

-

相
常
す
る
金
額
を
退
識
手
裳
と
し
て
支
紛
す
る
。•

し

（
失
業
者
の
退
職
手
常
）

第
五
條
』
叩
披
期
間
六
月
以
上
で
退
職
し
た
者
が
退
職
の
日

の
翌
日
か
ら
起
筑
し
て
一
年
以
内
に
失
業
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
者
が
追
職
に
際
し
支
給
を
受
け
た
逮
職

手
営
の
額
が
そ
の
者
に
つ
き
失
業
保
陰
法
の
規
定
に
よ
っ

て
計
探
し
た
失
業
保
険
金
の
日
額
の
百
八
十
日
分
に
満
た

な
い
ミ
ぎ
は
、
棋
該
退
職
手
裳
の
外
そ
の
差
額
に
相
営
す

る
金
額
を
同
法
の
規
定
に
よ
る
失
業
保
肱
金
の
支
給
條
件

に
従
9
3

退

戦

手

常

と

し

て

支

給

す

る
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九 と 九 き八 地顎者以支せかは‘との場活三七 端勤お‘ ! 
＂ろ→数額二退にる一適す炭廣 ｀ を行廣第第第務闊標六門廣第．第 ？・ 賣

こ月こ れ條長，さ 條胄 E¥ の 内 追 給るら家前い鐵合の月條塁数節い前
； 第に給をの條職つ盤條用る島島 昭次に鳥二三・ーにす題十仰烏八三 ：魯．．i．J••• 、

の一の を へ 筑 至 死 に 職 す こ越族項う濫に根以 費は期て こ`
ニよ料生三 手い狸 範退市 和 の伴 市條 窄條 閥ろ →五 ＾市 條條 ；、報 ．名

市
靡日條附定こ象そ退しる蹄亡死しるき＇傑をのツ傾お披内退ッ•切間は 4 . ・ •,. 

琥つ日じ十迫賞てに廣釦職識 二よい説及削中す條炭琥昭滑中パ：、 ．

j カ~例 め の ・大の 職 師郷の亡たこはし蹄場名~: ~地に戦 り 一 ▼ り：
第て額た分職のは l:島シ手員條 ＋う退會び除-,る例島ツ和防→醤 ・： 粟．：：

・, ... の ― -
はらは る條 g端手 郷地日し者と ‘て孵合吝船てと居し 捨年勤括'-

三計しとの手額‘り市 微定例 四に職の第 定 條 ヒ 市 ＿捌別及 ｀、四:•:
、と公： 0 ．節j 扱欲 旋へかたがが居三地に愈涵はた住た てを策淀 t 

琥綽とき一営-こ筵職 支葛第 年制す議三 且例を消―＋の表び ．又十，ご・、

も れ布・ 施 ．をの 毀旅ら場遠で住月にお’‘居る地者 るこ期応 l • のしいはにの 1，の職員 給 條 四 廣 九 定 る 決 條 ヒヒ-P·}j 讐三定第別 ．豆． 〗
つ をの則 行 一額 を行起合職き地以呼いる及住地をが 9え間よ

規たう‘相額・＇ 條．す定 條例＋島月す職を削 をに炭側次年且二表 ． ~' ·. ;

ば適日 に 園に．、 支す鈴にのるか内びてこび地を出退 ・ るをり
定日＄そ裳は 例る数 例施八市十ろ員経除 削改島ののす•...←• 第 ；． ．

ら用カ~ 爛 さ園給るしお日°らに寄家と車カ~い猿臓 者計鉗 に数 のす '... の職條 行舒長二 C にて るめ市定二任を•一
定す•ら しし位

がすとていの 蹄居せ族 馬らうしの に算紺
該をに端ろ退 定且例 に Jし ・ 日 封‘ • °る消臭ぢ月免→を

•‘ て未．るきーて型 郷住るをで貨蹄以て日 つす紺
常乗左敷額職めに附 ’ 伴 渋 す殷 ．—°防

数ろ 施 に
二｀別削．

條°行 必計溜 • こは月元日 地地た酪き＾郷下販の いる H
しじのを＾・常ろ支則 い ・る 島 ． 捌任十給表る｀｀

• I・例 し 要薮 の と...以のか にをめ伴を以地同郷翌 て場を
なて各切一時． と給第 退 井 ＼退市 の免改五典ヒ。

の＂なす端が居内者ら至出退す下にじ地日は合尉 る
い得琥り錢にこさ三 識 職 職 任

• ..め日ヽ に

適昭 事 る数で住しこの起 る装職る -,至 V ＾か ．‘に 11 者たの上におろれ項 す 信｀ 手且 免給 o廣服改

項 °を き地居迪算 蹄 し の と 師るへ退ら
つl• 

用和 ーぉーi
（・-に額定げ溜けにるの る 裳定 ‘呉島務め

I 
△．喩

を ー は 1生るカ~住族し郷て日き郷前旅職起 年ぃ・ ‘̀
． ． ｀ あとめるたるーよ退規 職 三 女敬 ．和 市にる

゜交 子 市 じ・°ら地がて旋族の若旅職行後算 未て場 ・・
つする°た給る戟定 員 給條 典服條暉〇

け四 長 た 師をそ三殺行翌し殺悩すのし 涌は合＇
てると以い料°手に に 條例 ． 9..務例

る年 が と 郷出の月をさ日＜ヒ営る生て の‘ に、 '
、 •は°こ下端月 裳よ 爵 例施． 服に”第

-1 ・ ; 

＾ 
. .. i、第^ /第^•三

・ 別の職職． l• 四豫四三ニー退たぞ給よ三退除劉の退‘乙礎支偽亡廣よ ．すび‘て‘

宜す~- I ; 
條告‘...‘‘給なれ‘る條職す態支ー廣欄 ．と給い給島るる教恩得そ

表 ・・土るで
を勤勤勤勤手い嘗扶選 手るす給時島のなを疾典市恩場育給・たの ．

ヽノ ロ
叉者定

I.＼ ・ 職受絞緻紹領営と該養職左常°るの金市廿る現病金吏給合公法額勤・ 乞
．`＇ 瓦け期期期期のき各手＇．手のの 別基の共数職にに條且及ツ務のと練 ・：． ． ． ;~

晶贔喜＇ ， ；: のな間間間柑l額は披露営各最 表礎支滸を且受．よ例退びに且規す期I• 
戒つ．例

｀退い三ニーーと‘シ及の琥低 丙と給組別とくるの臨こょ特定る間、．：．”上旦．7
臨て第，． ：ヽ

！ ー 戦退年年年年すそにび額に保 ． 欄なを合表しべ退規料れる例＾゜ iこ ； し•..A

分適至、、 ‘ 

が職以以以未るの掲勤が揚障 のる現條甲てき屁定‘と恩法敬． 甜 ，.... 
と用づ貝 ． ． 

努者上上上溜°額げ紡そげ額 日職に例欄の者料に返併給附育' • 應
しさの

働のの三二の をる地のるッ 敷 員 受 の の 賀 に を よ 職 絵 ー 則 委 す

てれ規 • 
払退者年年者 も月手者者 をとく規日勒あ除る袷さ公第員 る

退る定
準戦 未 未 つ敦常のに 別 し べ 定 数 務 つ く 返 典 れ 務 三 習 別

職もに ←: :・ . • 法 手 満満 てをの退到 表 て き に か 時 て ジ 懃 ‘ る の 十 法 表

t怠点'、1 璽‘芭 畠腐 嚢麿贔悶I儡員厄虔点門 l主各り塁嘉岱雇闘 儡
らあ黎•I! ． 

十 ．． ぞての時前 の勤ぁ蓑除甜そ退公扶をのに第 の

れつ狸i
條 三ニニー れ 得 合 に 條 日勤つ老す應の職務助除傷お八 日
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ペ
さ
組
合
員
さ
し
て
の
実
勤
絞
期
岡
す
J

そ
れ

ぞ
れ
浪
み
芯
え
て
使
用
す
る
し
の
さ
す
る
。

＾
、
丙
桐
適
川
に
つ
い
て
は
、
退
戟
給
付
な
受
く

の
戦
且
Jゞ

し
て
の
文
勤
縦
在
琺
年
j

ミ
、

イ
、
甲
桐
の
適
川
に
つ
い
て
は
I

勤
試
期
間
」
↓
J

ロ
、
乙
憫
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
限
膝
料
條
例
上

（
備
考
）
期
間
欄
は

日――]却

間
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廣

島

市

報

復

活

釦

四

十

二

槃

＇

ク

．

、

一

*

-

．

.̀
、
そ
の
勤
紐
期
間
に
．
寸
．．

i
.
r

l

一
般

鸞

晶

薮

附

‘••• 

＇̀
r

一
土
教
育
訓
練
粒
式
及
び
服
制
に
躁
す
管
理
係

栽

貝

．

／

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

1

一
、
住
宅
の
息
閃
居
及
び
管
理
に
関
す
ろ
こ
と

．．i

『9・
ー
廣
島
市
吏
員
席
次
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。
．
＂

5
[彗＋
立
〗
月
日[
f
l
U

鱈
一
二
、
這
噂
金
並
び
に
家
賃
の
決
定
噂
濯
に
開
丘
―
―

雖
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
誓
．
o

．

．
 

裔

に

一
い
印
罰
〗
：
信
ー
ー
ー
疇
ぃ
｀
閂

0月
一
丘
旦

附

貝

•
•

第
一
條
こ
の
規
則
に
お
い
て
吏
員
と
は
地
方
自
治
法
第
百
，

•
こ
の
規
則
は
~
昭
和
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
こ
れ

七
'
-
'
二
條
第

1

項
の
吏
員
を
い
う
。

を
適
用
す
ろ
0

、

”•

第
二
條
吏
員
の
席
次
は
次
の
順
序
に
よ
る
。

炭
島
市
役
所
係
設
協
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の

:

.
 

1

、
戟
務
の
級
（
以
下
職
級
と
い
う
）
の
多
い
者
を
上
席
と

炭

よ
う
に
制
定
す
る
。

す
る

．

昭
和
二
十
四
年
八
月
＿
二
十
一
日

ー
．
1
-

て
職
級
の
同
じ
者
に
つ
い
て
は
倅
給
の
披
倅
の
多
い
者

炭
島
市
長
演
井
信
―
―
―

を
土
席
と
す
る

島‘

9

-

―
-
、
職
級
も
俸
給
の
猿
倅
も
共
に
同
じ
者
に
つ
い
て
は
、

＇
そ
の
職
級
に
念
け
る
在
職
期
間
の
長
い
者
を
上
席
と
し
廣
島
市
規
則
第
一
＿
＿
十
二
競
．

i

．

電

な

お

同

じ

と

き

は

、

農

＜

L

し
て
の
在
職
期
間
の
長
炭
島
市
役
所
係
設
懺
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市

口

い

者

を

上

席

と

す

る

．

廣

島

市

役

所

係

設

置

規

則

（

昭

和

二

十

二

年

六

月

一

日

規

則

r

第
三
條
地
方
自
治
法
第
一
ー
百
四
十
七
條
第
一
項
の
規
定
に
第
七
臨
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
}
よ
り
市
長
の
職
務
を
行
う
吏
員
は
本
膨
に
忠
い
て
現
に
勤
第
一
條
中
復
興
局
住
宅
課
の
「
庶
粒
係
」
の
次
に
「
管

．
報

八，

．
務
す
る
吏
且
と
し
、
同
法
同
條
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
牧
理
係
」
を
加
え
る
。

T
•
•昭
入
役
の
職
務
を
行
う
出
贋
は
會
計
課
に
お
い
て
現
に
勤
第
二
條
中
住
宅
課
の
係
の
分
掌
事
務
を
次
の
通
り
改
め
る
。

二
務
す
ろ
出
納
員
と
す
る
。

和

住

宅

課

9
[-

[

こ
の
規
則
戸
布
の
日
口
れ
を
施
行
す
る
0

庶

務

係

-•
•

月
．
炭
島
市
翌
祭
職
員
の
宜
密
激
育
訓
練
腔
式
及
び
服
制
に
関
す

｝

•
+
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る

B
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特
別
な
事
項
を
調
査
す
る
た
め
、
委
凪
會
に
専
門
委
員
を
成
綾
で
勤
務
し
た
’
と
き
~
そ
の
者
の
屈
す
る
誠
務
の
級
に

お
け
る
倅
給
の
幅
の
う
ち
に
お
い
て
こ
匪
近
上
位
の
琥
倅

置
く
こ
と
が
で
き
る
9

.

第
四
條
専
従
職
員
に
な
る
う
と
す
る
者
は
~
感
氏
名
そ

爵
條
貫
及
び
専
門
委
長
は
、
左
に
掲
げ
る
者
＼
中
か
に
昇
給
さ
せ
る
。

の
他
必
要
な
事
項
を
其
し
。
そ
の
所
屍
長
を
経
由
し
て
畜

ら
市
長
が
こ
れ
を
委
頻
す
る
。

市
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

第
宜
條
塀
従
戦
員
は
、
ー
原
則
と

、し
て
従
来
の
身
分
を
保
有

．

一
、
現
に
受
け
る
倅
給
と
、
そ
の
疸
近
上
慌
の
俸
拾
と
の

．
差
額
（
以
下
差
額
と
い
う
）
が
百
闘
未
溜
の
者
に
あ
っ
て

て
脚
係
行
政
郎
の
職
員

す
る
も
の
と
し
昇
給
、
昇
格
試
識
に
つ
き
他
の
職
且
に
比
ヽ

．

六
月
以
上
0

:

.
 

ニ
。
學
愚
贄
者

し
て
不
利
益
に
取
扱
わ
れ
な
い
。

璽

ハ

條

導

従

職

娘

は

、

そ

の

期

間

中

特

別

休

暇

扱

と

し

倅

―

―

―

ヽ

．

販

衷

業

者

そ

差

額

が

百

回

以

上

が

司

兄

十

1

回
・
禾
溜
の
者
に
は
、

ぁ
？
て
は
喩
九
月
以
上

四
、
消
費
者
．

給
、
特
別
手
常
、
臨
時
家
族
手
裳
そ
の
他
い
か
な
る
給
泉

弓
差
額
が
百
九
十
一
闘
以
上
二
百
八
十
ー
ー
ー
闘
未
語
の

ヽ

4
•

第
五
條
市
長
は
委
戯
長
と
し
て
會
殺
を
認
叫
す
る
。

も
支
挑
ヽ
わ
れ
た

g

o

.

者
に
あ
っ
て
は
、
、
一
年
以
上

1
・

委
凪
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
言
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名

前
項
の
休
暇
の
期
間
は
、
吏
凪
の
退
聡
料
、
退
戦
給
興
金

四
、
差
額
が
二
百
八
十
三
圃
以
上
三
百
六
十
四
闘
未
溜
の

す
る
歪
且
が
前
項
の
涵
務
を
代
狸
す
る
。

澁
族
扶
助
料
、
死
亡
給
典
金
及
び
共
滸
紙
合
脱
退
一
時
金

塁
年
金
並
び
に
、
退
職
手
賞
を
支
給
す
る
基
礎
・
と
な
る
第
六
條
委
且
會
に
靡
及
び
害
警
讐
羹
鼠
長
の
命
者
に
あ
っ
て
は
畜
一
年
三
月
以
上

期

間

の

計

算

に

つ

翠

｀

て

は

こ

れ

を

辿

筑

す

る

。

棗

け

て

議

事

並

び

に

庶

務

に

従

事

す

る

。

写

差

額

が

三

百

六

十

四

闘

以

上

の

者

に

あ

っ

て

は

、

9-

年
六
月
以
上

f

3

第
七
條
幹
事
及
び
害
記
は
、
市
長
が
市
職
旦
中
か
ら
こ
れ
、

＼
 

"＂J
 

を
任
命
す
る
。

附

且

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

降

格

の

場

合

を

除

き

。

前

項

の

期

間

に

庄

他

の

戚

務

の
級
に
茶
い
て
勤
務
し
た
期
間
を
通
坑
し
な
い
。

幹
事
は
、
會
眩
に
出
席
し
て
意
見
4

で
述
ぺ
る
こ
と
が
で
き

炭
島
市
衣
料
品
小
毀
業
者
登
録
諮
問
委
員
會
規
則
を
次
の
よ
る
。

う
に
制
定
す
る
。

a

．

第

八

條

前

各

琥

に

定

め

る

も

の

の

外

奮

委

員

會

の

迩

螢

に

｀

＇

附

則

邸
し
必
要
な
事
項
は
委
且
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。
こ
の
規
則
は
、
公
布
の

Ii日か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
四
年
一

昭
和
二
十
四
年
九
月
十
日

L

-

麿

市

長

激

井

信

三

附

貝

／

＇

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。

廣
島
市
識
且
表
汐
紗
規
期
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

應
島
市
磁
且
昇
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
ょ
う
に
制
定
す
る
。

廣

島

市

規

則

第

三

十

四

琥

．

-̀

炭

島

市

衣

料

品

小

＿

双

業

者

登

録

諮

問

委

艮

會

規

則

う

に

制

定

す

る

°

昭

和

二

十

四

年

九

月

十

二

日

第

一

條

廣

島

市

衣

料

品

小

而

只

粟

者

登

録

霜

問

委

且

會

（

以

昭

和

二

十

四

年

九

月

十

二

日

・

炭

島

市

長

渋

井

侶

―

―

-

廣
島
市
規
則
第
一

l-+1ハ
琥
．

≫

下

限

に

委

且

會

と

い

う

）

は

厳

島

縣

衣

料

品

小

衷

業

者

登

隈

島

市

長

滋

井

紺

―

―

―

魯

旦

習

醤

貴

條

の

規

定

に

よ

り

、

審

識

會

長

廣

島

市

規

則

第

一

＿

＿

＋

塁

廣
島
市
磁
且
表
欝
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

□

の

罰

翌

房

唇

市

内

に

お

け

る

衣

料

品

の

堕

羞

唇

塁

且

昇

給

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

5

給
を
岡
る
た
め
、
小
斑
梁
者
の
登
録
に
揺
す
る
事
項
を
調
艇
島
市
嘘
頃
昇
給
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
四
月
五
日
規
則
第
痰
品
市
贋
表
彩
規
期
（
昭
和
二
十
＿
＿
＿
年
四
月
五
日
規
則
第
．

•
四
慇
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
るo
.
.

査
・稲

滋

す

る

。

．

六

曲

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

＿

第

二

條

覧

音

唇

市
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付
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四
年
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島
市
歳
入
出
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筑
追
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廣
島
市
消
防
圏
の
定
員
、
任
免
、
給
奥
服
務
に
濶
す

る
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
の
制
定
に
つ
い
て
．
．

一
、
廣
島
市
中
央
庭
球
場
條
例
制
定
に
つ
い
て
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．
 一
、
廣
島
市
中
央
公
民
館
條
例
制
定
に
つ
い
て
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一
、
戟
山
阻
文
徳
殿
使
用
條
例
制
定
に
つ
い
て

一
、
市
齋
住
宅
建
設
に
つ
い
て
．

一
、
工
事
請
負
契
約
締
結
の
承
認
に
．
づ
い
て
．

一
、
工
事
請
負
契
約
締
結
の
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拘
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つ
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一
、
第
九
十
四
猿
識
案
昭
和
i

-

＋
四
年
度
炭
島
市
歳
入
出
一
、
痰
識
（
廣
島
騨
前
拙
災
復
興
建
設
に
騨
す
る
件
）
、
1
.
i

請
願
（
荼
町
高
等
學
校
校
合
埓
築
方
要
望
の
件
）
＿
，
，
r

』

委

員

會

附

託

，

予

筑

追

加

原

案
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決

ク
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．
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．
一
、
第
九
十
五
讐
簗
廣
島
市
消
防
園
の
定
具
’
任
免
、
．
て
請
願
（
不
勤
院
金
堂
修
理
の
件
）
、
‘
，

1

、
詔
願
（
白
島
小
學
校
の
校
舎
壻
築
方
の
要
詈
件
）
・

,
9
 

＇
給
興
服
窃
に
隙
す
る
條
例
の
一
部
一
、
請
願
（
現
江
波
小
學
校
校
合
を
新
株
地
に
早
急
に
移

を

改

正

す

る

條

例

制

定

に

つ

い

て

轄

方

要

望

の

件

）

/

．．＂ 
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一
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願
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助
交
付
金
要
望
の
件
）
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第
九
十
六
琥
議
案
廣
島
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中
央
庭
球
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一
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願
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小
企
業
機
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の
危
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に
紺
す
る
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．
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望

の
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十
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案
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央
公
民
舘
條
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一
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願
（
本
川
小
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，
．
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範
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合
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設
を
要
望
の
件
．
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．
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九
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案
頼
山
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文
徳
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條
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大
正
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架
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修
復
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要
望
の
件
）
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十
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螢
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．
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七
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識
案
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圏
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威
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す
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例

制

定

に
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案
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／
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案
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事
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負
契
約
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時
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決

い
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會
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菜
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都

市

建

慇

事

業

の

促

進と
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成
の
財
源
に
見
返
資
金
充
嘗
に
捌
す
る
決
敲
文
捉
出

｀
一
、
第
百
一
戟
議
案
工
事
請
負
契
約
締
結
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承
認
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つ
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案
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三
琥
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案
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事
請
貨
契
約
の
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つ
い

一
、
第
百
吾
醤
案
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島
市
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例
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定
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つ
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こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附

則

若
．
は
。
直
ち
に
苦
察
局
長
を
網
て
公
安
委
員
含
に
送
付
し

た
け
れ
ば
な
ら
な
い
~
.
.

第
四
條
．
公
安
委
員
會
第
一
條
の
許
可
願
饗
を
受
理
し
た
―
‘
)

き
は
二
阻
も
枇
許
可
、
不
許
可
を
決
し
、
願
裕
の
一
通
に

そ
の
賃
條
俄
を
附
し
た
と
き
は
そ
の
條
件
を
記
入
し
、

密
察
局
長
及
び
所
轄
苦
察
署
長
を
経
て
遅

v・ー
‘
;
．
も
行
進
又

;
！
は
集
壁
示
誓
房
．
開
始
時
刻
よ
り
ー
i
-

＋
回
時
9
1
1
で

に
願
出
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
條
條
例
第
四
條
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
條
件
庄
公

•
安
保
持
上
特
に
必
要
の
あ
る
場
合
を
除
き
次
の
基
準
に
よ

ろー
麗
駐
軍
事
務
に
支
障
を
及
ぽ
を
さ
い
こ
と

1,-
．
、
廣
島
市
所
在
官
公
年
の
出
入
口
附
近
に
お
い
て
行
進

を
開
始
、
又
は
終
了
し
、
或
は
集
測
示
威
蓮
勁
が
行
は

れ
る
こ
さ
に
よ
り
國
の
事
務
又
は
公
共
事
務
が
妨
害
せ

ら
れ
な
い
こ
と

三
、
兇
器
｀
武
器
を
携
帝
し
又
は
泥
酔
し
た
も
の
を
参
加
せ

9

し

め

4

な
い
こ
と

1
第
六
條
公
羹
員
會
は
し
行
進
叉
は
示
誓
励
を
許
可
す

る
に
裳
り
次
の
よ
う
な
痘
守
事
項
を
附
す
る
こ
と
が
で
ぎ

ろ
0

.

こ
て
適
常
枇
の
自
治
的
認
狸
員
を
付
け
る
こ
と

,
1
-、
行
進
は
一
列
従
嫁
以
下-
f
j
し
；
•
一
隊
の
人
艮
は
百
人
を

限
度
と
し
各
隊
の
間
糀
は
十
メ
ー
下
点
以
上
を
保
つ
こ

'と
弓
各
嫁
に
は
標
識
を
附
け
た
適
裳
数
の
指
揮
者
を
栂
＜

こ
と
＇
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事

務

吏

貝

，

船

倉

逸

・

民
生
局
註
會
敬
育
誅
文
化
係
長
を
命
ナ
る

事

務

吏

良

渡

部

数

．

皆
賓
出
張
所
事
務
主
任
を
命
ナ
る
一

事

務

吏

貝

．

＿

誇

田

銀

復
典
局
住
宅
課
庶
務
係
長
を
命
ず
る

技

術

吏

員

、

藤

永

修

複
興
局
東
部
復
興
事
務
所
庶
務
課
庶
務
係
長
を

命

ヤ

る

'

.

事

務

吏

且

兒

王

壻

復
典
局
住
宅
課
管
狸
係
長
を
命
ナ
る

事

務

吏

鼠

堀

井

梱
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木
一
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技
術
吏
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銀
山
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グ
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噂

所

又

は

居

所

を

管

轄

す

る

公

共

職

粟

安

定

所

（

以

下

「

管

曼
J
.

＇
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＂
＼
．
府
烏
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報
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復
活
第
四
十
一
＿
云
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-
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ー
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2
、
前
項
の
待
期
日
敷
の
期
間
内
に
職
業
に
就
き
、
失
業
稽
公
共
職
痣
安
定
所
」
と
い
う
）
に
出
頭
し
、
受
給
査
悌

.
と
,
•
第
一
＿
篠
．
條
例
第
六
條
の
在
職
期
間
と
は
引
き
績
い
て
職
員
る

c

ヽ

」

こ
の
説
則
に
定
め
る
受
給
姿
格
者
と
な
ら
証
を
提
示
ー
ど
」
求
職
の
申
込
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

[
、
；
と
し
て
の
身
分
を
保
有
し
て
い
る
期
間
を
い
う
f

従
つ
て

・
-
』
9
[
．
左
の
各
覗
の
一
に
該
嘴
す
る
場
合
の
期
間
は
引
き
痕
い
た

i

保
院
法
叉
は

ノ

ー

な

い

う

ち

に

再

び

失

戦

し

た

場

合

に

お

い

て

は

、

1
そ

の

い

0

.

.

,

.4
、
受
給
資
格
者
が
失
業
者
の
退
職
手
常
の
支
給
を
受
け

．
．
ー
在
職
期
間
と
な
る
も
の
と
す
る
。

一
、
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
し
た
ま
i

徴
集
又
は
召
再
び
失
職
し
た
日
か
ら
喜
し
て
ー
待
期
日
敷
の
残
日
敷

．

集

に

よ

り

陸

海

軍

の

軍

人

と

な

っ

て

い

た

期

間

註

翻

闘

誌

鰐

廷

0
の

日

数

に

應

じ

て

失

業

ぃ

旦

且

且

｀

＂

[

-

L

●

 

‘. 、
•

本
市
に
出
頭
し
別
表
に
定
め
る
失
業
者
の
退
職
手
常
支
一

．
：
二
、
休
職
そ
の
他
職
員
と
し
て
＂
の
身
分
を
保
有
し
た
ま

4

（
失
業
者
?
退
職
手
常
の
給
付
日
敷
）
．

ヽ
＋
日
か
ら
前
期
日
数
給
願
（
以
下
「
支
給
願
」
と
い
う
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
＿
＿

ヽ
．
‘
、
・
・
現
宜
に
職
務
を
執
る
を
瑛
し
な
い
期
間

、
°
但
し
そ
の
者
が
住
所
叉
は
居
所
の
愛
史
そ
の

一、

□
2
、
兵
役
に
服
す
る
た
め
退
職
し
た
老
が
除
隊
の
日
（
今
第
七
條
失
業
者
の
退
茫
手
嘗
は
百
J

．

t

次

甕

す

こ

い

て

外

地

で

誓

し

た

後

抑

留

等

に

な

つ

を

控

除

し

た

日

数

（

以

下

「

給

付

日

敷

」

と

｀

い

う

）

に

鉗

し

て

ら

な

し

．

一

、

．

他

や

む

を

得

な

い

事

田

に

よ

つ

て

出

頭

で

き

な

い

と

き

a

-

l

2
、
前
取
の
給
付
日
数
の
期
間
内
に
職
業
に
就
き
、
失
業
は
、
も
の
町
出
を
具
し
支
給
誓
誓
す
る
こ
と
が
で
、
一
―

．
て
い
た
者
が
内
地
に
蹄
還
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
内
地
支
給
す
る
。

き
る
0

.

•
•
上
訟
の
日
）
か
ら
九
十
日
以
内
に
再
び
職
員
と
な
っ
た

と
き
そ
の
前
後
の
在
職
期
間
は
引
き
紐
い
た
在
職
期
間
保
瞼
注
又
は
こ
の
規
則
に
よ
る
受
給
衰
格
者
と
な
ら
な

，
 

．
 

廣

5
、
前
項
の
支
給
願
に
は
狩
轄
公
共
職
梁
安
定
所
に
よ
る
・
一

・冒

電

と

み

な

す

。

J

．

．

．

い

う

ち

に

再

び

失

載

し

た

場

合

に

お

い

て

は

ま

だ

失

業

,
9
.
 

失

業

の

證

明

を

受

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

―

―

ゞ

[
第
四
條
條
例
第
二
條
の
恩
給
受
給
者
並
び
に
養
老
年
金
受
の
退
職
手
賞
の
支
給
さ
れ
て
い
な
い
給
付
残
日
敗
に
{
-

6
、
管
轄
會
職
業
娑
定
所
長
が
受
給
蒻
学
の

m
出

に

・

-

=

‘
ょ
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
麿
脊
麿
寄
委
所
・
ー
＝

．．．． 

給
者
の
う
ち
貪
皇
給
を
停
止
さ
れ
る
者
（
退
齢
裳
時
．
い
て
失
業
者
の
追
職
手
常
を
支
給
す
る
。

長
に
失
業
の
証
明
ャ
荻
戟
し
た
と
き
は
、
そ
の
公
虚
戦
―

i
,

[
、
島
滴
四
十
歳
以
下
の
者
）
は
支
給
を
現
に
受
け
る
者
で
な
い
（
失
業
者
の
退
蔽
手
腐
の
日
額
）
―

翠
＿
象
所
長
、
証
明
を
も
つ
て
前
項
の
証
明
に
代
え
る
―
_

.. 

a

の
で
露
然
臥
表
乙
柚
、
．丙
桐
の
日
敷
の
控
除
に
は
該
霜
し
笏
八
炉
＂
失
梁
者
の
退
職
手
常
の
日
額
は
失
業
の
日
数
一

H

t

-

な

い

0

．

に

つ

き

失

業

賃

金

の

H
額
に
相
償
す
る
金
額
と
す
る
。
．

•
•
一
（
失
業
翡
急
贔
）
（
失
業
祁
の
退
賊
手
賞
の
支
給
期
日
)
/
こ
と
が
で
き
危
'
’
-

-
]
 

日
及
び
十
六
日
に
7
、
市
長
農
に
任
免
椛
者
は
支
給
恥
を
受
理
し
た
場
台

h

に
お
い
て
は
咲
帳
と
照
合
の
上
そ
の
記
司
い
事
項
的
に
誤
一
，
9
-

L
・
"
-
第
五
條
も
例
弟
丁
移
の
失
業
保
瞼
金
の

H
額
ほ
別
表
の
失
第
九
條
失
業
｀
オ
の
悪
該
乎
営
は
餘
月
―
.• 

b
が
な
い
と
応
め
た
と
き
は
直
ち
に
忍
喜
各
ゎ
一

．
i

｀
＇
霞
籐
金
額
表
に
お
い
て
退
職
者
の
給
釦
日
梱
腐
す
る
そ
れ
ぐ
喜
訛
日
ま
で
の
分
を
支
給
す
る
。
但
し
最
終
．

・
一
貫
圧
じ
て
、
匁
め
ら
れ
て
い
『
靡
會
額
と
す
る
。
の
分
に
つ
い
て
は
支
給
期
H
に
か
し
わ
ら
す
支
給
す
る
こ

二
真
事
攣
噂□
冒
冑
戸
麟
旦
〗
誓

□1
1
p
[

：
口[
r
[
-
I
-
-
[

畑

忍

五

喜

開

腐

特

言

靡

賞

に

よ

っ

て

計

第

十

屈

失

業

者

の

追

戦

手

裳

の

受

給

喜

竺

（

以

下

「

受

給

＿

喜

．

i
＇
U
足

r

二

衰

奢

」

と

い

う

）

は

退

．

知

の

際

市

長

農

に

任

免

椛

者

か

‘

―

-

、

溜

十

二

塁

9信

の

者

に

在

り

で

は

q

見

1

-

ら
別
紙
＇
バ
柔
喜
羅
翌
団
の
受
給
喜
恥
（
以
下
召
給

□

戸
鱈
〗
圧
且
謬
“
本
人
相
丁
二
；
．
』
＿

一
．
ぷ
＇
｀
窃
す
る

c

一

□四
（
失
業
者
の
退
職
翌
＂

m
の

待

期

）

．

年

よ
り
受
給
晨
悩
を
交
付
し
た
と
き
一
、
宿
・
1
1
斜
の
一

i

分
の
一
に
相
常
ず
る
額
。

一
'
+
雙
ハ
條
サ
粟
者
の
退
職
手
裳
は
、
退
職
の
日
か
ら
起
邸
し
資
格
川
」
と
い
う
）
の
交
付
を
髪
け
な
け
か
ば
な
ら
な
い
。

2
、
前
1
ぶ
羞
族
と
は
廣
柚
市
臨
時
家
族
手
賞
支
給
條
例
ク

て
そ
の
者
が
退
職
に
際
し
支
給
を
受
け
た
退
職
手
常
の
額

2
、
前
ー
心
規
定
に

常

3
行
外
の
根
腿
支
出
眺
未
漑

．
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訳
島
市
民
患
布
薙
務
所
は
Ill
規
料
の
一
部
を
改
iE
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
ャ

H
-
H

岡

品

市

長

欧

井

針

三

廣
島
市
規
則
笠
四

0
蟄

隈
品
市
民
生
市

nホ
狩
所
沢
＇
囚

9

ぃ
沿
栄
の

一
部
と
改
lE
す
る
規
則

廣
島
市
民
痕
召

u事
務
所
認
9

闊
竺
．
（
昭
机
二
十
四
年
一
月

-i+"炭
島
市
規
則
初
六
十
冗
代
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。
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表

第
十
一
4
條
退
戟
手
裳
の
支
給
七
P
冬
人
べ
き
者
が
死
亡
し
た

？
場
合
に
お
け
る
退
職
手
営
は
民
法
の
規
定
に
よ
り
相
績
さ

゜•一•L, 

附

則

こ
の
知
則
は
、
公
布
の
日
こ
れ
を
施
行
す
る
。
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廣

品

市

市

勢

調

究

阿

設

誼

を

、

足

す

る

。

昭
和
二
十
四
年
十
月
一閥

是

庚
島
市
規
則
第
四
十
一
琥

廣
島
市
市
勢
訊
森
窟
設

Rμ
則
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演

井

信

笹
＿
篠
閥
査
叩
・
粋
~
を
行
う
た
め
指
淑
且
及
び
訊
在

H
を
訟

vo 

第
四
條
，
指
培

U
は
市
出
張
所
牲
岳
以
て
こ
れ
に
充
て
ろ
、

指
勾

nは
川
胆
所
作
籾
限
拭
内
の
潤
祝

U
と
指
板
監
抒
す

ろ
。
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第
二
條
の
別
表
中
「
廣
島
市
尾
長
町
四

0
-―
一
番
抽
棗
隣
保
訟

内
」
を
『
廣
島
市
松
原
町
空
ハ
一
乖
地
さ
く
ら
庇
内
』
に
改
め

ろ。 f 
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第
一
條
木
市
の
人
口
、
↓
似
咲
紐
餡
、
｛
似
皿
＾
、
そ
の
他
市
勢
の

全
般
的
な
調
代
を
眈
行
す
る
、
た
め
市
勢
調
森
陸
（
以
下
爪

に
調
在
院
と
い
う
）
を
設
け
る
。

第
一
篠
加
査
戦
を
呪
況
調
在
匹
城
は
別
表
の
踊
り
と
ナ

る。
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級

日

瞼
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額

る

も

の

九

月

一

日

か

ら

迦

用

す

る

。

附

則

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
旅
行
し
昭
和
＿
一
十
四
年
＿

;
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‘
,
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―
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―
ー
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．
ー
ヒ
'
_
~
L
L
卜
t
i
ー
ー
り

~
u

り
ゴ
．
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．
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ふ

i
.
l
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'
i、‘,
’
,
;

•四
·
·
辻’

.
“
.
＇
ヽ
9
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：

ふ
翌
幻
．
い
，
f

． ‘

,'

曲
・
心
て島

、

よ
い

限

．
復
活
ャF
叫
」
ー
＿
＿
咄
竺

'

-
,‘
,
?

i
-

9
.
；
．
．。
ァ
[
)

、
-
.

.

[
~

f
”
f
‘ヽ

?19
[、
第
五
條
、
調
査
員
は
靡
匝
域
内
に
厄
付
す
る
者
の
中
か
ら
第
六
低
委
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。
但
し
重
任
を
妨
討
す
る

J

、'
規
則

、
ー
、
島
市
危
藍
物
取
締
條
例
施
行
細
郎
（
昭
和
二
言
誓
―
-
．

•• 
f
2

,
‘

.-

．
ー

な
い
9[
：
9
'

9
,
..i
,＇を
＇
」＂〗
苫
'
9
`
.
＇
‘
・
・
‘". [
＇
ぃ
．

，記
，
．
ー
し，．
．． 

，
 

誓

．；
委
員
令
に
は
必
要
信
じ
害
記
を
置
く
こ
と
が
で
月
1

平
・
三
H
巖
島
市
規
則
塑
ハ
十
一
薮
）
の
一
部
を
次
の
よ
一
ー
ロ

i
,
9
[

．‘
，●
●-

出
張
所
長
の
推
筋
に
よ
り
北
長
が
こ
れ
を
闊
託
ず
る
。

ご

喜
0
、

.

巧
L

ーl

調
査
員
は
調
査
罷
域
内
の
黙
羅
務
を
担
営
す
る
o・

う
に
改
め
る
。
ノ

こ
J
第
六
條
調
査
員
に
は
喜
の
範
園
内
に
お
い
て
手
常
金
を
書
記
は
釈
生
雷
靡
か
ら
市
長
が
点
を
命
す
る
。
第
二
十
五
條
こ
の
應
嬰
規
定
・
ヤ
庶
許
可
、
認
可
及
び
受
―
●
L
`

第
八
條
委
目
長
は
・
秤
務
を
統
理
し
合
議
の
議
長
と
な
る
。
「
理
の
證
印
は
別
嘉
喜
晨
式
の
ひ
な
型
を
用
い
、
許
．
，
＼

口

昏

，

る

。

＇

誓
屈
長
は
鷹
岳
喜
＇
し
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
可
を
取
消
し
叉
は
改
貶
袖
雙
虐
喜
蒻
屡
命
〗

|1

ぅ＇
，．．‘-

□第
七
條
調
査
麿
、
王
応
に
謀
は
総
務
局
調
査
課
と
す
る
。

府

月

、

腐

QjL
汀

試

訊

且

―

'い
と
‘
し
、
委

H
長

が

菰

集

す

臼

5
0蛎
合
は
第
1

四
晨
式
の
ひ
な
型
を
川
い
る
も
の
I
e
-

1

1

加
〗

d
第
八
條
．
こ
の
揺
則
旅
行
上
必
娑
な
珀
巧
は
廊
究
謀
長
の
定

こ
ぃ
9.
9,

;

．め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
C

.

j

L
 

付

"J

會
[
:
[
＼
．
り
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
．9

•
F
P

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
説
行
す
る
り

．．
 

T

ー『
9

『
：
＇
『
•
，
l
I
;
,

奮)
i
i
!

'；
…
｀
、
委
員
長
は
臨
時
詔
急
の
必
要
が
あ
る
楊
合
は
臨
時
に
・
會
．
麟
·

第
十
四
戟
様
式

パ、．『．9
0}，
炭
巖
Tl．
揺
叩
屈
衛
生
委
に
各
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
｝
Q
°

．

i
-
齊
晨
は
他
の
委
翡
ー
一
分
の
一
以
上
の
嬰
誓
っ
た
ー
ー
：
i
：
'
ー
9
,
1
L
,
i
_
1
ー
｀
．
ー
ー
ー

i

，
＂
‘
, ．

．，
·
(
•一
昭
和
二
十
処
墾
十
月
十

H
層

鷹

滋

井

伯

―

―

―

と

き

は

、

臨

時

に

委

且

喜

聾

じ

、

な

け

れ

ば

な

ら

な

ご

悶

市

指

令

消

第

披

―

-

股

詞

誓

醤

竺

．

｛

↑

・・
ロ

廣

，，
．
．

,
4

昭

和

年

，

．

月

日

一

．

．

昭

和

年

月

．＂

P

．
．．

ヽ
〗
．
’厳
島
市
聾
醤
厚
二
跛

‘

い
。

住

所

住

所

ャ

．

笙

篠

胃

5
ぃ
は
、
委
E

四
の
過
半
敗
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
‘
―

．

‘
-
こ
れ
を
廊
ぐ
こ
ど
が
で
き
な
い
。
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•

第
一
章
継
則
五
公
有
氷
面
の
狸
立
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
。
こ
れ
に
基
い
て
別
記
第
二
整
珀
図
口
町
川
叫
町
釘
町
町

j
..
.

：` 

嘲
浩
害
を
調
製
し
、
翌
年

i

月
末
肝
ま
で
に
財
務
課
長
に

，
，＇

邸
ご
條
こ
の
規
則
は
、
廣
島
市
有
財
恋
取
得
管
理
臨
＾
蘇
六
前
各
城
に
定
め
る
も
の
の
外
、
市
布
財
術
の
管
狸
で

、
軍
，
．
．
例
（
以
下
條
例
と
い
う
）
第
一
，
一
十
＿
＿
一
條
に
基
き
、
・
市
有
財
酷
．
異
肌
に
屈
す
る
も
の
。

．

翡

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

．

t

第
八
條
．
主
務
器
長
は
別
記
第
一
，
執
様
式
忙
ょ
丸
茄
本
財
財
務
聘
長
は
、
前
頚
の
市
・
有
財
旅
総
合
評
債
報
告
喜
基
，
．

‘：

―ノ

に

[
O政扱
に

見

蕊

唸

芸

翡

を

定

め

る

も

の

と

す

る

”

出

三

枷

盗

釈

9
喜

腐

と

に

募

し

、

塁

督

，

双

飢

を

調

製

し

き

、

別

喜

一

＿

＿

晨

苔

輩

誓

喜

胃

篇

を

3

.

／．

第
二
條
市
有
誓
の
取
得
喜
及
び
璧
分
ば
、
そ
の
讐

．

．
即
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ー

•
,•

• 

,
..9
-

[
．，・
ビ
を
期
す
る
た
め
塾
務
局
財
務
諒
（
以
下
財
務
課
と
い
う
）
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．
 

．．
 

｀
＇
，
に
お
と
て
こ
れ
を
執
轄
す
る
。
但
し
、
款
島
市
物
品
會
計
第
九
條
、
王
務
課
長
は
そ
の
所
玲
目
に
屈
す
る
市
有
財
}
セ
に
つ

ャ

．．
． 

｀
；
取
扱
規
則
そ
の
他
別
に
定
が
ぁ
る
も
O
jに
言
て
は
こ
の
き
、
取
得
、
所
暑
‘
臨
分
そ
の
他
の
理
片
に
基
く
綾
脱
第
十
二
條
主
務
課
長
は
~
毎
年
十
二
月
、
末
日
現
・
在
に
よ
り
．
[
一

．
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

i

直
ち
に
こ
れ
を
忍
帳
に
記
別
熙
醤
贄
様
式
の
市
・
有
財
産
誓
を
作
製
し
、
翌
弁

i

J
、
.
.
`
．
．
r
限
り
で
な
い
．
o

載
す
る
と
と
も
に
、
財
務
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
．
月
十
五
日
ま
で
に
財
務
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
む
・
,
＇

[
．
誓
條
＿
喜
塵
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
誓
の
市
有
財

、一

い。
a

．＂、
い
蹄
に
脇
す
る
喜
は
、
符
該
叫
酌
長
が
こ
れ
を
紛
浮
し
、
他
．
な
い
。

闘
の
市
有
財
喜
響
を
提
出
す
る
と
き
は
、
別
記
第
五
．

．

 

.-
．
．

慧

喜

tc
凪
L
な
い
翡
胄
に
総
す
る
耳
↓
務
は
ー
、
復
．
息
贔
喜
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
第
十
二

喜
式
の
市
有
財
靡
塁
盟
晏
添
付
し
な
け
れ
ば
ぼ
l

'

□―

霞

＿

＇、喜

喜

皇

犀

眉

夏

点

ぅ

）

か

こ

れ

を

分

條

少

店

晶

距

喜

應

喜

胄

し

て

、

裳

犀

殷

靡

鷹

麿

悲

ば

常

に

明

ら

か

に

し
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tぐ．t；trkぷ在”科”じ~原』に¢t片和し団llitf:ーバ'z,1,tttlì,1ヽt,＇,‘ー，＇ヽ9↓d,＇1,1̀＇i)＇，＇,ー！I9ーヽ＇し，L，.｛Jr『『t・r;9t"39ir,.、,1,9・3.t•il'9,＇｀ー・t,

-/  
-•— .. 

（ュ）工作物 ： 

名 研 （何”" .々 ） I所 在 地 ・1 ・・（何町何丁目何番地）．

I 培 • I・ 撼＿二 1 現一進＿I . 年月 日 棉 造 I1l 訊位 数諏 I金 額 l数〕rrrI金額・数疵 l金額摘要
i 

l i、1 0 円lI ; | `円II -I I 円： ll ------- . i 

I . I i I 、l| I I l | [ |. l l 
備考

. 1, 工作物とは、下記設備及びこれに類する不動産の定着物をいう。

． 砒灯 認iit、釦冷尻設備、匹耶化設備、換氣設備、槻剥及び附斌設備、電話及び附疑設備、ポンプ装

恥虹隣、火徘飢如諏、JI:｝気物千枇銅石像、かきね湘柱、す甚示揚、祉、7雌欠場，手投場、兒蹴

．遊「叫屈備、公町設備、甲湘器、，l．2『'灌洟ふ橋、緋船綺水場、けり船活標、枝栖、街灯、上下賎小池並

びに[f•閲物、泣過池、水源如紐、梨7]、他、配水池、配水管及び附疑具消認塔、取水揺沈でん池、,....
送Jl凜がいきょ、送水鉄管、昭きょ、水逍鉄臀堤防．下水管及び附嵐設備、排水設備、砂溜池、汚で
い貯溜そう、その他上下水設備軌遊、電柱、架空電線等。

i 
2. 建物に附紅せる工作物は、社物附屁工什物として建物C部に編集する。
3. 名稲ごとに別紙とする。

，，， :‘ 

` 4. i1位即は、メートル式逃、鳳箇所等をもつて表示する。
こ・

．5. 摘要僻lには、得喪焚更その他登録事由を記入する。 ‘ 

. 6. 主な工作物は附砒する工作物並びに植物を、それぞれ肌＇紙とする。但し併記することは差支えな
い。

ヽ

7, 附励植物については、立木湘物、芝生その他に大別して〗眸IJ紙とする。
（四）船 舶 ｀` じ

t 

胃I（何々船）は 1（何立）濯 I
I ` 麟深 ． 1終馬噸力数 l所gl. 

壻
年月日 摘 要

敗批（金
“ 

嶋

・し

・ 1 I " I I、Pll l " l、
｀ .~ l | • 1 | : ||  | 

備考 .. 

l. 血 I1及び所在地ごとに別紙とする。但し囃舟は併記することを妨げな匹
2. 摘要梱には怨喪焚吏その他登録班由を記入する。

，ヽ 3. 躙 lll開には、機帆船滋楳船等に大別する。'
警•: 

（五） JI[ 靱
事`、

稲〗ll | （乗，IIl,．車•) l名稲l（何．々 ） l所 在・ 地・1..（何町何丁目何番地） .`. _ 

玲 1 減 1、現在 I年月 n トン敷
敷備―|金額敗祉［金・額敗壼l金 額摘 要・

. l |̀ 円il I l 円I・/ l ] ". ! -I I I I 
: i 

f I、 l | l I e l | i ! r 

一
傭考 I 

~一

1. 国 lj及び所在地ごとに別紙とする。 2 

2、i悶事には、1お足焚更その他登録那fl-Iを記入する。

3. 置 Ijit1には涙用狐貨物自脱車等に大別する。
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第二挑様式 ＇ ;n 年 月 日現在）

局 諌 名

(．-) }詠財赤特別哉本財廂及びも

脊ばし 惚 ・ ． 

稲 別 数 .. ．・A'°'L ・" 慣 ． 額

土 地
｀ 

｀紐 ＿物 ヽ •• 
ヽ ’ •・

立 木 竹 ． ヽ
布←但証券 ， 
預 金 I ： 

述 用 金
:ヽ 、 、;

何 .,k 

｀ 計 ‘・ ： 、 -
， ， 

(-)土 地・
重

種 別 名 稲''` 所 在、 地 敗—喰 債ヽ 額
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臼
〗
廣
島
市
議
曾
の
議
決
を
経
て
隈
島
市
職
員
退
職
手
営
支
給
條
．

ー

第
一
芭
附
則
第
一
―
-
+
i

,＿
條
、
朝
肋
紺
織
法，

面
遭
孟翡
庶

喜
腐
隻
康
由
に
よ
り
退
職
し
た
者
の
退
職

●
●
八
J
'

一
手
裳
の
額
が
、
そ
の
者
の
退
職
叉
は
死
亡
賞
時
に
お
け
ーる

口
99_9
.

9

+
-
1
年
法
律
第
二
百
二
十
六
親
）
＇り
附
則
在
ー―-+
i
條

茎
95
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。
｀

，

給
料
、
扶
養
手
営
及
び
勤
務
地
手
常
の
月
額
の
合
計
額
に

．．9

5
,

．．"．ふ
，
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
九
日

、／

密
察
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
卯
百
九
士
な
き
附
則

第
七
條
）
に
よ
る
恩
給
（
ハ
ム
務
の
た
め
の
俊
い
疾
病
に

口

巖
島
市
長
演
井
信
―
―
―
滋
~
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
月
額
の
合
計
額
を
も
つ
て
退
職

．，
・
、 V

手
賞
の
額
と
す
t,0
0

．

よ
る
恩
給
及
び
こ
れ
を
併
給
さ
れ
る
恩
給
を
除
く
）
の

r
,
’ー

’,
1
,r

（
給
料
H
珈
）

5

応，9

:•

[廣
島
市
條
例
第
五
十
琥
支
給
を
現
に
受
く
べ
き
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
支
給
の

第
五
條
，ー
第
一
・
一
條
及
び
第
三
條
の
給
料
旧
額
は
、
職
員
の
退

99
,1

,．｀

．

基
礎
と
な
る
職
員
と
し
て
の
位
勤
粕
右
職
年
一
年
に
つ

，
職
又
は
死
亡
裳
時
に
お
け
る
給
料
月
額
（
給
料
が
日
額
で

•
9
ー

'
,

1

,
＇

岱
，＇
｀
厳
島
市
撒

Ei退
職

手

営

支

給

條

例

き

十

日

の

割

合

で

計
剪
し
た
日
数
を
前
槻
の
規
定
に
よ

る
日
敷
か
ら
控
除
し
た
日
敷

'
□

第

一

旅

総

UIJ

定
め
ら
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
給
料
の
日
額
の
二
十

．

.

,

―

―

―

い

．
恩
靡
誓
糾
合
條
仏
、
（
昭
和
十
六
年
四
月
十
一

H

五
日
分
に
相
常
す
る
額
）
の
三
十
分
の
一
に
相
常
す
る
額

．．
 ，＇會，

．

●‘

.
（
適
用
範
脳
）

t,《・
・
年
一
條
こ
の
條
例
に
よ
る
退
職
翌
＂
田
は
、
麿
直
箭
豫
條
靡
i
馳
）
の
却
定
に
よ
る
蓑
老

年
金
、
脱
追
一
時
と
す
る
。
但
し
、
そ
の
麿
錢
位
未
滴
の
端
敷
を
生
じ
た

i

・〗

笠
に
よ
つ
て
給
料
（
こ
れ
に
相
党
す
る
給
典
を
含
む
以
下
金

ぃ

＿
以
下
扇
職
剤
付
」
と
い
う
）
¢
支
給
を
政
に
受
<
.
き
は
、
錢
位
に
切
上
げ
る
。

，
a

．
同
じ
）
が
支
給
さ
れ
る
贋
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
）
べ
き
老
に
あ
つ
て
は
、
第
函
誓
定
に
よ
る
日
敷
か
（
勁
綾
期
間
の
計
邑
｀

-’ー

・
ロ
退
職

L
た
勘
合
に
は
そ
の
者
、
死
亡
し
た
場
合
に
は
そ
の
ら
退
敬
給
付
を
受
く
ぺ
含
紺
合
皐
J
9
『
の
は
塾

薗

璽

ハ

條

聾

暑

靡

四

は

、

酔

員

と

な

っ

た

H
の

摩

・9 •

• 

t

、

〗

廣
i[̀[

＇,.
、

皿

叫

族

に

支

給

す

る

。

間

―

―

―

年

を

こ

え

る

オ

i

年

に

-

．ご
き
七
日

U
賞
勤
紆
期
間
i
る
月
か
ら
退
職
又
は
死
亡
し
た
日
か
犀
す
る
月
ま
で
の
引

，

＇

•9
9

邸
―
―
祁
一
般
の
退
殿
手
霜
十
年
を
と
え
る
老
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
十
年
を
と
え
る
き
絞
い
た
在
戦
期
間
に
よ
る
。

．
，．

．
 

9
,
〗島（
普
盤
醤
の
場
合
）．
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蔀
分
一
弁
に
rこ
e
T
E
j

の
割
合
で
計
邸Lた
日
数
を

•

2

日
給
を
受
け
る
職
員
が
一
、
月
の
う
ち
で
二
十
二
日
以，．
〗、
ロ

”~9

第

二

條

を

二

條

に

抗

げ

る

事

由

以

外

の

靡

に

よ

り

辿

職

控

除

L
た
日
数

．

．

 

‘

．

．虚
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用

＇、

．．．

．
し
た
者
に
厚
す
る
退
職
手
紫
の
額
は
、
そ
の
者
の
給
新
日
（
賃
忍
殷
に
よ
る
退
脱
等
の
場
合
）
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
い
て
在
職
し
た
も
の
ど
み
な
す
。
．

、

”.
)
，
額
に
、左
の
各
椀
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
翡
五
し
た
日
卯
ー
ニ
條
左
に
稿
げ
る
甚
．
11
に
よ
り
退
職
し
た
者
に
誤
す
る

3

勤
綺
期
間
の
う
ち
に
退
職
手
賞
の
支
給
を
受
け
た
者

り

懲

を

乗

じ

て

約

た

額

と

す

る

。

退

職

悶

あ

約

は

、
そ
の
者
の
給
料
日
樅
に
前
條
の
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
退
識
手
常
の
計
窮
の
基
礎
と
な
っ
た

．．

す

.

.
i

•

[

-
、
第
1
i
琥
又
は
第
三
披
の
規
定
に
該
営
し
な
い
者
に
あ
に
よ
り
菩
＂
係
し
た

H
敷
に
勤
結
掛
問
i
年
に
つ
き
大
日
（
・
在
載
期
間
は
除
窟
す
る
。

J-

•

つ
て
は
、
そ
の
動
紐
期
間
に
應
じ
左
の
罷
分
に
よ
つ
て
勤
箱
期
間
十
年
を
こ
え
る
者
に
あ
三
社
．

．そ
の
十
年
を
一

4

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
紐
期
間
を
計
罪
す
る
場
合

．
．
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報

．

計

邸

し

脊

敗

こ

え

る

衷

J

J

i

年

に

つ

き

十

H

)

C
割
令
で
酎
算
L
た
日
に
お
い
て
は
、
一
年
未
滸
の
端
敷
は
切
捨
て
る
。
但
し
そ
．

ーヽ

，

の
勤
練
期
間
六
月
以
上
一
年
未
悩
の
者
に
つ
い
て
は
一
年

．

数
を
加
え
た
日
敗
を
兼
じ
て
m和
・
ア
額
と
す
る
。

ぃ／

｀

ィ
、
暑
骨
粛
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
一
年-

i
、
定
艮
若
し
く
は
糾
緑
の
改
股
初
は
豫
節
の
減
少
に
よ

、
と
す
る
。

に
つ
き
十
六
H

•• 
.• 

9
昭

り

筐

雰

は

泡

ぷ

を

生

じ

た

た

め

退

狐

し

た

堵

合

（

退

職

手

骨

m
の
支
給
制
限
）

f

ti

．
口
、
動
紐
期
間
十
年
を
こ
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
。
一

1"‘

和

．：

年

に

つ

き

一

平

・

日

'

-

i

、

倅

年

制

に

3
0倍
店
逹
L
た
た
め
、
各
翌
ハ
沖
第
七
條
第
二
條
か
、ら
第
四
條
ま
で
の
規
定
に
よ
る
退
殿
手

＇

常
は
左
の
各
琥
の
一
に
該
常
す
ろ
者
に
は
支
給
し
な
い
0

.，

歳

を

こ

え

て

鉗

馳

し

た

蛙

合

．
，

i

．
ニ
二
、
腋
島
布
有
給
吏
員
退
屁
料
、
退
耶
給
典
金
、
造
族
扶

三
、
伶
芯
疾
病
に
よ
り
そ
の
職
に
堪
え
す
退
職
し
た
椒
合
一
、
懲
戒
免
職
の
誕
分
を
受
け
た
者

．

、

＇．．
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助
料
及
び
死
亡
給
典
金
條
例
（
昭
和
一
一
十
四
年
四
月
ー
―

＇
十

•

四

，

―
-
‘
昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
二
日
附
内
閣
縮
理
大
臣
宛

．．，

四
、
前
各
琥
に
杯
げ
る
亦
廿
じ
外
の
軍
甘
に
よ
り
本
人
の

り
年

＇

十
八
日
條
例
第
一
1
十
七
勘
）
の
規
定
に
よ
る
退
腿
料
(

:＂，
十
，4

，
一

・

公
務
の
た
め
の
應
疾
病
に
よ
る
退
聡
粁
を
除
く
）

55l

連
合
國
最
高
司
令
官
害
簡
に
基
く
臨
時
措
骰
に
闊
す
る
、

・
'

ハ

T
.
9月
職
給
典
金
；
血
退
族
扶
助
料
（
公
務
の
た
め
に
よ
る
澁
族
意
に
反
し
て
鉗
職
さ
せ
ら
れ
た
場
合
政
令
（
昭
和
二
十
＿
＿
一
年
政
令
第
二
百
一
就
）
第
二
條
の
．

o

,̂

:』
蟄
料
を
除
く
）
又
は
烈
L
給
典
金
及
び
恩
給
法
（
＇大

．
五
、
在
轍
中
に
死
亡
し
た
場
合

・

規
定
に
よ

b
退
職
さ
せ
ら
れ
た
者

、'.

-‘

:

j
E
十
二
年
法
律
第
四
十
八
琥
）
の
規
定
（
塾
易
員
會

2

職

9
の
器
成
が
前
翌
竺
聾
に
掲
げ
る
軍
由
に
該
営
三
、
漿
鋼
以
上
の
刑
に
虞
せ
ら
れ
失
職
し
た
者

9
[
．9m

‘
’法
（
昭
和
二
十
一
f

一
年
法
律
第
百
七
十
琥
）
附
則
第
八
十

、

す
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
都
度
市
長
が
（
又
は
戦
員
の
四
、
常
勤
を
要
し
な
翌
者

し、

．

．『

f
9
行
四
條
及
び
敬
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
i
一
十
四
年
法
律
任
免
椛
者
が
市
長
に
協
議
の
上
）
定
め
る
。

2

第
三
條
及
び
第
四
條
の
規
定
に
よ
る
退
職
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す
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す
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と
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に
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、し`’

一
廣
島
市
條
例
第
五
十

l

-

l

琥

疫
島
市
報
面
並
び
に
費
用
辮
償
條
例
の
一
．
部
を

`
＇
改
正
す
る
條
例

＿t
，
七
月

位

匿Loy
i
J
↑
 

―
―

-
•
―

-
•
r

,

'

―
―
,
=
-
―
一
1

面
的
並
び
に
諒
盆
胆
）

I

廣
島
市
旅
費
條
例
（
昭
和
二
十
＿
＿
一
年
十
月
四
日
廣
島
市
條
例
第
一
條
＇

廣
島
市
掘
子
寮
（
以
下
本
寮
と
い
う
）
は
市
内
の
．

第
三
十
八
貌
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

．

．

 
ー
居
住
者
で
兒
塞
揺
祉
法
に
よ
り
保
讐
を
要
す
る
も
の
を
入

別

表

を

左

の

通

り

改

め

る

。

所

さ

せ

て

そ

の

保

殿

者

及

び

兒

童

の

一

揺

祉

を

計

る

た

め

に

.
',

．設
樅
す
る
。
ー

＇ー，

．

盆

蓋

及

び

名

懇

．

一

第
二
條
本
寮
の
位
縦
及
び
名
稲
は
別
表
の
逝
り
と
す
る
。

J
ゴ▼

（
職
員
）
＇

叩
副
-
l賃
ー
ー~
I
I
-
．
｀
n

料
．

一
日
嘗

地

一

乙

地

i

（
一
日
に
付
）

真

真

．

園

第

一

＿

＿

條

本

寮

に

次

の

職

g磋
＜
．

j

に

）

一

甲

ー

等

八

[

-

、

0

0

0

八

0

0

I

―1
0

0

寮

喪

一

名

職

．員

若

干

名

：，＇

寮

母

，

若
千
名

」

第
四
條
寮
長
は
上
司
の
命
を
受
け
寮
務
を
掌
理
し
所
励
員

一

等

八

一

、

0

0

0

八

0

0

1―1
0
0
を
指
輝
監
璧
す
る
o

'．

．
 

・

・

寮

長

に

寓

故

が

あ

る

と

き

は

上

席

の

戦

員

が

そ

の

職

務

を

|
ー
・
ー
—
ー
ー

4
—
l
;
1

代
理
す
る
。

二

箋

六

i

・

九

0

0
一

、

七

O

)

〇
（
職
員
の
勤
珠
時
間
並
び
に
休
日
）
・

:

|

|

|

ー

-
r五
條
職
負
の
品
。
；
噌
並
び
に
休
日

f
占

一

呈

1ハ
一
八
0
0
•
六
0
'
)
0
1
1
)

ー

｀

―

-

ー

ー

ー

L

う
と
す
る
と

宿
泊
料
に
甲
地
と
あ
る
は
、
用
務
に
よ
る
宿
泊
地
が
、
東
京
ヽ
大
阪
＂
名
古
屋
、
横
濱
｀

i

-

紬

．

、

給

陶

、

け
れ
ば
な
ら

西
宮
。
布
加
、
堺
、
小
愈
二
輯
岡
畜
門
司
、
の
各
市
で
あ
る
一
合
を
い
＼
乙
地
と
は
そ
の
仙
合
い
。

る。

"＂J
 

nパ

附

こ
の
條
例
は
公
布
の
H

か
ら
、
こ
れ
を
施
行
し
、
昭
和
一
平
•
第
五
條
第
二
項
中
「
委
員
相
を
塩
蹂
蔽
別
に
市
長
が

め
る
。

‘・

四
年
九
月
十
五
日
か
ら
こ
れ
を
適
用
す
る
。

う
と
す
る
と

付

則

x
x
x

.~
じ

，

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
、
を
行
、
•
一
十
な
い
。

四
年
九
月
十
五
日
か
ら
こ
れ
ャ
す
。

贋
島
市
談
會
の
院
決
を
経
て
廣
島
市
報
梱
並
び
に
費
旧
辮
償

れ
を
定
め
る

條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

―――――――――

・

X

v

,
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1

1

1

 

昭
和
二
十
四
年
・
ヤ
1
月
九
日

灸
3

闘
●
必
要
な

廣

島

市

議

會

の

議

決

を

経

て

、

市

子

條

廣
島
市
長

よ
う
に
制
定
す
る
。
｀月

九
ロ

昭
和
二
十
四
年
十
j

こ
れ
を
施
行

廣
島
士

育

B
項
條
例
第
五
十
四
咆

ヤ
4

ト

―-＝ロ

演

井

信

花
す
る
條
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
九
日

,‘,
 
．
．
 、

廣

島

市

長

．

濱

井

信

廣
島
市
條
例
第
五
十
二
琥

rJ

殿
島
市
旅
費
條
例
の
一
部
を
改
配
す
る
條
例

＂＂ヽ
'
月
＇

表
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貞

一

鉄
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、
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役
、
牧
入
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一一
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駈
想
誌

一管
理
委
員
會
舟
務
局

一長
、
監
歪
委
員
室
甜

一
務
長

、
そ

の

他

の

吏

員

一
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叫
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地

の

を

準

る

も

の

第

十

五

條

中

「

二

十

回

」

と

あ

る

を

「

＿

二

拾

oo」に

—
ー

1
|

ー
ー

1
|
ー

＇

額
第
十
九
條
中
市
民
税
を
「
課
さ
な
鼻
い
。
＂
」
と
あ
る
を
『
減
免
す

賃

貸

額
99.

I

~ 

―

土

地

の

＿

ー

百

闘

以

ド

p
,
9
L
,
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ー
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し
る
。
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に
改
め
る
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側
|
ー
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北
ー

'
1

第
四
十
條
地
方
税
法
誓
二
十
六
條
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
證
西
が
並
び
に
第
百
二
十
六
條
の
二
に
お
い
て
準
川
す
る

ー

ー

ー

百

闘

百

t

r

五
—
百
ー
寸
~
回
|
|
I
I
l
l
ー
ー
＇
三
司
，
~

.
-
國
税
犯
則
取
締
法
第
四
條
の
規
定
に
よ
る
證
匹
か
は
市
長
に

五
K

•

I 
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千

i

お
い
て
別
に
定
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た
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る
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阻
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千
五
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回
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千
_
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回
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第
互
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條
前
條
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栽
定
に
よ
る
特
別
徴
牧
義
務
者
（
遊

19ーー
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ー
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興
飲
食
税
附
加
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徴
牧
義
炉
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ぶ
除
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ー
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_
す
べ
き
市
秒
額
は
彿
込
命
令
密
を
も
つ
こ
れ
を
告
知
す

三

千

．

回

．
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．

ブ一
菰
二
千
五
百
胚

ー

9
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一二痰
回
t
i
1
ー
ー
七
ー
！
寓
ー
—
阻
，
前
類
の
特
別
微
牧
義
務
者
は
そ
の
告
知
を
受
け
た
金
額
を

十

二

蔽

回

ー

ー

4

1

.'納
付
書
に
よ
り
彿
込
節
令
薔
に
記
載
し
た
期
日
迄
に
納
付

―

―

―

茄

皿

I

I

＇ 3
．
家
屋
の
賃
貸
債
格
を
標
部
る
も
の
し
な
け
れ
ば
於
ら
な
い
。

•

祖
ー
遊
典
倣
食
税
附
加
税
の
特
別
徴
牧
義
務
者
は
毎
月
微
牧
し

ー
家
ー
屋
．I
V
J戸
貸

ー

伯

贔

ー

1

た

遊

典

飲

食

税

附

加

誓

翌

月

十

日

危

悶

農

よ

り

回
以
上
の
も
の

．
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六
，

十

佃

ー

，

百！
「
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百

回
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ー
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百

ー

五

片

ー

皿

ー

-
T
-ー
|
町
ー
—
皿
ー
I
I
ー
一
ー
ー
百
ー
—
涸
ー
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

,．
六
百
五
十
皿
第
五
十
七
條
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

．
 

五

百

回

グ

，・
・
千
百
五
十
即

，
 

ー
ー
ー
ニ
ー
—
千
—
ー
皿
ー
、
第
四
節
罰
．
判

七

百

．
抑
．
I
I

'
|
|

↓

•
第
五
十
七
條
の
二
地
方
税
法
鉛
百
二
十
充
條
の
規
定
に
よ

千

回

I

I

•
• 

千
五
百
回
—
ー
列
|
|
i
ー
＿
＿
＿
，
千
ー

1ハ
ー
涸
皿

天

千

闘

り

納

税

喜

嘉

＇

申

告

又

は

報

告

す

べ

き

耶

功

に

つ

い
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千

皿
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ー
、

1
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竺

一
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回

三
千
回

．

I
I

い
•
_
1
1
|

＇ー
て
、
布
営
な
理
由
が
な
く
て
中
告
叉
は
報
告
を
し
な
か
つ

・

．
た
楊
合
に
お
い
て
は
そ
の
者
に
到
し
＿
＿
一
戒
囲
以
下
の
過
料

'
|
|
．
ー
|
り
—
ー

，

一1
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土
•
四
萬
且
〗
を
諒
す
る
9

一

痰

回

・

グ

・

’
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二

煎

仰

・

二
十
四
萬
皿
過
料
の
額
は
そ
の
梢
朕
に
よ
り
市
髭
が
こ
れ
を
定
め
る
。

，
 

•
-
1
-
―
―
―
―
-
1
―
―-
1

日
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,
I
'
~
．
I
I
-
1
_
畜
＇

三

痰

回

法
人
で
な
い
祉
側
財
割
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定

P
爾
條
の
別
表
中
「
術
話
加
入
椛
税
附
加
税
」
と
あ
る
を
「
訛

め
の
あ
る
も
の
に

i

る
市
民
税
は
左
の
均
等
割
の
み
を

い

話
税
附
加
税
」
に
「
館
話
加
入
椛
税
額
」
と
あ
る
を
「
醗
話

・

ト

＇

・
税
額
」
に
「
電
話
税
額
」
に
「
銅
話
加
入
椛
税
割
」
と
あ
る
を

賦
課
す
る
。

．

一

、

均

等

割

千

五

百

回

、

「
需
話
税
割
」
に
市
民
税
の
納
期
限
桐
「
金
額
十
月
三
十
一

法

人

に

到

す

る

士

松

の

農

仮

格

を

繋

と

す

る

も

日

」

と

あ

る

を

「

四

雰

祠

蒜

釣

」

に

各

改

め

の
に
つ
い
て
は
そ
節
所
で
賦
踪
十
る
。

第
九
條
巾
一
琥
を
削
—

i鋭
l
-
l琥を
一
琥
二
琥
に
緑
り
上
る
。

.
+
’
る
。

．

-' 

第
十
一
低
の
但
し
f
5

の
よ
う
に
改
め
る
。

但
し
末
だ
位
貸
但
定
め
ら
れ
て
い
な
い
土
地
家
屈
に

つ
い
て
は
隣
地
又
似
家
民
の
位
貸
偵
格
に
比
準
し
て

市

長

の

定

め

た

格

と

す

＇

土

．
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＿
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5
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JIJ
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．る。
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こ
の
條
例
公
布
前
に
し
た
行
岱
に
つ
い
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の
冊
皿
の
適
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お
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前
の
例
に
よ
る
0

•• 

七

．
 

r

.
 

．
 

•

じ

9

9

,

 

,
1
 

．
 

ヽ

，
 

.

.
 
≪

.
,
 

，．
 

＇ 

．

ヽ

9

.

．
 

ヽ

9.
..
...
9
 
•• 

~
會

~
•

br

.

~

9

9

•

9
~

▲

9

言

賃
貸

格

概

．
、
．
｀
 

.
,
'

，

'
 

J
 .
.
 

,
9
,
1
 ... 

-
.
-
5
1
,
 

マ

,. 

―--• 99 - - •一ー• .- -·— 、 - ,. —·’, 9,,．,と:9 • 9、.f'1, •• 一 ， •→ 1'.，.,．,．, 
おI: ・'： •1 l-;-.: 9. ← -• : ： • ̀• ： ~ -： ＂・・・．， ． ． 、，；な―?̀’・'.9 :9-• ̀i.'． f , ； • 9 -- 、ゲ ： ，：9．9 :：．- • J , ．-．r. : ：・予・‘??．し7、,tク e?．：・．ヽ・丑 ；ふ，；， ． r ．．; ＂’:;,9ヽ・＇：｀ ； ヽ｀ ，、，• I .,,-', ；； •9 9 ・・；・与“ t. • !・ •以·4? ` ? ; :-．’: ＇；し・ジ炉］・＿ー、'’・:Z.. .., ,.....、 ,， ' J ・・4 、. . -- . ;, .• ,.' ` a • ‘・＇・ 1 . /' 、. 、．“‘ .，＂ 9 9' 1.... .,. ¢ ’•’· •. 、..,9、l:9,;, •' '，.、． `， ， • .2. I.0へ；．：1： ・ • .、 ＇ ： .． ' . ， ． . ,． . |．． 9, ;: :..: •• i‘: '·, . 、• '(i9 :、;9:.；：｛

• 9.9行褒日→十二月ー十年匹十二和昭 ,• '報 ・・，、 市 ・・I・．．<鳥 ，，巖 ・1.•, ‘ .． :’'9, 『 ！ ` .. ． , ． l ．ー，• ’ , ＇: . ＇ ,．，‘ , ， ． ;

1. 

~
 

．．．
 I
 
．
 

，
 

．＂し
、

.. 
I
 

、

＇ 

――
 

・

< 

廣
島
市
條
例
第
五
十
七
競

巖
島
市
監
査
委
員
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例十

八
日
廣
ー
第

閥
島
市
監
査
委
員
條
例
（
昭
和
二
十
二
年
七
月
二

島
市
條
例
第
八
就
）
の

i

部
を
、
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

洸

井

・

―

ー

・

ー：＼とぃ
ー
但
し
}こ
の
場
合
市
お
は
一
＿
＿
ヶ
月
前
に
こ
れ
を
使
用
者
に
第
二
條
中
第
六
琥
の
次
に
「
七
｀
地
方
自
治
法
第
一
一
百
四
十

.

.
 ＿
二
條
の
二
の
規
定
に
£
る
監
査
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お

．：
＇
＂豫
告
す
る

，
八
、
第
九
條
第
三
琥
及
び
第
四
琥
の
各
琥
に
該
裳
す
る
と
い
テ

き
前
項
各
盤
に
よ
り
取
消
し
又
は
中
止
若
し
く
は
原
形
の
る
。

,．，

復
蹄
を
命
ぜ

9
れ
た
も
の
は
市
長
OJ
定
め
た
期
日
内
に
市

／
薔
住
宅
を
明
渡
し
又
は
行
為
を
停
止
し
ザ
布
し
く
は
原
形
に
こ
C

．
 

パ．如
醤
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

：亀

第
十
五
條
市
長
は
市
螢
住
宅
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
廣
白

ー
め
た
と
き
は
市
の
脱
員
を
し
て
酌
時
給
告
を
し
適
営
な
指
部
ゎ刀

示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

＂ 

等
十
六
條
市
長
は
必
要
に
應
じ
新
た

lCI
指
定
し
た
も
の
に

.,
住`
宅
の
管
理
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｀

第
十
七
條
こ
の
條
例
で
．
而
螢
什
宅
と
は
一
般
住
宅
並
び
に
廣
-

99
店
舗
住
宅
を
謂
う
。

．

．．

第
十
八
條
こ
の
條
例
胞
行
に
必
要
な
網
則
は
市
長
が
こ
れ

p-

炭・

＇
を
定
め
る
。
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附

月

一ー、
こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
＾
牙

公
二
、
昭
和
十
年
八
月
條
例
第
三
琥
炭
島
市
々
螢
住
宅
使
用

¥、

條
仰
及
び
昭
和
二
十
一
年
四
月
條
例
第
六

i

披
庶
島
市
こ

●
●
●
一

■

•̀ 

・ー

仮
眩
住
宅
使
｝
條
侃
は
択
止
す
る
。

三
、
こ
の
條
伽
施
行
の
際
従
前
の
規
定
に
よ
つ
て
許
可
を

受
け
現
に
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
四
條
綿
一
琥
汀
．

，

．
の
手
絞
き
は
こ
の
條
仰
に
よ
り
完
了
し
た
も
の
と
み
な

，

．
し
第
四
條
第
二
讐
規
定
は
適
川
し
な
い
。
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廣
島
市
議
合
の
談
決
を
経
て
、
廣
島
市
監
爺
委
員
條
例
の
一

部
を
改
正
す
る
條
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。
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．
（
昭
和
二
十
＿
＿
＿
年
十
月
四
日
規

今
．
．
、
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

9し

t
•

需
縣
民
税
條
例
の
一
部
第
四
條
第
一
項
中
別
表
を
別
紙
の
通
り

叩
定
す
る
。
、
、
徴
章
は
「
上
衣
左
腕
肩
の
付
根
よ
り
．
1
,

衣
左
椀
及
び
外
套
左
裸
」
に
改
め
る
。
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廣
島
市
規
則
第
四
十
九
琥
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？＇
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・引

り
〗
ー
‘

,
〗●
廣
島
市
職
員
沢
職
手
常
支
給
條
例
施
行
細
則
·,

'
|`
ー
，門

（

目

的

）

•

第
一
條
こ
の
細
則
は
廣
島
市
職
員
退
職
手
常
支
給
條
例
（

r
．ー
t
,：
以
下
條
例
と
い
う
）
の
施
行
に
幽
し
必
要
な
硝
項
を
定
め

る。

.
i

第
二
條
條
例
第
二
條
の
「
支
給
を
現
に
受
く
べ
き
者
」
と
は

ー

ぃ

．

退
職
に
よ
り
、
現
宜
に
退
厖
料
、
恩
給
、
茨
益
9

年
金
の
支

心

廣
給
を
受
け
得
る
者
を
い
う
。
従
つ
て
退
職
掌
時
年
令
滴
四

3

し

・
十
歳
以
下
で
あ
る
た
め
前
記
金
額
の
支
給
を
受
け
得
な
い

i

、.＂

者
は
該
常
し
な
い
。

．

JP

ヽ

□
第
一
＿
一
條
條
例
弟
＿
二
條
の
「
協
い
疾
病
」
と
は
公
務
に
よ
る
偏

，•

い
疾
病
及
び
公
務
に
従
ら
な
い
偽
い
疾
病
の
両
者
を
含

＇
島．

む
。

,ぃ.
.、

2
.
「
死
亡
」
と
は
＇
．
公
務
に
よ
ら
な
い
死
亡
の
両
者
を
含

．
む
。

｀
 

；
市

”↑[

．
，
・
（
給
料
月
額
）

□
第
四
條
條
例
第
冗
條
の
「
給
料
月
額
」
と
は
左
に
掲
だ
る
も

.

.
9

の

を

い

う
0

'

一一、F
 

竺
．．
 

荊
一
、
腑
島
市
職
員
給
料
條
仰
の
涸
用
を
受
け
る
者
に
あ
っ

r.グ

'ヽ-'

て
は
、
同
條
例
別
表
の
給
粁
月
割
．

一-`
,
'
,．
 

9

:

――
-、

そ
の
他
の
者
に
あ
4

て
は
、
勤
努
の
恕
恨
と
し
て
毎

1

,9
，

・

月
定
期
的
に
支
給
さ
れ
る
給
典
で
あ
っ
て
前
製
の
給
籾

.
n
n
 n
 

〗
ロ
ー

9
月
額
と
同
様
の
も
の
。

．．
 

,
、

1
9,1
 

-い

.
+

2

・
職
員
が
退
職
営
時
左
の
各
就
の
一
に
該
常
す
る
よ
う

＿
’・二

'，
□
．
四
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
前
項
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者

心

ャ
の
本
来
受
く
ぺ
き
給
料
月
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

・

年

一-]し

．
一
．
ー
一
、
初
島
市
職
員
分
限
規
則
第
四
條
の
規
定
に
よ
り
廣
島

月
市
職
目
給
料
條
例
第
九
條
の
給
料
の
減
額
を
受
け
て
い

-[

仁

'

る
場
合
0

.

[
,
―
二
、
廣
島
市
職
員
給
料
條
例
第
七
條
の
給
料
の
減
額
を
受

け
て
．
い
る
場
合
●
-

‘

日
．

,；
褻行

一
―
―
-
、
廣
島
市
職
員
努
働
糾
合
専
従
職
員
の
身
分
給
典
等
に

J
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皐
る
規
則
第
六
條
に
よ
り
の
給
料
の
支
彿
を
受
け
て

．

麿
條
羹
喜
退
職
手
嘗
兒
退
職
の
日
か
ら
起
序
し
ー ・

・・’ •ー

・

て
そ
の
者
が
退
職
に
際
し
支
給
を
受
け
た
眼
職
手
常
の
額

ー
1

〗〗ー
，
＇
．

い
な
い
場
合
。

を
失
業
保
険
金
の
日
額
で
除
し
て
得
た
数
（
一
に
滴
た
な

，』

｀

（
勤
綾
期
間
）

璽
條
鬱
雙
ハ
條
の
「
引
き
紹
い
た
在
職
期
間
」
と
は
、
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
そ
の
端
敗
は
切
り
捨
て
る
）
に

ー
ロ

贔
い
て
載
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
し
て
い
る
期
間
を
等
し
い
失
業
の
日
数
（
以
下
「
待
期
日
敗
」
と
、い

ふ
。
）
ジを

，ヽ

い
う
。
従
っ
て
左
の
各
慇
の
一
に
該
常
す
る
期
間
は
引
き
経
過
し
た
後
に
お
け
る
失
業
の
日
数
に
應
じ
て
支
給
す

i

_
•
ー
|

絞

い

た

在

職

期

間

と

な

る

も

の

と

す

る

。

る

。

一
、
職
員
と
し
て
身
分
を
保
有
し
た
ま
4
｛徴
集
又
は
召
集

2
．
前
項
の
待
期
日
数
の
期
間
内
に
職
業
に
就
き
ー
失
業

□L'’

に
よ
り
、
も
と
の
陸
海
軍
の
箪
人
と
な
っ
●
い
た
期
保
瞼
法
叉
は
こ
の
規
則
に
定
め
る
受
給
貸
格
者
と
な
ら

'

.

な
い
う
ち
に
再
び
失
職
し
た
日
か
ら
起
邸
し
て
待
期
日

r
9

ー

間
0

.

二
、
休
職
そ
の
他
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
し
た
ま
4

．
数
の
競
日
敷
ヤ

J

維
過
し
た
後
に
お
け
る
失
業
日
数
に
應

’’

現
質
に
職
務
を
執
る
を
必
要
し
な
い
期
間
。
／
じ
て
失
業
者
の
沢
職
手
営
を
支
給
す
る
o

.

.

、

2
．
兵
役
に
服
す
る
た
め
退
職
し
た
者
が
除
除
の
日
（
今
拿
業
者
の
退
職
手
帝
国
の
給
付
日
敗
）

．
 

．． 
次
戦
戦
争
に
お
い
て
外
地
で
除
隊
し
た
後
抑
習
等
に
な
第
八
條
失
業
者
の
浪
職
手
賞
は
百
八
十
日
か
ら
前
條
の
待

．`．，

つ
て
い
た
者
が
内
地
に
蹄
還
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
内
期
日
数
を
挫
除
し
た
日
数
（
以
下
「
給
付
日
数
」
と
い
う
）

＇．

，

地
上
怯
の
日
）
か
ら
九
十

H
以

内

に

再

び

職

員

と

な

つ

に

射

し

て

支

給

す

る

。

‘

た
と
き
は
、
そ
の
前
後
の
・
在
職
期
間
は
引
き
績
い
た
在

2

・
前
項
の
給
付
日
数
の
期
間
内
に
職
業
に
就
き
牛
粟
保
，
．．
 

職

期

間

と

み

な

す

。

一

院

法

叉

は

こ

の

規

則

に

よ

る

受

納

箕

格

者

と

な

ら

な

い

，

．

う
さ
に
再
び
失
職
し
た
場
合
に
お
い
て
は
以
ま
だ
失
粟

．
．
 

（
失
業
保
院
金
の
日
額
）

第
六
條
條
例
第
九
條
の
「
失
業
採
息
金
の
日
額
」
は
別
表
の
の
沢
職
手
常
の
支
綸
さ
れ
て
い
な
い
給
付
残
日
数
に
つ

‘•• 

失
業
保
瞼
金
額
表
に
お
い
て
退
職
者
の
給
興
日
額
の
局
す
、
い
て
失
業
の
退
談
手
常
を
支
袷
る
°

・

・

る
等
級
に
應
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
保
険
金
日
額
と
す
（
失
業
者
の
退
職
手
骨
m
の
日
額
）

．
．

る

。

．

第

九

條

失

業

者
の
退
談
手
常
の
日
額
は
失
業
の
日
数
一
日
，

＇．
．．
 

2
．
前
項
の
退
職
者
の
給
典
日
額
は
退
職
者
の
退
戚
し
た
に
つ
き
牛
粟
保
瞼
金
の
日
額
に
相
常
す
る
金
額
と
す
る
0

,

．
 

．
 ＇

月
前
に
お
け
る
最
後
の
六
月
（
月
の
末
日
で
退
職
し
た
（
失
業
者
の
沢
職
手
裳
の
支
給
期
日
）

場
合
は
そ
の
月
及
び
前
五
月
）
に
支
彿
わ
れ
た
給
典
の
第
十
條

失
業
者
の
眼
職
手
常
は
、
毎
月
一
日
及
び
十
六
日
．

畠
（
給
斜
、
家
族
手
賓
特
別
手
賞
、
照
過
勤
務
手
＂
に
そ
れ
ぞ
れ
る
の
前
日
ま
で
の
分
を
支
給
す
る
。
但
し
｀
ー

・

.̀
、
常
特
殊
勤
努
手
常
の
合
計
額
）
を
百
八
十
で
除
し
て
得
姫
終
の
分
に
つ
い
て
は
支
給
期
日
に
か
さ
わ
ら
す
支
給
す

た
額
と
す
る
。

―

る
こ
と
が
で
き
る
。

'

3
．
前
項
の
場
合
、
六
月
の
う
ち
、
い
づ
れ
か
の
月
に
お
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
前
項
の
支
給
期
日
に
支
箱
を
受
け

い
て
給
典
の
全
部
叉
は
一
部
が
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
期
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
支
給
期
日
・

間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
に
ね
い
て
本
来
受
く
ぺ
を
繰
り
延
べ
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
0

,

＿
き
給
料
、
家
族
手
営
、
及
び
特
別
手
常
の
合
計
額
を
そ
（
失
業
者
の
張
職
手
常
の
支
給
手
絨
）

．

の
期
間
の
給
呉
の
額
と
み
な
し
て
計
邸
す
る
。
但
し
~
第
十
一
條
牛
業
者
の
沢
職
手
常
の
支
給
妾
格
者
（
以
下
「
受

そ
の
期
間
に
お
い
て
現
に
支
給
を
受
け
た
額
の
方
が
多
給
毀
格
者
」
と
い
う
b

)

は
、
沢
職
の
際
市
長
並
び
に
任
免

ぃ
L

と
き
は
~
そ
の
額
に
よ
つ
て
計
邸
す
る
。
樅
者
か
ら
別
紙
失
業
者
の
退
職
手
裳
の
受
給
箕
格
証
（
以

（
失
粟
者
の
退
職
手
常
の
待
期
）

．
．
 

ヽ

斗，
ゾ
ー
下
「
受
給
姿
格
証
」
と
い
う
）
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な

i
'
r
.
I
I
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復
沿
節
四
十
四
・
訳

瓶
島
市
規
則
第
五
十
二
挑

廣
島
市
職

H
慾
戒
帝
査
委

H
合
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す

る。
昭
和
二
十
叫
年
4
.
i
月
十

n
、

岡
島
市
必
法

井

信
r ， 

’’ 

．ヽ．
t, 

腔
島
市
識
且
慾
戒
漿
低
委
員
會
規
則

翌

巴

策
一
條
地
方
自
治
法
施
行
規
程
第
四
十
條
に
哉
き
、
両
闘

ifi祖
冒
懲
塁
塁
H
合
（
以
下
委
員
合
と
い
う
）
を

ttc

゜
＜
 

罰

．

様

】

第
一
一
條
委
且
合
は
公
”
z
8
5
名
を
以
て
、

＇ 

し
J
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9
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こ
れ
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ー「ゴ―-
戟

氏
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——-,——’ 

．
 

名

：l［設

員f'
ー一ー遅

l 

よ．参

早
」
一
ー
・

年
9

月

日

――-,_I退

i
し
成
ー

連

参

又

早

退

時

刻は

事

由

戸 I―-1-
揺

I 

1 
、氏

I名

栽
等
の
傍
系
稼
族

同

倍
系
者

同

卑
族

ー

二
戟
等
の
直
系
咋
族

4
 

し土 止，＇`

同

卑
族

一
戟
等
の
直
系
耽
族

一
日

ヽ

（
兄
弟
姉
妹
）

l
-
I
-日

一

日

．

一

日

（
伯
叔
父
母

（
孫

、•一、

Z

証
父
母
）

一日

l
E
"
[
 

血

族

，
 

（

父

母

）

七

日

―

―

-
B

|
-
ー
|
|
l
|

五

日

一

日

全子

、-

姻・

族・

配

偶

者

死
亡
｀
し

た

者

忌

弓I

H
 ，＇し

＂ 

ャ
ぅ
ぃ 敷

r
 

，＇ `＇ 

生
計
を
一
に
す
る
姻
族
の
揚
合
は
血
族
に
準
ず
る

い
わ
ゆ
る
代
腿
相
紋
の
場
合
の
1

一
親
等
の
直
系
血
族
（
阻
父
母

，
 

及
び
孫
)
は
一
装
等
の
直
系
血
族
ハ
父
母
及
び
子
ど
に
準
ず
る

む
葬
祭
の
た
め
遠
隔
地
に
赴
く
必
要
の
あ
る
場
合
は
、
宜
際
に
要

・
し
た
往
復

H
敷
を
加
筑
ず
ぢ

2、-＿ 1 ヽ

＼1

-

第
十
九
條

廊
考

別

表

る。2
．
前
項
の
委
員
は
市
吏
員
の
中
か
ら
二
名
、
熙
識
経
瞼

者
の
中
か
ら
一
＿
＿
名
を
、
市
議
會
の
同
意
を
得
て
市
長
が

こ
れ
を
命
す
る
。

C
委
員
長
1

.

第
三
條
委
員
長
は
委
員
に
お
い
て
互
選
す
る
。

え
委
員
長
は
會
務
を
統
理
し
委
貝
會
を
代
表
す
る

U

＆
委
員
長
は
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
委
屈
を
豫
め
選
任

J

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

C

任

期

】

第
四
條
委
員
の
任
期
は
一

1

年
と
す
る
。
但
し
補
充
委
員
の

任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

2

委
員
長
の
任
期
は
委
員
の
任
期
に
よ
る
。
．
．
．

【
審
査
の
要
求
1

第
互
條
市
長
は
職
員
に
、
廣
島
市
職
員
就
業
規
畑
第
六
十

三
條
に
規
定
す
る
事
項
に
該
営
す
る
者
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
は
、
證
捩
瞥
類
を
添
え
、
杏
面
を
以
て
委
員
會
に
審

査
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

9

【

會

寂

1

第
六
條
前
條
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
委
員
長
は
會
議
を

召
集
す
る
。
＇

?
i

前
項
の
合
議
は
委
員
三
名
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば

こ
れ
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

3

委
員
長
及
び
委
員
は
自
己
叉
は
そ
の
三
親
等
内
の
親

族
に
幽
す
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
湖
耶
に
参
典
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
委
員
・
行
の
同
意
が
あ
っ
た

と
き
は
合
議
に
出
席
し
彼
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

C
議

[

決

]

第
七
條
委
員
．
til
の
議
期
は
出
席
委
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を

決
し
可
否
同
数
の
と
き
は
委
員
長
が
こ
れ
を
決
す
る

9.

｀
ら
前
項
の
場
合
に
お
い
て
委
員
長
は
議
決
に
加
わ
る
こ

，

と
が
で
き
な
い
。

【
本
人
の
説
明
]

第
八
條
委
且
合
は
事
件
の
布
娘
に
際
し
本
人
の
説
明
を
迎
．

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

.

,

,

'

,

2

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
参
考
人
の
説
明
を
求

'

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
＇
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廣
島
市
文
書
取
扱
規
程
第
十
九
條
に
よ
り
痰
送
し
な

'
,
'9fい一

t、

,
＇
・＇
，
~
じ

．
廣
｀
島
市
，
報
復
活
第
四
十
四
紐
，
．
．

T

登
顕
時
刻
か
ら
退
即
時
刻
ま
で
と
じ
、
宿
直
は
平
日
と
同
2

'_

，i,'_
＇‘,;．, 

．

け
れ
ば
な
ら
な
い
文
害
物
品
は
：
、
そ
の
喪
受
信
者
名
を

[

]

-

＿●[．
｀
炉

口
果
の
報
告

1

日
誌
に
記
入
，
．
郵
税
を
要
す
る
も
の
は
金
額
等
を
記
入

ー
'i
,r

-
＇
`
、
第
九
條
委
員
會
は
譲
決
し
た
審
査
の
結
果
を
ー
狸
由
を
添
様
と
す
る

P

痰
送
の
手
絞
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
こ
の

99

-．ふ
ー

＿
パ
．
ぇ
、
書
而
を
持
て
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．．
 

（

通

知

）

場
合
郵
便
料
は
豫
め
総
務
課
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
を
、
・

-'`

ー
悶

l
：

記
u

-

第
四
條
直
員
の
順
番
は
、
職
員
課
に
お
い
て
豫
め
こ
れ
を

使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

5[•

第
十
條
委
員
長
は
市
吏
員
の
中
か
ら
市
長
の
同
意
を
得
て
定
め
＿
―
-
日
前
ま
で
に
本
人
に
通
知
し
て
認
印
を
微
し

5
線

E

埋
火
葬
認
許
證
の
下
附
】

・＇

，
•

[

誉
記
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
．
務
課
に
回
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
-

＼

ー

9

,

_

'

第
五
條
常
直
常
日
左
の
事
項
に
該
常
す
る
者
の
勤
務
は
、
第
十
條
狸
火
碑
認
許
證
の
下
付
を
願
い
出
た
者
が
あ
る
と
一

幻．＇

，

｀
2
｀
書
記
は
委
員
長
の
命
を
受
け
て
庶
務
に
従
事
す
る
。
（
免
除
）
．

き
は
そ
の
願
書
及
び
添
付
の
診
断
書
（
死
産
の
場
合
は
習

ー
[

-

-0"/

|
iし
[
i
'

〔
委
員
長
へ
の
委
任
〔

h_’_●
ー

師
叉
は
産
婆
の
死
奔
證
）
若
し
く
は
桧
案
害
を
調
在
の
上
'
-

-
t

'

第
十
、
一
條
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
外
委
員
會
岳
細
し
こ
れ
を
他
日
に
繰
下
げ
る
●
●

付
則
・
・
ニ
、
病
氣
欠
勤
者
（
七
人
以
上
の
も
の
）

．
認
許
證
を
調
製
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
．
~

-・/
9

ーー

必

要

な

事

項

は

委

員

長

が

こ

れ

を

定

め

る

。

一

、

忌

服

。

l

（

代

直

）

．

．

．

f

Z

悔

染

病

息

孝

等

の

虚

狸

】

'

第
六
條
市
外
出
張
者
及
び
霊
直
日
前
に
至
り
病
氣
欠
勤
等
第
十
一
條
佃
染
病
患
者
の
複
生
、
布
旅
病
人
及
び
行
旅
死

｀

＇

．．
‘,

ー
こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

I

亡
人
等
の
登
見
の
通
知
若
し
く
は
栢
軸
病
者
の
引
渡
を
受

・ー，

i.4
.
2
こ
の
規
則
で
職
員
と
は
地
方
自
治
法
第
三
百
四
條
に

．
の
や
む
を
得
な
い
事
故
に
よ
り
営
直
で
き
な
い
者
を
生
じ

け
た
と
き
は
、
ヽ
ま
務
課
長
に
即
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
'..

、＇f

．屈
（
＇
規
定
す
る
廊
員
、
服
員
暖
託
及
び
節
時
の
恥
員
一
六
月

た
と
き
は
、
そ
の
課
長
は
所
屈
職
員
を
し
て
代
直
さ
せ
な

i
9
9
.
9

未
磋
の
勤
務
者
を
除
く
）
を
い
う
。

・
[
.
,
/
J
I
I
|
|
i
x
x
x
ー
ー
ー

1

ー

ー

ー

ー

ー

け

れ

ば

な

ら

な

兄

。

い

。

2

前

項

の

代

直

を

さ

せ

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

職

員

課

口

特

配

切

符

の

下

付

]

こ

長
の
承
認
を
求
め
綽
務
課
長
に
申
し
出
で
な
け
れ
ば
な
第
十
二
條
冠
婚
邸
祭
の
特
配
物
衰
配
給
切
符
の
下
付
を
願
，
＇
り

9
,
＇
島
廣
島
市
常
直
息
靡
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

い
出
た
老
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
願
帯
及
び
添
付
害
類
を
．
9
ー

呼＇

，
ー
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
＊
日
．

・
調
査
の
上
、
切
符
を
調
製
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

．

應

島

市

長

演

井

信

―

―

―

ら

な

い

。

．

．

（

勤

務

）

第
七
條
直
員
は
公
務
上
に
開
す
る
事
件
の
外
姻
外
に
出
る
第
十
＿
二
條
直
員
は
左
の
書
類
物
品
を
保
管
し
、
事
務
虐
理
‘

こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
や
む
を
祖
す
外
出
し
よ
う
す
る
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

9

，

-

、[

市
廣
島
市
規
則
第
五
＿
＿
＿
琥
・

一

應
島
市
営
市
員
服
務
翡
~
ー
と
き
は
、
上
級
の
直
員
の
許
可
を
戻
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
一
、
掌
直
日
誌

い

。

．

．

‘

二

、

耶

員

住

所

録

．

バ

・

「

目

．

的

〕

三
、
市
俯
痣
類
集
．

L[

祖
：
第
一
條
賞
直
員
の
服
務
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
云
邸
合
の
取
締
）

，

第

八

條

直

員

は

守

衛

と

協

力

し

て

膨

舎

内

外

の

取

締

り

に

四

、

死

亡

屈

及

び

認

許

證

脳

係

用

紙

'

,

'

ニ

/
． ,
’ •

•
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

，

五
、
特
配
物
資
配
給
切
符

〗

窃
直
員
】

i-．

昭
條
二
條
直
員
は
男
子
の
吏
員
（
係
長
以
上
を
除
く
）
一
名
及
2
直
員
が
前
我
の
取
締
に
際
し
異
瓶
を
認
め
た
と
き
、
六
、
郵
便
切
手

.9ヽぃ
這
翌
憤
現
業
員
を
除
く
）
一
名
を
以
て
輪
番
に
充
て
る
。
但
叉
は
近
火
そ
の
他
殷
吊
事
態
が
彼
生
し
た
と
き
は
、
直
七
、
ろ
う
そ
く

鼻`

十

．
し
、
脚
に
お
い
て
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
こ
ち
に
涸
宜
の
梃
罹
を
な
し
、
そ
の
製
懇
叉
は
事
態
が
重
八
、
自
雙
車

．

，

大

で

あ

る

と

認

め

た

と

き

は

速

か

に

こ

れ

を

総

務

課

長

九

、

そ

の

他

引

織

物

件

．

2

誓
直
日
誌
の
様
式
及
び
記
載
事
項
】

一
〗
．
＇
疇

E
虐
＜
こ
と
が
で
き
る
。

箪
四
條
棠
直
日
誌
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
概
ね
次
の
通
、
[
〗

、
-
t
2
前
項
但
帯
に
よ
り
課
に
お
い
て
常
直
す
る
も
の
は
、
・
セ
通
報
し
な
け
料
ば
な
ら
な
い
。

,̀
9
月

ー

一

般

直

員

の

綸

番

に

加

え

な

い

。

（

文

書

の

取

扱

）

、

覧
條
到
着
文
書
物
品
は
痰
信
者
名
を
日
誌
に
記
入
し
、
り
と
す
る
。

ャ

＇

て
賞
直
月
日
曜
日
、
天
候
‘

9

V4
"i

、

]
-

．
（
営
直
時
間
）

一ー
，＇，•
』
-
第
三
條
裳
直
勤
務
時
間
は
、
返
庇
時
刻
か
ら
翌
日
登
節
時
翌
朝
総
務
謀
に
回
付
し
雷
領
印
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

[
 

9
日
刻
ま
で
と
す
る
°
但
し
：
休
日
は
日
直
に
分
け
、
日
直
の
い
。
但
し
急
を
要
す
る
も
の
は
直
ち
に
受
信
者
に
送
付
し
二
、
直
員
の
氏
名
及
び
守
術
氏
名
＇

豆
三
、
廊
舎
内
外
巡
視
の
時
刻
及
び
瓶
況
並
び
に
異
誓
認

．
〗9，

「
＇
｀
9
[

9
i

-
〗
]
・

ハ
行
勤
務
時
間
は
、
廣
島
市
職
員
就
梁
規
則
第
九
條
に
定
め
る
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

Q
{
 

-，
 .• 

“

□
9..

9
 

9
.
‘
・
ィ
、

•
9

~' 

3
[
O
[

〗
攣
冒
〗
“
品
/
[
[
[
[
[
[
〗
冑
冑
直
[
“
[
[
[
[
〗
〗
〗
剛
一

i

•

第
十
五
條
本
靡
以
外
に
お
い
て
賞
疸
勤
務
す
る
者
の
服
務
一
、
廣
島
市
内
で
螢
業
に
適
，
す
る
店
舗
を
も
ち
且
つ
相
営
限
り
で
な
い
。

・
工
事
店
が
前
項
の
修
舘
と
し
な
い
と
き
は
工
事
店
の
毀
用
．

＇

応

．

に

つ

い

て

は

、

こ

の

規

則

を

準

用

す

る

し

の

信

用

の

あ

る

も

の

。

附

則

―

-

、

工

事

担

営

者

と

し

て

市

長

の

承

認

す

る

責

任

技

術

者

で

本

市

が

こ

れ

を

行

う

こ

と

が

あ

る

。

第
十
四
條
工
事
店
が
第
十
二
條
第
二
項
及
び
第
十
三
條
第
”
り

一

-
〗
,
．
こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
．
、
を
有
す
る
も
の
。

□

.
~

．

x
x
x

．
第
三
條
工
事
店
の
指
定
は
毎
年
四
月
及
び
十
月
こ
れ
を
行
二
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
を
納
入
●
な
い
と
き
は
第
四
條
9
.
.

-
9

ふー

厳
島
市
水
道
集
金
奨
励
愚
2

国
支
給
規
則
の
一
部
を
改
布
す
る
ひ
指
定
期
間
は
一
ヶ
年
と
す
る
。
但
し
盟
綾
指
定
す
る
こ
の
保
證
金
か
ら
こ
れ
を
控
除
し
な
ほ
不
足
が
あ
る
と
き
は
．
．

•, •• 
、廣

t
．
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。
と
が
で
き
る
。

•

こ
れ
を
追
微
す
る
。

第
四
條
工
車
店
の
指
定
を
受
け
た
者
は
指
定
の
日
か
ら
十
前
頃
の
規
定
に
よ
り
保
證
金
か
ら
控
除
さ
れ
た
場
合
は
保
，
．
，
．

．

r‘.`
 
．． 

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
四
日

信

三

日

以

内

に

保

證

金

属

園

を

納

付

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

證

金

の

不

足

額

を

十

日

以

内

に

補

填

し

け

れ

ば

な

ら

な

．

い。

隈

島

市

長

濱

井

-．t、

と

，

-
.
,
•
島
，
．
露
靡
工
賽
店
は
店
舗
の
見
易
い
と
こ
ろ
に
「
廣
島
市
指
第
土
盆
~
塁
翠
要
が
あ
る
と
き
は
工
事
店
に
つ
き
エ
一
ヽ

1

-
＇
•
[
．

．

廣
島
市
規
則
第
五
十
四
銃
定
水
道
工
事
店
」
の
標
示
板
及
び
工
事
費
の
標
準
僕
格
表
事
麿
夏
は
幽
係
帳
蔀
材
料
等
の
函
翌
を
す
る
こ
と
が
．
＇

，

．

を

掲

げ

な

け

わ

ば

な

ら

な

い

。

、

あ

る

。

-＇

,
 

廣
島
市
水
氾
抱
金
奨
励
手
常
支
給
規
則
の
整
ハ
條
工
駐
店
は
店
舗
の
移
穂
及
び
所
屈
毀
任
抜
術
者
の
第
十
六
條
工
事
投
誓
の
各
説
の
一
に
あ
て
は
ま
る
場
合

[

.

t

し

市

．

一

部

を

改

iE
す
る
翡
．
異
勤
る
の
他
重
要
な
稜
更
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
速
か
に
は
六
ヶ
月
以
内
そ
の
業
務
を
停
止
し
又
は
そ
の
指
定
を
取
'

}

.

9

,

．
廣

島

市

恣

翌

貪

慧

喜

（

昭

和

一

1

十

四

盟
I

市
長
に
届
け
出
名
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
り
消
し
若
し
く
は
條
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
罰
則
を
．

一
り
。
9市

規
則
第
四
琥
）
の
一
部
を
次

tよ
う

｀

：

工

事

店

の

施

行

す

る

給

水

装

置

の

エ

期

は

棗

栓

渭

且

賛

る

行

為

が

あ

っ

た

と

き

グ

f

●●

誓
條
中
「
六
十
錢
」
を
「
八
十
錢
」

rcご
十
錢
」
を
一
皿
」
に
よ
り
末
端
と
す
ろ
、
但
し
本
市
に
於
い
て
施
行
上
必
要
が
二
、
第
二
條
で
定
め
た
條
件
を
訣
い
だ
と
き
．

)
：
報

”,、

第
三
條
中
「
五
十
践
」
を
「
六
十
錢
」
に
第
四
條
中
「
五
十
錢
」
を
あ
る
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
―
―
-
、
暴
利
と
む
さ
ぼ
っ
た
と
き
．

＇

i

]

 

[

J
.

「
六
十
錢
」
に
第
五
條
中
「
三
回
」
を
「
四
圃
」
に
改
め
る
。
第
八
條
工
事
店
は
下
請
人
を
し
て
そ
の
工
事
を
施
行
さ
せ
、
四
、
，
不
都
合
の
行
岱
が
あ
っ
た
と
き
．
．

，
．
 

．
 

て

は

な

ら

な

い

。

五

、

そ

の

他

す

べ

て

法

令

の

定

め

る

條

件

を

共

備

し

な

く

，

．

ノ

．
r

．

．で

9
E
"

仔

"

l

l

J

＂ 

2

こ
の
規
期
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
加
行
し
昭
和
二
十
四
年
第
九
條
工
事
店
は
市
長
の
指
示
す
る
施
工
方
法
に
従
い
誠
な
っ
た
場
合
｀

羽

前
項
に
よ
る
粟
務
倅
止
及
び
指
定
の
取
り
消
し
の
た
め

ぃ．

;―― 

.、]，

十

七

月

一

日

か

ら

涸

川

す

る

。

，

捉

に

工

事

を

施

行

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

筍
十
條
工
事
店
の
使
用
す
る
エ
班
材
料
は
す
ぺ
て
市
長
の
エ
耶
店
に
飢
布
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
つ
て
も
本
市
は
そ

x
x
x
 

，
四`

．
rr 

の
捉
に
任
じ
な
い
。

-
＼
十
殷
島
市
指
定
水
姐
工
那
店
規
期
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。
桧
在
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

i
`
“

昭
和
二
十
四
年
九
月
一
H
•

弟
十
一
條
エ
班
店
は
エ
班
を
す
る
前
に
市
長
の
承
認
を
交
第
十
七
條
こ
の
規
則
に
．
よ
り
指
定
と
受
け
又
は
指
定
を
取

り
消
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
そ
の
都
炭
＊
前
の
公
報
に
よ

•

二
．，

炭
島
市
畏
沼
井
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

,

、

第
十
二
條

＇

工
康
が
竣
工
し
た
と
き
は
迎
部
な
く
検
査
を
受
り
こ
れ
と
公
示
す
る
。
•
9

.

.

卜

一
＂・

日
廣
島
市
規
則
第
一
―
-
+
＝
I

跛
の
ニ

・＇し

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

第

十

八

條

こ

の

規

則

の

施

行

上

必

災

な

事

叩

に

つ

い

て

は

．

檄
近
の
約
果
不
良
と
認
め
た
箇
所
は
期
皿
を
指
定
し
て
こ
別
に
こ
れ
と
定
め
る
。

｀

~
．

〗
衰

,＇

.“t" 一
し＇ぃ

ー

．

炭

島

市

祁

．

狐

話

節

四

十

四

試

＇

．

ニ

ー

：
・ヽ
1
!

9,9
.
.9>

信

，
 

•9

.9 

・‘
．
 

、.

9‘
 
’
 

,

9,9
 

•’ 

,

f

9
 
と

9
'

‘
 

,＇
L

'し

、『、

ゃ，

，
l

,＇,‘ 

9
,
 

`~ 

.，
 

，
 

ヽ

t
冒

ヽ
介

,

“
 

9
5
9
、

•

い

直
’

1

9
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9
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ふ
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た

昭

和

二

十

四

年

塵

鴛

．

ん

•
一

•‘ 

市
歳
入
出
豫
麻
追
加
更
IE
の
要
領
は
次
の
通
り
で
各
る
。
．
．
し
、

．
 

一一

□
廣
島
市
規
則
第
五
十
五
琥

E
 
；
＿
•
-
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
九
日
、

廣
島
市
長
濱
井
信
―
―
―

／
 -＂.,.

.
，

炭

島

市

吏

員

採

用

昇

格

規

期

等

の

．

昭

和

二

十

四

年

度

廣

月

市

歳

入

出

豫

叩

追

加

更

l

E

t

4

一
ヽ
9
.
'

1

.

』

、

一

部

を

改

iE
す

る

規

則

，

，
 

•' 

一

、

市

税

・

金

四

億

参

千

五

百

九

拾

九

萬

参

千

九

百

武

拾

九

園

．

．

．

｀

:
＇
—
•
第
一
條
廣
島
市
吏
員
採
川
昇
格
規
則
（
昭
和
二
十
＿
＿
一
年
十
秘
ス

•l-‘ 

.• 

疇

一
、
税
附
加
．
税
金
、
金
成
億
八
千
煎
百
四
拾
廊
戒
千
万
百
七
拾
坐
回
．

だ

a

，
一
月
十
二
日
廣
島
市
規
則
第
五
十
就
）
の
一
部
を
次
の
よ

で
に
改
正
す
る
。
．

.} ．

．
 

、
`

二

、

獨

立

税

金

六

千

八

拾

五

萬

八

千

百

八

拾

参

o

o

,

．’

『

.

.

.

 

二

、

公

企

業

及

財

産

牧

入

金

四

拾

武

萬

咸

千

九

百

武

拾

四

固

、

.
〗
，
廣
題
名
及
び
弟
一
條
中
「
吏
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

．
 

．
 

五

、

財

産

蛮

彿

代

金

金

武

拾

六

萬

六

千

武

回

、J•• 

"

□
第
五
條
の
次
に
左
の
一
條
を
加
え
る
。

ヽ

ヽ

三
、
使
用
料
及
手
敗
料
金
四
千
六
百
五
拾
壺
郎
武
千
百
八
拾
参
固

l

〗

L
、
第
五
條
の
二
戦
員
（
臨
時
の
殺
員
を
除
く
）
を
分
け
て

•• 

9今

r

J

-

、

使

用

料

金

参

千

百

九

拾

六

萬

四

千

百

六

拾

回

｀

，

‘
・
買
．
麻
務
且
、
抜
術
且
及
び
現
業
は
と
し
、
左
の
査
裕
の
一
を

二

、

手

敗

料

金

笠

千

四

百

丘

拾

四

萬

八

千

武

拾

参

回

口．

t

有
す
る
者
の
中
か
ら
こ
れ
を
採
川
す
る
。
但
し
現
粟
殷
は

．ぷ

，
 

叫

國

庫

支

出

金

金

笠

億

成

千

五

百

四

拾

四

萬

八

千

或

拾

琴

回

・

・

＇
、
：
•
こ
の
限
り
で
な
い
。
・
ー

•

•

金
笠
俄
成
千
四
百
参
拾
武
媒
七
千
参
拾
五

O
O
.

ロ

、＇．．
 
、

一

、

本

市

の

磯

員

採

間

試

歳

に

合

格

し

た

者

，

．

．i

：
厨
二
、
特
殊
の
技
術
を
・
一
付
し
、
そ
の
免
許
證
叉
は
合
格
證
を
一
、
國
廂
補
助
金

•
9
有
す
る
者
．
五
、
縣
支
出
金
金
参
千
四
百
四
拾
萬
四
千
八
百
八
拾
七
趾
く
、

付

金

金

武

百

六

拾

武

艇

七

千

六

百

六

拾

六

回

、
金
参
千
笠
百
七
拾
七
萬
七
千
武
百
戒
拾
登
回

.
9

三
、
窟
裔
婚
浪
佼
令
、
怒
専
問
學
校
令
に
よ
る
高
等
學
茂
、
一
、
交

[
9
'
]
9
,

．

、

．

班

品

回

勢

衣

叉

は

こ

れ

と

同

等

以

上

の

球

狡

を

卒

業

し

た

―

-

、

補

助

金

：

'

報

＼

、

六

｀

寄

附

金

金

百

八

拾

底

笠

O

O

I

し・

一

、

寄

附

金

金

百

八

拾

郎

盛

回

-

抒

九

、

維

牧

入

金

千

四

百

四

拾

七

抵

五

千

四

拾

趾

．

1

，
¢
四
。
官
廊
又
は
地
方
公
共
圃
体
で
三
年
以
上
勤
務
の
緑
瞼

-

:

4ヽ

ー
を
打
す
る
者

し

二

、

辮

慨

金

及

報

供

金

金

成

百

六

拾

五

萬

七

千

五

百

九

皿

た
．
．
叶
第
二
條
廣
品
東
器
目
考
在
規
棉
（
昭
和
二
十
二
年
十
一
月

-
...-― 

／

和

一

日

嘉

乙

第

二

十

九

洸

孟

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

五

、

市

税

延

滞

金

金

百

四

拾

或

愚

ハ

千

七

百

回

●

：

9
 •.

• 

、一

●

二

十

、

市

偵

金

五

千

五

拾

五

郎

皿

，

一

、

市

偵

金

五

千

在

拾

五

郎

皿

、
卜
、
す
る
。

．
 

一

成

入

合

計

金

七

低

五

千

八

百

五

拾

八

瑯

八

千

六

百

拾

笠

皿

題
名
及
び
ぶ
一
條
第
二
條
中
「
史
員
」
を
「
職
蚊
」
一
に
改
め

ヽ

9-

．
 

る。

袋

出

笹
＿
＿
條
閏
及
び
祁
五
條
」
を
「
第
五
條
及
一
3
第
五
條
の
二
」

一

｀

躁

會

/

費

金

千

四

百

皿

拾

参

抵

八

千

九

百

vq拾
四
四

．

に
改
め
る
。

•‘' 

金
千
四
百
四
拾
参
郎
八
千
九
百
四
拾
四
皿
・

翌
篠
の
次
の
一
條
¢
J
加

え

る

。

一

、

市

旅

會

毀

所

代

、

金

笠

低

四

千

八

百

葱

蓋

五

千

八

百

皿

．

．

．

．

竺

篠

翌

命

條

の

試

裁

は

、

翡

が

必

慇

と

認

め

二

、

役

代

金

笠

低

参

千

参

百

参

拾

紙

参

子

七

百

七

拾

八

皿

ー
ー
,
'

轟
翌
こ
れ
を
行
う
。
但
し
規
則
第
五
條
の
一
一
の
試
＇
、
一
、
役
．
所

ー

・

‘

,

＂

媒

．
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千
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百

拾

腐
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＇＂ふツ
i

●ー・
'
,
'
f
廣

，島
＂n

●
報

・，復
活
第
四
工
届
：ー
ー・＇．

贔
；1

-

ー

「

四

察

袈

防

投

・＇
釜

魯

摩

八

百

参

拾

九

萬

武

百

裔

醤

‘_

'
二
十
．
、
作
病
診
板
所
吸
ー

'
j

金

殴

拾

萬

七

千

五

百

裔

皿

．，

ー`

"
•• 

,
 

，

一
、
密
察
費
．
．
、
金
九
千
五
百
六
拾
萬
四
千
j
L百
五
拾
九
闘
二
．
十
一
、
図
民
健
康
侯
険
諸
投
今
翌
萬
八
千
邸
—
.

ー

・

、

＇，

．d

二
、
消

‘`

防

費

．
金

参

千

九

百

八

拾

八

萬

七

千

八

百

六

拾

笠

邸

八

、

廂

粟

経

．

消

費

金

四

千

参

百

参

拾

四

萬

八

拾

笠

脳

・

—

-
＂

．

、
配
給
喫
費
t
.

1

金
戒
拾
萬
叩
第
八
百
九
仰
~

、
閲
費

，

金
武
百
八
拾
八
萬
七
千
四
百
四
拾
或
回

，

、
＇

•

_

ぃ

―1

-

―
-
、
消

、防．

木

費

金

堂

千

四

百

九

拾

五

萬

戒

千

七

百

五

拾

六

闘

．

、

二

、

商

工

諸

、

夜

．

金

武

百

四

拾

成

萬

戚

拾

笠

駈

金
百
六
拾
寓
四
千
戒
百
七
拾
戚
趾
．

．〗

四
、
土

三

、

農

水

産

諸

毀

忍
[

;,
．
．、

一

、

逍

路

橋

梁

費

金

八

百

参

拾

武

萬

五

千

九

拾

闘

、

．

．

四

、

度

批

衡

諸

費

金

五

萬

参

千

四

百

戒

拾

五

闘

金
拾
五
萬
梱

＇い

．
．
 1
-

、

河

、

川

費

～
金
七
拾
麿
八
千
五
百
梱

ー

ー

六
、
農
地
委
員
會
費

1

金
九
拾
四
萬
四
百
八
拾
四
側

い
口
’
1

□――-、
，
迷

恐

＇，＇
費

•

四
、
詣
費
金
五
百
七
拾
五
萬
九
千
百
六
拾
六
闘
．
七
、
農
業
調
盤
委
員
會
投

，
金
六
拾
壺
萬
四
千
九
百
四
拾
八
I
D
l1
,
_

.

十

一

、

港

渭

諸

費

金

笠

千

六

拾

登

萬

七

千

五

百

拾

萱

師

i

’

金
六
千
六
百
八
拾
七
萬
琴
百
七
拾
七
屈

金
威
千
成
百
五
拾
七
萬
七
千
四
百
武
拾
闘

，

三

．
9，

五

、

殺

育

費

,
．

／

一

、

小

埃

校

投

金

咸

千

四

百

戒

拾

七

萬

千

五

百

五

拾

七

似

十

二

、

中

央

卸

蛮

市

場

費

.
i

i

-

、

中

班

核

費

金

千

戒

百

五

拾

四

萬

八

百

七

拾

四

梱

｀

十

三

、

農

地

災

害

復

薔

投

代

金

登

百

萬

仰

｀

1,-
'
-―
-
、
高
等
學
校
費
金
千
六
百
六
萬
千
九
百
八
拾
咸
肱

．

十
四
、
農
業
水
利
負
担
金
金
式
百
萬
園

｀

〗廣
p .

；
．

＇

四
、
エ
梁
班
門
躯
校
喪
・

・

金

六

百

拾

戒

郎

千

参

百

七

拾

登

虹

九

、

財

産

投

金

戚

百

九

拾

五

寓

武

千

五

百

参

拾

九

邸

．

1

五、

、脳

害

館

喪

．

金

百

五

拾

五

萬

戒

千

参

百

六

拾

武

闘

二

、

財

産

管

理

費

金

武

百

七

拾

七

葛

六

千

参

百

六

拾

四

邸

！

＇

，了
・
・'・
八

、

社

含

教

育

我

（

金

百

萬

五

千

六

百

梱

十

冗

選

睾

費

金

九

百

四

拾

四

萬

五

千

四

百

四

拾

八

邸

ー，、
一

丘
島

JL
、

公

民

舘

毀

金

拾

冗

萬

五

千

五

百

仰

一

、

速

象

我

．

金
六
百
四
拾
戒
萬
四
千
百
五
個

●J〗
t
1

六
、
社
會
努
拗
施
設
股
金
笠
憶
七
千
四
百
七
拾
四
萬
或
千
百
参
拾
参
肛
十
ー
―
-
、
輸
送
費
金
参
百
九
拾
戒
萬
九
千
九
百
四
拾
参
邸
·

一

、

輸

送

費

金

参

百

九

拾

戒

萬

九

千

九

百

四

拾

参

回

・

ぃし、
r

●1

二

、

民

生

委

員

費

、
，

金
百
四
拾
戒
萬
九
千
虹
ー
し

金
百
四
拾
七
萬
九
千
参
百
咸
拾
武
園

＼

十
四
、
監
査
委
員
役
・
金
百
翌
萬
百
参
拾
七
闘

‘・
，

四

、

隣

保

館

費

・
金
百
壼
萬
百
参
拾
七
掴

金
戒
百
八
財
参
萬
九
千
五
百
九
拾

o

o

-

、

監

査

委

員

毀

盃
3

六

、

保

育

．
費

八

、

厚

生

詣

喪

金

JL
拾
戒
萬
参
千
九
百
拾
八

oo

十
五
、
災
害
土
木
費
金
参
百
八
拾
九
萬
六
千
九
百
五
梱

:
/

’
十
―
―
-
｀
蓮
懃
場
盤
理
費
金
四
百
拾
九
萬
武
千
九
百
九
拾
壼

m

l

-

、

水

害

復

菩

費

．

金
参
百
八
拾
九
芭
ハ
千
九
百
五

oo

.

金
七
千
九
百
五
拾
参
萬
七
千
四
百
六
拾
九
邸

．

‘

‘.

十
五
、
祉
會
努
働
腕
設
猿
備
費
金
千
武
百
四
拾
四
萬
圃

．

．

十

六

、

藷

支

出

金

金
五
千
五
百
六
拾
参
萬
参
拾
五
闘
、

」
報

,
．
．
．

七

、

保

健

衛

生

投

金

参

千

拾

芭

ハ

百

拾

六

回

t
.

＇

四
、
特
別
會
計
繰
出
金

ーヽ`
・゚
＼

一

、

保

健

所

費

金

千

百

五

拾

四

寓

九

千

式

百

七

拾

五

回

七

、

過

年

度

支

出

令

成

百

参

萬

七

千

五

百

八

拾

八

迎

．

J

二
、
偲
染
病
豫
防
費
・
金
四
百
九
拾
九
萬
参
千
武
百
堂
園

・

金
参
百
九
拾
五
萬
回

'

八

、

雑

．

支

出

昭

；

八

、

船

入

病

院

費

金

百

四

萬

五

千

四

拾

四

邸

．

十

、

療

ヽ

費

．

金

笠

百

参

拾

四

萬

七

千

八

百

闘

ー

・

ゥ
和

9，
し
—
-
九
．
衛
生
試
瞼
所
費
金
武
拾
萬
六
千
八
百
式
拾
髄
＿

．
‘

.
十
七
、
麻
時
宅
地
貨
貸
恨
格
修
正
諸
毀
金
四
拾
参
萬
回
、
．
．

， ＇

'

+

、

診

療

所

費

金

百

萬

七

千

五

百

四

拾

武

梱

歳

し

出

合

計

金

七

憶

五

千

八

百

五

拾

八

萬

八

千

六

百

拾

笠

闘

＿

．

．
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四

〔

”9
年

し

十

一

、

下

水

道

費

・

金

四

百

武

萬

参

千

九

百

五

随

，歳
入
出
差
引
残
金
な
し

C
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古

、

下

水

逍

調

究

牲

金

八

拾

萬

武

百

園

□
月

＇

十
―
―
-
‘
座
芥
•
鬼
集
費
金
六
萬
五
千
参
百
七
拾
九
圃
廣
島
市
舌
示
甲
第
七
六
琥
'

•• 
[
．

十

六

、

屠

場

喪

．
金
拾
九
蔦
四
百
七
拾
八
問

十
一
月
九
日
市
議
会
の
説
決
を
経
た
昭
和
二
十
四
年
度
廣
島
市
特
別
會
計
水
道
事
業
費
歳
"

r

、ベ
・"
[

-
，

十

七

、

火

葬

物

費

金

八

拾

武

廊

千

九

百

八

園

．
入
出
豫
邸
追
加
吏
布
の
要
領
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

汀

．

畔

．

、

十

八

、

育

成

費

金

百

八

拾

宜

抵

九

千

八

百

拾

参

脳

．

．

、

金
八
萬
五
千
参
翌
瓜
拾
五
闘

．

但
し
•
こ
の
豫
算
は
即
日
こ
れ
を
施
行
す
る
。
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〗
廣
島
市
告
示
甲
第
八
l

琥
昭
和
廿
四
年
十
月
十
五
日
午
前
七
時
頃
市
内
白
島
中
町
第
一
一
、
本
笥
地
住
町
氏
名
不
詳
‘
I

.

，

一

＇

四

ガ

ー

ド

上

に

お

い

て

獲

見

し

た

帷

死

体

を

行

旅

死

亡

人

―

-

‘

年

令

及

び

性

別

推

定

二

十

四

、

五

歳

位

の

男

子

い
＇
咋
・
心
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日
．
．

．

．

 

と
し
て
左
記
の
通
り
取
扱
っ
た
の
で
心
営
り
の
向
は
耽
會
―
―
-
、
扶
養
義
務
者
不
詳
．
・

ー

い

、

行

｀

廣

島

市

長

液

井

信

一

1

一

課

迄

出

頭

さ

れ

た

い
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四
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行
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衣

已
否
ロ

一
、
持
僻
荷
物
の
稲
類
及
び
敷
誼

錨
還
朝
鮮
人
が
携
行
し
祝
る
財
熙
は
左
の
如
く
規
定
さ
わ

て
い
る
。

イ
、
身
廻
品
、
家
財
逍
共
は
無
制
限
で
あ
る
こ
と
（
但
し

指
令
に
よ
り
特
に
紫
止
さ
れ
た
も
の
を
除
く
）

ロ
、
職
業
用
具
は
四
、

0
0
0封
度
ま
で
、
但
し
四
、

0
0

〇
封
度
を
超
過
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
綜
司
令
部
経
消

料
學
局
長

(
E
.
s
.
s
)
の
許
可
を
必
要
と
す
る
こ

と

＿
一
、
輸
送
方
法

．
．
 

右
財
席
の
楡
送
は
次
の
方
法
に
よ
り

lif施
す
る
．

L

本
人
が
据
行
し
て
佐
拙
保
按
殴
局
網
由
引
拗
船
内
に

持
込
む
こ
と
が
出
来
る
も
の
。

佐
批
保
引
揚
援
匪
局
附
近
は
地
狸
的
に
不
便
の
た
め
本

人
と
共
に
阿
局
を
経
由
し
て
引
楊
船
内
に
放
込
め
る
荷

物
は
次
の
通
り
制
限
せ
ら
れ
る
。
9
9

•• 

ィ
い
．
本
人
が
手
廻
品
と
し
て
車
内
lo
持
込
む
も
の

(11+

五
迂
ま
で
、

0
、
0
1二
六
立
方
米
）
の
外
、
材
廻
品
共
煎
品

或
は
局
滞
・
在
中
及
び
船
中
等
旅
行
に
必
要
と
認
め
ら
れ

る
も
の
の
み
を
内
容
と
す
る
荷
物
（
一
個
ー
―

-
0冠
ま
で

の
も
の
）
二
個
に
限
り
客
耶
扱
（
乎
荷
物
扱
又
は
小
荷一

九

9‘、

‘

,

＇

9

,

.

‘

9
-

.

.
1
9
'
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9
:
,
I
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ー
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物
扱
）
と
し
て
猜
送
し
得
る
こ
と
。
•
•
一C
[
f
/

ロ
、
右
の
手
荷
物
及
び
小
荷
物
は
、
・
南
風
崎
罪
滸
と
し
て
い
9
、
}

夜
送
し
本
人
が
佐
泄
保
引
揚
按
獲
局
に
到
済
核
木
人
に
'
,
'
`
,
.

お
い
て
引
取
り
税
闊
検
査
を
受
け
た
後
乗
船
の
際
本
人

．．
 

[ロ

、
の
貨
任
に
お
い
て
引
揚
船
に
耕
込
む
こ
と
。
従
っ
て
瓜
如
．
．
．

来
同
時
輸
送
を
行
っ
て
い
た
自
轄
車
｀
ミ
シ
ン
類
等
は
で
・
・

右
に
含
ま
わ
な
い
こ
と
i

な
る
か
ら
③
の
方
法
に
よ
り

・

別

送

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

0

.

9

・
ハ
、
イ
及
び
口
の
荷
物
に
到
し
て
は
南
風
崎
騨
氣
付
朝
鮮
，
＇

の
蹄
郷
先
及
び
氏
名
を
明
記
し
て
お
く
こ
と

U

⑨
佐
世
保
引
拗
按
甑
局
を
．
知
・
由
し
な
い
で
別
迭
ず
る
も
．
，
＇

の
。
①
に
記
し
た
も
の
以
外
の
騎
廻
品
家
財
班
具
、
職
’

□一

業
用
具
は
次
の
方
法
に
よ
り
餘
送
さ
れ
る
。
．
』
．
―

イ
、
痰
罪
に
お
い
て
本
人
が
日
本
通
迦
株
式
會
社
面
芹
ぃ

．
，

所
最
寄
り
の
支
店
又
は
螢
梁
所
で
取
扱
う
1

．
と
釜
山
ま
，
＇
い

‘
で
の
蓮
送
契
約
を
な
し
日
本
通
述
株
式
會
社
は
釜
山
に
‘
'
‘
’
—

お
い
て
朝
鮮
運
送
會
祉
よ
り
荷
物
の
取
渡
を
受
け
る
も
．

9
：

の
で
あ
る
こ
と
Q

.

9

、
右
の
荷
物
は
佐
枇
保
騨
を
観
由
し
て
佐
世
保
泄
〔
佐
’

椛
保
引
揚
按
設
局
所
在
地
と
は
別
で
あ
る
〕
よ
り
本
人
｀
．

の
乗
船
ナ
る
引
揚
船
に
耕
込
れ
る
こ
と
0
●
●
ん
・
・

ハ
、
右
茄
物
の
税
幽
椒
査
は
本
人
が
佐
懺
保
引
拗
援
臨
局

．
在
留
巾
に
佐
泄
保
泄
C

佐
泄
保
市
培
傑
に
あ
る
倉
附
〕
．
｀

で
行
う
が
佐
泄
保
の
日
本
通
巡
支
店
及
び
税
雌
賞
局
ょ

□．

り
佐
批
保
引
楊
扱
訛
局
を
通
じ
て
の
述
絡
に
よ
り
本
人
'
’

立
合
の
上
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
但
し
、
具
体
的
な
．

≪
．

取
決
め
は
そ
の
都
度
現
地
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
こ
ー

と。

⇔
、
右
荷
物
の
楡
送
に
窃
る
引
楊
船
は
新
典
丸
〕
貨
客
船

総
冠
二
、
五
七
七
屯
〕
が
特
別
に
配
船
さ
れ
る
こ
と
4
な

つ
て
い
る
こ
と

U

ホ
、
右
荷
物
の
、
東
京
よ
り
佐
ilt保
池
船
積
み
終
了
ま
で

の
i

屯
賞
り
楡
迭
費
用
は
荷
物
の
種
類
に
よ
り
多
少
の

＇

相
述
は
あ
る
が
慨
ね
五
、0
0
0
§
~
、
船
貿
は
i
屯
岱
，

り
に
付
き
、
身
剃
品
、
家
財
逍
具
等
は
一
、

0
六
八
闘
靱

機
械
類
四
四
四
四
一
仰
で
あ
る
こ
と
。
，
．
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市
姻
卑
管
理
委
員
及
同
柚
充
員
常
選
に
つ
い
て

`
7ぃ9

,．
〗
岡
島
市
姻
琴
管
理
委
員
及
同
袖
充
員
と
し
て
左
の
者
が
営
選
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し
た
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。
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應
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．
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収
沿
第
四
十
五
鼠

五

5
ら
an,ttT
ャ・

塔

蛾鐵

翌
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馴
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；
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；
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占
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狸

設

物

の

占

用

料

．

窟
別
ー
メ
ー
•
ル
に
つ
き
年
額

外

梃

三

吋

以

内

．

＇

、

五

向

i

六

｛

皿

．
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＇
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．
八

I

II

五

吋

以

上

一

呪

以

内

．

十

皿

＇
，
十
．
五
皿

;
I
I

一
呪
以
上

附
，

JUJ
．
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則
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翡
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行
す
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の
規
則
は
公
布
の
打
か
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f

廣
島
市
立
小
學
校
及
び
中
學
校
給
食
炊
事
姉
手
償
支
給
規
則
―

の
一
部
を
改
餌
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。
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・
昭
和
二
十
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日
，
．
｀

ー
・
，
．
廣
島
市
長
・
演
井
信
―
―
―

4

-

蕨
島
市
規
則
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＾
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岱
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。
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＿
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．
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＿
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廣
島
市
役
所
係
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
ろ
規
則
を
次
の
¥
_
＿
-
、
職
且
の
出
勤
簿
並
び
に
出
張
命
令
に
闘
す
る
こ
と

四
、
職
且
の
研
修
並
び
に
能
率
の
埒
進
に
脳
す
る
こ
と

よ
う
に
制
定
す
ろ
。

五
、
職
且
の
幅
利
厚
生
並
び
に
保
健
に
脳
す
ろ
こ
と

9

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
六
日

＇ヽ

脱
島
市
長
濱
井
．
信
．
＿
＿
＿
六
、
宿
直
、
日
直
の
割
営
に
闘
す
る
こ
と

七
、
共
柄
組
合
及
び
職
且
糾
合
に
幽
す
る
こ
と

忘
島
市
規
則
第
五
十
九
銑

炭
島
市
役
所
係
設
樅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
，
八
、
課
内
庶
務
に
闘
す
も
こ
と

税
務
課
の
椋
題
「
第
一
桧
税
係
、
第
二
核
税
係
を
「
桧
税
係

唱
迭
朋
係
設
群
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
八
月
二
十
日
版

」
に
改
め
、
そ
の
分
掌
事
務
は
左
の
通
り
と
す
る
。

i

-

-
＂ー

1

十
八
銃
）
．
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

．
―
:
縣
市
獨
立
税
、
不
勁
産
取
得
税
、
建
築
税
、
家
届
税

1

部

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

．

：

、

縣

市

民

税

の

課

税

査

料

の

調

査

に

閥

す

る

こ

と

。

標

~
「
厚
生
係
」
を
削
る
°
題
砿
牧
係
」
を
「
第
一
岱
牧
係

J
第
二
徴
牧
係
」
に
改

｀
め
、
．
そ
れ
ぞ
れ
の
分
掌
事
務
は
な
お
従
前
の
述
り
と
す
る

＂
「
第
一
改
兌
系
、
第
・
一
孟
兌
―
-
1
.
~
8
~

こ

＂

．

渉

外

課

の

標

題

「

外

事

係

、

渉

外

係

」

を

削

り

、

分

掌

瀧

務

ご

を
左
の
通
り
改
め
ろ
。
9

..

．
一
、
進
駐
車
と
の
交
渉
連
絡
に
闘
す
る
J
-
J

と

．

’

二
、
翻
繹
及
び
却
繹
に
賊
す
る
こ
と
｀
I

―
―
-
、
外
固
人
登
録
令
に
闘
す
る
こ
と

？
四
、
第
三
國
人
送
還
事
務
に
闘
す
る
こ
と
・

-

i

 

五
、
そ
の
他
外
事
に
闘
す
る
こ
と
．

六
、
課
内
庶
務
に
闘
す
る
こ
と
．

・

調

査

課

の

標

題

、

「

庶

務

係

、

調

査

係

」

を

削

り

、

分

掌

事

務

を

左

の

迎

り

改

め

る

。

“

一
、
國
勢
調
査
及
び
人
口
、
住
宅
統
計
に
闘
す
こ
る
と

I
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1
 
1

、
良
称
、
水
産
、
商
工
、
呻
祖
、
勤
労
等
の
統
計
調
査

に
闘
す
ろ
A
j

と

、

三
、
廣
島
市
統
計
甚
及
び
統
計
表
作
成
に
闘
す
る
こ
と

四
．
、
炭
島
市
市
勢
調
査
匿
に
闘
す
る
こ
と
.
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ー
そ
いの
他
の
調
査
に
闘
す
る
こ
と
ハ

．ヽ
ヽ

．：
ナ
し，

＼
七
、
課
内
庶
務
に
閥
す
る
こ
と

魯

課

の

標

題

「

襄

雇

」

を

削

り

、

課

雰

靡

讐

左

｀
 

の
通
り
改
め
ろ
。

學
粛
．
，
係
r
(

一

、

塾

袖

係

豫

笠

の

編

成

農

温

唇

脳

す

る

こ

と

二
、
學
狡
闘
係
賭
給
典
そ
の
他
所
要
経
我
の
支
彿
に
闘
す

ろ
こ
と

三
、
投
梁
料
、
入
學
料
の
微
牧
に
闘
す
る
こ
と
．

四
ー
學
校
1

幼
稚
固
琺
且
の
進
退
、
服
紡
、
一
郎
利
厚
生
等

に
測
す
る
}
]
と

五
、
學
狡
の
設
趾
、
底
止
及
び
挫
匝
の
制
定
に
幽
す
る
k
-

‘

と

六
、
兒
菰
の
就
學
に
脳
す
ハ
る
こ
と

七
、
数
育
の
研
究
、
輔
導
、
数
育
幽
体
と
の
連
絡
そ
の
他

数
學
に
脳
す
る
こ
AJ

八
、
課
内
庶
務
に
闘
す
る
こ
と
'

•

• 

施

設

係

‘

．

一
、
學
校
、
幼
稚
園
の
建
築
計
掘
及
び
螢
緒
に
闘
す
る
事
・

I
 

1

、
校
合
、
校
他
の
管
理
に
臨
す
き
）
と

―-i
、
‘
學
校
用
品
調
逹
手
絞
に
闘
す
る
J,.J

と

四
、
學
校
脳
係
指
定
生
産
査
材
申
請
及
び
割
営
に
幽
す
る

k
)

と

：

五
、
學
校
給
念
＼
學
校
衛
生
そ
の
他
學
校
施
設
に
闘
す
る
，

5

こ

と

・

商
工
課
の
椋
題
「
商
政
係
、
観
光
係
、
漉
閃
係
」
を
制
り
、
＇

課
の
分
掌
事
務
を
左
の
通

9
改
め
る
。

‘

勒

業

係
一
、
経
柄
甜
術
の
調
査
及
び
研
究
に
闘
す
る
こ
と

1
 

1

、
商
工
業
の
振
興
及
び
指
導
並
び
に
商
工
相
談
所
に
脳

す

る
,-J

と

=
-
‘
・
商
工
粟
の
金
礁
に
脳
す
る
こ
と
。

四
、
事
業
内
容
の
證
明
に
闘
す
る
>-J

と

1
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